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────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                    令和２年３月６日  午前９時 00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 



 日程第４ 請願の委員会付託 

 日程第５ 町長提出諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ

いて 

 日程第６ 町長提出第 10 号議案 平成３０年度町道日原市街線旭橋耐震補強工事

（第１期）請負変更契約の締結について 
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金徴収条例の制定について 

 日程第 10 町長提出第 14号議案 左鐙コミュニティセンターの設置及び管理に関す

る条例の制定について 

 日程第 11 町長提出第 15号議案 津和野町監査委員条例等の一部改正について 

 日程第 12 町長提出第 16号議案 津和野町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改
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 日程第 13 町長提出第 17号議案 津和野町借上賃貸住宅管理条例の一部改正につい
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 日程第 14 町長提出第 18号議案 津和野町職員の服務の宣誓に関する条例の一部改

正について 

 日程第 15 町長提出第 19号議案 津和野町議会の議員その他非常勤の職員の公務災
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いて 

 日程第 18 町長提出第 22号議案 津和野町小集落改良住宅設置及び管理に関する条

例の一部改正について 

 日程第 19 町長提出第 23号議案 公の施設の指定管理者の指定について（津和野町

町営塾日原） 

 日程第 20 町長提出第 24号議案 公の施設の指定管理者の指定について（つわの暮

らし推進住宅畑迫ぶさか団地） 

 日程第 21 町長提出第 25号議案 公の施設の指定管理者の指定について（津和野町

地域優良賃貸住宅森村住宅） 

 日程第 22 町長提出第 26号議案 公の施設の指定管理者の指定について（津和野町

空家活用定住住宅野口団地） 

 日程第 23 町長提出第 27号議案 平成３１年度津和野町一般会計補正予算（第８号） 



 日程第 24 町長提出第 28号議案 平成３１年度津和野町国民健康保険特別会計補正

予算（第４号） 

 日程第 25 町長提出第 29号議案 平成３１年度津和野町介護保険特別会計補正予算

（第４号） 

 日程第 26 町長提出第 30号議案 平成３１年度津和野町下水道事業特別会計補正予

算（第４号） 

 日程第 27 町長提出第 31号議案 平成３１年度津和野町奨学基金特別会計補正予算

（第２号） 

 日程第 28 町長提出第 32 号議案 平成３１年度津和野町診療所特別会計補正予算

（第２号） 

 日程第 29 町長提出第 33号議案 平成３１年度津和野町介護老人保健施設事業特別

会計補正予算（第２号） 

 日程第 30 町長提出第 34号議案 平成３１年度津和野町病院事業会計補正予算（第

３号） 

 日程第 31 町長提出第 35号議案 平成３１年度津和野町水道事業会計補正予算（第

４号） 

 日程第 32 町長施政方針 

 日程第 33 町長提出第 36号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につ

いて 

 日程第 34 町長提出第 37号議案 町長等の給与の特例に関する条例の一部改正につ

いて 

 日程第 35 町長提出第 38号議案 令和２年度津和野町一般会計予算 

 日程第 36 町長提出第 39号議案 令和２年度津和野町国民健康保険特別会計予算 

 日程第 37 町長提出第 40号議案 令和２年度津和野町介護保険特別会計予算 

 日程第 38 町長提出第 41号議案 令和２年度津和野町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第 39 町長提出第 42号議案 令和２年度津和野町下水道事業特別会計予算 

 日程第 40 町長提出第 43号議案 令和２年度津和野町農業集落排水事業特別会計予

算 

 日程第 41 町長提出第 44号議案 令和２年度津和野町奨学基金特別会計予算 

 日程第 42 町長提出第 45号議案 令和２年度津和野町診療所特別会計予算 

 日程第 43 町長提出第 46号議案 令和２年度津和野町介護老人保健施設事業特別会

計予算 
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正について 

 日程第 13 町長提出第 17号議案 津和野町借上賃貸住宅管理条例の一部改正につい

て 

 日程第 14 町長提出第 18号議案 津和野町職員の服務の宣誓に関する条例の一部改

正について 

 日程第 15 町長提出第 19号議案 津和野町議会の議員その他非常勤の職員の公務災

害補償等に関する条例の一部改正について 

 日程第 16 町長提出第 20号議案 津和野幼花園補助金交付条例の一部改正について 

 日程第 17 町長提出第 21号議案 津和野町子ども等医療費助成条例の一部改正につ

いて 

 日程第 18 町長提出第 22号議案 津和野町小集落改良住宅設置及び管理に関する条

例の一部改正について 

 日程第 19 町長提出第 23号議案 公の施設の指定管理者の指定について（津和野町

町営塾日原） 

 日程第 20 町長提出第 24号議案 公の施設の指定管理者の指定について（つわの暮

らし推進住宅畑迫ぶさか団地） 

 日程第 21 町長提出第 25号議案 公の施設の指定管理者の指定について（津和野町

地域優良賃貸住宅森村住宅） 



 日程第 22 町長提出第 26号議案 公の施設の指定管理者の指定について（津和野町

空家活用定住住宅野口団地） 

 日程第 23 町長提出第 27号議案 平成３１年度津和野町一般会計補正予算（第８号） 

 日程第 24 町長提出第 28号議案 平成３１年度津和野町国民健康保険特別会計補正

予算（第４号） 

 日程第 25 町長提出第 29号議案 平成３１年度津和野町介護保険特別会計補正予算

（第４号） 

 日程第 26 町長提出第 30号議案 平成３１年度津和野町下水道事業特別会計補正予

算（第４号） 

 日程第 27 町長提出第 31号議案 平成３１年度津和野町奨学基金特別会計補正予算

（第２号） 

 日程第 28 町長提出第 32 号議案 平成３１年度津和野町診療所特別会計補正予算

（第２号） 

 日程第 29 町長提出第 33号議案 平成３１年度津和野町介護老人保健施設事業特別

会計補正予算（第２号） 

 日程第 30 町長提出第 34号議案 平成３１年度津和野町病院事業会計補正予算（第

３号） 

 日程第 31 町長提出第 35号議案 平成３１年度津和野町水道事業会計補正予算（第

４号） 

 日程第 32 町長施政方針 

 日程第 33 町長提出第 36号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につ

いて 

 日程第 34 町長提出第 37号議案 町長等の給与の特例に関する条例の一部改正につ

いて 

 日程第 35 町長提出第 38号議案 令和２年度津和野町一般会計予算 

 日程第 36 町長提出第 39号議案 令和２年度津和野町国民健康保険特別会計予算 

 日程第 37 町長提出第 40号議案 令和２年度津和野町介護保険特別会計予算 

 日程第 38 町長提出第 41号議案 令和２年度津和野町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第 39 町長提出第 42号議案 令和２年度津和野町下水道事業特別会計予算 

 日程第 40 町長提出第 43号議案 令和２年度津和野町農業集落排水事業特別会計予

算 

 日程第 41 町長提出第 44号議案 令和２年度津和野町奨学基金特別会計予算 

 日程第 42 町長提出第 45号議案 令和２年度津和野町診療所特別会計予算 

 日程第 43 町長提出第 46号議案 令和２年度津和野町介護老人保健施設事業特別会

計予算 

 日程第 44 町長提出第 47号議案 令和２年度津和野町病院事業会計予算 



 日程第 45 町長提出第 48号議案 令和２年度津和野町水道事業会計予算 

────────────────────────────── 
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午前９時 00分開会 

○議長（沖田  守君）  おはようございます。本日、令和２年第２回津和野町議会定

例会が招集されました。議員各位並びに町長初め執行部の皆さんおそろいでお出かけを

いただきまして、まことにありがとうございます。 

 開会に先立ちまして一言御挨拶を申し上げたいと思いますが、昨今の新型コロナウイ

ルス、これが世界各国、我が国を初め、大変な流行ということで、総理みずから指令を

出したり、国を初め、県それぞれに各市町村に対してもさまざまな要請が出ており、我

が町におきましても、既に小学校等、中学校等、休校にして対処しておるというような

状況でもあり、この流行が何とか終息してくれるのを期待をしておるところであります



が、余り過度に反応することもいかがかなと思いながら、そうは言いましても、なかな

か感染経路がわからないという難しいウイルスがあるようでありますので、正しく的確

な情報の中で、対処していかなければならない、こういう問題でもあろうかと、かよう

に思います。 

 それは別として、実は、非常に危惧しておりますのは、御奇特な御寄附によって事業

が進められた、あの城山整備事業で、まことに残念ながら国の許可、県の許可等々が得

られずまま、無断で事業着工したという、まことに不祥事が発生したという、関係各位

には大変な御苦労もあったと思いますが、基本中の基本がなされていなかったことが大

きな要因であると、かようなことが先般来、常任委員会等の調査、審査でも判明してま

いっておりますが、このようなことが再び起きないように、肝に銘じて寄附者の御厚意

に対しても、そのようなことがあっては相成らないと、かように思っておるところでも

あります。 

 それから、もう一つは、所管の課長が病気療養ということもあったんだろうと思いま

すが、かねがね、昨年の我が国の臨時国会で成立をした特措法、特定地域推進事業法と

いう我が県の細田博之先生の肝いりの法律でありますが、これが成立をして、いよいよ

ことし６月４日から施行という、こういう運びになっておる、国も多分、２月の月だっ

たと思いますが、各県担当課長に説明会を開催して、そうして、その事業の内容等につ

いて、法案の中身等について説明があったようでありますが、２月の我が県の町村議長

会に出席をした折、１１カ町村の中で、既にその説明も受けて、その事業に取り組もう

とする、そういう町村も、実は報告の中で出てまいりました。担当課長には、３月、こ

の定例会が開催されるまでに、少なくとも議会には事業内容の説明等をするべきである

と、こういうことを事前に私のほうから申し上げておったわけでありますが、お話を聞

くと、体調を崩して、きょうは補佐が出席のようでありますが、そのような事情もあっ

たんではありましょうが、残念ながら事業中身も、まだ説明を受けておらない、こうい

うことであります。多分、きょう、町長の施政方針の中では、若干のその程度の、その

ことについての触れもあるのかとは存じますが、この人口減少が一向に歯どめがかから

ない、そして定住対策にも大きく影響するという、この法律が我々としては、非常に期

待をしておるという、そういう側面もありますので、予算審査委員会等はこれから始ま

るわけでありますから、そういう中で、十分な説明もいただいたりして、このことにつ

いてもしっかり対処してまいりたいと、かようなことをつくづく昨今も考えたわけであ

ります。 

 開会に当たって、いささか苦言であったかと存じますが、以上のようなことを申し上

げて、御挨拶にかえさせていただきたいと思います。 

 ただいまの出席議員数は、全員の１２名であります。定足数に達しておりますので、

令和２年第２回定例会を開会し、直ちに会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 



────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（沖田  守君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、５番、板垣敬司君、６番、丁

泰仁君を指名します。 

 それでは、先日、議会運営委員会を開催しまして、本定例会の会期及び議事日程等に

ついて協議しておりますので、その結果について委員長の報告を求めます。１０番、後

山幸次君。 

○議会運営委員会委員長（後山 幸次君）  皆さん、おはようございます。 

 それでは、先日、議会運営委員会を開催しましたので報告をいたします。 

 議会運営委員会協議報告書。 

 議会運営委員会を令和２年３月３日に開催し、今定例会の議会運営について協議いた

しましたので、その結果を津和野町議会会議規則第７７条の規定により報告をいたしま

す。 

 今定例会の会期は、本日３月６日から３月２４日までの１９日間としたいと思います。 

 初日の６日金曜は、諸般の報告後、請願については総務経済常任委員会に付託し、町

長提出議案の説明を受けます。そのうち、諮問案件については答申を行い、令和２年度

予算に係る議案については、町長の施政方針後に説明を受けます。その後、予算審査特

別委員会を設置し、新年度予算及び関連議案を付託し、散会したいと思います。 

 なお、散会後、直ちに予算審査特別委員会を開催し、審査日程等の調整を行っていた

だきたいと思います。 

 ７日土曜から９日月曜までは休会といたします。 

 一般質問の通告締め切りは、９日の月曜の正午であります。 

 １０日火曜日に本会議を再開し、条例案件、補正予算等の質疑、討論、表決を行いま

す。 

 １１日水曜から１６日までは、休会とします。 

 休会中に、予算審査特別委員会で議案の審査をしていただきたいと思います。 

 １７日の火曜には本会議を再開し、１７日火曜、１８日水曜で一般質問を行います。 

 １９日木曜から２３日月曜は、休会といたします。 

 ２４日火曜に本会議を再開し、予算審査特別委員会委員長の審査報告を受けた後、新

年度予算、関連議案について討論、表決を行い、請願等の所定の処理及び各委員会の報

告を受けて、全日程を終了したいと思います。 

 以上、議会運営委員会の協議結果を報告いたします。 

 令和２年３月６日、津和野町議会議長、沖田守様、議会運営委員会委員長、後山幸次。 

 以上であります。 

○議長（沖田  守君）  ありがとうございました。 



────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（沖田  守君）  日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りをします。本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日から３月２

４日までの１９日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。したがって、会期は本日から３月２

４日までの１９日間と決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（沖田  守君）  日程第３、諸般の報告をいたします。 

 １２月定例会招集日以降における議会行事及び各報告事項につきましては、お手元に

配付のとおりであります。 

諸般の報告書 

 【１２月定例会以降】 

  １２月１３日（金） 全員協議会 

            議会運営委員会 

            総務経済常任委員会所管事務調査 

     １７日（火） 広報広聴常任委員会 

     １８日（水） 全員協議会 

     ２４日（火） 広報広聴常任委員会 

   １月 ３日（金） 津和野町成人式（津和野体育館） 議長 

      ５日（日） 津和野町消防出初式（日原中学校校庭） 議長 

      ６日（月） 広報広聴常任委員会 

      ８日（水） 民生児童委員協議会新年会（なごみの里） 議長 

     １０日（金） 全員協議会 

            広報広聴常任委員会 

     １１日（土） 畑迫郵便局開局１００年記念式典（畑迫体育館） 議長 

     １４日（火） 広報広聴常任委員会 正副委員長 

     ２４日（金） 日輪会（美加登家） 議長 

     ２８日（火） 兵庫県たつの市議会行政視察（津和野庁舎） 議長 

     ３１日（金） 第１回臨時会、全員協議会 

            木質バイオマス利用に関する付帯施設建設にかかる懇談会  

            全議員 

            文教民生常任委員会所管事務調査 

   ２月 ３日（月） 総務経済常任委員会所管事務調査 



            島根県吉賀町議会行政視察（津和野共存病院） 

      ４日（火） 小学生議会学習会（青原小学校） 全議員 

      ５日（水） 小学生議会学習会（木部小学校） 全議員 

      ６日（木） 小学生議会学習会（津和野小学校） 全議員 

      ７日（金） 小学生議会学習会（日原小学校） 全議員 

     １７日（月） 益田地区広域市町村圏事務組合議会定例会（益田市） 

     １８日（火） 鹿足郡事務組合議会定例会（クリーンパルにちはら） 

            鹿足郡不燃物処理組合議会定例会（吉賀町） 

            鹿足郡養護老人ホーム組合議会定例会（吉賀町） 

     １９日（水） 全員協議会 

            津和野町議会議員研修会（第２庁舎議場） 全議員 

     ２１日（金～ 島根県町村議会議長会定例総会（松江市） 議長 

    ～２２日 土） 

     ２７日（木） 文教民生常任委員会所管事務・現地調査（津和野庁舎） 

   ３月 ３日（月） 議会運営委員会 

            文教民生常任委員会所管事務調査 

 【視 察】 

   １月２８日（火） 兵庫県たつの市議会（６名） しまね留学の取組 

   ２月 ３日（月） 島根県吉賀町議会 （９名） 津和野町における医療対策 

 益田地区広域市町村圏事務組合、鹿足郡事務組合、鹿足郡不燃物処理組合及び鹿足郡

養護老人ホーム組合の各議会報告及び令和元年度財政援助団体等監査の報告につきま

しては、お手元に配付のとおりであります。 

 なお、関係書類は事務局に保管してありますので、必要の向きはごらんをいただきた

いと思います。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．請願の委員会付託 

○議長（沖田  守君）  日程第４、請願の委員会付託。 

 本日までに受理した請願は、お手元に配付しました請願文書表のとおり、所管の総務

経済常任委員会に付託しましたので報告いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．諮問第１号 

○議長（沖田  守君）  日程第５、諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求め

ることについてを議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  皆様、おはようございます。本日は、３月定例議会の招集を

お願いいたしましたところ、おそろいで御出席を賜りましてありがとうございます。 



 今定例会に提案をいたします案件は、諮問案件１件、契約変更案件１件、条例案件１

３件、指定管理者指定案件４件、計画案件１件、一般会計を初め各会計補正予算案件９

件、一般会計ほか、令和２年度各会計予算１１件の合計４０案件でございます。 

 いずれも重要な案件でございますので、慎重審議を賜り、それぞれ可決賜りますよう

よろしくお願いを申し上げます。 

 諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、次の方を人権擁護

委員として推薦をしたいので、議会の意見を求めるものでございます。 

 住所、津和野町日原３４１番地、氏名、清水留美子。生年月日、昭和３０年１０月２

０日、６４歳でございます。 

 清水さんにおかれましては、４期目として令和２年７月１日から令和５年６月３０日

までの３カ年をお願いしたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 それでは、ここで、意見のとりまとめを行うため、全員協議会を開催することといた

しますので、９時２５分まで休憩といたします。 

 執行部、皆さんは御退席をいただきたいと思います。 

午前９時 14分休憩 

……………………………………………………………………………… 

〔全員協議会〕 

……………………………………………………………………………… 

午前９時 19分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 諮問第１号についてお諮りします。本件に対する議会の意見は、適任とすることに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。したがって、諮問第１号人権擁護委

員の推薦につき意見を求めることについては、適任とすることと決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第１０号 

○議長（沖田  守君）  日程第６、議案第１０号平成３０年度町道日原市街線旭橋耐

震補強工事（第１期）請負変更契約の締結についてを議題とします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第１０号平成３０年度町道日原市街線旭橋耐

震補強工事（第１期）請負変更契約の締結についてでございます。議会の議決を求める

ものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（益井 仁志君）  それでは、議案第１０号について御説明申し上げます。 



 契約の目的でございますが、平成３０年度町道日原市街線旭橋耐震補強工事（第１期）

でございます。 

 契約の方法は随意契約でございます。 

 契約の金額については、変更の金額が６,９２６万７,４００円でありまして、変更前

が６,０８０万４,０００円で、８４６万３,４００円増額変更させていただくものであ

ります。 

 契約の相手方でございますが、住所、鹿足郡津和野町枕瀬５７５番地９、氏名は堀建

設株式会社、代表取締役堀大地であります。 

 裏面に資料といたしまして、工事請負変更仮契約書をつけておりますので、御確認い

ただきたいというふうに思います。 

 次のページに参考資料１をつけております。当初契約の概要については、ごらんのと

おりであります。 

 変更の概要の変更の理由についてでございますが、工事実施に当たり既存の橋梁の不

可視部分であります河床より下の根入れ部分におきまして、当初推定しておりました形

状と差異があったため、橋梁巻立て工におけるコンクリート数量、それから根固めブロ

ックの数量が増となったこと。 

 それから、仮設工におきまして、当初計画の作業ヤードの広さではクレーン車の据え

つけが困難であることから、可能な広さまで拡大させていただいたというためでござい

ます。 

 裏面には、別紙としまして、最終的な数量等を記載しました工事概要をつけておりま

す。御確認いただければと思います。 

 それから、参考資料２で工事図面をつけております。図面をお開きいただきまして、

上流側から下流側に向かって、この図面は書かれております。また、向かって左側がＪ

Ａ側でございまして、右側が信金側でございます。 

 本工事では上部工を支える部分の拡幅と橋脚４基の補修及び河床部の根固め工事で

あります。この中で赤くお示しをさせていただいております部分が、変更のありました

コンクリート巻立て部分と根固めブロック部分の施工箇所であります。 

 なお、本工事の仮契約は津和野町議会の議決を得たとき、何らの手続をすることなく、

本契約になるものでございます。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第１１号 

日程第８．議案第１２号 

日程第９．議案第１３号 

日程第１０．議案第１４号 



日程第１１．議案第１５号 

日程第１２．議案第１６号 

日程第１３．議案第１７号 

日程第１４．議案第１８号 

日程第１５．議案第１９号 

日程第１６．議案第２０号 

日程第１７．議案第２１号 

日程第１８．議案第２２号 

○議長（沖田  守君）  日程第７、議案第１１号津和野町長等の損害賠償責任の一部

免責に関する条例の制定についてより、日程第１８、議案第２２号津和野町小集落改良

住宅設置及び管理に関する条例の一部改正についてまで、以上１２案件につきましては、

会議規則第３７条の規定により一括議題とします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第１１号でございますが、津和野町長等の損

害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について、議会の議決を求めるものでござい

ます。詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

 議案第１２号でございますが、津和野町地域優良賃貸住宅等基金条例の制定について、

議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明を申

し上げます。 

 議案第１３号でございますが、津和野町農業水路等長寿命化・防災減災事業分担金徴

収条例の制定について、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、

担当課長から御説明を申し上げます。 

 議案第１４号でございますが、左鐙コミュニティセンターの設置及び管理に関する条

例の制定について、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、教育

次長から御説明を申し上げます。 

 議案第１５号でございますが、津和野町監査委員条例等の一部改正について、議会の

議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げ

ます。 

 議案第１６号でございますが、津和野町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正に

ついて、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から御

説明を申し上げます。 

 議案第１７号でございますが、津和野町借上賃貸住宅管理条例の一部改正について、

議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明を申

し上げます。 



 議案第１８号でございますが、津和野町職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正に

ついて、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から御

説明を申し上げます。 

 議案第１９号でございますが、津和野町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例の一部改正について、議会の議決を求めるものでございます。詳細に

つきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

 議案第２０号でございますが、津和野幼花園補助金交付条例の一部改正について、議

会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明を申し

上げます。 

 議案第２１号でございますが、津和野町子ども等医療費助成条例の一部改正について、

議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から御説明を申

し上げます。 

 議案第２２号でございますが、津和野町小集落改良住宅設置及び管理に関する条例の

一部改正について、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては、担当

課長から御説明を申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  それでは、議案第１１号を御説明いたします。 

 今回の条例制定につきましては、地方自治法第２４３条の２に、普通地方公共団体の

長等の損害賠償責任の一部免責が否定されたことに伴い制定するものでございます。 

 第１条では、町長等の町に対する損害賠償責任の一部を免責させることに関し、必要

な事項を定める旨の趣旨が規定されております。 

 第２条では、損害賠償責任の一部免責として町長等が職務を行うにつき、善意でかつ

重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から町長等に係る基準給与額にそれぞれ

の区分に応じて、本条で定める数字を乗じて得た額を控除した額を免責額とする旨が定

められております。 

 附則といたしまして、この条例は令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長補佐。 

○つわの暮らし推進課長補佐（中岡 真一君）  それでは、議案第１２号について御説

明いたします。 

 この条例は、津和野町地域優良賃貸住宅等の基金条例を制定するものでございます。 

 まず、第１条といたしましては、設置ということでございます。津和野町地域優良賃

貸住宅と空家活用定住住宅の維持管理及び整備等に必要な財源に充てるため、この基金

を設置すると定めるものでございます。 

 第２条につきましては、定義ということでございます。地域優良賃貸住宅、駐車場、

共同施設、空家活用定住住宅の用語の意義を定めております。 



 第３条につきましては、積み立てということで、基金として積み立てる額は、予算に

定める額としております。 

 第４条につきましては、管理について定めるものでございます。 

 第５条につきましては、基金から生ずる収入について定めるものでございます。 

 第６条につきましては、繰りかえ運用について定めるものでございます。 

 第７条につきましては、処分について定めるものでございます。 

 第８条につきましては、委任条項について定めるものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（益井 仁志君）  それでは、議案第１３号について、御説明を申し上げま

す。 

 津和野町農業水路等長寿命化・防災減災事業分担金徴収条例の制定でございます。 

 この条例は、農業水利施設の長寿命化を図ること及び自然災害等により被害が発生す

るおそれがある農業用水施設の整備、それからため池等の保全対策等を目的といたしま

した、農業水路等長寿命化・防災減災事業を津和野町としても取り入れ、農業生産活動

等の基盤となる農業水路等の農業水利施設の機能の安定化を図るものでございます。そ

のため、補助事業でありますこの性質によりまして、受益者の分担金を賦課徴収するこ

ともあることから、このたび、分担金徴収条例を制定させていただくものでございます。 

 第２条の分担金の徴収でございますが、当該事業によって、特に利益を受けるものか

ら度合いによって徴収することとさせていただいております。 

 分担金の額でございますが、事業費の１５％を限度として徴収するものでございます。 

 ちなみに、この長寿命化対策のそれぞれの負担率につきましては、国が５５％、県が

１５％、町が１５％、受益者が１５％でございます。 

 附則といたしまして、この条例は令和２年４月１日から施行するものといたします。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  教育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  それでは、議案第１４号について御説明いたします。 

 これは、左鐙コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例を制定するものでご

ざいます。 

 これは、平成２７年度に廃校となりました旧左鐙小学校の施設を利用できるように制

定するものでございます。 

 第１条におきまして、この施設は津和野町における自治、福祉の増進及び社会教育、

文化の向上並びに体育の振興を図るために左鐙コミュニティセンターを設置すること

としています。 



 第２条としまして、利用できる施設としまして、旧校舎を地域活動センターとして、

旧体育館を左鐙体育館として、旧校庭をグラウンドとして利用できるようにしておりま

す。 

 第３条では、この施設の管理運営は津和野町教育委員会が行うこととしています。 

 第５条としまして、施設の利用に当たっての使用料を徴収することとしています。た

だし、営業行為、商業活動及び個人または団体の利益のための集会や催し物等に使用す

る場合を除き、町内の方が利用する場合におきましては、使用料は無料としております。 

 使用料につきましては、下段の別表にお示ししておりますように、センターの利用に

つきましては、１室の使用につき１時間当たり３００円を、体育館につきましては、全

フロアの使用につき１時間当たり５００円を、半フロアの使用につき１時間当たり２５

０円を徴収するものでございます。 

 また、グラウンドを利用する場合で、あわせて照明施設を利用する場合には、１時間

当たり４００円を徴収することとしております。 

 また、冷暖房料としまして、町内使用者は基本使用料の５０％を、町外使用者は、そ

れぞれ該当する使用料の５０％を徴収するとしております。 

 附則といたしまして、この条例は令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  それでは、議案第１５号を御説明いたします。 

 今回の条例改正につきましては、先ほど、議案第１１号で説明しておりますが、普通

地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責が、新たに地方自治法第２４３条の２に

規定されたため、これまでの地方自治法第２４３条の２が、第２４３条の２の２に規定

されたことに伴い、関係する条例の一部改正を行うものでございます。 

 １枚めくっていただきまして、新旧対照表をごらんください。第１条では、津和野町

監査委員条例、第２条では、津和野町病院事業の設置及び管理に関する条例、第３条で

は、津和野町水道事業の設置等に関する条例について、それぞれ、第２４３条の２を第

２４３条の２の２へ改正するものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  税務住民課長。 

○税務住民課長（山本 慎吾君）  それでは、議案第１６号を御説明いたします。 

 今回の条例一部改正は、登録資格の内容を見直すものであります。現行の条例は、国

の印鑑登録証明事務処理要領に沿った条例であり、国の事務処理要領が改正されたため、

条例についても改正を行うものでございます。 

 それでは、１枚めくっていただいて新旧対照表の１ページをごらんください。 



 第２条第２項では、印鑑登録資格のうち印鑑の登録を受けることができない者を規定

しています。 

 今回の改正は、第２号で印鑑の登録を受けることができない者としていた成年被後見

人を意思能力を有しない者（（１）に掲げる者を除く）に改正するものです。なお、（１）

に掲げる者とは１５歳未満の者です。 

 その次、第６条、第７条の改正は、国の事務処理要領に合わせ、所要の改正を行うも

のであります。 

 附則といたしまして、今回の一部改正の条例は公布の日から施行するものとしており

ます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（益井 仁志君）  それでは、議案第１７号について御説明申し上げます。 

 津和野町借上賃貸住宅管理条例の一部改正でございます。借上賃貸住宅とは、民間が

賃貸住宅を建設いたしまして、これを町が借り上げをします。ＵＩターンや若者等に賃

貸するための住宅でございます。この住宅は、建設後に町が借り上げをしまして、１０

年間、住宅の募集、入居、退去及び家賃の徴収と管理をするものでございます。 

 ２枚めくっていただきまして、新旧対照表をごらんください。別表１をまず、ごらん

ください。今回の条例改正では、現在、町で管理をしておりますグリーンハイツⅠ号館、

Ⅱ号館に加え、４月１日から新たにヒワダハイツⅠ号館、Ⅱ号館を追加するものでござ

います。 

 ヒワダハイツは、津和野町枕瀬１８９－１７、元石西社跡地に建設され、Ⅰ号館、Ⅱ

号館と２つの建物を建設予定でございます。 

 構造は、木造瓦葺で２階建て、間取りとしましては、Ⅰ号館、Ⅱ号館とも、２ＤＫが

２戸、３ＤＫが２戸となっております。 

 また、この住宅の管理期間につきましては、令和２年４月１日から令和１２年３月３

１日までの１０年間としております。 

 次ページの別表２をごらんください。使用料でございますが、Ⅰ号館、Ⅱ号館とも２

ＤＫは月額５万円、３ＤＫは月額５万５,０００円と設定させていただいております。 

 附則としまして、この条例は令和２年４月１日から施行するものとさせていただきま

す。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  それでは、議案第１８号を御説明いたします。 

 今回の条例改正につきましては、令和２年１月１７日付で発出されました総務省通知

において、会計年度任用職員の制度導入前の任用形態や任用手続がさまざまであること



に鑑み、服務の宣誓をそれぞれの職員にふさわしい方法で行うことができるように、一

部改正を行うものでございます。 

 １枚めくっていただきまして、新旧対照表をごらんください。第２条第２項において、

会計年度任用職員の服務の宣誓について、別段の定めをすることができる旨、規定をし

ております。 

 附則といたしまして、この条例は令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 以上でございます。 

 続いて、議案第１９号を御説明申し上げます。 

 今回の条例改正につきましては、会計年度任用職員制度の導入に伴い、フルタイム会

計年度任用職員について、給料等の支給対象であることが明確化されたことに伴い、フ

ルタイム会計年度任用職員の、いわゆる給与の支払いを受ける職員でございますけども、

その補償基礎額について、公務災害補償費に係る平均給与額の例による旨の規定を定め

ておるものでございます。 

 １枚めくっていただきまして、新旧対照表をごらんください。 

 第５条において、給料を支給される職員についての補償基礎額の規定を第５号として

新たに定めるものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 また、経過措置といたしまして、条例第５条第５号の規定は、令和２年４月１日以降

に発生する起因等について適用する旨、定めております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  それでは、議案第２０号津和野町幼花園補助金交付

条例の一部改正についてを御説明いたします。 

 この条例改正につきましては、令和２年４月から津和野幼花園を運営する法人本部が、

社会福祉法人みそのから社会福祉法人みその福祉会に名称変更されること、補助申請の

期日を現状に合わすためのものであります。 

 内容につきましては、１ページめくっていただき、新旧対照表をごらんください。 

 第１条において、運営法人の名称を社会福祉法人みその福祉会へ改めること、第３条

において補助金申請の期日について、現状に合わせ、毎年４月末とすることとしていま

す。 

 なお、この条例の施行期日につきましては、令和２年４月１日からであります。 

 大変済みませんでした。名称を社会福祉法人みその児童福祉会でありました。大変失

礼しました。 

 続きまして、議案第２１号津和野町子ども等医療費助成条例の一部改正についてを御

説明いたします。 



 この条例改正につきましては、令和２年４月１日から、現在行っている子ども等医療

費助成事業の対象年齢を延長し、現行の中学生までから高校生相当の年齢まで引き上げ

るための改正であります。 

 内容につきましては、１ページめくっていただき、新旧対照表をごらんください。 

 第２条、第３条におきまして、これまで乳幼児、就学時と呼んでいましたものを子ど

も等に統一し、助成対象年齢を満１８歳に達する日以後、最初の３月３１日までとする

こと、第４条以降におきまして、これまで乳幼児証、就学時証と呼んでいたものを資格

証に統一するというものであります。 

 なお、この条例の施行期日につきましては、令和２年４月１日からとし、経過措置と

して、この条例による改正後の津和野町子ども等医療費助成条例の規定は、令和２年４

月１日以降に受けた療養または医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養ま

たは医療に係る助成については、なお、従前の例によるものであります。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（益井 仁志君）  それでは、議案第２２号について御説明申し上げます。 

 津和野町小集落改良住宅設置及び管理に関する条例の一部改正でございます。 

 入居の手続をする際、やむを得ない事情により入居手続を１０日以内にすることがで

きない場合は、町長が別に指定する期間内であれば、入居の手続ができること。それか

ら、特段の事情があると認められる場合、連帯保証人の連署を必要としないことができ

るなどの内容をつけ加えるものでございます。 

 裏面の新旧対照表をごらんください。新たに入居の手続といたしまして、ごらんのと

おり８条１項の次に２項、それから３項をつけ加えるものでございます。 

 この条例は公布の日から施行するものとさせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 なお、議案第１１号津和野町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定につ

いては、地方自治法第２４３条の２第２項の規定に基づき、監査委員に意見を求めるこ

とといたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第２３号 

日程第２０．議案第２４号 

日程第２１．議案第２５号 

日程第２２．議案第２６号 

○議長（沖田  守君）  日程第１９、議案第２３号公の施設の指定管理者の指定につ

いて（津和野町町営塾日原）より、日程第２２、議案第２６号公の施設の指定管理者の



指定について（津和野町空家活用定住住宅野口団地）まで、以上４案件につきましては、

会議規則第３７条の規定により一括議題とします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第２３号でございますが、公の施設の指定管

理者の指定について（津和野町町営塾日原）について、議会の議決を求めるものでござ

います。詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

 議案第２４号でございますが、公の施設の指定管理者の指定について（つわの暮らし

推進住宅畑迫ぶさか団地）について、議会の議決を求めるものでございます。詳細につ

きましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

 議案第２５号でございますが、公の施設の指定管理者の指定について（津和野町地域

優良賃貸住宅森村住宅）について、議会の議決を求めるものでございます。詳細につき

ましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

 議案第２６号でございますが、公の施設の指定管理者の指定について（津和野町空家

活用定住住宅野口団地）について、議会の議決を求めるものでございます。詳細につき

ましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課課長補佐。 

○つわの暮らし推進課長補佐（中岡 真一君）  それでは、議案第２３号について御説

明いたします。 

 公の施設の指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものでございます。 

 公の施設の名称は、津和野町町営塾日原でございます。 

 指定管理者となる団体の名称は、島根県立津和野高等学校後援会でございます。 

 指定期間は令和２年４月１日から令和６年３月３１日まででございます。 

 公の施設の概要につきましては、裏面資料をごらんください。 

 津和野町町営塾日原につきましては、津和野町内の学習環境を確保し、実践的な英語

力の強化をみずから学び、みずからの可能性を広げることを目的として令和２年３月に

竣工するものでございます。 

 指定管理者制度導入に関しましては、公募により導入するもので、令和２年２月１９

日に開催した指定管理者選定審査会の審査を経て、指定期間を令和２年４月１日から令

和６年３月３１日までとして、島根県立津和野高等学校後援会を指定管理者に指定する

ものでございます。 

 なお、指定期間につきましては類似施設の指定期間満了日に合わせるため、初回に限

り４年とするものでございます。 

 続きまして、議案第２４号について御説明いたします。 

 公の施設の指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものでございます。 

 公の施設の名称は、つわの暮らし推進住宅畑迫ぶさか団地でございます。 

 指定管理者となる団体の名称は、株式会社ゆとりライフでございます。 



 指定期間は令和２年４月１日から令和２７年３月３１日まででございます。 

 公の施設の概要につきましては、裏面資料をごらんください。 

 つわの暮らし推進住宅畑迫ぶさか団地の整備は、若者定住推進対策として、子育て世

帯の人口増加及び定住化を図り、地域活性化推進を目的として、民間資金等の活用によ

る公共施設等の整備等の促進に関する法律ＰＦＩ法に基づき実施しており、令和２年３

月に竣工するものでございます。 

 指定管理者制度導入に関しましては、公募により導入するもので、令和２年２月１９

日に開催した指定管理者選定審査会の審査を経て、指定期間を令和２年４月１日から令

和２７年３月３１日までの２５年として、株式会社ゆとりライフを指定管理者に指定す

るものでございます。 

 続きまして、議案第２５号について御説明いたします。 

 公の施設の指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものでございます。 

 公の施設の名称は、津和野町地域優良賃貸住宅森村住宅でございます。 

 指定管理者となる団体の名称は、株式会社津和野町森村定住推進住宅でございます。 

 指定期間は令和２年４月１日から令和３２年３月３１日まででございます。 

 公の施設の概要としましては、裏面資料をごらんください。 

 津和野町地域優良賃貸住宅森村住宅の整備は、子育て世帯その他の居住の安定に、特

に配慮が必要な世帯等に居住環境が良好な賃貸住宅を提供し、定住人口の確保を目的と

して、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律ＰＦＩ法に基づ

き実施しており、令和２年３月に竣工するものでございます。 

 指定管理者制度導入に関しましては、公募により導入するもので、令和２年２月１９

日に開催した指定管理者選定審査会の審査を経て、指定期間を令和２年４月１日から令

和３２年３月３１日までの３０年として、株式会社津和野町森村定住推進住宅を指定管

理者に指定するものでございます。 

 続きまして、議案第２６号について御説明いたします。 

 公の施設の指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものでございます。 

 公の施設の名称は、津和野町空家活用定住住宅野口団地でございます。 

 指定管理者となる団体の名称は、株式会社高津川暮らしの研究所でございます。 

 指定期間は令和２年４月１日から令和１２年３月３１日まででございます。 

 公の施設の概要につきましては、裏面資料をごらんください。 

 津和野町空家活用定住住宅野口団地につきましては、定住促進対策としてＵＩターン

者や町内に定住した若者、移住定住者世帯の人口増加及び定住化を目的として、令和２

年３月に竣工するものでございます。 

 指定管理者制度導入に関しましては、公募により導入するもので、令和２年２月１９

日に開催した指定管理者選定審査会の審査を経て、指定期間を令和２年４月１日から令



和１２年３月３１日までの１０年として、株式会社高津川暮らしの研究所を指定管理者

に指定するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 それでは、ここで１０時５分まで休憩といたします。 

午前９時 55分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 05分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．議案第２７号 

日程第２４．議案第２８号 

日程第２５．議案第２９号 

日程第２６．議案第３０号 

日程第２７．議案第３１号 

日程第２８．議案第３２号 

日程第２９．議案第３３号 

日程第３０．議案第３４号 

日程第３１．議案第３５号 

○議長（沖田  守君）  日程第２３、議案第２７号平成３１年度津和野町一般会計補

正予算（第８号）より、日程第３１、議案第３５号平成３１年度津和野町水道事業会計

補正予算（第４号）まで、以上９案件につきましては、会議規則第３７条の規定により

一括議題とします。 

 執行部より、提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第２７号でございますが、平成３１年度津和

野町一般会計補正予算（第８号）についてでございます。 

 歳入歳出それぞれ７,７０５万５,０００円を減額し、歳入歳出予算総額それぞれ８９

億４,６７２万１,０００円とするものでございます。詳細につきましては、担当課長か

ら御説明を申し上げます。 

 議案第２８号でございますが、平成３１年度津和野町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）についてでございます。 

 歳入歳出それぞれ６５万７,０００円を追加し、歳入歳出予算総額それぞれ１１億２,

６２６万５,０００円とするものでございます。詳細につきましては担当課長から御説

明を申し上げます。 

 議案第２９号でございますが、平成３１年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第

４号）についてでございます。 



 歳入歳出それぞれ７３８万７,０００円を追加し、歳入歳出予算総額それぞれ１３億

９,５７４万４,０００円とするものでございます。詳細につきましては担当課長から御

説明を申し上げます。 

 議案第３０号でございますが、平成３１年度津和野町下水道事業特別会計補正予算

（第４号）についてでございます。 

 歳入歳出それぞれ１９９万２,０００円を減額し、歳入歳出予算総額それぞれ３億５,

５１１万５,０００円とするものでございます。詳細につきましては担当課長から御説

明を申し上げます。 

 議案第３１号でございますが、平成３１年度津和野町奨学基金特別会計補正予算（第

２号）についてでございます。 

 歳入歳出それぞれ４万８,０００円を減額し、歳入歳出予算総額それぞれ１,０８１万

５,０００円とするものでございます。詳細につきましては教育次長から御説明を申し

上げます。 

 議案第３２号でございますが、平成３１年度津和野町診療所特別会計補正予算（第２

号）についてでございます。 

 歳入歳出それぞれ１８１万６,０００円を追加し、歳入歳出予算総額それぞれ５,５６

５万９,０００円とするものでございます。詳細につきましては担当課長から御説明を

申し上げます。 

 議案第３３号でございますが、平成３１年度津和野町介護老人保健施設事業特別会計

補正予算（第２号）についてでございます。 

 歳入歳出それぞれ１,６７３万４,０００円を減額し、歳入歳出予算総額それぞれ３億

２９８万８,０００円とするものでございます。詳細につきましては担当課長から御説

明を申し上げます。 

 議案第３４号でございますが、平成３１年度津和野町病院事業会計補正予算（第３号）

についてでございます。 

 収益的収入を５,８９９万５,０００円追加し、予算総額７億７,１６１万５,０００円、

収益的支出を５,０４６万１,０００円追加し、予算総額７億６,３８６万６,０００円に

資本的収入を１８０万円減額し、予算総額４,５４６万６,０００円、資本的支出を１８

２万５,０００円減額し、予算総額８,０９８万６,０００円にするものでございます。

詳細につきましては担当課長から御説明を申し上げます。 

 議案第３５号平成３１年度津和野町水道事業会計補正予算（第４号）についてでござ

います。 

 収益的収入を１５１万８,０００円減額し、予算総額３億５,８４０万５,０００円、

収益的支出を４８９万５,０００円減額し、予算総額３億２,７４５万５,０００円に、

資本的収入を１,７５２万１,０００円減額し、予算総額２億４,５１４万５,０００円、



資本的支出を１,４１４万４,０００円減額し、予算総額３億２,２６１万７,０００円に

するものでございます。詳細につきましては担当課長から御説明を申し上げます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  議案の説明の前におわびを申し上げます。５ページ

の第２表繰越明許費でございますが、表の中段にあります８の土木費でございます。項

の区分のところが「３、道路新設改良、４、道路長寿命化対策事業」と記載してござい

ますけども、誤りでありましてこの二つを「２、道路橋梁費」に訂正をお願いをいたし

ます。 

 まことに申しわけございませんでした。 

 それでは、議案第２７号を御説明申し上げます。 

 今の５ページの繰越明許費でございます。 

 総務費の鹿足郡事務組合負担金でございますが、鹿足郡事務組合発注のＦＴＴＨ第２、

３期工事エリア撤去工事、津和野サブセンター移設工事に不測の日数を要したため７,

５６７万６,０００円を繰り越すものでございます。終期は３年２月末を予定しており

ます。 

 次に、津和野城山整備事業の広葉樹植栽業務でございますが、史跡等の現状変更手続

に誤りがあり、関係機関との調整に不測の日数を要したため２,０２５万１,０００円を

繰り越し、ほか２事業と合わせて３,７１５万１,０００円を繰り越すものでございます。

終期は３年３月末を予定しております。 

 次に、民生費のプレミアム付き商品券事業でございますが、商品券利用可能時期が２

年３月末であり、４月以降に換金業務を行うため、３１０万３,０００円を繰り越すも

のでございます。終期は２年４月末を予定しております。 

 次に農業費の地形図費作成業務でございますが、公共測量許可申請及び地元調整に不

測の日数を要したため、１,１２１万円を繰り越すものです。終期は２年８月末を予定

しております。 

 農林水産業費のアユ種苗生産施設整備補助金でございますが、県土木事務所の設計申

請等の受検に不測の日数を要したため、２２３万５,０００円を繰り越すものでござい

ます。終期は３年３月末を予定しております。 

 次に、土木費の水路修繕事業でございますが、同区域内の下水道工事や地元調整に不

測の日数を要したため、２,０６８万円を繰り越すものでございます。終期は２年１０

月末を予定しております。 

 町道新設改良事業でございますが、迂回路ルートの町政に不測の日数を要したため、

４,０４３万８,０００円を繰越し、商人線でございますが、ほか８路線と合わせて２億

３,５４４万３,０００円を繰越すものでございます。終期は２年９月末を予定しており

ます。 



 道路長寿命化対策事業でございますが、工事用資材運搬路の選択に当たり、地元との

調整に不測の日数を要したため、１億１３１万６,０００円を繰り越すものでございま

す。終期は３年３月末を予定しております。 

 次に、教育費の公立学校情報ネットワーク環境整施設備事業でございますが、校内ネ

ットワークの機器調達に不測の日数を要したため２,００２万４,０００円を繰り越す

ものです。終期は３年３月末を予定しております。 

 社会教育費の津和野城跡整備事業でございますが、入札不調及び倒木の伐採処分に不

測の日数を要したため、２,６０９万８,０００円を繰り越すものでございます。終期は

２年５月末を予定しております。 

 災害復旧費の現年林道災害復旧事業でございますが、当初想定の土質と異なりが判明

し、工法の検討等に不測の日数を要したため、４２８万９,０００円を繰り越すもので

す。終期は２年５月末を予定しております。 

 １枚めくっていただきまして、第３表債務負担行為補正の変更でございます。 

 森村地区地域優良賃貸住宅整備事業の期間につきまして、「平成３１年度から平成６

０年度」を「平成３１年度から令和３１年度」に変更するものでございます。 

 次に、７ページでございますが、第４表地方債補正の追加と変更でございます。 

 総額で１,０２０万円の減額補正をしております。詳細につきましては事項別明細書

の中で御説明をいたします。 

 それでは、歳出の主なものから御説明いたしますので、３２ページをお開きください。 

 また、お手元に補正予算の概要資料を用意しておりますので、あわせてごらんいただ

けたらと思います。 

 全体を通しまして、人件費関連費目につきましては一般職の給与額や年度中に変更が

生じた諸手当の確定、共済組合追加費用及び退職手当組合特別納付金の確定によるもの

などを計上をしております。 

 総務費の住民協働推進事業費では、つわの暮らし推進住宅整備事業の工事請負費とし

て畑迫ぶさか団地建設工事費の確定による１,４８０万６,０００円を減額をしており

ます。 

 １枚めくっていただきまして、生活バス対策費の負担金補助及び交付金といたしまし

て、実績見込みによります生活バス確保路線補助金３７５万６,０００円を増額をして

おります。 

 道の駅管理費のなごみの里管理費では、温浴機械自動制御器等の修繕に伴い、負担金

補助及び交付金２６８万８,０００円を増額、地域情報化推進事業費の負担金補助及び

交付金としてＦＴＴＨ化事業の事業費確定による鹿足郡事務組合負担金２,２６０万９,

０００円を減額をしております。 



 １枚めくっていただきまして、津和野城山整備事業の委託料といたまして、森林整備

業務委託料等１,７６１万２,０００円を増額、工事請負といたしまして遊歩道整備事業

等の工事費の確定による４,３４２万３,０００円を減額をしております。 

 ４２ページをお開きください。 

 参議院議員通常選挙費の備品購入費として、投票用紙読取分類機増設ユニット１２３

万２,０００円を減額しております。 

 続いて、５０ページをお開きください。 

 民生費では、社会福祉総務費の負担金補助及び交付金として実績見込みによりますプ

レミアム付商品券事業負担金３,２５０万円を減額をしております。 

 繰出金として、国保介護保険特別会計への繰出金１０７万２,０００円を減額してお

ります。 

 １枚めくっていただきまして、障害者福祉の扶助費として実績見込みによる障害者自

立支援給付事業５０５万８,０００円、自立支援医療給付事業２１３万３,０００円を増

額、障がい児給付事業１３５万円を減額をしております。 

 続いて５８ページをお開きください。 

 衛生費では、保健衛生総務費の繰出金として水道事業会計への操出金３８０万３,０

００円を増額、病院事業特別会計繰出金３４９万７,０００円を減額をしております。 

 予防費の委託料として、実績見込みによります予防接種委託料２５０万９,０００円

を増額、１枚めくっていただきまして、保健事業費の委託料として各種がん検診の実績

見込みによる検診委託料１５５万９,０００円を増額をしております。 

 医療対策費の積立金として、地域医療推進基金積立金２,５００万円を増額をしてお

ります。 

 １枚めくっていただきまして、塵芥処理費の負担金補助及び交付金として益田広域事

務組合衛生費負担金５０４万４,０００円を増額をしております。 

 続いて６６ページをお開きください。 

 農林水産業費では、農業委員会費の報酬として成果実績分及び活動実績分による委員

報酬、２３１万６,０００円を増額、農業振興費の負担金補助及び交付金として実績見

込みによる新農林水産振興がんばる地域応援総合事業費補助金３５６万９,０００円を

減額をしております。 

 １枚めくっていただきまして、農地費の委託料として山下地区地形図作成業務の入札

減による地形図作成業務委託料４４９万円を減額、負担金補助及び交付金として国の補

正予算分による中山・長福地区及び堤田地区県営農業競力基盤整備事業負担金４,１４

４万４,０００円を増額をしております。 

 農業担い手支援センター費の負担金補助及び交付金として、事業費の確定による新規

就農総合支援事業費補助金２８７万５,０００円を減額、中山間地域総合整備事業費の



負担金補助及び交付金として、事業費の確定によります県営中山間地域総合整備事業負

担金３００万円を減額をしております。 

 １枚めくっていただきまして、林業振興費の報酬として地域おこし協力隊の採用人数

減に伴い、６４７万４,０００円を減額、委託料といたしまして地域おこし協力隊事業

委託料２１４万２,０００円を減額をしております。 

 負担金補助及び交付金として、実績見込みによります産業後継者育成基金交付金２４

０万円を減額をしております。 

 受託事業費の委託料として、実績によります除伐等委託料９２６万５,０００円を減

額をしております。 

 １枚めくっていただきまして、町行造林事業費の委託料として、実績による下刈り等

委託料１,２０５万１,０００円を減額をしております。 

 林道費の負担金補助及び交付金として、林道三子山線の県営林道事業負担金３００万

円を増額、林地崩壊防止対策事業費の負担金補助及び交付金として、家屋に影響を及ぼ

す斜面の崩落等の復旧対策として林地等崩壊対策事業補助金１２６万２,０００円を増

額をしております。 

 続いて７６ページをお開きください。 

 商工費では、商工振興費の負担金補助及び交付金として、事業未実施による地域商業

活性化支援事業補助金２００万円を減額をしております。 

 続いて８２ページをお開きください。 

 土木費では、土木総務費の委託料として、実績見込みによる登記事務委託料２２０万

円を減額繰出金として下水道事業特別会計繰出金１,１３９万８,０００円を減額をし

ております。 

 １枚めくっていただきまして、道路新設改良費の笹ケ谷線ほか６路線では、委託料と

して登記事務委託料等１０８万４,０００円を減額、工事請負費として道路改良工事費

６９７万６,０００円を増額、公有財産購入費として用地購入費１６０万円を減額、補

償、補填及び賠償金２１５万円を減額をしております。 

 １枚めくっていただきまして、道路長寿命化対策事業費の委託料では、実績による道

路橋梁点検業務委託料１１５万７,０００円を減額、唐人屋トンネル照明修繕に伴い、

長寿命化対策設計業務委託料１２６万円を減額、工事請負費の旭橋長寿命化対策工事費

から旭橋長寿命化対策技術支援業務委託料へ１５５万８,０００円を組み替え計上して

おります。 

 ９０ページをお開きください。 

 住宅管理費の委託料として、中座団地建てかえに伴う技術支援業務委託料３００万円

を減額、実績による小川団地の耐震診断業務委託料１６３万９,０００円を減額をして

おります。 



 １枚めくっていただきまして、消防費では非常備消防費の備品購入費として、消防積

載車の入札減２２６万１,０００円を減額をしております。 

 続いて９６ページをお開きください。 

 教育費では、教育諸費の委託料として、実績見込みによる津和野小学校プール改築工

事に伴う調査設計業務委託料５５７万５,０００円を減額、工事請負費といたしまして

町内小中学校への高速大容量等の通信ネットワーク整備に伴い、公立学校情報ネットワ

ーク環境施設整備事業２,００２万４,０００円を新たに計上しております。 

 １０８ページをお開きください。 

 文化財保護費の委託料といたしまして、事業費確定による津和野城山作業道復旧測量

設計業務委託料１１２万９,０００円を減額しております。 

 続いて、１２６ページをお開きください。 

 公債費でございますが、利子の償還金利子及び割引料として、償還額の確定に伴い長

期債利子３３０万円を減額をしております。 

 それでは続いて、歳入の主なものをご御明いたしますので１２ページにお戻りくださ

い。 

 地方消費税交付金の確定により５２１万８,０００円を減額をしております。 

 地方交付税では、普通交付税を１億６,７９８万５,０００円計上をしております。 

 分担金及び負担金の農林水産業費分担金として、県営農業競争力基盤整備事業地元分

担金１,７７６万２,０００円を計上しております。 

 使用料及び手数料では、町営住宅使用料として１７１万２,０００円を計上をしてお

ります。 

 １枚めくっていただきまして、国庫支出金では民生費国庫負担金として、障害者自立

支援給付費の実績見込みにより。障害者自立支援給付費国庫負担金２２５万８,０００

円を増額、障害者自立支援医療給付費の実績見込みとして、障害者自立支援医療給付費

国庫負担金１０６万６,０００円を増額をしております。 

 １枚めくっていただきまして、民生費国庫補助金では、実績見込みによりますプレミ

アム付商品券事業費補助金７１５万９,０００円を減額をしております。 

 土木費国庫補助金では、民間賃貸住宅建設支援事業補助金の県補助金への組み替え等

による社会資本整備総合交付金１,２３８万６,０００円を減額をしております。 

 教育費国庫補助金では、町内小中学校への高速大容量等の通信ネットワーク整備に伴

い、公立学校情報ネットワーク環境施設整備費補助金１,００１万２,０００円の増額を

しております。 

 県支出金では、民生費県負担金として障害者自立支援給付費の実績見込みにより、障

害者自立支援給付費負担金１１２万９,０００円を増額しております。 

 １枚めくっていただきまして、総務費県補助金では、交付決定によります新地方バス

路線運行対策費交付金１３７万８,０００円の増額、つわの暮らし推進住宅等の事業費



の確定の伴い、しまね定住推進住宅整備支援事業費補助金１３４万９,０００円の減額

をしております。 

 農林水産業費県補助金では、農業委員の成果実績分及び活動実績分による農業委員会

交付金２２７万２,０００円を増額。 

 事業費の確定による新規就農総合支援事業費補助金２８７万５,０００円を減額。 

 新農林水産振興がんばる地域応援総合事業費補助金２６５万５,０００円を減額をし

ております。 

 林業費補助金として、町行造林保育事業量の減少に伴い、合板・製材生産性強化対策

事業費補助金９４４万６,０００円を減額をしております。 

 商工費県補助金では、事業未実施による地域商業活性化支援事業補助金１００万円を

減額をしております。 

 土木費県補助金では、民間賃貸住宅建設支援事業補助金の国庫補助金からの組み替え

によるしまね定住推進住宅整備事業費補助金１,２４５万円を計上をしております。 

 １枚めくっていただきまして、委託金でございますが、総務費委託金として参議院議

員通常選挙委託金等の精算に伴い、選挙費委託金７００万３,０００円を減額をしてお

ります。 

 教育費委託金の社会教育費委託金として、長福発掘調査委託事業計画変更に伴い、埋

蔵文化財調査委託料３０９万１,０００円の減額をしております。 

 財産収入では、売り払い収入として売り上げ実績に基づく安野光雅美術館ミュージア

ムグッズ売り払い収入３１１万２,０００円の減額をしております。 

 不動産売り払い収入の流木売り払い収入では、事業地事業量減少に伴い町有林間伐材

売り払い収入１９８万２,０００円を減額をしております。 

 寄附金では、総務費寄附金として津和野城山整備事業の事業費の確定に伴い、総務寄

附金２,６７９万９,０００円を減額をしております。 

 繰入金では、財政調整基金繰入金１億２,３００万円を減額、減債基金繰入金６,５０

０万円を減額。 

 １枚めくっていただきまして産業後継者育成基金繰入金２６９万１,０００円を減額。 

 津和野町まちづくり基金繰入金１,３３５万円を増額をしております。 

 諸収入では、林業費受託事業収入として、実績に基づく公社造林事業９４５万９,０

００円の減額をしております。 

 雑入といたしまして、消防団員３名分の消防退職報償金１３８万２,０００円を増額。 

 健康福祉課では、過年度分子供のための教育・保育給付費国庫負担金８４９万円を増

額。 

 実績見込みによるプレミアム付商品券販売収入２,６００万円を減額。 

 教育委員会では、過年度分藩校養老館保存修理事業費国庫補助金等６５５万４,００

０円を計上しております。 



 続いて、町債でございますが、総務債の過疎対策事業債として、ＦＴＴＨ化事業の事

業費確定による電気通信施設整備事業２,２６０万円を減額。 

 つわの暮らし推進住宅の事業費の確定に伴い、定住促進団地整備事業１,２１０万円

を減額をしております。 

 １枚めくっていただきまして、衛生費の過疎対策事業債として、地域医療推進基金へ

の積み立てに伴い、過疎地域自立促進特別事業２,０００万円を増額をしております。 

 林業費の、辺地対策事業債として、国の補正予算分に伴い中山・長福地区県営農業競

争力基盤整備事業負担金の増額による、農林業経営近代施設整備事業３３０万円を増額。 

 過疎対策事業債として、山下地区地形図作成業務の発行限度額調整に伴い、過疎地域

自立促進特別事業２,０００万円を減額。 

 国の補正予算分に伴い、堤田地区県営農業競争力基盤整備事業負担金の増額による農

林漁業経営近代化施設整備事業１,１００万円を増額をしております。 

 県営林道三子山線の事業費確定に伴い、道路橋梁整備事業３００万円を増額。 

 一般単独事業では、国の補正予算分に伴い、中山長福地区県営農業競争力基盤整備事

業負担金の増額による合併特例６１０万円を計上しております。 

 土木債の公営住宅建設事業債として、実績に基づく小川団地耐震診断業務の減額に伴

い、公営住宅建設事業１７０万円を減額。 

 辺地対策事業債では、滝谷１号線道路改良事業費の増に伴い、道路橋梁整備事業２１

０万円を増額をしております。 

 消防債の緊急防災減災事業債では、消防積載車の入札減に伴い、消防施設整備３７０

万円を減額。 

 過疎対策事業債として、益田広域消防化学ポンプ車購入事業費の確定に伴い、消防施

設整備事業１４０万円を減額をしております。 

 教育債の過疎対策事業債として、実績見込みによります津和野小学校プール改築工事

実施設計業務委託料等の減額に伴い、教育の振興事業４１０万円を減額。 

 教育・福祉施設等整備事業債では、町内小中学校への高速大容量等の通信ネットワー

ク整備に伴い、学校教育施設等整備事業１,０００万円を計上しております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  それでは、議案第２８号平成３１年度津和野町国民

健康保険特別会計補正予算（第４号）について御説明いたします。 

 歳出より御説明いたします。 

 １０ページをごらんください。 

 総務費の一般管理費５万円増は、第三者行為求償事務委託料の増額によるものであり

ます。 



 １枚めくりまして、基金積立金４,０００万円増は、財政調整基金への積立金であり

ます。 

 続いて歳入に移ります。 

 ８ページをごらんください。 

 一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金１６万７,０００円減は確定によるもの、職員

給与費等繰入金５万円増は歳出で説明しました一般管理費の委託料に係るものであり

ます。 

 その下、雑入の第三者納付金７７万４,０００円増は確定によるものであります。 

 以上です。 

 続きまして、議案第２９号平成３１年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第４号）

について御説明をいたします。 

 歳出より御説明をいたしますので１２ページをごらんください。 

 総務費の一般管理費１９万８,０００円増は、普通旅費の１万円増、印刷製本費の１

万円減、制度改正によるシステム改修追加分の１９万８,０００円増によるものであり

ます。 

 １枚めくりまして、保険給付費の居宅介護サービス給付費６００万円増、地域密着型

介護サービス給付費６５０万円減、居宅介護福祉用具購入費６４万円減、居宅介護サー

ビス計画給付費５０万円増。 

 １枚めくりまして、介護予防サービス給付費２８０万円増、介護予防福祉用具購入費

３９万円減、介護予防サービス計画給付費９０万円増。 

 １枚めくりまして、審査支払手数料２万円増。 

 １枚めくりまして、高額医療合算介護サービス費１００万円減。 

 １枚めくりまして、特定入所者介護サービス費４００万円増、特定入所者介護予防サ

ービス費７万円増は、それぞれ実績見込みによるものであります。 

 １枚めくりまして、介護給付費準備基金積立金２,０００円増は基金の利息によるも

のであります。 

 １枚めくりまして、地域支援事業費の介護予防生活支援サービス事業費６５７万４,

０００円増。 

 １枚めくりまして、一般介護予防事業費１３万円減。 

 １枚めくりまして、任意事業費４３万４,０００円減、認知症総合支援事業費１３万

５,０００円減、地域ケア会議推進事業費３２万２,０００円減はそれぞれ実績見込みに

よるものであります。 

 続いて歳入に移ります。 

 ８ページをごらんください。 

 国庫支出金の介護給付費負担金２７万９,０００円減、介護予防・日常生活支援総合

事業交付金１６１万１,０００円増、包括的支援事業・任意事業交付金１７万６,０００



円減、事業費補助金２１５万８,０００円増、保険者機能強化推進交付金１３９万３,０

００円増。 

 その下、支払金交付金の介護給付費交付金１１７万７,０００円増、介護予防・日常

生活支援総合事業交付金１７４万円増。 

 その下、県支出金の介護予防・日常生活支援総合事業交付金８０万５,０００円増、

包括的支援事業任意事業・交付金８万８,０００円減は、確定見込みによるものであり

ます。 

 その下、財産収入の利子及び配当金１,０００円増は利子によるもの。 

 その下、繰入金の一般会計繰入金９５万５,０００円減のうち、介護給付費繰入金、

介護予防・常生活支援総合事業繰入金、包括的支援事業・任意事業繰入金は確定見込み

によるものであります。 

 事務費繰入金は、国からのシステム改修に伴う補助金が入りましたので、減額するも

のであります。 

 以上であります。 

○議長（沖田  守君）  環境生活課長。 

〇環境生活課長（清水 浩志君）  それでは、議案第３０号を御説明いたします。 

 平成３１年度津和野町下水道事業特別会計補正予算（第４号）でございます。 

 ４ページをごらんください。 

 第２表繰越明許費でございます。 

 施設整備費の津和野処理区管梁工事につきまして、後田地区下水道布設工事の発注に

当たり、工事区域内において町道稲荷丁町線水路修繕工事が施工予定であることが判明

したことから、下水道管路の計画変更や地元協議等が必要となり、不測の日数を要した

ため、年度内完了が困難となり、３,３６８万５,０００円を繰り越すものでございます。

終期は令和２年９月末を予定しております。 

 続きまして、予算書１２ページの歳出をごらんください。 

 営業費の業務費でございます。 

 委託料につきまして、下水道料金システム改修委託料の入札減に伴い、３３万５,０

００円を減額しております。 

 続きまして、処理場費でございます。 

 委託料につきまして、汚泥処理業務委託料は、汚泥の発生量が減少したため１０４万

５,０００円の減額、施設管理業務委託料は入札減に伴い４５万円の減額、委託料全体

で１４９万５,０００円を減額しております。 

 １ページめくっていただきまして、施設整備費でございます。 

 委託料につきまして入札減に伴い、下水道詳細設計委託料２７０万３,０００円、現

場実技術務委託料１万６,０００円を減額しております。 



 工事請負費につきましては、町単独工事であります公共ますの設置工事の入札減１６

万２,０００円を減額。津和野処理管梁工事後田日稲荷丁分として、工事延長の増によ

り５９３万４,０００円の増額、下水道長寿命化整備工事として中継ポンプの取りかえ

工事費の入札減１４０万円を減額することにより、工事請負費全体で４３７万２,００

０円を増額しております。 

 補償補填及び賠償金につきまして、水道管の移設を伴う管梁工事の一部を仮設工事の

みとしたことに伴い、水道管の移設補償費１８１万５,０００円を減額しております。 

 戻りまして、１０ページの歳入をごらんください。 

 分担金及び負担金、受益者負担金につきまして、加入者の増が見込まれますので２７

１万円を増額しております。 

 下水道使用料につきまして、収益の増が見込まれますので６３８万２,０００円を増

額しております。 

 手数料につきまして、指定工事店の登録辞退に伴います更新手数料２業者分１万円を

減額しております。 

 一般会計繰入金につきまして、１,１３９万８,０００円を減額計上しております。 

 基金繰入金につきまして、本繰入金を財源としておりました委託料の額が確定したた

め３３万６,０００円を減額しております。 

 諸収入の雑入につきまして、平成３０年度分消費税及び地方消費税について、申告に

より還付額が確定したことで６６万円を増額計上しております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  教育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  それでは、議案第３１号について御説明いたします。 

 平成３１年度津和野町奨学基金特別会計補正予算（第２号）についてでございます。 

 今回は歳入のほうから御説明させていただきますので、８ページをごらんください。 

 歳入のほうでは、津和野町育英奨学金におきまして、繰り上げ償還と返還猶予が発生

したため、貸付金元利収入が４万８,０００円減額となりました。 

 続きまして、歳出１０ページのほうをごらんください。 

 貸付金元利収入が４万８,０００円減額になったことに伴いまして、奨学基金積立金

を４万８,０００円減額したものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  議案第３２号平成３１年度津和野町診療所特別会計

補正予算（第２号）について御説明を申し上げます。 

 歳出の１０、１１ページをごらんください。 

 総務費の負担金補助及び交付金９３万９,０００円の増額分の要因は、インフルエン

ザ予防接種の医薬品等の増加によるものであります。 



 戻っていただきまして、歳入の説明を申し上げます。 

 ８ページ、９ページをごらんください。 

 外来収入においては、１日当たり患者数２９人、単価７,４３３円の実績見込みとし

て、５９万７,０００円の増額となります。 

 保険予防活動収入１３５万円の増額分は、インフルエンザ等予防接種によるものです。 

 主治医意見書、診断書その他収入として２９万４,０００円を減額しております。 

 地域医療推進基金繰入金の減額分として、８万６,０００円を計上しております。 

 雑入の２万４,０００円の増額分は、日原地域の住宅使用料によるものであります。 

 県補助金として２２万５,０００円の増額分は、医療介護総合確保推進基金市町村支

援事業費の訪問診療支援費補助金でございます。 

 以上でございます。 

 続きまして、議案第３３号平成３１年度津和野町介護老人保健施設事業特別会計補正

予算（第２号）について御説明をいたします。 

 歳出の１０、１１ページをごらんください。 

 介護老人保健施設事業費の負担金及び補助交付金１,５６６万２,０００円の減額と

なっております。要因としては、施設療養収入減収に伴い経費の削減となりました。 

 ページをめくっていただきまして、１２、１３ページをお開きください。 

 訪問看護事業費５６万９,０００円の減額は、人件費削減によるものであります。 

 戻っていただきまして、歳入の説明を申し上げます。 

 歳入の８ページ、９ページをごらんください。 

 介護老人保健施設事業収入の施設療養費収入、施設利用料収入及びその他事業収入に

ついては、実績見込みによる金額をそれぞれ計上をしております。入所者療養費収入に

おいては、２５.９人の実績で計画より１０.１人減、短期入所は１３.３人の実績で計

画より４.７人の増となりました。通所者療養収入においては、通所介護１１.９人の実

績で、計画より１.９人の増。通所予防は、月４０人の実績で計画より３人の増となっ

て、このような金額となりました。室料収入２５３万円、食材料費収入９１３万６,０

００円、その他収入８３万６,０００円の減額分の要因は、入所者数の減少によるもの

であります。その他事業収入１８万１,０００円の減額は、主治医意見書、インフルエ

ンザ予防接種によるものです。 

 訪問看護収入の１７６万円の減額、その他収入４８万９,０００円の減額についても、

利用者減少に伴う実績見込み額を計上しております。 

 県補助金２３万４,０００円の増額分は、訪問看護ステーション支援費補助金であり

ます。 

 以上でございます。 

 続きまして、議案第３４号平成３１年度津和野町病院事業会計補正予算（第３号）に

ついて、御説明をいたします。 



 予算書の２ページをお開きください。 

 企業債の変更で１,０００万円の限度額となり、１８０万円の減額となります。詳細

においては、資本的予算において御説明をいたします。 

 ５ページをごらんください。 

 下段の収益的支出の医業費用の経費の交付金４,９９５万８,０００円は実績見込み

による増額分であります。入院患者の増加に伴い、医薬品費、診療材料費、給食用材料

費、検査委託費及びトイレ、空調機改修等の修繕費が増加し、交付金全体で４,９９５

万８,０００円の増額となりました。 

 医業外費用の消費税及び地方消費税の確定見込み額として、５０万３,０００円を計

上しております。 

 上段のほうの収益的収入をごらんください。医業収益の入院収益、外来収益、その他

医業収益は、それぞれ実績見込み額によるものであります。 

 入院収益においては、当初計画で１日当たり３３人、単価３万円を見込んでおりまし

たが、実際には１日当たり３７.７人、３万２,３６０円の単価となりました。常勤医師

２名の赴任に伴って、入院患者数が大幅に増加した結果、６,０６２万８,０００円の増

額計上となりました。 

 外来収益は１日当たり８０人の計画でありましたが、現実には７６.８人となり２２

２万円の減収となります。 

 その他医業収益６０８万９,０００円の増額は、入院患者の増加により室料差額収益

１１７万６,０００円の増額、公衆衛生活動収益４９１万３,０００の増額分であります。 

 医業外収益の負担金交付金の３４９万７,０００円の減額は、不採算病院への運営資

金による減少によるものであります。その他医業外収益２１１万６,０００円の減額は、

診断書、主治医意見書、オムツ代等によるものであります。補助金１１万１,０００円

の増額分は、医療・介護総合学校促進基金事業費補助金等の実績見込みによるものであ

ります。 

 ページをめくっていただきまして、６ページの資本的支出をごらんください。 

 資本的支出の建設改良費１８２万５,０００円の減額分は、機器購入費の血液自動分

析装置の入札による減額分であります。 

 資本的収入の企業債借入１８０万円の減額は、機器購入に伴うものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（清水 浩志君）  それでは、議案第３５号を御説明いたします。 

 平成３１年度津和野町水道事業会計補正予算（第４号）でございます。 

 予算書２ページの第４条をごらんください。 

 企業債の変更でございます。４６０万円の減額補正をしております。なお、詳細につ

きましては後ほど説明をいたします。 



 それでは、１０ページ下段、収益的収入及び支出をごらんください。 

 水道事業費用、営業費用の原水及び浄水費でございます。修繕費につきまして、日原

第２水源地インバーター修繕、日原第３浄水場流量計修繕、門林浄水場監視通報装置修

繕等により２０３万３,０００円を増額しております。工事請負費につきましては、事

業費の確定により２８８万４,０００円を減額しております。 

 続きまして、配水及び給水費でございます。 

 委託料につきまして、委託業務の入札減に伴い１３万円を減額しております。修繕費

につきまして、各地の漏水修理、直地開閉台取りかえ修繕等により１２６万９,０００

円を増額しております。工事請負費につきましては、公共下水道工事に伴う配水管移設

工事の変更に伴う減額、津和野田万川線支障移転工事の変更に伴う増額、堤田地区区画

整備工事に伴う配水管支障移転工事、福谷地区配水管支障移転工事、青原橋県道側電柱

移転敷設工事に伴う水道管移設工事の額の確定により、合計で３８２万３,０００円を

減額しております。 

 続きまして、総係費でございます。 

 委託料につきまして、水道料金会計システムのバージョンアップ業務委託の入札減に

伴い、３４万６,０００円を減額しております。 

 営業外費用の支払利息、企業債取扱い諸費でございます。企業債利息として、今年度

分の支払利息の確定により８１万４,０００円を減額しております。 

 上段の収入をごらんください。 

 収益的収入でございます。 

 給水収益につきまして、水道使用料について年度末の試算に基づき、７２０万円を減

額しております。その他営業収益につきまして、新規加入が増加したことにより、上水

道への加入分担金６９万円を増額しております。 

 営業外収益の一般会計補助金につきまして３８０万３,０００円を増額しております。

その他雑収益につきまして、福谷地区配水管支障移転工事に伴う補償費、公共下水道工

事に伴う配水管移設補償費、津和野田万川線支障移転工事に伴う補償費、堤田地区区画

整備に伴う排水管支障移転工事に伴う補償費、合計で１１８万９,０００円を増額して

おります。 

 続きまして、１２ページ下段の資本的収入及び支出について御説明をいたします。 

 建設改良費の施設整備費でございます。 

 委託料につきまして、日原第２浄水場紫外線施設設計業務及び緊急管路改善事業設計

業務委託料の額の確定に伴い、１１８万３,０００円を減額しております。工事請負費

につきまして、日原第２浄水場紫外線施設工事及び緊急管路改善工事の額が確定したこ

とにより、１,２９６万１,０００円を減額しております。 

 上段の収入をごらんください。 



 支出にて説明をいたしました建設改良事業の額の確定に伴い、それぞれ企業債につき

まして４６０万円の減額、国庫補助金につきまして９６９万１,０００円の減額をして

おります。基金繰入金につきましては、本繰入金を財源としておりました工事費及び委

託料の額が確定したことに伴い、３２３万円を減額しております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

それではここで１１時５分まで休憩といたします。もとい１１時１０分まで休憩といた

します。 

午前 10時 59分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11時 09分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第３２．町長施政方針 

○議長（沖田  守君）  日程第３２、これから町長の施政方針をお伺いすることとい

たします。 

 町長、御登壇いただきたいと思います。 

 町長。 

○町長（下森 博之君）  令和２年第２回津和野町議会定例会の開会に当たり、令和２

年度予算案を初めとする諸議案の説明に先立ちまして、町政運営の基本的な考え方と主

要施策についてその概要を申し述べ、町議会を初めとする町民の皆様方の深い御理解と

温かい御支援をお願いする次第であります。 

 昨年１２月に発生したコロナウイルスによる新型肺炎の世界的な広がりは、終息の兆

しが見えないとともに、本町においても、感染者の確認には至らない中でありながらも、

町内全小中学校の休校を３月２日より実施するなど、大きな影響が出始めております。

今後においても、国や県との連携を図りながら、この問題に対処してまいりますととも

に、町民生活への影響を考慮しながら、必要に応じて支援策を講じてまいりたいと考え

ております。 

 毎年のように全国で頻発する災害でありますが、昨年も九州地方や関東地方で、激甚

災害指定を受けるほどの深刻な豪雨災害が発生しております。本町においては、幸いに

も重要な被害は生じなかったものの、８月に災害対策本部を設置するなど、平成２５年

豪雨災害の経験と記憶が強く残る中、緊張感を持って警戒に当たってきたところであり

ます。今後も、防災・減災対策は、我々行政としての最重要の使命として、その強化に

取り組んでまいります。 

 こうした中で、現在、防災拠点となる庁舎の改修に向けて準備を進めているところで

ありますが、令和２年度は本庁舎の改修移転を行い、遅くとも令和３年には新庁舎での



スタートをきりたいと考えております。また、津和野庁舎については、災害時の防災機

能を高めるため、町民の御意見も参考にしながら設計に取りかかってまいります。 

 同時に、毎年「記録的」と表現されるほどの降雨量とともに、全国で頻発する豪雨災

害を受け、地球環境の変動による温暖化の影響を生命との関連性において、これまで以

上に強く意識するようになってまいりました。現在のところ、有効な解決策を見出せな

い高津川の鮎資源の深刻な減少も、海面温度の上昇とあわせ、因果関係を想像しており

ます。 

 地球環境の改善への取り組みは、一つの町では余りにも微力でありますが、それでも

ＳＤＧｓの理念を信じ、共有し、我が町でできることを具体的に実践することが、長期

的な視点ながら重要な防災対策であり、今の時代を生きる者の責任と認めているところ

であります。 

 こうした中、本町は平成２８年に美しい森林（もり）づくり条例を制定し、美しい森

林（もり）づくり構想を策定いたしました。この理念とも合致した森林環境譲与税を有

効に活用しながら、災害に強い森林（もり）づくりを進めるとともに、豊富な森林資源

を活用した木質バイオマス発電等、クリーンエネルギーの推進による本町ができる地球

環境に対する使命を果たしてまいりたいと考えております。 

 一方で、これらの事業は多額の事業費を伴うものであり、ＣＡＴＶのＦＴＴＨ化等こ

れまで行ってきた大規模な事業とあわせ、今後、財政負担が重くのしかかってくること

が予想されます。平成１７年の合併以来、本町は徹底した行財政改革と財政の健全化に

取り組んでまいり、主要な財政指標のうち、実質公債費比率は引き続き改善するなど、

着実にその成果を見るに至っておりますが、今後の財政状況については、厳しく受けと

めなければなりません。 

 第３次津和野町行財政改革大綱実施計画に基づいた更なる改革に努めるとともに、地

方交付税や過疎債の確保に取り組み、財政の健全化とまちづくりのバランスのとれた行

政運営を進めてまいります。 

 そして、資源の効率的、効果的な配分を意識しながら、少子高齢化に対応した福祉施

策、病院問題などの保健医療対策、地域活力を生み出す源となる商工観光や農林業の振

興、津和野ならではの特色ある教育、文化の保存・活用、更には、道路や上下水道を初

めとする社会基盤整備など、本町が抱える諸課題の解決と地域振興に取り組んでまいり

たいと考えております。 

 以上のような展望のもとに、令和２年度における本町の主要な施策等について申し述

べさせていただきます。 

 本町の財政状況についてでございます。 

 平成３０年度一般会計の歳入歳出差し引き額は５,８３８万９,０００円、実質収支は

４,１０４万７,０００円の黒字でありました。経常収支比率は９０.９％と対前年度比

１.４ポイントの増となり、依然として高い状況が続いております。また、主要財政指



標である実質公債費比率につきましては、１０.２％と対前年度比０.６ポイントの減と

なりました。 

 地方債につきましても、有利な地方債を活用するとともに新規抑制に努めてまいりま

したが、前年度比２億６,１０４万８,０００円の増となり、平成３０年度末には１２８

億２,６１０万８,０００円となりました。 

 基金につきましては、財政調整基金及び減債基金とで、前年度比４億３８１万１,０

００円の減となり、平成３０年度末には１７億２,６６３万円となったところでありま

す。 

 自主財源である税収につきましては、法人町民税の減少等により減額が見込まれ、町

税全体では前年度比１,２２２万４,０００円、約１.９％の減額を見込んでおります。 

 また、本町は、歳入の約４１.５％を占める地方交付税を初めとする依存財源に大き

く左右される状況にあり、こうした中、普通交付税における合併特例加算分の段階的な

減少の５年目を迎えます。令和２年度も引き続き平成の合併により変化した市町村の姿

を踏まえた算定見直しが行われますが、今後も厳しい状況が続くものと予想されます。

本町の均衡ある発展のためにも、自主財源である町税を初めとする歳入の確保に努力し

てまいります。 

 一方、歳出については、他会計への繰出金が減少しましたが、少子高齢化の進展によ

る社会保障費の増大、公共施設等の長寿命化、文化財整備等の投資的経費が増加するな

ど、昨年に引き続き財源不足分を基金で充当する結果となりました。更なる行財政改革

を進め、限られた財源の有効活用に努めつつ、事業の緊急性や必要性などを勘案し、優

先順位づけをした中で事業を展開してまいりたいと考えております。 

 本年度予算の基本的編成方針についてでございます。 

 令和２年度当初予算編成におきましては、自主財源の根幹をなす町税や地方交付税の

伸び悩みなど、一般財源そのものの増収が見込めないことから、引き続き対前年度比マ

イナスシーリングの一般財源枠配分方式を採用した予算編成といたしました。 

 なお、配分枠予算を堅持しつつ重点施策を具現化するために、事業費や事務量の増減

要因を十分に検証するとともに、更なる経費の節減に努め、後年度負担にも配慮しなが

ら基金や町債を効果的に活用するなど、限られた財源の中でより効率的な行政執行と財

政運営の確立に徹する予算編成を基本的な考え方としたところであります。 

 こうして予算編成を進めた結果、令和２年度の一般会計予算額は９１億７,７００万

円で、前年度当初予算額７９億２,４００万円に対し、１２億５,３００万円の増額、率

にして約１５.８％増、一般財源総額では５２億９,６９９万２,０００円となり、前年

度一般財源総額５１億２２１万６,０００円に対し１億９,４７７万６,０００円の増額、

率にして約３.８％の増額予算となっております。 

 行財政改革の推進についてであります。 



 本町の行財政改革につきましては、平成２８年に策定した第３次津和野町行財政改革

大綱実施計画に基づき、町税等の収納率の向上など行財政基盤の強化と効率的な行政経

営に努めております。本計画は５年目を迎え、ことしが最終年となります。令和２年度

は、これまでの事業を評価、検討するとともに、第４次計画策定に向けた検討を進めて

まいります。 

 平成３１年度は、ふるさと納税寄附額が過去最高となりました。令和２年度において

は、地域おこし企業人２名を迎え、情報発信及び地域資源の魅力化を進めることで、ふ

るさと納税の充実を図るとともに、津和野高校魅力化及び文京区こども宅食支援の取り

組みをガバメントクラウドファンディングで行ってまいります。 

 行政評価制度については、庁内で実行委員会を組織し、第２次津和野町総合振興計画

の進捗管理等、事業の検証を推進してまいります。 

 住民協働のまちづくりの推進についてでございます。 

 住民協働のまちづくりの推進につきましては、１２地域で組織されているまちづくり

委員会との協働により、地域課題解決のための取り組みを進めます。 

 また、地域提案型助成事業については、自治会結成に向けた取り組みや人材育成など、

組織づくりを重点的に進めており、津和野地区には新たに７つの自治会が結成されまし

た。令和２年度につきましても、引き続き安心して住み続けられるまちづくりを住民の

皆様と協働し、推進してまいります。 

 また、平成３０年１１月から、津和野町買い物支援センターを拠点とした、高齢者等

見守り及び買い物支援サービスに取り組んでおります。平成３１年度は１年間を通して

町内１８店舗に御協力をいただき、延べ４１名の加入者に対し買い物支援サービスを行

ってまいりました。令和２年度も引き続き、地域課題の解決に向けた取り組みとして、

町民ニーズを踏まえた高齢者等見守り及び買い物支援サービスの向上に努めてまいり

たいと考えております。 

 男女共同参画社会の実現につきましては、平成３０年度に策定した第２次津和野町男

女共同参画計画に基づき、数値目標に対する進捗状況の検証を行い、目標達成を目指し

ます。また、引き続き島根県男女共同参画サポーターと連携し、地域や若い世代への啓

発活動を充実させ、男性も女性もともに対等なパートナーとして互いの人権を尊重し、

個性と能力を発揮することができる社会の実現を推進いたします。 

 税収対策についてでございます。 

 令和２年度当初予算では、町税６億４,２３３万６,０００円を計上いたしております。

その内訳は、市町村民税２億２,２５７万９,０００円、固定資産税３億５,５２３万１,

０００円、軽自動車税ほかは６,４５２万６,０００円であります。 

 平成３１年度当初予算と比較すると、市町村民税については、消費増税後の景気の落

ち込みによる事業収益減により１,２００万６,０００円、５.１％の減額を見込んでお

ります。固定資産税についても、２２７万円の減額、０.６％の減となっております。



なお、軽自動車税ほかについては環境性能割導入等により、昨年より２０５万２,００

０円の増額、３.３％の増を見込んでおります。 

 町税の賦課、徴収につきましては、適正な課税、厳格な徴収に努めてまいります。ま

た、滞納整理につきましては、公正・公平な税務行政を図るためにも、法的な措置も含

めて真摯な姿勢で取り組み、貴重な財源である町税の収納率の向上を図ってまいりたい

と考えております。 

 住民保護行政についてであります。 

 社会環境の変化に伴い、日常生活の利便性が向上している一方で、悪質商法や詐欺の

被害が後を絶ちません。 

 近年、消費者を狙う悪質商法の手口は、複雑かつ巧妙化しております。こうした状況

を受けて、町民が被害に遭うことがないように的確な情報を提供することにより、消費

者意識の向上を図るとともに、町民が安全で安心した消費生活が送れるよう、消費者の

権利の尊重と自立の支援に努めてまいります。 

 同和問題を初めとする人権問題は、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する

問題であり、憲法によって保障された基本的人権にかかわる重要な問題です。 

 差別の現実に学び、同和問題を初めとするあらゆる人権課題の根絶を目指し、それぞ

れの人格や個性の違いを尊重し合い、真に一人一人の人権が尊重される、差別のない、

心豊かで住みよい町づくりに努めます。そのためには、関係諸団体との連携を深め、人

権感覚を高めるための啓発活動を中心に、総合的、継続的な取り組みを行い、知識から

認識へ、そして行動できる人材の育成に努めてまいります。 

 広域行政の推進についてであります。 

 広域行政につきましては、益田圏域の共通課題を処理するための益田地区広域市町村

圏事務組合と、鹿足郡内の鹿足郡事務組合、鹿足郡不燃物処理組合、鹿足郡養護老人ホ

ーム事務組合が組織されております。 

 圏域内におきましては、いずれの自治体も人口減少問題が喫緊の課題となっており、

ますます多様化する住民ニーズに的確に対応する必要があります。 

 今後も、各組織の業務の円滑な運営と効率化が図られるよう、関係市町と意思疎通を

図りながら行財政改革にも取り組み、一層の推進に努めてまいりたいと考えております。 

 また、平成２９年に締結した山口県央連携都市圏域形成に係る連携協約に基づいて、

山口市、宇部市、萩市、山陽小野田市、美祢市、防府市との連携を図ってまいりました。

令和３年にインバウンド対策を初めとした観光関連事業を計画しており、更なる準備を

進めてまいります。 

 総合的なまちづくり施策の展開についてでございます。 

 本町のまちづくり施策に関しましては、「第２次津和野町総合振興計画」にのっとり、

「人と自然に育まれ、温もりのある交流のまちづくり」を実現するため、引き続き町民



の「一体感醸成」を図りながら住民参加の協働のまちづくり体制を整備し、諸施策に取

り組んでまいりたいと考えております。 

 また、平成３１年度に策定した「第２期まち・ひと・しごと創生津和野町総合戦略」

に基づき、引き続き人口減少問題に対応した施策の展開と「過疎地域自立促進計画」に

沿った地域振興策の推進に努めてまいりたいと考えております。 

 本年は国勢調査が行われる年でありますが、これまでの人口動態の状況を見る限り、

人口減少の改善については厳しい数値が出るものと予測しております。 

 一方で、第１期の総合戦略に基づいた取り組みにおいて、津和野高校魅力化等、成果

が認められるものも出始めております。特に、全国的に地方創生がこれまで進められて

きた中で、近年は、人口減少を受け入れた上での長期的な視点による人づくりの重要性

が、有識者より盛んに発せられるようになっております。 

 本町では、第１期総合戦略の成果をさらに深め、幼少期から小・中・高校までの連携

したふるさと教育を進めるべく、コーディネーターの配置を初めとした体制の強化に努

めておりますが、第２期総合戦略の展開においても、財団法人の設立とコンソーシアム

の構築を柱とした取り組みを進めてまいります。その上で、本町の歴史的な財産でもあ

る「教育の町津和野」を掲げながら、地方創生の目指す人づくりを推進するとともに、

特色あるまちづくりとして情報発信し、教育移住やＵターンの促進を図ってまいります。 

 以下、第２次津和野町総合振興計画に準じて、施政方針と具体的施策等について述べ

させていただきます。 

 基本目標１、ふるさとの自然を愛し住みよい環境をつくるまちづくりでございます。 

 まず、自然環境についてであります。 

 自然環境を守り、自然と共生した生活を営むことは、津和野町の魅力を高め、重要な

定住要件となるとともに、後世にすばらしい財産を残す観点からも重要であり、継続的

な活動が大切であります。４月からは、映画「高津川」が全国公開されることも励みと

して、より一層の啓発と活動に取り組んでまいります。 

 地球温暖化対策につきましては、二酸化炭素削減に向けて、事業所や住宅における

日々の電気や燃料消費量の節減、リフューズ、リデュース、リユース、リサイクルの、

いわゆる４Ｒの取り組みによるごみの減量化や資源化が重要であります。「津和野町環

境パートナーシップ会議」を中心として、町民の皆様に行動の輪が広がり、実践してい

ただけるよう推進してまいります。 

 町並みの整備についてであります。 

 「歴史的風致維持向上事業」につきましては、津和野城下町を中心とした重点区域内

において、ＪＲ津和野駅周辺整備計画を進めるため、引き続き駅前駐車場の移転、駅前

ロータリーの整備工事を進めるとともに、新年度、駅舎の改修を行うため、ＪＲ西日本

よりの駅舎の購入と、多目的トイレ、駅前小公園工事にも着手いたします。 



 また、稲成丁については、引き続き舗装の美装化と小公園の整備を進め、殿町から続

く表参道のイメージを強化いたします。 

 さらには、見晴らし広場整備事業として、国道９号線沿いのホテル跡廃屋の除去につ

いて実施設計を行い、計画を進めることといたします。 

 次に、城山整備事業については、各課を横断する城山整備プロジェクトチームにおい

て、現在進行中である遊歩道整備、森林の除間伐、トイレ、東屋建築、ライトアップ設

備など、引き続き事業を実施します。 

 なお、引き続き町景観計画に基づき、町内各地域の特性を反映した景観の保全・継承

や、身近な景観づくりを推進いたします。 

 環境衛生についてでございます。 

 高津川が１級河川水質調査で再び水質日本一に輝くよう、高津川流域の河川をより一

層きれいで親しみを持っていただける川として未来の人々に伝えていくため、流域全体

で水質浄化やごみの不法投棄に対して、住民の皆様と連携して取り組みを進めてまいり

ます。 

 その方策として、津和野地区においては、下水道整備事業による供用開始区域の拡張、

下水道認可区域外地区においては、合併処理浄化槽設置に対する補助事業の推進、また、

水質浄化や環境保全に取り組み、貴重な活動をされておられる住民、団体への支援を行

ってまいります。 

 しかしながら、津和野地区の下水道への接続率は県内自治体と比べて低く、下水道効

果の向上と健全な事業運営を行うためには、接続率の向上が重要な課題となっておりま

す。既に供用開始区域となっている地域の皆様には、何とぞ御理解、御協力をいただき、

早期加入をよろしくお願いをいたします。 

 また、環境に深刻な影響を与えておりますごみ処理問題は、大量生産・大量消費によ

り甚大な量の廃棄物を生んでおります。限りある資源を有効に活用するため、ごみの減

量化やリサイクル化など環境への負荷の少ない循環型社会の形成に向けた４Ｒ運動推

進への理解を深めていただけるよう普及啓発に努めてまいります。 

 道路と交通についてでございます。 

 町内の道路の整備や維持管理につきましては、効率的、計画的に実施し、町民の皆様

の日常生活や経済活動が円滑に行われるように引き続き努めてまいります。 

 県道等の整備につきましては、令和２年度も継続の改良工事５路線（須川谷日原線、

匹見左鐙線、青原停車場線、津和野田万川線、津和野須佐線）が予定されており、事業

推進に当たり、県に協力をしてまいります。懸案であります県道編入１路線（町道森野

坂線）についても、引き続き要望していきたいと考えております。 

 また、県営林道開設事業２路線（耕田内美線、三子山線）が継続で予定されており、

このことに対しての負担金を計上しております。その他、町負担金を伴わない交通安全

施設整備事業等について、県に要望していきたいと考えております。 



 町道の改良工事に関しまして、令和２年度は、道路新設改良工事では８路線（笹ケ谷

線、木毛線、日原添谷線、砥石線、商人線、滝谷１号線、福谷線、畑線、石楠山線）で

あります。落石対策工事では、福谷線、それから──これ左鐙地区福谷線でございます

──一ノ谷線、また、交通安全対策事業としまして、日原青原線１号をそれぞれ実施し、

工事に着手してまいります。 

 また、日原市街線旭橋の橋梁の耐震化補強工事に平成３０年度から着手しているとこ

ろでありますが、令和２年度は、今年度に引き続き上部工に着手することとしておりま

す。道路施設の長寿命化対策では、２６年度から始まった５年サイクルの道路点検業務

が一巡し、平成３１年度から２順目に入っているところですが、計画的に点検業務を引

き続き実施してまいります。 

 交通対策につきましては、高齢化や免許返納される方の増加等から生活の機能を維持

するため、地域との連携により新たな交通体系の構築に取り組み、民間事業者と連携し

て公共交通の維持に努めてまいります。 

 町営バスの運行については、住民の広域移動等を円滑にするため、ＪＲ山口線との接

続を図るためのダイヤの見直しを行い、老朽化したバス停留所の表示板については状況

を把握した上で修繕し、利便性の向上と効率的な運行に努めてまいります。 

 ＪＲ山口線は私たちの日常生活に欠かせない重要な交通手段であることから、山口線

利用促進協議会と連携し、さらなる利用促進に取り組んでまいります。 

 萩・石見空港で運行中の東京線は、萩・石見空港利用拡大促進協議会と連携し、さら

なる空港の利用促進策を推進するとともに、本町独自の利用促進策として、２人以上で

往復利用した町民を対象に、申請に基づき商品券を贈呈する取り組みを継続したいと考

えております。 

 住宅についてでございます。 

 令和２年３月に策定する予定の町住宅マスタープランや公営住宅等長寿命化計画の

中間見直しに伴い、今年度以降ストック改善事業を実施してまいります。 

 令和２年度につきましては、小川住宅ストック改善に係る予算を計上させていただい

ております。また、町営住宅中座団地平屋建て９棟のストック改善に係る基本計画策定

に着手してまいります。 

 また、財政への負担軽減の観点から研究してまいりましたＰＦＩ方式による住宅建設

も、地域優良賃貸住宅森村住宅等の整備を通して、国と民間資金の活用を実現したとこ

ろでございます。今後も、当方式を活用した住宅の整備を進めるとともに、他事業への

活用の可能性についても研究を深めてまいりたいと考えております。 

 生活用水についてであります。 

 継続して安心で安全な水道水を供給していくため、施設の改善や適切な管理運営に努

めるとともに、平成３１年２月に見直しを行いました津和野町水道事業経営戦略に基づ



き、地方公営企業として中長期的な視野に立った事業運営を進めてまいります。また、

引き続きクリプト対策事業や管路の更新を計画的に進めてまいります。 

 消防・防災についてでございます。 

 本町におきましては、平成２５年豪雨災害や東日本大震災を教訓として、災害に強い

安心・安全で住みよいまちづくりを進めているところです。 

 風水害や地震等の自然災害は、発生そのものをとめることは不可能であり、被害を低

減させる「減災」の視点が大切です。そのためには「自助」・「共助」・「公助」の３

つの要素を強化するとともに、住民と行政が連携して災害に備える防災体制の強化に積

極的に取り組んでまいります。 

 新年度におきましても、自主防災組織の結成や防災士資格の取得促進、地域提案型助

成事業補助金及びまちづくり組織交付金の活用などを通じて、地域防災力の向上に努め

てまいります。 

 平成３１年３月に避難勧告等に関する国のガイドラインが見直され、住民等が避難に

関する情報の意味を直観的に理解されるよう、防災情報を５段階の警戒レベルにより提

供し、住民等の避難行動等を支援する取り組みが始まりました。 

 本町におきましても、防災行政無線の機能を最大限に活用し、自然災害が発生、また

は発生のおそれがある際は、早めの避難行動につながるよう迅速かつ充実した避難情報

等の防災情報の発信に努めてまいります。 

 避難勧告等の避難情報に応じた迅速な避難行動をとるためには、平時から防災意識を

高め、訓練することが重要ですので、地域と一体となった防災訓練や防災学習の実施に

努めてまいります。 

 水害リスク情報や急傾斜地の崩壊及び土砂災害等の危険な箇所の情報を掲載したハ

ザードマップ等を活用し、町内各所での自主防災組織の結成や避難計画作成の支援に取

り組み、住民の安全確保に取り組んでまいります。 

 ハード整備につきましては、島根県事業において、平成２５年豪雨により土石流災害

が発生した渓流を中心に、緊急治山事業や地すべり防止事業、緊急砂防事業等により整

備をいただいてまいりましたが、これ以外にも土石流が発生する可能性のある渓流が本

町には数多く存在しており、これまで鹿足土木協会等を通して施設整備の要望を行って

まいりました。 

 こうした中、国においては国土強靭化３か年緊急対策事業に基づき大幅な予算の拡充

がなされており、この財源をもとにして、県においてもこれまで要望してまいりました

町内各所の河川整備事業等に着手していただいている状況にあり、感謝をしております。 

 今後も防災対策事業等をさらに実施されるよう要望を行ってまいりますが、そのため

には国による予算の確保が鍵ともなりますので、３か年計画が終了となる令和３年度以

降においても、国土強靭化の事業と予算の確保がなされるよう、引き続き国に対して県

町村会等を通して強力に要望してまいりたいと考えております。 



 消防につきましては、広域消防及び消防団との緊密な連携のもと火災予防の徹底を図

るとともに、消防団を中核とした地域防災力の充実強化の観点から、多様化するあらゆ

る災害に対処するため、水防工法や救助資機材を使った訓練等も実施し、団員の災害出

動時の技量向上を図ってまいります。また、引き続き、消防設備や安全装備品の整備を

進める必要があると考えており、第３次消防団総合整備計画に基づく整備を図ってまい

ります。 

 地籍調査についてでございます。 

 令和２年度は、一筆地調査４地区、現地調査で相撲ケ原Ⅷ、冨田ハⅤ、中川①、直地

②でございます。閲覧及び認証予定３地区として、冨田ハⅡ、冨田ハⅢ、内美⑥でござ

います。測量業務９地区といたしまして、相撲ケ原Ⅶ、相撲ケ原Ⅷ、冨田ハⅡ、冨田ハ

Ⅲ、冨田ハⅣ、内美⑥、内美⑦、笹山⑥、直地①を予定しております。引き続き地籍調

査事業や山林境界保全事業により、境界の確定を行ってまいります。 

 情報通信についてでございます。 

 ケーブルテレビ事業につきましては、鹿足郡事務組合において、平成２９年度よりケ

ーブルテレビネットワーク光化促進事業等の国の補助金を活用して実施してきた津和

野町全域のケーブルテレビ設備のＦＴＴＨ化工事が、平成３１年度で終了いたしました。 

 ケーブルテレビの安定的なサービスの提供とインターネットの高速化などが可能と

なりましたが、今後も引き続きサービスの充実に努めてまいります。 

 次に、基本目標２、学ぶ心を育て薫り高い文化のまちづくりでございます。 

 学習指導要領の改訂に伴い、小学校では２０２０年度から、中学校では２０２１年度

から新学習指導要領による学びが始まります。 

 新学習指導要領では、子供たちの「生きる力」を育み、「学びに向かう力や人間性」

や「働く知識や技能」、「思考力・判断力・表現力」の三つの力をバランスよく育むた

めに「主体的・対話的で深い学び」のアクティブ・ラーニングを重視するとともに、カ

リキュラム・マネージメントの確立による教育活動の質の向上を目指しております。 

 また、小・中学校の体験活動や外国語教育の充実やＧＩＧＡスクール構想によるＩＣ

Ｔ教育の推進など、教育を取り巻く環境は大きな変革の時期を迎えており、津和野町も、

国の示す方針に沿いながらも、津和野町の誇る自然や文化を有効に生かした、津和野町

ならではの教育の推進に努めます。 

 学校教育についてでございます。 

 学校教育につきましては、小・中学校で身につける基礎的・基本的な知識や技能の習

得はもとより、「何のために学ぶのか」という学習の意義を共有しながら、思考力・表

現力・判断力の育成を重視してまいります。 

 そのために、「０歳児からの人づくりプログラム」に基づき、教育委員会、健康福祉

課、つわの暮らし推進課が有機的に連携し、「１８歳までに育ってほしい姿」を目標に

取り組みを進めるとともに、保育園や津和野高等学校との連携を一層深め、幼・小・中



から高校につながる、一貫したキャリア教育・ふるさと教育の推進に取り組みたいと考

えます。さらに、芸術士Ⓡ派遣事業などを通して津和野町の教育の魅力化を推進し、定

住施策にもつながる取り組みにしていきたいと考えます。 

 さらに、地域と学校をつなぐ教育魅力化コーディネーターの体制を確立し、保育園か

ら高校までのタテのつながりと、学校と地域のヨコのつながりの連携強化に努めます。 

 学力向上対策としては、引き続きＩＣＴ機器の利活用や協調学習の取り組み等、新学

習指導要領でも示されたアクティブ・ラーニング型の学習を一層強化し、教員の授業力

向上の取り組みに加え、児童・生徒の言語活動の充実を図るとともに、学ぶことへの意

欲を高める取り組みを展開していきたいと考えます。 

 中でもＩＣＴ機器については、令和元年度の国の補正予算により実施されたＧＩＧＡ

スクール構想の実現に関する補助事業により、高速大容量の通信ネットワーク及び令和

５年度までの１人１台端末の一体的な整備を進め、多様な子どもたちを誰一人取り残す

ことのない、一人一人に応じた個別最適化学習の実現に向けた学校環境整備に努めます。 

 さらに、特別支援教育の推進・充実に努めるとともに、いじめや不登校等の問題を抱

える児童・生徒に対しては、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活

用により、引き続き適切な対応をしてまいります。 

 学校給食につきましては、昨年度より３カ年の計画で町内の農事組合法人わくわくつ

わの協同組合より津和野産米１００袋を御提供いただいておりますので、昨年度につき

ましては、給食費維持に努めてまいりましたが、消費税率の引き上げや食材費の高騰に

より、給食費の値上げが避けられない状況となっており、１食当たりの給食費の補助を

２５円から４０円に引き上げ、保護者負担額の増額を避けたいと考えております。 

 また、施設が老朽化していることから、令和３年度末の完成を目指して新たな給食セ

ンター建設に向け準備を進めてまいります。 

 社会教育についてでございます。 

 社会教育につきましては、学校教育と連携・融合した取り組みとして、ふるさとを愛

し、誇ることのできる「津和野人」の育成を目指すため、引き続き「学びの協働推進事

業」に取り組みます。 

 本事業の実践を通じて、学校・家庭・地域の連携を強め、単に学校支援にとどまらず、

「ふるさと（地域）は大きな家族」のスローガンのもと、「地域ぐるみの子育て」を推

進し、地域の教育力の向上を図ります。 

 また、「０歳児からの人づくりプログラム」に基づき、今後求められる「非認知能力」

を育むためにも、子ども社会で学んできた縦・横の人間関係や、遊びの中での工夫など、

キャリア教育につながる活動ができます。 

 放課後子ども教室を通じて、ふるさとを肌で感じることができるような体験活動の充

実を図るとともに、安全に活動できる居場所づくりや環境づくりへの取り組みを行って

いきたいと考えております。 



 このような「ひとづくり」、「地域づくり」の中心となるのが公民館です。地域住民

のよりどころであり、身近な学習・交流活動の場、地域課題を解決していく場でもあり

ます。今後も地域の拠点として、また、学校と地域をつなぐ核として、各地域のまちづ

くり委員会とも協力をしながら、公民館活動の充実を図ります。 

 近年、青少年の体力・運動能力の全体的な低下と、二極化の傾向が見られます。当町

においても同様の傾向があり、青少年の体力・運動能力の向上は大きな課題でもありま

す。町としても青少年を初めとした町民の体力向上と、特色あるスポーツの振興を図っ

てまいります。あわせて、引き続き未就学児への運動遊びを継続しつつ、子どもの体力

向上に重点を置いた取り組みを行いたいと考えております。 

 図書館事業につきましては、新築移転した日原図書館の充実を図り、あわせて学校図

書館とも連携をしながら、情緒豊かな子供の育成を目指します。また、読書好きな子ど

もたちを育てる取り組みとして、ブックトークと子どもたちが読みたい本をみずから選

ぶ選書会を開催するとともに、今後も引き続き乳児健診等での絵本の読み聞かせ事業等、

乳幼児期から本に親しむ機会を多く提供していきたいと考えております。 

 文化の振興についてでございます。 

 文化財行政につきましては、津和野町歴史文化基本構想・保存活用計画を基本に事業

を推進してまいりましたが、文化財保護法の改定により「文化財保存活用地域計画」の

策定が義務づけられたため、引き続いてこのことに取り組み、貴重な文化財を継承し、

活用してまいりたいと考えております。 

 御書物蔵の修復が完了したことにより、藩校養老館一帯の整備が整いました。今後は、

御書物蔵も含めた施設全体を町民の皆さんにも有効に活用できるように努めてまいり

ます。 

 また、文化庁より認定を受けた日本遺産の多くの構成要素について、引き続きその顕

彰と保存・活用を図っていきたいと考えております。 

 史跡津和野城跡につきましては、無断現状変更によって損壊した史跡の復旧工事を行

います。また、引き続き出丸の石垣修理工事を着実に進めるとともに、本城の石垣修理

工事に向けての仮設作業に着手したいと考えております。 

 名勝旧堀氏庭園につきましては、堀氏庭園を核とした地域の活性化に向けて立ち上げ

られたＮＰＯ法人の「旧堀氏庭園を守り活かす会」とも連携・協力し、名勝の活用に取

り組んでまいります。 

 そのほか、国指定史跡である津和野藩主亀井家墓所の保存活用計画及び山陰道の整備

基本計画の策定を進めるとともに、国の重要無形民俗文化財である「弥栄神社の鷺舞」

が「風流踊」の一団体としてユネスコの無形文化遺産登録を目指す国内候補に選ばれま

した。その他の指定文化財や民俗芸能につきましても、引き続き保存・活用・継承に努

めてまいります。 



 本町には森鴎外記念館や安野光雅美術館、郷土館、日原天文台等多くの文化施設があ

ります。特に、安野光雅美術館については、館外展の入場者数が好調で、海外での展覧

会を初め、８会場で約８万人を超える方々に足を運んでいただきました。こうした館外

展は津和野町の魅力発信の絶好の機会でもありますので、ＰＲ映像を会場で放映、パン

フレットを設置するなどして、魅力発信に努め、津和野町への集客へもつなげてまいり

ます。 

 森鴎外記念館では、開館２５周年を迎えるに当たり、重要資料の復刻版出版を行うな

ど、調査・研究活動を進めてまいりますとともに、種市コレクションを活用し、特別展

等計画しながら、入館者の増加に努めてまいります。 

 また、島根県立大学との西周に関する学術協定によって進めている、西周賞や西周全

集の発刊に関連する取り組みなど、さらに充実したいと考えております。 

 次に、基本目標３、働くことを喜びとし豊かな産業を育てるまちづくりでございます。 

 観光についてであります。 

 平成３１年の年間観光客入り込み数は約１１９万４,０００人、年間宿泊者数は２万

９,０００人と、平成３０年の年間観光客入り込み数約１１２万１,０００人、年間宿泊

者数約３万４、０００人に対し、入り込み数は約６.５％増加、宿泊者数は逆に１５.９％

減少しました。入り込みについては、年間を通じて各月全てで前年を上回っており、近

年では平成２３年の１２０万４,０００人に次ぐ入り込み客数となっております。 

 このうち津和野地区においては、９.０％増の９４万７,０００人だったのに対し、日

原地区は道の駅シルクウェイにちはらが伸び悩み、２.１％減の２４万７,０００人とな

りました。宿泊者数については、個別の旅館は健闘したものの、前年に引き続き休業や

稼働率を抑えた施設があったため、宿泊総量が減少し１５.９％という大幅な減少とな

りました。 

 一方、インバウンドについては平成３０年の宿泊者数１,０６９人に対し、平成３１

年は宿泊者数１,２４７人で、約１６.７％増と２年連続の増加となりました。国内全体

としても、前年比２.２％増加しており本町では従来と同じく、アメリカ、フランスな

ど欧米系外国人が６３.７％を占めるものの、中国人宿泊者が前年同様２００％を超え

るなど、増加の要因と思われます。 

 新型肺炎関連の動向を注視することを前提に、外国人観光客の入り込みを伸ばすため、

町観光戦略会議において、萩・石見空港利用促進協議会との連携事業として、フランス

人観光コンサルタントを招聘します。同コンサルタントには、町内に１年間にわたり毎

月５日程度滞在していただき、住民や国際交流員、町内在住のもと地域おこし協力隊員

と連携した体験プログラムの具体化、ＳＮＳを使った情報発信等を進めてまいります。 

 また、引き続き観光協会や商工会と連携し、３団体連携戦略的観光キャンペーンに基

づいた季節ごとの各種イベントの展開や、山口県央連携事業として、山口ゆめ回廊博覧



会プレイベント等を実施します。あわせて、山口県内を中心としたタウン情報誌を活用

しての情報発信を、年間を通じて行いたいと考えております。 

 日本遺産活用事業については、津和野町日本遺産センターの「津和野今昔～百景図を

歩く～」の展示に、平成３１年度新たに日本遺産に認定された石見神楽に関する展示を

加えます。これにより、内容の充実を図り、百景図解説を交えたまち歩きを促進するこ

とで、津和野の歴史・文化・自然等の魅力の情報発信を行っていきます。 

 次に、津和野町東京事務所の業務については、人事異動により新たに再任用職員、フ

ルタイム会計年度職員の２名体制で運営を継続します。 

 引き続き、森鴎外先生に由来する津和野町と文京区との縁のイメージの徹底・定着を

基本テーマとして、観光ＰＲ、誘客セールス、定住対策のワンストップ窓口、特産品の

ＰＲ・商談支援、津和野高校就学支援、企業誘致等の業務に当たってまいります。 

 商工業についてでございます。 

 日本経済は、景気の緩やかな回復基調は続いているものの、ここに来てコロナウイル

ス感染症拡大による不透明感が憂慮されているところです。現時点では有効求人倍率は

高どまりしておりますが、雇用のミスマッチもあって、観光業、医療介護関連などの人

手不足状況は顕著です。このような状況下において、零細個人事業者を中心に景気回復

感覚は乏しく、コロナウイルス関連の動向次第では、観光業等を中心に地域経済はより

厳しい局面を迎える可能性もあり、予断を許しません。 

 本町としましては、中小企業・小規模企業振興基本条例を理念とし、その趣旨にのっ

とり引き続き固定資産税の減免による振興条例、商工業事業後継者支援事業補助金及び

地域おこし協力隊員による商工業事業承継研修制度を活用し、親族・第三者への事業承

継を促し、廃業等の防止に努めます。 

 また、利子補給や信用保証料補給など、既存の金融支援施策を的確に実施するととも

に、利用率の高い津和野町個別商業包括的支援事業も予算規模を拡大し実施いたします。

さらには、島根県地域商業活性化支援事業を活用した空き店舗活用を行うとともに、新

たに空き店舗活用のネックとなっていた所有者居住部分との分離改修を補助する空き

店舗活用基盤整備補助金制度を新設し、商店街の維持に対する支援策を講じたいと考え

ております。 

 次に、６次産業化として津和野栗再生プロジェクトの２期計画を策定し、栗植栽を推

進するとともに、１次加工したむき栗の供給体制、焼き栗の販売強化など農商工の連携

を強めてまいります。わさび等のその他の特産品についても、津和野町東京事務所、県

しまねブランド推進課、町外小売事業者等との連携強化を強化した上で、さまざまな手

法で販路拡大、ＰＲをし、本町の特産品の魅力を消費者に伝え、津和野ブランドの拡大

とイメージアップにつなげていく所存です。 

 農林水産業についてでございます。 



 平成２９年度から進めております中山・長福、堤田地区における農地の大区画化の圃

場整備を行う県営農業競争力強化基盤整備事業は、平成３１年度補正予算により事業費

の増がなされ、現在その進捗の加速化が見られておりますが、町としても引き続き早期

完成に向け取り組んで行く所存であります。 

 また、新たな申請を予定している山下地区については、令和４年度事業採択に向け実

施計画の策定をするなど申請の準備を進めてまいります。 

 水稲栽培を主体とした津和野町では、集落営農から農事組合法人組織に発展して、現

在１３法人に拡大しました。農業生産に携わっておられる方々も高齢化が進み、後継者

となる担い手をマッチングする必要があり、現在集落ごとに人・農地プランの見直しを

行っております。農業をリタイアしても安心できる営農計画づくりに御協力いただき、

耕作放棄地のない集落をつくっていただきたいと考えております。 

 現在我が国では、水稲だけに頼らない農業が求められていますが、平成２７年度より

国の政策で、家畜用の飼料用米やＷＣＳの栽培に対して、補助金が交付されるようにな

り、栽培面積を拡大してきました。近年は面積も安定しており、主食用水稲の栽培面積

抑制につながるとともに、主食用水稲は希望どおり作付できる状態となっております。 

 また、水田を活用した高収益作物への転換が今後の課題で、町では山菜や栗、わさび

の栽培を推し進めております。県が令和２年度から新設する県単補助事業を活用した取

り組みを予定しておりますが、その他の作物についても積極的な取り組みに対して町は

できる限り努力していく所存であります。 

 数年前より、ＵＩターンで農業を目指す方々がふえ、つわの百姓塾を初め、町内農業

者に指導やバックアップをいただいたおかげで、２０名以上の新規就農者が移住、定着

されてきました。この勢いをとめることなく移住者を呼び込むことが、農地を守る担い

手確保につながると確信しており、新規就農者確保に力を入れてまいります。 

 次に、まち・ひと・しごと・ふるさと創生事業を活用して町内２つの道の駅の販売所

をリニューアルしました。地元産野菜や加工品の販売力強化につながる事業として取り

組みましたが、昨年のなごみの里では好調な成績を出しており、今年度取り組んだシル

クウェイにちはらの販売力強化への効果へも期待されます。同事業では、野菜の加工や

地産都消にもチャレンジしており、クオリティーの高い農産物の生産技術についても啓

発活動をしてきたところであり、今後も着実に成果を出してまいります。 

 林業においては、平成３１年度に新設された森林環境譲与税が、令和２年度において

は当初計画の２.１倍に前倒しして交付される予定でございます。これは森林の健全な

管理が減災につながるとの認識に基づく国の森林整備に対する強化方針のあらわれで

あり、美しい森づくり条例を定めている本町にとって、林業施策を加速化する追い風と

受けとめているところであります。 

 レーザー航測により得られた地形データを使用して、関係者が集会所等において机上

で山林境界を確認する事業をさらに進め、山が活用できる環境をふやします。また、事



業体が活用しない山林に対して、壊れない作業道の開設を進める事業を推進して行きま

す。 

 平成３１年度には、美しい森林づくり事業で町民アンケート調査を実施させていただ

きました。今後は山林を保有されている皆様に対し、地区別・年度別の意向調査を実施

させていただき、その調査結果に基づき、森林活用計画を立てますので御協力をいただ

きますようよろしくお願いいたします。 

 森林管理を進めるに当たり、搬出される間伐や広葉樹をどのように活用するかを調査

検討するため、７年前に協議会を立ち上げ木質バイオマス化発電所の可能性について検

討してきました。このたび、木質バイオマスガス化発電プラントの輸入代理会社が、津

和野町が計画してきた発電所建設を請け負っていただけることになり、２０２２年３月

からの売電を目指して事業展開する予定です。町は、令和２年度事業で原木ストックヤ

ード、チップストックヤード等の附帯施設の建設を国の補助制度を活用し、行う計画で

あり、本町としての持続可能な社会の実現に向けた責任を果たしてまいりたいと考えて

おります。 

 企業誘致についてでございます。 

 企業誘致につきましては、町内全域において、ＦＴＴＨ化工事が終了し、高速通信網

が整備されたことから、さらに積極的にＩＴ系企業の誘致に取り組んでまいります。平

成３１年度は、島根県の中山間地域等専門系事務職場誘致促進事業を活用し、企業誘致

戦略等に取り組んでおり、令和２年度より空き家等を活用した誘致企業のオフィス整備

や、交通手段確保のためのレンタカー費用の助成も含め制度の充実を図り、より効果的

な企業誘致に努めてまいります。 

 次に、基本目標４、助け合う心を大切にし明るい家庭や地域をつくるまちづくりでご

ざいます。 

 定住施策の推進についてであります。 

 平成３１年度に策定した第２期まち・ひと・しごと創生津和野町総合戦略においては、

引き続き若い女性が住みたいまちづくりを基本的視点として、津和野に回帰するひとの

流れをつくることや、若い世代の結婚、出産、子育ての夢をかなえるなど、５つの柱か

らなる基本目標に向けた移住・定住施策を推進しております。今後におきましても、空

き家情報バンク事業の推進や、移住定住者へのサポート、妊産婦通院サポート事業や広

域連携等による出会い創出事業など、さらなる定住対策と支援体制の充実に努めてまい

りたいと考えております。 

 さらに、平成２８年１１月に設置しました津和野町女性会議におきましては、令和２

年度からの第３期女性会議において、これまで検討してきた女性の雇用（働く）につい

て、女性の視点で働きやすい職場環境など継続的に検討することとし、各団地等と意見

交換しながら、若い女性が住みたいまちづくりの実現に向けた施策の展開を図りたいと

考えております。 



 令和２年度につきましては、空き家を活用したお試し暮らし住宅への整備を左鐙地区

に予定しており、地域が指定管理者となって住宅を管理運営していくこととしておりま

す。また今後の定住推進住宅の整備につきましては、財政状況を踏まえながら空き家の

活用など、効率的な住宅整備に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、高齢者の皆様が本町で安心して健康に暮らしていただくことも重要な定住対策

と認めております。平成２４年度より実施しているまちづくり委員会の設置と地域提案

型助成事業は、地域で住民を支え合うための活力あるコミュニティーの形成を目的の一

つとしたものでもあり、令和２年度においても改善を図り、高齢者の方々が積極的に活

動に参画していただける場づくりを推進してまいりたいと考えております。また、シル

バー人材センターや老人クラブ等とも連携した取り組みを推進してまいります。 

 津和野高等学校支援については、津和野高等高校を中心とした地域の事業体や個人が、

協働でひとづくりやまちづくりを展開することを目的としたコンソーシアムを構築し、

課題解決型の学習を支援してまいります。コンソーシアムの構築に当たりましては、教

育関係者が所属する団体を新たに立ち上げ、津和野高等学校に津和野高校魅力化コーデ

ィネーター２名を派遣すると同時にコンソーシアムの事務局機能を持ち、地域との連携

を図り高校魅力化を推進してまいります。魅力化に当たりましては、地域おこし協力隊

制度の活用により体制を強化し、ふるさと教育、キャリア教育を継続してまいります。 

 さらにゼロ歳児からのひとづくりプログラムの観点から、保・小・中・高が一貫した

教育魅力化となるよう、教育委員会と連携して町全体のひとづくりを推進してまいりま

す。 

 また、町営英語ＨＡＮ─ＫＯＨについては、高校生コースと中学生コースを設置し、

町全体の学力向上を進めております。平成３１年度は講師３名、支援スタッフ２名、時

間スタッフ３名体制で運営しており、津和野高校生７６名、町内中学生４７名が入塾し、

生徒の学習習慣の定着、学習意欲の喚起に効果が上がっているところです。日原地区に

おいては、空き家を改修して、津和野町町営塾日原を新たに設置しており、専用施設に

よる充実した学習環境により、学習能力に応じた支援をしてまいります。 

 保健・医療についてでございます。 

 健康づくりについては、ＡＩを利用した勧奨通知により各種検診の受診率向上に努め、

健康増進を図ります。また、健康で生きがいのある町づくり会議や、各地区の健康を守

る会等の関係機関と連携し、健康意識の向上を図ります。 

 少子化が進む昨今、子育て世帯包括支援センター来る未（くるみ）を中心に、妊娠・

出産・子育て期の切れ目のない支援を行うとともに、新生児聴覚検査費用助成事業や、

産後母子デイケア事業に取り組み、安心して出産、育児に取り組める環境を整えます。 

 地域医療については、指定管理者である医療法人橘井堂により、津和野共存病院、日

原診療所、介護老人保健施設せせらぎ、訪問看護ステーションせきせいの運営に当たっ

ていただいております。 



 平成３０年から３１年にかけて、施設の集中と効率化に取り組み、療養病床の老健転

換及び移転、日原診療所、訪問看護ステーションの移転を行いました。また昨年４月よ

り、自治医科大学卒業医師１名と島根大学医学部第３内科より１名の医師派遣を受ける

とともに、５月には津和野町医療・介護統括管理者を益田赤十字病院の木谷光博院長に

委嘱いたしました。診療体制をスリム化することで無駄を省き、総合診療を推進するこ

とで、圏域における役割をさらに明確にいたしました。厳しい環境の中、皆様には本町

の医療を守るため、平素より献身的な取り組みをしていただいており、この場をおかり

して御礼を申し上げる次第でございます。新たに委嘱した医療・介護統括管理者のお力

をかりるとともに、益田圏域における機能分担と病病連携をさらに強化し、引き続き医

療の質と量の確保を目指します。 

 地域医療構想の推進を目的として、令和元年９月に厚労省より公表された公立・公的

医療機関の再編統合再検証リストに津和野共存病院が挙げられました。平成２９年の病

床機能報告に基づいて診療実績を分析された結果でありますが、既に当病院では施設の

集中と効率化を図っており、県及び国等へ確認をいたしました。厚労省からの正式通達

により、平成２９年度病床機能報告後に、医療機関の廃止並びに高度急性期及び急性期

機能の廃止が行われた公立・公的医療機関等については、改めて地域医療構想調整会議

において議論をする必要はないことが明文化され、島根県からもさらなる検討は必要な

いとの説明・報告を受けました。報道等により、町民の皆様には大変不安を感じられた

ことと推察するとともに、町としても大変遺憾に存じておりますが、今回、正式に新た

な議論は不要であるとの認識を得たことを改めて御報告いたします。 

 今後の医療体制については、島根大学医学部第３内科より派遣の医師が３月末で退任

となりますが、４月から津和野町の奨学金を貸与されました医師が２名赴任されること

により、常勤医１名の増員となります。これまでの地道な医師確保への活動の成果であ

るとともに、引き続き関係する大学への派遣要請や、島根大学医学部の地域枠入学者な

どとの意見交換会、各方面からの情報収集、各種紹介、派遣会社等への依頼など努力を

してまいります。 

 次代を担う若い世代の医師を積極的に受け入れ、津和野町の生活を通して多くの学び

を得られるよう支援をしていきたいと考えております。 

 医師のみならず、深刻な医療・福祉従事者不足は引き続き大きな課題であります。圏

域において大きな役割を持つ看護師・介護福祉士養成校が、今年度より学生募集を停止

し、さらに確保が困難になることが予測されます。大学、専門学校等を訪問し、津和野

町の地域包括ケアの特徴や、教育体制、奨学金制度や住環境の整備などの説明をさらに

力を入れて引き続き確保に努めてまいります。 

 医療と介護の両立を必要とする状態の高齢者が、住みなれた地域で自分らしい暮らし

を続けることができるよう、在宅医療と介護の一体的な提供が求められております。こ

のため、介護保険の地域支援事業として、在宅医療・介護連携推進事業が位置づけられ、



事業を展開しております。地域医療・介護の資源把握を行い、相談支援や地域住民への

普及啓発、医療・介護関係者の研修を通じて、地域包括ケアシステムをさらに深く浸透

させていきたいと考えております。今年度は、特にエンドオブライフケアに重点を置き、

意思決定支援を重視した取り組みを進めていきたいと考えております。 

 健康寿命の延伸につきましては、人生１００年時代を見据え、高齢者に多い生活習慣

病の重症化を防ぐため、後期高齢者健診、または高齢者歯科口腔健診のデータを活用し、

栄養改善や体操・運動促進などの取り組みを地域住民と協働し、進めていくこととして

おります。また昨年度に引き続き、介護予防に生活機能の低下に伴うフレイル対策とし

て、住民全体の憩いの場を活用した取り組みを充実させるとともに、地域課題である移

動支援に着目し、新たな総合支援事業の創設に向け、関係機関や多職種連携、地域住民

との検討を重ね事業化へと展開をしていきます。 

 福祉等生活支援対策についてでございます。 

 本町における生活保護者につきましては、令和２年１月末現在で生活保護世帯数２８

世帯、保護受給者数３６人、保護申請件数は１件に対し廃止件数が９件となっておりま

す。 

 申請件数が少ない要因としては、平成２７年度より社会福祉協議会に委託している生

活困窮者自立相談支援事業により、生活保護に至る前の支援を強化していることの成果

であると考えられ、廃止件数につきましては収入増加及び死亡が要因であり、結果とし

て保護受給世帯の減少傾向が続いている状況にございます。 

 毎年開催する生活困窮者対策庁内連絡会議により、窓口対応を行う職員等から提供さ

れる生活困窮者と思われる者の情報を関係者間で共有し、適切な窓口につなぐ取り組み

を引き続き実施してまいります。 

 高齢者福祉についてでございます。 

 本町の令和２年１月末現在の高齢化率は４８.４％となっており、前年同期に比べて

０.８ポイント上昇しております。また高齢独居世帯も増加しており、高齢者生活支援

は、本町福祉施策の中でも最も重要な課題の一つと考えております。 

 本町の高齢者福祉事業につきましては、第２期津和野町地域福祉計画、第７期老人保

健福祉介護事業計画に基づき各種施策を進めていますが、地域包括ケアシステム構築の

ため、町民や地域、行政、社会福祉協議会等が協働して、地域福祉の推進に取り組んで

まいります。その中で、地域課題やニーズ把握は日常生活上の支援体制の強化、充実を

図る目的で、津和野町生活支援・介護予防体制整備推進協議体を組織し、定期的な情報

共有や連携強化の取り組みを行っており、またこの活動をさらに充実させるため、生活

支援コーディネーターを配置し、地域と行政を効果的につなぐとともに引き続き住みよ

い地域づくりを目指し、取り組みを行ってまいります。 



 高齢者福祉施策につきましては、地域お達者サロンサービス事業や高齢者等配食サー

ビス事業を引き続き取り組むことにより、高齢者の社会参加及び社会貢献の推進、健康

増進や見守り等につないでいきます。 

 また、高齢独居世帯においては、緊急通報装置設置事業の活用により地域で安心して

生活を営むことができるよう取り組むとともに、民生委員を初めとする高齢者の見守り

活動を推進してまいります。 

 障がい者福祉についてでございます。 

 近年、障がいの多様化、障がい者やその家族の高齢化、地域移行の推進等により、障

がい者もニーズも多様化しております。こうした状況を踏まえ、障がい者が住みなれた

地域で自分らしく生活し続けられるよう、自立支援協議会及び平成３１年度から設置さ

れた同会の専門部会を中心に、第５期津和野町障がい者福祉計画に基づいた事業を推進

してまいります。 

 また町内において、障がい福祉サービス事業を行っている社会福祉法人つわの清流会

と連携して、障がい児の支援及び障がい者の自立に向けて取り組んでいきます。 

 児童福祉についてでございます。 

 全ての家庭において、子どもたちが健やかに育ち、保護者が安心して育児ができる環

境の整備や相談支援体制を充実させながら、各種事業の推進に努めていますが、令和２

年４月から子ども家庭総合支援拠点を設置し、要保護児童対策地域協議会及び子育て世

帯包括支援センター等と連携しながら、妊娠期から子どもの社会的自立に至るまでの包

括的、継続的支援を進めていきます。 

 また、令和元年１０月から幼児教育・保育の無償化に伴い、保護者が負担することと

なった副食費の補助事業継続や、医療費の無償化を満１８歳に達した年度末までの子ど

も等に拡充することにより、子育て支援の充実及び定住促進につなげていきたいと考え

ております。 

 人権・同和教育についてでございます。 

 人権・同和問題の解決は、行政の責務であります。２１世紀が人権の世紀と言われな

がら、今なお多くの課題が残されております。今後も津和野町人権・同和行政基本指針

をもとに、あらゆる差別の解消に向け積極的な啓発活動を行い、差別のない明るいまち

づくりを推進します。 

 基本目標５、多くの人々と交流し開かれたまちづくりでございます。 

 国際交流の促進についてでございます。 

 国際交流の促進につきましては、津和野町国際交流協会、また国際交流員の活動等を

通じて多文化共生を目指し、講演会、ワークショップの開催、民間交流の促進、留学生

の支援、また観光施策とも連携した外国人観光客の受け入れ体制の向上など、活動を進

めてまいりたいと考えております。 



 また、姉妹都市ベルリンミッテ地区との交流については、昨年、文京区とともに訪問

したことがきっかけとなり、ことし８月にはミッテ区、文京区、津和野町の３自治体が

さらなる交流促進を目的に、覚書の締結を行うべく協議、調整を行っております。 

 特別会計についてでございます。 

 特別会計につきましては、各会計ともに人口減少や高齢化などにより、厳しい運営を

強いられておりますが、特別会計設置の本来の目的に沿い、適正かつ効率的な事業運営

を図り、健全な財政運営に努めてまいります。 

 以上、町政運営に関する私の所信の一端と主要課題等の取り組みについて申し上げま

した。 

 今後、本町の財政状況はより一層厳しさを増すものと予想されますが、社会経済情勢

の変化や新たなニーズに柔軟に対応しつつ、町民の皆様の声に謙虚に耳を傾け、町民と

行政が一体となって事業を進める協働のまちづくりを推進し、本町の新たな発展のため

に全力で町政運営に取り組んでまいる決意でございます。 

 町議会を初め、町民の皆様方の御理解と御協力をお願い申し上げ、令和２年度の施政

方針といたします。 

○議長（沖田  守君）  以上で、町長の施政方針を終わり、午後１時半まで休憩とい

たします。 

午後０時 23分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時 26分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３３．議案第３６号 

日程第３４．議案第３７号 

日程第３５．議案第３８号 

日程第３６．議案第３９号 

日程第３７．議案第４０号 

日程第３８．議案第４１号 

日程第３９．議案第４２号 

日程第４０．議案第４３号 

日程第４１．議案第４４号 

日程第４２．議案第４５号 

日程第４３．議案第４６号 

日程第４４．議案第４７号 

日程第４５．議案第４８号 



○議長（沖田  守君）  日程第３３、議案第３６号辺地に係る公共的施設の総合整備

計画の策定についてより、日程第４５、議案第４８号令和２年度津和野町水道事業会計

予算、以上１３案件につきましては、会議規則第３７条の規定により一括議題とします。 

 執行部より説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第３６号辺地に係る公共的施設の総合整備計

画の策定についてでございますが、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の

特例措置等に関する法律第３条第１項の規定に基づき、林道大久保線、町道砥石線、町

道福谷線道路改良事業に係る総合整備計画を定めたいので、議会の議決を求めるもので

ございます。 

 議案第３７号でございますが、町長等の給与の特例に関する条例の一部改正について、

議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第３８号令和２年度津和野町一般会計予算についてでございます。 

 歳入歳出予算の総額をそれぞれ９１億７,７００万円とするものでございます。 

 歳出の主なものは、津和野町庁舎耐震改修事業総額７億７,０１２万３,０００円、空

き家等改修事業２,９９２万円、津和野城山整備（寄附）事業総額３億３,８３８万２,

０００円、木部さとやま保育園整備事業７４８万円、乳幼児等医療費助成金２,７８６

万８,０００円、団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業２,００２万円、県営農業競

争力基盤整備事業５,６００万円、木質バイオマス整備事業総額２億６,０００万円、公

社及び町行造林事業総額４,８１８万９,０００円、空き店舗活用基盤整備補助金３００

万円、歴史的風致維持向上事業総額５,１００万円、史跡調査事業総額７,９７３万８,

０００円、町道１１路線改良事業総額３億６,９０８万９,０００円、道路長寿命化対策

事業総額１億９,１４５万１,０００円、給食センター整備事業２,３３２万円、日原小

学校駐車場整備事業９４８万８,０００円、津和野城跡整備事業総額３,５９４万５,０

００円でございます。 

 歳入の主なものは、町税６億４,２３３万６,０００円、地方消費税交付金１億４,５

００万円、地方交付税３８億１,０００万円、国庫支出金７億８,０６３万５,０００円、

県支出金６億１,４４４万４,０００円、寄附金４億４８８万６,０００円、繰入金６億

６,２２１万３,０００円、町債１７億５９０万円でございます。 

 議案第３９号令和２年度津和野町国民健康保険特別会計予算についてでございます。 

 歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０億７,１９２万８,０００円とするものでござい

ます。 

 歳出の主なものは、保険給付費７億９,７６１万６,０００円、国民健康保険事業費納

付金２億２,５０６万２,０００円、保険事業費１,８１９万９,０００円でございます。 

 歳入の主なものは、国民健康保険税１億５,６０６万３,０００円、県支出金８億１,

５４１万５,０００円、繰入金１億３３万６,０００円でございます。 

 議案第４０号令和２年度津和野町介護保険特別会計予算についてでございます。 



 歳入歳出予算の総額をそれぞれ１３億９,１１３万５,０００円とするものでござい

ます。 

 歳出の主なものは、総務費３,４６４万８,０００円、保険給付費１２億５,７２１万

９,０００円、地域支援事業費９,６０９万５,０００円でございます。 

 歳入の主なものは、介護保険料２億５９８万８,０００円、国庫支出金３億６,８６４

万１,０００円、支払い基金交付金３億５,１９２万３,０００円、県支出金２億２６５

万８,０００円、サービス収入１,１０４万円、繰入金２億５,０８０万３,０００円でご

ざいます。 

 議案第４１号令和２年度津和野町後期高齢者医療特別会計予算についてでございま

す。 

 歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億１,６５４万２,０００円とするものでございま

す。 

 歳出の主なものは、総務費１３５万９,０００円、後期高齢者医療広域連合納付金３

億１,２９１万９,０００円、諸支出金２２４万３,０００円でございます。 

 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料１億２５２万７,０００円、繰入金２億１,

１４７万９,０００円、諸収入２５１万８,０００円でございます。 

 議案第４２号令和２年度津和野町下水道事業特別会計予算についてでございます。 

 歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億９,１５７万３,０００円とするものでございま

す。 

 歳出の主なものは、下水道事業費２億５０５万８,０００円、公債費１億８,６５１万

５,０００円でございます。 

 歳入の主なものは、使用料及び手数料５,３７８万４,０００円、国庫支出金６,００

０万円、繰入金１億６,１１８万５,０００円、町債１億１,０７０万円でございます。 

 議案第４３号令和２年度津和野町農業集落排水事業特別会計予算についてでござい

ます。 

 歳入歳出予算の総額をそれぞれ３８２万２,０００円とするものでございます。 

 歳出の主なものは、農業集落排水事業費１７０万７,０００円、公債費２１１万５,０

００円でございます。 

 歳入の主なものは、使用料及び手数料８５万８,０００円、繰入金２９６万４,０００

円でございます。 

 議案第４４号令和２年度津和野町奨学基金特別会計予算についてでございます。 

 歳入歳出予算の総額をそれぞれ１,３４４万５,０００円とするものでございます。 

 歳出の主なものは、奨学基金費１,３４４万５,０００円でございます。 

 歳入の主なものは、繰入金６９６万円、諸収入６４７万９,０００円でございます。 

 議案第４５号令和２年度津和野町診療所特別会計予算についてでございます。 

 歳入歳出予算の総額をそれぞれ５,３４０万６,０００円とするものでございます。 



 歳出の主なものは、総務費５,２２３万２,０００円、予備費１１７万４,０００円で

ございます。 

 歳入の主なものは、診療収入５,１７０万６,０００円、諸収入１７０万円でございま

す。 

 議案第４６号令和２年度津和野町介護老人保健施設事業特別会計予算についてでご

ざいます。 

 歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億８,９９３万７,０００円とするものでございま

す。 

 歳出の主なものは、介護老人保健施設事業費２億６,７４４万４,０００円、訪問看護

事業費２,２４４万３,０００円でございます。 

 歳入の主なものは、介護老人保健施設事業収入２億４,５２２万４,０００円、訪問看

護事業収入２,１４８万円、繰入金２,３２３万３,０００円でございます。 

 議案第４７号令和２年度津和野町病院事業会計予算についてでございます。 

 収益的収入及び支出予算総額を７億６,６５９万２,０００円とし、資本的収入予算総

額を５,５７３万９,０００円、資本的支出予算総額を７,３８１万８,０００円とするも

ので、不足する１,８０７万９,０００円を過年度分損益勘定留保資金で補填するもので

ございます。 

 歳出の主なものは、医業費用７億５,７０４万２,０００円、医業外費用９５５万円、

建設改良費３,７７４万円、企業債償還金３,６０７万８,０００円でございます。 

 歳入の主なものは、医業収益６億３,０６６万３,０００円、医業外収益１億３,５９

２万９,０００円、企業債３,７７０万円、負担金１,８０３万９,０００円でございます。 

 議案第４８号令和２年度津和野町水道事業会計予算についてでございます。 

 収益的収入予算総額３億２,４８７万２,０００円、収益的支出予算総額２億９,１５

１万円とし、資本的収入予算総額１億２,３６９万３,０００円、資本的支出予算総額２

億２２１万９,０００円とするもので、不足する７,８５２万６,０００円を現年度分損

益勘定留保資金等で補填をするものでございます。 

 歳出の主なものは、営業費用２億６,２８５万１,０００円、営業外費用２,８６５万

９,０００円、建設改良費６,４００万円、企業債償還金１億３,８１０万８,０００円で

ございます。 

 歳入の主なものは、営業収益１億６,１５７万円、営業外収益１億６,３２９万５,０

００円、企業債４,３８０万円、補助金５,９７２万７,０００円、国庫補助金２,０１６

万６,０００円でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  以上で提案理由の説明を終わります。 



 冒頭、議会運営委員長より報告のありましたとおり、議案第３６号より議案第４８号

までの１３案件につきましては、質疑を省略し、予算審査特別委員会を設置し、これに

付託して会期中の審査としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。したがって、議案第３６号より議案

第４８号まで以上、１３案件につきましては、予算審査特別委員会を設置し、これに付

託の上、会期中の審査とすることに決しました。 

 お諮りします。ただいま設置された予算審査特別委員会の委員の選任については、委

員会条例第７条第４項の規定により、議長を除く議員１１名を指名したいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。したがって、議長を除く議員１１名

を予算審査特別委員に選任することに決しました。 

 予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の選任をお願いしたいと思います。 

 しばらく、ここで暫時休憩といたします。 

午後１時 38分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時 39分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、会議を再開します。 

 休憩中に予算審査特別委員会の正副委員長の選任をお願いしましたところ、委員長に

１１番、岡田克也君、副委員長に３番、川田剛君が選任されました。 

 ここで、予算審査特別委員長より御挨拶をお願いしたいと思います。１１番、岡田克

也君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  このたび、予算審査特別委員長に就任いたしました

岡田でございます。 

 これより、予算審査を行っていく上で、執行部の皆様方の御協力また議員の皆様方の

御協力をいただきながら、誠心誠意、副委員長ともども努めてまいりたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  ありがとうございました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（沖田  守君）  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日は、これで散会といたします。 

 なお、引き続き、１時４５分から全員協議会を開催したいと思います。 

午後１時 40分散会 

────────────────────────────── 
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午前９時 00分開議 

○議長（沖田  守君）  おはようございます。引き続きお出かけをいただきまして、

ありがとうございます。 

 これから２日目の会議を始めたいと思います。 

 ただいまの出席議員数は、全員の１２名であります。定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（沖田  守君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、７番、御手洗剛君、８番、三

浦英治君を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第１０号 

○議長（沖田  守君）  日程第２、議案第１０号平成３０年度町道日原市街線旭橋耐

震補強工事（第１期）請負変更契約の締結について、これより質疑に入ります。ありま

せんか。１０番、後山幸次君。（「言うないや」と呼ぶ者あり） 



○議員（１０番 後山 幸次君）  本件について、ちょっと３点ほどお伺いをしたいと

思います。 

 まず、この第１期の変更契約でありますが、これが、今回で１回──第１期工事の分

ですよ、１期工事が１回、２回、３回目の変更であろうと思います。当初契約して、２

回目が工期変更、３回目がこの分が金額変更になっておるわけでございますが、まず、

１０号のかがみを見ていただきたいんですが、当初契約の概要としてありますが、ここ

の完成──契約の工期ですね、完成工期が令和２年３月１３日になっておりますが、こ

れは、第１回の工期であったら３１年の３月２９日のはずですが、これが違ってはおり

ませんでしょうか。また後、確認をしておいてください。 

 ２点目でありますが、変更概要の数量対比表というのが、本当はつけていただきたい

んですが、ここに書いてありますように工事概要表がつけてあります。この数字が、そ

のまんまというふうに誤解を受けるような数字になっておるんですが、例えば、一番下

の根固めブロック製作、据えつけ１１２個というふうにありますが、第２回目の工期変

更のときにも、この工事概要がつけてあります。その分は、１０４個というふうな数量

になっています。ちゅうことは、８個ほど増額ね。８個ほどブロックがふえとるんじゃ

ろうと思うんですよ。そうすると、この対比表がないとわからんわけですいね。つい見

られたら、予算見られたら、この１１２個をやられるんだろうかというふうに感じるん

ですが、工事概要の何で、数量の対比表ちゅうのをつけておいていただかんと、わから

んと思います。これを見られて、ただここに書いてある、１１２個ちて書いてあります

が、これが、８００万の工事の増減分やと思って誤解を招くおそれがありますんで、数

量の対比表というのは必ずつけておいていただきたいというのが１点であります。 

 それで、変更の概要の中で、この変更理由の中で、ストックヤードの広さが云々とい

うふうに書いてありますが、当初、１０４個もブロック並べるような計画があったなら、

たった８個ほどふえたけいちゅうても、ヤードを広げんにゃあならんような問題じゃな

いと思うんですが、そこらあたりもよう、そりゃ当初の設計をどのようにされて、こう

いうふうな変更理由にされとるんか……。設計業者がおるんですけい、それとよく相談

していただきたい。この予算が何ぼ広げて、何ぼがこの金額になるんかというふうな、

せめて、金額が絡んでくるんで、そこんとこもね。 

 それで、こういうふうに工期が押し迫っての変更ですんで、一番気をつけていただき

たいのが、コンクリートなんかがこうやって増額になってやられる場合には、コンクリ

打ってからシグマ２８というその強度が出にゃあいけん期間があります。それを過ぎん

と、２８日を過ぎんと本当はブロックでも何でも使えんのです。 

 そういう規定があるんですから、もっと、やるんなら、もうちいと早ように工期変更

してあげんと、業者は大変じゃろうと思います。それじゃあちゅうて、先、つくってお

くわけにもいきませんので、そういったとこも配慮をしていただきたいと思います。 

 それについて、どのようにお考えか。 



○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（益井 仁志君）  それでは、議員さんの御質問で３点ほどあったというふ

うに思います。 

 まず、１点目は、当初契約の概要でございますが、そこの完成の工期のところへ、そ

の下、議決が３０年の１０月３０日と３１年３月２６日というふうに書いてあります。

３１年３月２６日の議決で工期変更をしたものを、そこに記載をしてあるものでありま

す。大変申しわけございません。訂正のほうをお願いしたいと思います。平成３１年の

３月２９日が当初契約の工期でございます。よろしくお願いします。 

 それから、先ほどの数量の件でございますが、議員おっしゃるとおり、数量の変更が、

これではわかりません。最終的な数量をここに記載してありますので、今後は、そうい

うふうな形で参考資料を作成させていただきたいというふうに思っております。 

 それから、ヤードの件でございますが、先ほど、議員おっしゃるとおり、最初の設計

が云々ということもありますけれども、根固めブロックを増加したことが大きな原因で

ヤードを広くさせていただいておるということもございます。またその辺は調査をした

いというふうに思っておりますけれども、理由についてはそういうことでございまして、

よろしくお願いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  １０番、後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  変更金額も８００万からになっておりますんで──

ほかの人にはわからんでも、課長さんにはわかっとるんじゃろうとは思いますが、我々

にはやっぱり、数量が何がどうふえたんかぐらいは知りたいんですよね。そういった意

味で、数量の対比表ちゅうのは必要であろうと思いますんで、ぜひ、次のときからは、

よろしくお願いをしておきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  はい、ほかに。 

 いいですか。後山さん、答弁要りますか。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  いや、いいですよ。 

○議長（沖田  守君）  はい。 

 ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより、討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 



 これより、議案第１０号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１０号平成３０年

度町道日原市街線旭橋耐震補強工事（第１期）請負変更契約の締結については、原案の

とおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第１１号 

○議長（沖田  守君）  日程第３、議案第１１号津和野町長等の損害賠償責任の一部

免責に関する条例の制定について、本案件に対する地方自治法第２４３条の２第２項及

び第３項の規定に基づく、監査委員の意見は、お手元に配付のとおりであります。 

 これより質疑に入ります。ありませんか。──ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより、討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第１１号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１１号津和野町長

等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定については、原案のとおり可決されま

した。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第１２号 

○議長（沖田  守君）  日程第４、議案第１２号津和野町地域優良賃貸住宅等基金条

例の制定について、これより質疑に入ります。ありませんか。２番、米澤宕文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  この基金条例といいますが、基金額はいかほどを予定

しておられます。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  この条例における最初の該当施設というの

は、森の住宅、今、建ったところでございますが、それと野口の住宅ということになり

ます。森のほうは指定期間３０年ということで基金額が大体１,２５４万です。それか



ら、野口のほうは指定期間１０年ということになっておりますが、１７５万９,０００

円ということで見込んでおります。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第１２号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１２号津和野町地

域優良賃貸住宅等基金条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第１３号 

○議長（沖田  守君）  日程第５、議案第１３号津和野町農業水路等長寿命化・防災

減災事業分担金徴収条例の制定について、これより質疑に入ります。ありませんか。５

番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  今回の条例制定について、少し、農業──今までこう

いう事業形態というものがなかったのか、新しく国の法律に基づいたものなのか、その

辺について、さらに町内において、既にこういう、ことしからでも、去年からでもそう

いう事業形態として工事がなされた部分があるのか、その辺について少しお聞かせいた

だきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（益井 仁志君）  このたびの条例を制定させていただきます農業水路等長

寿命化・防災減災事業につきましては、来年度から実際に津和野町のほうで取り入れて

事業を進めていきたいというふうに考えております。これまでも、ため池の関係で随分

昨年から防災・減災の関係で、ため池の重点ため池とかいうのもピックアップさせてい

ただきまして、今後は、そのハードの、いわゆる整備といいますか、いうのに向けて、

来年度から具体的に工事あるいは、まあ、設計も含めて着手したいというふうに思って

おります。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第１３号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１３号津和野町農

業水路等長寿命化・防災減災事業分担金徴収条例の制定については、原案のとおり可決

されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第１４号 

○議長（沖田  守君）  日程第６、議案第１４号左鐙コミュニティセンターの設置及

び管理に関する条例の制定について、これより質疑に入ります。ありませんか。３番、

川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  この施設の、元学校体育館だと思うんですけど、隣に

も公民館があったりします。でも、この施設の活用の方法といいますか、公民館と一体

となるものなのか、それとも分けて公民館は公民館、コミュニティセンターはコミュニ

ティセンターというものなのか、それと、もしくは、今後、どこか法人か何かに委託し

て運営されるのか、ここに至るまで結構時間がかかりました。この経緯についてもお話

しいただけたらと思います。 

○議長（沖田  守君）  教育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  今回制定いたします、コミュニティセンターの設置条例

につきましては、この旧左鐙小学校につきましては、既に学校施設という形から外して

おりますので、現在、例えば、校舎を貸してほしいという場合にも、貸すことができな

い状態になっております。それで、今回、一応何かをつくるということで、設置管理条

例のほうをつくらせていただきました。 

 で、現在、この活用方法につきましては、地元と協議を進めている段階でありますの

で、今後、具体的に活用方法が決定して、この条例では不足がある場合には条例を改正

して、そちらのほうに合わせていくというふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  使用料のところで、ちょっとお聞きしたいんですけど、

グラウンド照明施設の使用料が４００円ということで、照明が４００円なのか、グラウ



ンドを使うのが４００円なのか、その辺がちょっとわかりにくいので教えていただけた

ら。 

○議長（沖田  守君）  教育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  これつくるときに、グラウンドの使用料はという話もあ

ったんですが、現在、グラウンドについては、そのほかの施設もですけども、使用料と

いうのを取っておりませんで、で、まあ、というのが、実際に管理ができないといいま

すか、囲われた空間ではないので、できないということで、グラウンドについては、今

は使用料を設けておりません。ただ、グラウンドとあわせて照明を使うような場合には、

照明料をいただくというふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  はい、ほかにありますか。１１番、岡田克也君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  今まででも、左鐙のグラウンドはサッカーチームな

どがよく使ってたんですが、例えば、簡易宿泊的にここで合宿をしたりすることは想定

されているのか、それの対応はされているのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  教育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  今回、条例を制定しましたら、建物を使うことはできま

すので、ただ、特に何に使うというまで具体的なことはありませんけども、そのような

使用の仕方も可能かとは考えております。 

○議長（沖田  守君）  １１番、岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  簡易宿泊所にはまだ当たらないけれども、例えば、

寝袋を持ってきて寝たり、そこら辺までは、例えば、お風呂などは温泉行くとか、そう

したら、泊まることも可能というふうに想定をされておりますでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  教育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  この条例においては、時間の今設定を設けておりません

ので、ただ１時間当たりという形になりますので、泊まればその時間、費用がかかると

いうことにはなりますが、ただ、問題になるのは宿泊となると、宿泊業的にはちょっと

いろいろ許可があろうかと思いますので、そのあたりはまだちょっと詰めていく必要は

残っているかとは考えております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 



 これより、議案第１４号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１４号左鐙コミュ

ニティセンターの設置及び管理に関する条例の制定については、原案のとおり可決され

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第１５号 

○議長（沖田  守君）  日程第７、議案第１５号津和野町監査委員条例等の一部改正

について、これより質疑に入ります。ありませんか。──いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第１５号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１５号津和野町監

査委員条例等の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第１６号 

○議長（沖田  守君）  日程第８、議案第１６号津和野町印鑑登録及び証明に関する

条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないですね。ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 



 これより、議案第１６号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１６号津和野町印

鑑登録及び証明に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第１７号 

○議長（沖田  守君）  日程第９、議案第１７号津和野町借上賃貸住宅管理条例の一

部改正について、これより質疑に入ります。ありませんか。──いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第１７号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第１７号津和野町借

上賃貸住宅管理条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第１８号 

○議長（沖田  守君）  日程第１０、議案第１８号津和野町職員の服務の宣誓に関す

る条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ありませんか。３番、川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  済みません。この説明で、会計年度任用職員の服務の

宣誓について、任用形態等に合わせた服務の宣誓とするためということなんですが、こ

れは、具体的にどういうふうな任用形態──パートタイム、フルタイムとで、守秘義務

の部分だとかそういったところていうんでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  現行の津和野町職員の服務の宣誓に関する条例とい

う条例が定められておりますけども、その宣誓に関する内容でございますけども、任命

権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、宣誓書に署名してから職務を

行うということで、そういった方の面前で署名するというふうな規定がされております。 



 今回の、この見直しといいますか改正につきましては、会計年度任用職員については、

例えば、特別職の非常勤職員から会計年度任用職員へ移行された場合、こういった場合

は、任命権者等の面前での宣誓書への署名は要さず、署名をした宣誓書を提出すること

で足りるものとする、あるいは、同一の職員について、再度の任用を行った場合には、

さきに任用に際して行ったその宣誓をもって、これを行ったものとみなすというふうな

ところで、そういった、まあ、別段に規定するというところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  会計年度任用職員制度自体に反対しているので、この

議案に反対します。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより、議案第１８号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立多数であります。したがって、議案第１８号津和野町職

員の服務の宣誓に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第１９号 

○議長（沖田  守君）  日程第１１、議案第１９号津和野町議会の議員その他非常勤

の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について、これより質疑に入ります。

ありませんか。──ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  会計年度任用職員制度自体に反対しておるので、この

議案に反対します。 



○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。討論を終結します。 

 これより、議案第１９号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立多数であります。したがって、議案第１９号津和野町議

会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正については、原

案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第２０号 

○議長（沖田  守君）  日程第１２、議案第２０号津和野幼花園補助金交付条例の一

部改正について、これより質疑に入ります。ありませんか。──ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第２０号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第２０号津和野幼花

園補助金交付条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第２１号 

○議長（沖田  守君）  日程第１３、議案第２１号津和野町子ども等医療費助成条例

の一部改正について、これより質疑に入ります。ありませんか。──ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 



 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第２１号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第２１号津和野町子

ども等医療費助成条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第２２号 

○議長（沖田  守君）  日程第１４、議案第２２号津和野町小集落改良住宅設置及び

管理に関する条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ありませんか。３番、

川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  済みません、この条例の改正の背景にあるものといい

ますか、どういった理由でこの小集落改良住宅設置及び管理条例が出てきたのかという

のをお尋ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（益井 仁志君）  この小集落改良住宅の、今回改正をさせていただいた理

由でございますが、基本的には、どの住宅においても、町営住宅の場合はどの住宅にお

いても、２名の保証人の方をつけていただいて申請をされている状況でございます。 

 ただ、例えば、考えられるのは災害とか火災とかいうことで、家を失われたというか、

いう方に対しまして、急遽、まあ、入居していただくといいますか、町営住宅でござい

ますんで、入居していただくといいますか、いうような場合が必要なことも想定されま

すので、そうしたときには、そこにあるとおり、町長が「いい」と言えば入居できます

よということを、つけ加えさせていただいたということでございます。あと、高齢者と

か生活困窮者とかということも考えられるんですけれど、とりあえずは、そういったと

ころが考えられるということでございます。 

○議長（沖田  守君）  ３番、川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  ほかの住宅はどうなってるんですか。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（益井 仁志君）  ほかの住宅はこの条項は実はありまして、この条例だけ

この条項がございませんでして、大変申しわけございません。そういうことで、今回入

れさせていただいております。 



○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。２番、米澤宕文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  関連ですが、公営住宅保証人不要という報道が随分さ

れておりますが、この関連は、ちょっとこれは違うかもしれませんが、公営住宅、町営

住宅、このほうはいかがなっていましょう。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（益井 仁志君）  民法が改正になりまして、今の公営住宅の、いわゆる保

証人が、不要でもいいよということがあったと思うんですけども、これも県内の自治体

では対応がばらばらでございまして、一応、津和野町としては、方針としては一応、保

証人は引き続いていただこうということで進めております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第２２号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第２２号津和野町小

集落改良住宅設置及び管理に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決され

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第２３号 

○議長（沖田  守君）  日程第１５、議案第２３号公の施設の指定管理者の指定につ

いて（津和野町町営塾日原）、これより質疑に入ります。ありませんか。１０番、後山

君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  ちょっとお尋ねしますが、これは条例の設定は町長

さんがなっとられますいね。それで、今度は、指定管理者も町長さんがなられるあれで、

自分が条例をつくって、自分が管理するような、ちょっと何か、ここのなには変えるこ

とはできないか。町長が高等学校の後援会長になっとられるんですから、名前だけであ

ろうと思うんですが、自分が条例を出して、自分がというふうな、ちょっと何か、しゃ

きっとせんような気がするんですが、その点、どうでございましょうか。学校長とか、

誰かにするとか、変えることはできんのか。 



○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  こういう事例というのが、道の駅等が最初

のころは、町長が道の駅の三セクの社長というようなところもありまして、平成１７年、

１８年当時は、そういったところで、三セクの社長さんが町長ということで、町長の名

前で、指定管理者の指定議案というのも、提出をさせていただいておりました。 

 議員御指摘のように、この、まあ、町長が提案して町長が、この管理者になるという

ことのところの部分については、法律上の解釈というものも、私どもも指定管理者の制

度のところで、いろいろこう勉強しておりまして、そこんところは、委託契約ではない

と、委任だというようなところも含めて、これは問題ないという解釈なんです。 

 ただ、そこのところは、議員が御指摘になられたような、いろんな御意見があるとい

うことで、そこは十分注意して、その、指定管理者の指定議案というところの、管理者

については決めたほうがいいというところが、今現状として、私らが把握しているもの

です。 

 今後、この津和野高校後援会というのが、コンソーシアムというような団体になって

移行していく中で、法人というようなことで、そこの代表理事というのが、恐らく町営

塾の管理者になるものと思っておりますが、現状のところで言いますと、今は津和野高

校後援会の会長というところで、下森町長のお名前で、指定管理者の指定議案のほうは

提案をさせていただいたということです。 

 今後については、来年当初のところから津和野高校後援会の、そういう英語塾等の部

分については、コンソーシアムというような新しい団体に移行していくというところで、

そういったところの変更になったときには、また、改めて、ここの指定管理者の管理者

というところを御提案させていただくような形になろうかと思います。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。１０番、後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  なんらかの管理条例の中にも、損害賠償の届け出や

なんかがありますわね。こういったときやはり、町長が代表者で、自分が届け出て自分

がもらうちゅうようなことが、ちょっといささかおかしいんじゃないかとちゅうことで

あるんで、できりゃあ、１７年、１８年前にそのなにをやられとったちゅうのは、それ

は別として、もう時代が違うんですから、そういうふうにして誰か代表者をかえてやら

れるほうが、で任期もこの４年だ６年だちゅうて書いてあるんで、そういうところもあ

りますんで、ひとつ検討していただきたいようにお願いしておきます。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  先ほども課長が御説明いたしましたように、今後、この町営

塾の運営につきましては、コンソーシアムの関係で新団体を設立をする予定にしており

ます。 

 まずは、一般社団法人をつくって、そして来年度の早いところで財団法人に移行して

いくと、そういう計画でございまして、現時点ではその新法人等に私が代表理事になる



という話し合いはしておりませんで、むしろ評議員というような立場ぐらいのほうがふ

さわしいんじゃないかというふうな形に、今の段階ではなっております。 

 もう近い将来で、そういう新法人ができ上がりますので、そこが基本的には管理者に

なっていくだろうという計画でございます。 

 とりあえずは立ち上げでございますので、一旦は、条例もつくらなきゃならんという

中で、こういう、今、後援会が実際、町営塾やっているということから、こうした形で

の条例提案をさせていただているということでありますので、できるだけ早い段階で新

しい管理者に移行していくという流れの中で、そこには、私が今、代表になる予定には

ないということで御了承いただければと思っております。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  はい、わかりました。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。４番、道信俊昭君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  次はこうなるというのは、まあ、いいんですけど、こ

れは、一応認めたということですね。こういう形を。ということで、ちょっともう一回、

念押しで、法的に何ら問題ないんですか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  先ほど御説明させていただきましたが、法

的にはそういった事務処理経緯を含めて、私どもが検討させていただいたずうっと経過

があります。こういった部分については、今回もお名前が町長ということになりますの

で、再度もう一回確認をして、それでこの指定議案のほうは提出をさせていただいたと

いうことであります。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。３番、川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  済みません。コンソーシアムに変わるという部分なん

ですが、それはわかるんですけども、指定管理は一応、後援会で受けるわけですよね。

６年の３月３１日まで指定管理は津和野高校後援会で、コンソーシアムというのは名前

の変更じゃなくて組織の変更になると思いますので、僕は別団体になると思うんですよ。

そうした場合は、この途中で変更にするのか、基本的にはこの指定期間を満了しないと

いけないんじゃないかと思うんですが、その辺の仕組みというのは、どういうふうにな

ってるんですか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  以前、共存病院が指定管理者だったときに、

間で変更をさしていただいたことがあります。要は、共存病院自体が破綻したようなと

ころの、病院のところですね、指定管理。ああいったところの事例も踏まえて、この指

定管理者の指定議案、私どもは、こういう施設については５年の指定期間ということで、

議会の皆様に提案をさせていただいています。最終のところをくくるという意味で、間

が短かったりというようなとこがありますが、一応５年間ということです。 



 今回、そういうふうに団体がもしかわった場合は、一旦、この指定管理者の指定議案

の部分の管理者のところがかわるわけでございますので、それについては、また再度御

提案をさせていただいて、残りの指定期間部分が今度コンソーシアムの、この事例でい

うと新しい管理団体ということで、御提案をさせていただく予定にしております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第２３号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第２３号公の施設の

指定管理者の指定について（津和野町町営塾日原）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第２４号 

○議長（沖田  守君）  日程第１６、議案第２４号公の施設の指定管理者の指定につ

いて（つわの暮らし推進住宅畑迫ぶさか団地）、これより質疑に入ります。ありません

か。──ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第２４号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 



○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第２４号公の施設の

指定管理者の指定について（つわの暮らし推進住宅畑迫ぶさか団地）は、原案のとおり

可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第２５号 

○議長（沖田  守君）  日程第１７、議案第２５号公の施設の指定管理者の指定につ

いて（津和野地域優良賃貸住宅森村住宅）、これより質疑に入ります。ありませんか。

３番、川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  済いません。先ほどの部分もかかってくるんですけれ

ども、これ延べ床面積ということで、建物は入ってますよね。駐車場ですとか、その附

帯施設といいますか、それもその指定管理、管理には入りますよね。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  議員御指摘のとおり指定管理に入るという

解釈でございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第２５号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第２５号公の施設の

指定管理者の指定について（津和野町地域優良賃貸住宅森村住宅）は、原案のとおり可

決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第２６号 

○議長（沖田  守君）  日程第１８、議案第２６号公の施設の指定管理者の指定につ

いて（津和野町空家活用定住住宅野口団地）、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 



 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第２６号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第２６号公の施設の

指定管理者の指定について（津和野町空家活用定住住宅野口団地）は、原案のとおり可

決されました。 

 それでは、ここで、１０時まで休憩といたします。 

午前９時 47分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前９時 58分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第２７号 

○議長（沖田  守君）  日程第１９、議案第２７号平成３１年度津和野町一般会計補

正予算（第８号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。６番、丁泰仁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  ちょっとお伺いします。 

 ページ５１の民生費から１点。ここで実績見込みによるプレミアム付商品券事業負担

金が３,２５０万円、これ減額されていますね。これはつまり、当初こりゃあ補正予算

でですね、当町は、たしか５,０００万ぐらい、これ、計上しとったんじゃないですか

ね。そうしますと、３,２５０万バックされるということは、実際にこのプレミアム商

品券が使われたのは１,８００万前後ですかね、そういう解釈を私、しているんですが、

ということは、これは政府が、１０月の消費税増税で、要するに、消費が落ち込むと、

だから鳴り物入りで、たしか、これ目玉ぐらいでですね、消費喚起をさせなきゃいけな

いからというので、低所得者層と、それから高齢者ですかね、そういう方たちに、たし

か、これ配付されたと思うんですよ。だけどこういうふうに、まあ、当町だけのことな

のかもしれませんが、これだけ、せっかく５,０００万用意しとって、１,８００万ぐら

いの消費しか喚起されてないというのは、非常に、使われていないということなんです

ね、政府が思ってたよりもね。そうしますと、やっぱり消費が落ち込みますよね。そう

するとやっぱり実体経済──これは当町だけなのかもわかりませんが、そうじゃないん

じゃないかなと、全国的にこういう傾向があって、やはり、発表されました１０月と１



２月のＧＤＰなんて、マイナス１.云々で、年率換算６.３ですかね、非常に市場予測よ

りも落ち込んでいると。 

 だからこういう現象が出とるんですけどね。こういう点、なぜこういうふうに使われ

なかったのかなと、そういうとこどういうふうに分析されるのか。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  今、議員、おっしゃられたとおりなんですけれども、

プレミアム付商品券につきましては、補正におきまして５,３３０万──全ての方が利

用すると、５,３３０万の予算を組んでおりました。 

 ２月２８日で購入期限は過ぎたところでありまして、３月末までの利用期限というと

ころで、今、購入はもう済んだという状況になってます。 

 この中でですね、非課税の方につきましては申請者の数が２,０００人ということで

ありまして、その中の申請をまずしていただくわけなんですが、その申請をした方の割

合が７０４人３５.２％と、で、申請をした方が、今度、まあ、それで買いに来るわけ

ですよね、２万円分のもので２万５,０００円買い物ができると。ただしそれは、４,０

００円ずつパックになっていますので、一度に２万円買わなくても、４,０００円ずつ

買っていってもいいわけですが、先ほど言いましたその３５.２％のうち購入した割合

は７８.５％になっています、今のところ。今のところといいますか、これ締めた数字

になりますが。 

 ということで、今、議員おっしゃられた額として、利用が１,８００万ぐらいじゃな

いかということですが、これはまだ３月末まで利用ができるというところでありまして、

今の段階で、利用予定額が１,５４６万円ぐらいになるんではないか、というところで

見ておるところであります。それ以外の部分を今回、補正で落としております。 

 この要因といいますか、これについてはですね、全国的に大体数字が──うちが飛び

抜けて低いとか、そういう状況ではどうもないみたいでして、全国このぐらいの、２割

から３割の購入者・利用割合というところは聞いております。 

 この原因につきまして、国のほうがきちんと調査をしているわけではないんですけれ

ども、私どもで感じておったり、私どもが周りから聞く話によりますと、やはりその、

一旦お金を出して買わなければならないというところ、ここが、幾ら５,０００円のプ

レミアムが、まあ、２万５,０００円でつくと言われても、一旦はポケットから２万円

を出すということが、なかなか大変というところで、購入の率が低いというところは、

あちこちから聞いております。 

 これをまあ４,０００円で、じゃあ５,０００円分、何回も買いに来られてた方も当然

おられますが、それはそれでいいんですが、そうなると何かちょっとプレミアム感が少

ない感じがしますよね、やっぱり。２万円を出して２万５,０００円をもらって５,００

０円のプレミアムで、何かこう、ちょっとお得感が出るというようなもんですんで、そ

こが非常に難しいというところで、考えております。 



 子育て世帯のほうは、もう少し── 子育て世帯のほうの購入者というのは、もう少

し率は上がりまして、約５０％の方が購入しているという状況になっております。 

○議長（沖田  守君）  ６番、丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  私も思ってたとおり、課長のほうからお答えどおりで

すね、やっぱり元手を出して、それから換金してね、「それから」というとこが、非常

にしんどい。しかも、配ったところが低所得者層なんですよ。２万円出すというのはね、

非常にきつい。低所得者層は恐らく生活保護の世帯ね、月十二、三万ですかね、もらえ

る。そこら辺の世帯を考えられたと。２万円出してね、それ換金すると商品券、全部使

わなきゃいけないんですよ、全部ね。そんなこと考えるゆとりもない。現実に２万円あ

ったら、２万円で自由にどこでも、それから少しずつ倹約しながら消費すると、これが

低所得者層・貧困層のですね、実態なんですよ。 

 だから、こりゃあ初めに政府に配られたときに、私は、こりゃ、裕福なとこへね、富

裕者層へ、これ、やったら全部使われると思うんですけど、低所得者層とか子育て世代

とか、難しいんじゃろうなと思ったら、全くそういうのが出ましたね。 

 私が申し上げたいのは、これを教訓に、今後、今、非常に、町内でも経済状況が悪い

んですが、今から町は、今からいろいろ対策考えてもらえると思うんですが、そのとき

に、今、期待しているのは、そういう商品券で、プレミアム云々じゃなくて、現実に、

例の３万円子育て世帯にプラスを出したんで、こだま券出しましたよね、あれは現金と

同じようなもんですよ、そこ持っていったらすぐ換金できる、そういう給付型ね、一種、

現金に等しいような、そういう財政援助というかね、それを望んでるということをわき

まえながら、そういうことを考えてもらって、今後いろいろ取り組んでもらいたいなと、

そういうふうに思っております。まあ、ちょっと余談になりましたけど。（発言する者

あり） 

○議長（沖田  守君）  ちょっと待って。健康福祉課長か、町長か、誰。町長。町長、

今の丁君の意見に対して……。町長。 

○町長（下森 博之君）  先ほど議員からも、その、今回の３万円の事業のこともお話

がありましたけれども、今回その３万円のときに当たりましてもいろんな検討をしてき

た中で、実際に、このプレミアム付の商品券というのもどうだろうということ、そうす

ると全体額は大きくなるというメリットがあるということで、そこも検討してきたのも

事実であります。 

 ただ、実際このプレミアム付商品券の補正予算の減額がもう、わかっておりましたか

ら、そういう中で、非常に利用実績としては悪いと、子育て世帯でも５０％ということ

でありますから、そんなことも踏まえて、やはり今回は給付型でやろうということの、

一つの判断材料になったのも事実でございます。 

 ただ、やはり、こういうその給付ということになると、もろ財政と直結してまいりま

すので、そこで今後についてもこれから経済対策等も考えていかなきゃならないと思っ



ておりますから、そういう面でいろいろな面、今回のことも踏まえながら、また検討を

深めていきたいというふうにも思っているところでもあります。 

 それから、やはり町村会等々を通して、県内の自治体の状態も見ながら、そして津和

野町だけじゃないということになってまいりますと、やはり県全体としての声というも

のも、国のほうへも届けていく必要があるかというふうにも思っております。 

 実際これだけ予算が余る形になりますから、全国的に見てもですね、そういう部分に

ついてもやはり、またこのコロナウイルス対策等々へですね、国としても検討いただき

たいというような声というのも上げていく必要があるんじゃないかなというのを考え

てもいるといったところでもありました。 

 いろんな面でまた検討し、やるべきことをやっていきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  関連でそのプレミアム付商品券のことなんですけど、

高齢者にとって、商品券に変えるということ自体がちょっと、なかなか難しくって、手

助けしてもらって商品券を買いに行ったとかいうのもよく聞いたんですが、その辺の声

は聞いておられませんか。その、ケアとかも何かされたんなら、教えていただければ。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  これまでも町としては、ほかほか商品券、商工観光

課のほうがやっておったりしております。 

 ただこれは、売り買いが商工会に委託をしておって、商工会でやっておるというもの

を、今回は非課税の方ということなんで、特定の方になりますので、町のほうの窓口で

購入をしていただくような形をとりました。 

 その中で、今議員がおっしゃられるような、高齢者の方が買いにくいとかですね、そ

ういう話は今初めて聞いたとこでありまして、ちょっと意味がわからなかったんですが、

役場に来るのが来にくいのか、どういう意味かなと思ったんですが、まあ、とにかくそ

れは聞いたことがないです。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  質問を変えなきゃ。 

 えっと、私がお聞きしたのは、その、なんか、封筒が届いて、中に書類があって、そ

れを全部読んでもよくわからん、何をどうしていいかわからんけ「もうやめようか」と

いうのを若い人が聞いて「そう、じゃあ、もったいないけえ一緒にやろうや」というの

をやられたというのを聞きました。 

 いつものある商品券とちょっと、先ほども説明いただいたみたいに、ちょっと違うの

で戸惑いが、お年を召された方にはあったみたいです。 

 ですので、またこういうことが、もし、健康福祉課のほうが担当してされることがあ

れば、その辺、気をつけていただければと思います。 



○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  おっしゃることわかりました。 

 基本的に今回も、一旦、申請書を、該当しそうな方に向いて申請書を送りまして、そ

の方がまず申請書を書いて、それを送っていただくか持ってきていただく必要がありま

す。そうすることによって引きかえ券をもう一回送るということになります。 

 これにつきまして、確かに、最初の申請書の案内についてですね、申請書があって、

説明書が２枚ぐらいついてて、読んだり書いたりしなければいけないところ、確認をし

ていただかなければいけないところがあったのは確かなんで、もしかしたらその辺のこ

とかなというところも思います。 

 ただ、これも、このやり方というのが、国のほうで定められたやり方でありまして、

町が独自にそういうやり方をとっておるというものではありませんので、この辺も、先

ほど丁議員がおっしゃられたような、利用者が少ない、その理由の一つには、もしかし

たらなっているのかもしれないということは思います。 

 ただし、二、三年前までに何回か、給付金ということを、現金を、まあ、３,０００

円ですね、非課税の方に給付するという国の事業なんかをうちの担当課でやっています

が、そのときにも基本的には同じように、まず申請書を送って、該当の事項を確認して

もらって、記入してもらったり印鑑を押してもらって、出してもらうと。それによって

こちらがもう一度確認をして、そこからは今度は、その給付金を振り込む形で行ってお

りました。 

 そのときには、もう少しやっぱり申請の数がかなり多かったので、買いに来るという

手だてが一つ、余分に動いてもらわないといけないことがありますので、その辺がもし

かしたら今回の給付が──給付というか、購入率が低いというところの原因の一つかも

しれないというところではあると思います。 

 この辺については、うちだけで独自に改善を、今度何かあったときにはしていくとい

うことができませんので、国がやることで国の指示に従って、こういうやり方をしなさ

いというものでありますので、町としてできるところはやっていきますが、従わなけれ

ばならないところについては、従いながらやっていこうと思っています。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。２番、米澤宕文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  ９７ページの教育費で、実績見込みにより、津和野小

学校プール改築工事に伴う調査設計業務委託料５５７万５,０００円が減額となってお

ります。この設計業務の中に、プールから消防水利として利水できる弁は含まれており

ますか。 

○議長（沖田  守君）  教育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  以前、御質問といいますか、御意見でぜひそのようにし

てほしい、ということも聞いておりましたので、考えておりましたが、今回、当初はプ

ールを壊して新築でやることを想定しておりましたので、まあ、そういったことも検討



できるかなと考えていたんですが、今回、いろいろ調べた結果、新築ではなくて改築で

すね、カバー工法といいますか、水漏れする、そのプールの部分のみを改修する方向で

今、進めておりますので、その段階におきましては、今の消防水利として引っ張ってい

くということは、入っておりません。 

○議長（沖田  守君）  ２番、米澤君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  昨年、皆さん御存じと思いますが、５月１２日吉賀町

で２２棟２,３００平方メートルを焼失、火災が発生しております。 

 ここは消火栓が１台ついて、近くの川に１１台ついております。これは近くであった

からよかったと言っております。 

 プールに３台──プールというのは、水はありますが非常に使いにくい。いつもネッ

トがありまして、施錠してありますので、高いとこを超えて給管をつけます。大変手間

がかかりますし、危険であります。そして、ことし令和２年２月２８日、尾道市の因島

で３０棟、延べ２,４００平方メートルの焼失火災が発生しております。 

 この改築工事にできるかどうかわかりませんけれども、これだけの不用額を出すので

あれば、森村密集地、結局畦田地区ですね、かなりの密集です。ほかに水利は消火栓し

かありません。津和野川に水利しても、川はあってないようなものなんですよ、消防側

とすれば。で、森村が火事の場合は、大橋の対岸ですね、あそこから引かんとできませ

ん。プールも、先ほど言いましたように、フェンスがあっていつも鍵がしてあります。

できることなら、地下配管とかは抜きにして、そこから管を２本通して下で消火栓みた

いに弁を二つつければ、これ、消防車がいたらすぐつけるわけです。そして森村では今

は、防火水槽は４０トン水槽──これは国基準です。これは一器もありません。もしも

そこに水利が、弁を二つぐらいつけて、消防車が２台ぐらいつけられれば、４０トン水

槽七、八器分の予算が浮くと思います。それは町民にとっても安心・安全の一つであり

ます。 

 この前も申しましたように、後田地区は水利が発達というか、めぐらしてあります、

縦横。したがって、かなり前ですが、本町の裏で楽器店が焼けたときに、かなりそこで

水をとられたんですが、森村はそうはいきません。側溝はありますが水がありません、

全く。 

 ということで、例えば、２００万円追加でかけて、取水弁を二つつけていただくと、

最低７機分としても４,０００万円以上、簡単に、まあ、損得勘定でいきますと浮くわ

けです。 

 ぜひこの機会にしておかないと、森村地区の住民の方の安心・安全を得るためにも、

ぜひ必要ではないかと思っております。 

 そして、最近大火がはやっておりますが、貴重な文化財といいますか、資料もたくさ

んあります、郷土館もすぐ近くにありますので、ぜひこのことは、御一考をいただいた



ほうが、安い工事費で４０トン水槽７器ないし８器分、６００万円一器します。という

ことで考えていただきたいと思っておりますが。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  防火水槽の件については、プールについてはそのかわりに

十分対応できるように、利用は可能なようなイメージで、私どもは捉えております。 

 ただ、水槽というかプールの中に、いわゆる取水口を入れんと、ポンプアップができ

ない現状が今あると思うんですね。言われるように、中へ、周りを囲っておりますので、

鍵をあけて中に入れるという、その手間というのは一つあろうかと思いますが、例えば

鍵を消防分遣所に一つ持たせると、そういうような形をとれば、そこの部分については

クリアができるのかなというふうに、米澤議員さんの今のお話を聞きながら思っており

ました。そういうことで対応ができれば一番我々は助かるがなというふうには思ってい

ます。 

 さきに御質問いただいて、検討をというお話をいただいたときには、小学校の入り口

の空き地のところまで防火水槽を持っていく形で検討をということで、その点について

は、設計士さん方と検討をさせていただきましたが、ただ、そこまでの工事というのは

かなりの金額になるだろうということが、まず一つあって、その上に、まあ、工法が変

わりましたので、そこの部分はちょっと無理だなということで、今回は諦めたというこ

とでございます。 

 そういった形でクリアができるんであれば、それが一番我々も、設計を変更する必要

もなくって、助かるわけでありますけれども、先ほど質問の中にあった、いわゆる取水

口をそのプールのへりのほうへつけるという、そういったことが本当に設計の中ででき

るのかどうかというのは、ちょっとそこの──今の段階でお答えすることができません

ので、また帰って設計士さん等の話を聞いてみたいというふうには思っております。ま

だ今から実施設計を本格的に組んで、工事にかかっていくわけですので、工事の中で変

更ができるような程度のことであれば、またそれは検討させていただきたいというふう

に思います。 

○議長（沖田  守君）  ２番、米澤君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  確かに、津和野小学校、バス停予定地、そこまでの延

長を業者の方へ聞いてたんですが、４００か５００万円でできるであろうということで

あったんですが、それはなしにしましても、プールの底、また側面の下側からとれば、

これほど安くて、４,０００万円近く浮くという計算もできますので、ぜひとも、防火

水槽の件に関しては、総務課の管轄でもあると思いますので、よく検討されまして、こ

んなチャンスはめったにないと思いますので、検討していただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○議長（沖田  守君）  それ以上の答弁要らんの。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  できれば総務財政課長で。 



○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  この消防水利、いわゆる津和野小学校のプールの防

火水槽というところでの利用の仕方というところで、昨年ですか、いろいろと御提案を

いただいて、今、教育委員会のほうで、そういった小学校のプールの実施設計を行う中

で御検討をいただいてきておりました。 

 そういった状況の中で、今、教育長あるいは教育次長が答弁をしておりますけども、

設計する段階で工法が変更になったと、カバー工法という工法をとるというところで、

今設計のほうができ上がりつつあるというとこでございまして、そうしますと、新しく

つくるということじゃなくて、改築というような形になりますので、そこに取水口をつ

けるということが、工事上、非常に難しいといいますが、プールに影響があるというふ

うなことも考えられるんじゃないかというふうに思っております。 

 非常に、貴重な御提案でございますけども、その辺の消防水利につきましては、現在

森村には、先ほども言われてましたけれども、消火栓を設置しております。その消火栓

の大きさは──ちょっと大きさは忘れましたけれども、通常の大きさよりずっと大きい

パイの消火栓を設置しておりまして、まずはその消火栓を利用した中で、初期消火に当

たっていきたいと、初期消火をしながら津和野小学校のプールを防火水槽として、今み

たいに取水口をプールの中に入れて対応していくというふうなこともできるんじゃな

いかというふうに考えておりますので、できれば、そういったことが、プールを利用す

ると、取水口をつけるということがいいと思うんですが、プールのほうに工法上、やっ

ぱり影響があるというふうなことも考えられますので、その辺は慎重に検討していきた

いというふうに思います。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。８番、三浦君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  １点ほどですけども、８５ページの道路新設改良費に

なります。これの（１）の笹ケ谷線２,２３２万９,０００円減額になっております。以

下、４番目の木毛線、これが同じ金額が上がっております。需用費、役務費、使用料及

び賃貸料も、その金額がそのままの金額になっています。すりかえのような気がして…

…。どういうことなのかお答え願います。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（益井 仁志君）  笹ケ谷線から、木毛線のほうに予算を振りかえておると

いうことでございます。 

 全体的な道路改良、道路建設改良の予算を再度見直して──見直すちゅうかですね、

まあ見直しておるところでございまして、最終的には、そこにあるとおり、工事請負費

につきましては、６９０万増額になっておるんですけれども、笹ケ谷線につきましては、

今ちょうど橋梁の手前まで完成をしておりまして、これ以上、もし事業費を使うという

ことになると、橋梁の整備になってしまいまして、とても予算的にはこれでは足りない



というところで、木毛線のほうの今の道路改良のほうも急ぐということでですね、予算

についてはこちらへ振りかえさせていただいたと、いうことでございます。 

 木毛線につきましては、今の、今年度と、まあ、繰り越しも考えておるんですけれど

も、舗装とか、それから当然入り口、県道からの入り口部分の改良等々にこの予算を充

てたいというふうに思っております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。７番、御手洗剛君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  ３２ページ、３ページをお願いしたいと思います。 

 畑迫のぶさか団地の事業費確定で１,５１３万４,０００円ですか、減額されておりま

す。安くでき上がったということは、大変喜ばしいことでもあろうかというふうに思っ

ておりますが、その要因といいますか、そこについてお聞きしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  畑迫のぶさか団地につきましては、当初、

４棟ということで計画をさせていただきました。 

 議員の皆様にも、４棟から３棟になった経過については御説明をしたところでござい

ますが、この１棟分の減少分を、今回補正予算で減額をさせていただいたということで

あります。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。１１番、岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  ２０ページ、２１ページのところの中ほど、１５款

の２項１目物品売払収入で、ミュージアムグッズ売払収入が３１１万２,０００円の減

額ということで、多分これは観光入り込み客、今回のコロナウイルスやさまざまな要因

の中で売り上げがなかなか伸びなかったかということもあるかと思います。そのことと、

また、今、関西のほうではこの４月からでしたか、あべのハルカスで安野光雅展をやる

ということで、かなり多く広告も打っておられます。 

 そういうところで、何とかまた売り上げを伸ばしていくということも考えておられる

のではなかろうかと思いますが、この要因と今後の展望についてお聞かせいただきたい

と思います。 

○議長（沖田  守君）  教育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  このミュージアムグッズの売り払いにつきましては、１

２月の補正のときにも、少し減額をさせていただいております。 

 といいますのは、原因を考えますのは、入館者数がなかなか伸び悩んでいるというの

は一つでございますけれども、あと館外店の会場なんですが、以前はデパート系──例

えば高島屋さんですとか、そういったデパート系での館外店というのが、結構あったん

ですが、最近は、美術館、それも、都市部というか、ちょっと外れた地方都市の美術館

での開催というのが結構ありまして、そうした場合、どうしてもグッズの売り行きがか

なり違ってきておりまして、そういった関係で減額をせざるを得ないという状況でござ

います。 



 それから、今、議員さんが言われましたように、ことしの４月の下旬から５月にかけ

て、あべのハルカス美術館のほうで館外店のほうを計画しております。今のところ変更

の予定は来ておりませんので、開催の方向で進むものと考えております。 

 あべのハルカスの美術館につきましては、やはり、かなり、美術館に入られる方もで

すが、建物自体に来られる方も多いですので、そういった意味では、グッズのブースは

無料のゾーンにございますので、しっかり販売できるようにいけたらというふうに考え

ております。 

○議長（沖田  守君）  １番、草田吉丸君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  ３７ページの津和野城山整備事業費でありますが、こ

この中で、工事請負費の、これ、遊歩道整備と思いますけども、減額の４,３４２万３,

０００円ですね、これのちょっと内容をお聞きしたいのと、委託料の関係ですが、増額、

減額、いろいろありまして、結果的に１,７００万程度増額で計上されております。こ

れのマイナスやらとか増額、いろいろありますけど、ここの内容をちょっと教えていた

だきたいという、思います。 

 それから、６４ページでありますが、医療対策費の積立金の関係であります。２,５

００万の積み立てをされるということですけども、これは過疎地域自立促進特別事業の

ソフト事業を使っての積み立てというふうに思うんですが、２,５００万円を積み立て

るという、何か根拠とか、ありましたら、ちょっと説明をお願いをしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  まず、今回、補正予算の概要ということで、総務課

長のほうから御説明をいたしました資料のほうに明記してございます、津和野城山整備

事業の工事請負費としては、遊歩道整備工事等の工事費の確定ということで、代表的に

挙げていただいております。 

 なお、これ、城山整備事業は、御存じのとおり、いろんな事業が複数同時進行で進ん

でおるような状況でございまして、商工観光課管轄としますと、現在の歩道整備事業に

ついては、確定する中での工事請負費の変更は予定をしておりませんで、別途、今回の

作業道の開設の問題で、森林の除間伐、また植栽の作業のほうがですね、おくれておる

という状況でございまして、植栽については、この遊歩道あたりも木を運ぶ際に使うと

いうことがございまして、そういうことを考えると、３月時点で仕上げてしまいますと、

要は、整備しているのを、また運搬が通るということになると、また傷んでしまうとい

うことがありまして、一回、現時点で、舗装をやる前の段階で、土の面、いわゆる土舗

装といいましょうか、そういった形で舗装しますので、今の段階では一回切りをつけて、

今後、森林の除間伐、さらには、植栽の運搬が終わった時点で、また別途、今回計上さ

せていただいておりますのが、舗装関係で２,４４５万６,３００円の増額を、商工観光

課の管轄としては増額をさせていただいておると。 



 そういった事業の中で、減額が生じている、プラス・マイナスの中で、今回減額が４,

３４２万３,０００円になっておるという状況でございます。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  それと、委託料というところでの御質問でございま

す、マイナス部分やら増額部分ということで、それぞれ金額を計上させていただいてお

ります。 

 測量等業務委託料につきましては、この中に森林整備関係の委託料を、ここで当初計

上しておったということもありまして、その組みかえを測量設計業務委託料から、そこ

に計上しておりますけども、森林整備業務委託料へ、３,９９４万２,０００円あります

けども、そういった部分は、金額の組みかえをしておる、というふうなところでの測量

等の業務委託料がマイナス、森林整備業務委託料がプラスでの予算計上をさせていただ

いておるという内容でございます。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  ６１ページの地域医療推進基金積立金ということで、

この基金は地域医療及び介護の推進を図るということでありまして、３０年度末の残高

が約５,８００万と、いうことでありました。 

 このたびの補正でも、当初、介護老人保健施設事業の会計の部分が約３,９００万基

金繰り入れをしております。その関係で、この３１年度の残高見込みでは、約また３,

９００万ぐらいを残しておくというような形の中でやっておりますので、２,５００万

は、過疎債のほうから積み立てるという状況でありまして、要するに、赤字の部分をこ

の基金から介護老人保健施設あるいは、病院等、日原診療所等がなったときにも、この

基金で対応するということであります。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  いいですか。３番、川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  先ほどの城山の関連で、確定というのはまだ事業が続

いているということだと思いましたが、除間伐の後の売り払ったものの収入というのは

どこに上がってくるのかなと思って。これもまだということなんですか。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  私が申し上げました確定というのが、遊歩道の整備

事業の確定ということでございまして、その他トイレとか除間伐、森林整備、あと東屋、

ライトアップ、それぞれの事業がそれぞれの担当課で別々に進んでおりますので、確定

をしたというのは遊歩道に関する部分でございます。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  この前、委員会のほうでいろいろと質問されたときに、

担当者が言っておりましたが、間伐材を出しても経費等々で黒字になることはないとい



うような状況であったと、今までのやつはですね、そういうふうに聞いております。今

後のやつがどうなるかは、まだわかりませんが、そういう状況です。 

○議長（沖田  守君）  ３番、川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  それは、差し引きの事業と、その売り上げの話だと思

うんですけど、売り上げたその木材代金というのは、上がってきますよね。それは、委

託料の中で込められてるんですか。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  詳しいことはわかりませんが、搬出をしないということ

での契約であって、搬出行為が起こることは、その、また委託とは別の経費がかかるも

のだと思ってまして、その部分に売上代は充てておるんではないかというふうに思って

おります。 

○議長（沖田  守君）  ３番、川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  よくわからないんですけど、僕、委員会におりません

ので、委員会の報告までは受けていませんし、あれなんですけども、城山の所有権は町

じゃないんですか。もしかして民間なのか。その、今、もう事業はされています。恐ら

く、見た感じでは、今までの木は全部残っているのではなくて、幾つかはもう、出荷さ

れているような気がするんですけども、その木の販売代金というのはどこに行くのか、

それと、所有者、木材代金と、この委託料の中で相殺されているものなのか、それとも、

売り上げが上がった際には、ここに載ってくるのかが、全然ちょっと見えないんですけ

ど、具体的にお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  この前の委員会の話でいきますと……（発言する者あり）

ええ。私が聞いたことなんですが、例えば、伐採をして間伐をすると、その行為までが

委託料の中に含まれておって、搬出するという行為、例えばそこまで委託料に入ってお

れば、当然販売金額は町のほうに入ってこなきゃいけないんですが、搬出までは業者の

ほうでやっておるというふうに聞いております。そのかかる経費が販売代金で満たして

おると、いう流れだと思っております。 

 ですから、搬出までを委託しとったとすれば、その販売代金はこちらに入ってこなき

ゃいけないけども、そういうふうな契約状況ではないというふうに思っております。 

○議員（３番 川田  剛君）  よくわからないんですけど。 

○議長（沖田  守君）  川田君、３回目だからね、ですが、今の農林課長の答弁は少

し責任があんまりないような答弁で、まことに残念だけど、あなたが十分把握しとらん

ということ。 

 農林課長。 



○農林課長（久保 睦夫君）  そういう、十分に把握してないことは確かでありまして、

今度の予算審査特別委員会のときに回答させてもらうということでよろしいでしょう

か。この予算の……。（発言する者あり）いいですか。大変申しわけございません。 

○議長（沖田  守君）  今、十分理解できたかできんか、ちょっと不可解な面もあり

ますが、関連してどなたか質問されても結構ですが、いいですか。２番、米澤宕文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  関連ですが、作業道開設による影響といいますか、お

くれはどの程度見ておられますか。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  まだ、間伐のほうの作業の開始許可はまだ出ておりませ

ん。で、その間のおくれが残っておるわけですが、今、植栽のほうは許可が出ておりま

すので、植栽のほうに作業をかえてやっておる状況です。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。いいですか。１番、草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  済みません。先ほどの分で、総務課長、回答いただい

た、委託料で測量業務委託料の減は、森林整備業務委託料に組み替えと言われましたい

ね。それで事業支援業務委託料５００万、これも組み替えをされて減額をされたんです

かいね。この内容、こういう内容は──こういう測量業務、あるいは事業支援業務委託

料というのは、これ、もう必要ないんですかいね。その辺、どうでございましょう。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  どうも済みません。測量業務委託料につきましては、

森林整備の部分が、こちらに組まれておったということで、ここに森林整備業務委託料

ということで３,９９４万２,０００円計上させていただいておりますけども、こちらの

ほうに組み替えたというものであります。それとあわせまして、あるいは水道施設等の

測量設計ということで、そういった部分も１６０万ばかり計上をさせていただいて、ト

ータルとして測量設計業務委託料が１,８３２万４,０００円の、今回は減額の計上をさ

せていただいておるということであります。 

 それと、事業支援業務委託料につきましては、昨年度まではああして各事業の、いろ

んな事業が一緒になってやっておりますので、それを束ねるといいますか、まとめるよ

うな業務というところもお願いをしてきておりましたけども、今年度につきましては、

一応、予算の計上はさせていただきましたが、そこまで業者に頼まなくても、こちらの

ほうで、そういった部分をやりながら調整していってというふうな部分もございますの

で、今回は、この５００万は、予算計上させていただいたものを丸々減額をさせていた

だいております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を打ち切ります。 

 これより討論に入ります。 



 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第２７号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第２７号平成３１年

度津和野町一般会計補正予算（第８号）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．議案第２８号 

○議長（沖田  守君）  日程第２０、議案第２８号平成３１年度津和野町国民健康保

険特別会計補正予算（第４号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようです。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第２８号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第２８号平成３１年

度津和野町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．議案第２９号 

○議長（沖田  守君）  日程第２１、議案第２９号平成３１年度津和野町介護保険特

別会計補正予算（第４号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 



〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第２９号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第２９号平成３１年

度津和野町介護保険特別会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．議案第３０号 

○議長（沖田  守君）  日程第２２、議案第３０号平成３１年度津和野町下水道事業

特別会計補正予算（第４号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第３０号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第３０号平成３１年

度津和野町下水道事業特別会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．議案第３１号 

○議長（沖田  守君）  日程第２３、議案第３１号平成３１年度津和野町奨学基金特

別会計補正予算（第２号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  質疑がありません。終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 



〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第３１号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第３１号平成３１年

度津和野町奨学基金特別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．議案第３２号 

○議長（沖田  守君）  日程第２４、議案第３２号平成３１年度津和野町診療所特別

会計補正予算（第２号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第３２号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第３２号平成３１年

度津和野町診療所特別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．議案第３３号 

○議長（沖田  守君）  日程第２５、議案第３３号平成３１年度津和野町介護老人保

健施設事業特別会計補正予算（第２号）について、これより質疑に入ります。ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第３３号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第３３号平成３１年

度津和野町介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決さ

れました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．議案第３４号 

○議長（沖田  守君）  日程第２６、議案第３４号平成３１年度津和野町病院事業会

計補正予算（第３号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第３４号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第３４号平成３１年

度津和野町病院事業会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２７．議案第３５号 

○議長（沖田  守君）  日程第２７、議案第３５号平成３１年度津和野町水道事業会

計補正予算（第４号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 



 これより議案第３５号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第３５号平成３１年

度津和野町水道事業会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２８．発委第１号 

○議長（沖田  守君）  日程第２８、発委第１号津和野町議会議員の議員報酬及び費

用弁償等支給条例の一部改正についてを議題とします。 

 これより本案件について、議会運営委員長より提案の趣旨説明を求めます。１０番、

後山幸次君。 

○議会運営委員会委員長（後山 幸次君）  それでは、発委第１号について御説明をい

たします。 

 津和野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例の一部を改正する条例につい

て。 

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第１０９条第６項及び第７項、並びに津和野町

議会会議規則第１４条第２項の規定により提出いたします。 

 提出理由でありますが、議員報酬の日割り支給を可能にするため、本条例を改正する

ものであります。 

 条例改正案の説明でありますが、１枚めくっていただきまして、新旧対照表をごらん

ください。 

 まず、第３条中に改正案の文言を加えたものであります。また、第４条改正（案）の

とおり改めるものであります。 

 附則として、この条例は公布の日から施行するものであります。 

 以上であります。 

○議長（沖田  守君）  ありがとうございました。 

 以上で説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 



 これより発委第１号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の起

立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、発委第１号津和野町議会

議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例の一部改正については、原案のとおり可決され

ました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（沖田  守君）  以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日は、これで散会したいと思います。大変、御苦労でありました。 

午前 10時 57分散会 

────────────────────────────── 
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午前９時 00分開議 



○議長（沖田  守君）  おはようございます。引き続いてお出かけをいただきまして、

まことにありがとうございます。 

 昨日まで令和２年の一般会計、特別会計等予算審査特別委員会を開催していただき、

予算審査は終了した次第であります。 

 これから、３日目の会議を開きたいと思います。 

 ただいまの出席議員数は全員の１２名であります。定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（沖田  守君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は会議規則第１２６条の規定により、９番、寺戸昌子君、１０番、後

山幸次君を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．一般質問 

○議長（沖田  守君）  日程第２、きょうから一般質問に入ります。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許します。発言順序１、６番、丁泰仁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  皆様、おはようございます。丁泰仁でございます。本

日、２項目の質問を用意しておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 質問に入る前にこの場をおかりしまして、今回のコロナウイルスに罹患されまして御

不幸にもお亡くなりになられました方に対しまして、心からお悔やみを申し上げますと

ともに、今なお、病床におきまして苦しんでいらっしゃる方に対しまして、お見舞いを

申し上げる次第でございます。 

 それでは早速、質問に入らさせていただきます。 

 第１問目、新型肺炎コロナウイルスと当町観光産業への影響に関しまして。 

 中国武漢市を発生源とする、感染経路が不明の新型コロナウイルスによる肺炎患者の

報告が全国各地で相次ぐ昨今です。北海道から沖縄まで感染地域は全国的に広がり、今

や、山陰両県と幾つかの県を除いて、大人、子供にかかわらず患者を発生させています。 

 政府は当初、国内発生初期の段階と見解を変えていませんでしたが、町なかで感染が

広がるという市中感染が既に始まったという見方が示され、米国ＣＤＣ（米国疾病予防

管理センター）は、パンデミック、世界的流行に近づいているとまで公言していました。

２月２６日、政府は地方自治体、民間企業などへ大規模イベントなどの延期・自粛を３

月中旬まで協力要請をしました。イベント産業は宿泊、飲食、交通費などとの連動性が

高く、これら関連する商業を含めますと、年１７兆円に上ると言われています。これは、

２０１８年、日本イベント産業振興協会の調べであります。さらに、２７日、全国の小

中高校などへ春休みまでの臨時休校を要請しました。この突然の要請に関しましては、



教育現場、学校給食関連業者、幼児を持つ家庭などの間で混乱をきたし、さまざまな問

題が噴出してきたかのようであります。３月１３日、いよいよ、おそれていました、Ｗ

ＨＯ世界保健機構のパンデミック、世界的流行宣言があり、経済界を中心に恐慌、パニ

ックに陥り、世界的に株価は暴落しリーマンショック時以上の下げ幅を記録しています。 

 さて、コロナウイルス感染問題は、現段階では終息は見通せません。経済活動への影

響は、外需依存度が高い日本の産業構造を考えれば、その影響は深刻であります。人々

の移動は制限され、ビジネス目的の海外出張も大幅に減少、企業活動は縮小を余儀なく

され、当然、海外から日本を訪れる人も減り、中国などからの観光客向けの売り上げが

多い日本の観光業、流通、小売業も大きな影響を受けます。企業業績の悪化は個人の所

得減少につながり、消費の減退、設備投資の縮小を招きます。２月２７日、新聞紙上に

よりますと、「山陰両県、観光業に影響広がる」と大きく見出しがつけられています。

国際定期便の全面運休で外国人客が激減したのに加え、旅行自粛の広がりで国内客の減

少も目立ってきました。ちなみに、日本国内旅行消費額は日本人２１.９兆円、外国人

４.８兆円と言われています。これは、２０１９年、観光庁の公表です。松江市の旅館

ホテル組合によれば、２月中旬から団体客のキャンセルが出始め、３月以降の予約も低

調と言います。観光産業にとりましては、今後、さらに先行き不透明感が増し、経営継

続に関して不安な日々を過ごさざるを得ません。これらの状況に鑑み質問をいたします。 

 質問１、当町に感染者が出た場合の防疫・検査体制の準備はできているか。 

 ２、町民に感染予防の基本動作の周知として求めることは。 

 ３、最近、感染者や関係者に対する差別的扱いが目につくケースがテレビ、新聞紙上

でよく取り上げられています。憂慮すべき事態でありますが、当町ではこのような事態

に備えて協議は重ねられていますか。特に、医療従事者の医療活動が差別意識で妨げら

れることのないように、町民に周知徹底すべきだと思いますが、いかがか。 

 ４、当町３月以降の観光産業に関するイベントなどへの影響はいかがでしょうか。特

に、３月２０日、春分の日以降のＳＬ運行に関する影響は。また、旅館、ホテルなど宿

泊施設に対してのキャンセル状況などの情報はどうなっていますか。行政として、これ

ら産業に対し経済的補助などの手だてを講じる協議はしていますか。 

 以上であります。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  では、皆様おはようございます。本日より一般質問でござい

ます。何とぞよろしくお願いをいたします。 

 ６番、丁議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 新型肺炎コロナウイルスと当町観光産業への影響についてでございます。 

 本町では、３月４日に山口県下関市で新型コロナウイルス感染患者が発生したことに

伴い、津和野町新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、感染拡大防止の対策を進

めることとしております。町内に感染患者が発生した場合、島根県において患者への治



療、入院措置等の対応や患者の同居者等の濃厚接触者への外出自粛要請、健康観察等の

対応などが措置されることとなります。 

 町内に感染患者が発生した場合の防疫につきましては、施設や設備等、物の表面の消

毒には次亜塩素酸ナトリウムが有効とされていますので、これを一定の濃度に希釈した

消毒液を準備しており、二次的な感染防止を含め施設や設備等の消毒に対応することと

しております。全国的にアルコール消毒液やマスクなどの物資が不足し確保が困難な状

況にありますが、引き続き必要な物資の確保に努め、島根県と連携し、防疫体制の充実

など感染拡大防止策の推進に取り組んでまいりたいと考えております。 

 検査体制につきましては、国において民間の検査機関を活用した検査体制の強化につ

いて方向性が示されておりますが、現時点では、患者が受診した医療機関が感染症の疑

いがあると判断した場合、保健所に連絡し、採取した検体を島根県の検査機関である島

根県保健環境科学研究所でＰＣＲ検査を実施することとしております。３月１０日時点

で、島根県内のＰＣＲ検査実施総数は７３人で、結果は全て陰性となっており、引き続

き島根県と連携し、情報共有に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、町内での感染拡大防止策として、既に、政府の要請に基づく小中学校の臨時休

業やイベント等の中止、延期の措置などを行っております。町民の皆様に対しましては、

国内の一部地域において小規模患者クラスターの発生により感染が拡大している状況

を踏まえ、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避け

ていただくなど、集団感染の防止対策に努めていただくとともに、手洗いやうがい、咳

エチケットなど、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に基本的な感染対策を行って

いただくよう周知しております。今後も引き続いて、ケーブルテレビ等を利用して周知

を図っていきたいと考えております。あわせて、感染の心配がある場合は、速やかに益

田保健所に設置されている帰国者・接触者相談センターにお問い合わせいただくよう周

知してまいりたいと考えております。 

 次に、新型コロナウイルス感染症による根拠のないさまざまな風評被害については、

連日、マスコミに取り上げられています。現場で対応する医療従事者としては迷惑きわ

まりないもので、それによって必要な医療を届けることができなくなれば本末転倒であ

ります。指定管理者である医療法人橘井堂として、医療従事者として何よりも重要なこ

とは、医療現場は動揺することなく常日ごろから信頼できる医療を提供すること、医療

安全や感染対策、医療物資の確保や接遇など、今が特別なのではなく、常日ごろから心

がけているいつもの医療を提供すること、そして、その継続こそが町民を守り、医療従

事者を守ることであると言われております。 

 津和野町としては、開示できる情報を正確に提供し、町民の皆様へ周知したいと考え

ております。 

 次に、本町の３月以降のイベントにつきましては、３月８日のＳＬ健康マラソンの中

止、２０日に予定されておりました３団体が連携した春の観光開きの中止、３月２０日



から２９日までの間、ＳＬやまぐち号運行も残念ながら中止となりました。４月におい

ては、４日の花まつり、１２日の鷲原八幡宮流鏑馬神事と、関連した春を呼ぶ高知フェ

ア等、イベントの中止が既に決定されております。 

 これまでの実績では、ＳＬ健康マラソンの参加者が約６００人、流鏑馬神事が約８,

０００人から１万２,０００人であります。加えて、ＳＬ運航中止による影響が７００

人であり、関係者を含めますと、イベント等関連で１万１,５００人相当の入込客数が

この期間中に減少するものと見込まれます。 

 議員御質問の旅館、ホテル等へのキャンセル状況等につきましては、３月６日に町商

工観光課、商工会、観光協会と連携して緊急アンケート調査を実施しております。調査

表受領時には各担当職員が聞き取り調査も実施しておりますが、事業者からはいずれも

厳しい状況であり、キャンセルによる甚大な影響、特に週末において自粛に伴う人出が

ないことによる深刻な影響が伝えられております。 

 宿泊施設の関連キャンセルによる３月中の被害予想は、３月１０日時点、宿泊取り消

し者数約７００人、損失額５７８万１,０００円、宴会取り消し者数約３４０人、被害

額１５２万４,０００円、総額７３０万５,０００円に及びます。これを踏まえて、３月

１２日に、私と商工会長並びに観光協会長、そして３団体の事務局による津和野町コロ

ナウイルス感染症緊急経済対策会議を行い、今後の対応策について協議をしたところで

あります。このときの協議事項をもとに町独自の緊急支援策について早期に議会に提案

させていただくべく、現在、細部の詰めを行っているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  コロナウイルス、もう、日々、終息するどころか、も

う、どんどん発生しています。しかもそれが、我が国、当初は中国武漢市、中国だけだ

と思っていたんですが、とんでもない、今、ヨーロッパですね、中心になっているのは、

イタリアを中心にですね。そして、どんどんそこが広がり、米国も最初はどうもないん

だと言っていたけど、もう、ここもとんでもない状態になっています。そうしますと、

全部、国が、他国からの人の流入を防ぐということで、シャットアウトしますとね。ま

あ、パニックと言ったら、本当にパニックですね。これ、見えない敵と戦っているとよ

く言われますけど。 

 そういう中で、当県、それと隣の鳥取県ですかね、今のとこ、患者を発生させていな

いと。非常に、今、ちょっと、今の時点におきましては、ほっとしているところでござ

いますが、安心できるような状態ではないと思います。それで、いろいろ、私も、質問

を、ここ、しましたけど、町としましては、もしものときの準備はできているかという

ところで、緊急に対策会議を開いているし、その準備もしているみたいです。 

 それで、１点だけ、このことに関しまして、津和野共存病院とそれから日赤の役割と

いうのは、こういうことが起きた場合にはどういうふうになるんでしょうか。ここら辺、

ちょっとお聞きしたいと思います。 



○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  まず、今回の新型コロナウイルスの状況におきまし

て、いずれにしましても、先ほど町長が答弁しましたように、そのような状況がある場

合には、まずは保健所等に相談ということになっております。で、そこの時点で、保健

所自体がこのお電話をされた方がそういう状況にあり得るだろうという場合において

は、そこで医療機関を指定をしまして、例えば、その人の住所等もありますので、その

状況を踏まえてやっております。で、仮に津和野共存病院等の依頼があった場合には、

その方がまず軽症かどうかということも情報を入れまして、まずはその検体をするんで

あるならば、ほかの一般患者との、やはり、ルートを分けるということで、救外のほう

のルートの部分を、今、院内ではそういう形をとっておりますけど、その前に車の中で

対応できるような検体の部分を、もしあればそういう形をとると。で、その状況の中で

検体が出まして陰性であれば何ら関係ありませんけど、陽性であった場合には、また、

その状況を保健所等が判断をして、現在は、入院施設は、いろいろ、ベッド数等も県の

ほうも確保しているとは言いますけど、今の感染症の指定された医療機関のほうへ入院

をされるというような状況になっております。 

 いずれにしましても、まずは、そういう状況があった場合には保健所等の電話相談の

ほうにお問い合わせをして、その状況を踏まえてということでありますので、日赤と津

和野共存病院の関係はということになると、赤十字におきましてはその両方のことをし

ているということ、入院施設は、この中では、益田圏域においてはそういう感染症の施

設のある医療施設ということであります。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  わかりました。 

 では、もう１点、今、ちょっと耳にしまして嫌だなというのは、この医療従事者に対

する、コロナ感染した場合に、非常に差別的な扱いをされるということをよく聞いてい

たんですが、それ以外に、やっぱり一般の人がかかった場合に、何か心なく、ネットを

中心に、あるいは風評被害と言いますか、いろいろ人種差別みたいな、何かそういうこ

とが起きているというようなことですが、こういう場合に、もし当町にそういうことが、

感染者が出た場合に、そういうことが行われないように、あらかじめどういうふうにし

てこれを防止するかと。その手段というのはどういうふうに考えられていますか。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  今、議員のほうから、町民の方にそういう状況が発

生した場合の、個人の、個人情報といいますか、風評被害を受けないような形でという

ことだろうと思いますけども、町といたしましては情報を正確に把握した中で、そうい

った個人情報等を鑑みながら町民の皆様には情報提供してまいりたいというふうに考



えておりますけども、何をいうても、県のほうからの、いろんな、そういったとこの対

応のアドバイス等をいただきながら対応していきたいというふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  ぜひ、ここら辺は十分に対応をしといてほしいなと思

います。 

 それでは、１の質問で、次に、一番、きょう申し上げたかったのは、このコロナウイ

ルスの影響で、先ほどの町長の答弁にありましたように、観光業者は、もう、これ、悲

鳴ですね、本当に。それで、当町は、実体経済、１２月は暮れとかそういうことで、ま

あまあ消費活動活発になるんです。ほで、正月を、１月、正月は何とか正月の関係で営

業していても売り上げがそこそこ上がるんですが、それ以降、大体２月、３月の、この

ＳＬが、春分の日ですね、ここまではどっちかいうと、もう、ほとんど休業に近いよう

な、売り上げ、店をあけましても、その年によりますけど雪が大体降ってきますと、も

う、経済活動ほとんど、この観光、飲食に関しましてはストップするような状態です。

そこへもってきて、ただでさえストップするんですが、このコロナウイルスの影響で、

要するに、人が入るのが結局全部ストップしちゃったわけです。だから、本当に資金繰

りが、今、正直申し上げまして、大体１月、２月の売り上げが減少した部分は３月の春

分の日以降の３、４、５と、こういう活動期に取り戻して、何とか補填して１年を回し

ていくんですよ。これが、飲食あるいは観光業の実態なんですが、そこが完璧にストッ

プしてですね、今、もう、悲鳴です。 

 それで、町長おっしゃったように、いろいろ３者会議もやっているみたいですが、こ

こに、商工会が臨時にアンケートをとった分を、私、手にちょっと入れまして、調べた

んです。それで、被害額がトータルで、宿泊キャンセルが５７８万、それから宴会キャ

ンセルが１５２万と、数字でこういうふうにぽっと、ああそうですかというんですけど、

これね、本当、何といいますかね、この数値で、何とかね、１、２月をもたそうとして

いると思うんですよ。そこが、もう、ほとんどゼロに近いです。それで、中には、飲食

店で、もうきつく、キャンセルのため売り上げ減少した１５０万とかね、それからお土

産屋さんで１,５００万とかね、こんな信じられんような数値が出てくるんです。 

 それで、問題は、じゃあ、この悲鳴上げているんですけど、じゃあ、どうしてほしい

かという問題なんですよ。それで、いろいろ要望が、今、上がってきていますが、ちょ

っと申し上げますと、資金繰りが大変なので融資の対応と返済金の減額をしてほしいと、

それから借入返済の猶予を望むとか、それから固定資産税、町民税の割賦、延納納付で

すね、それから助成金を出してくれるんなら早目に出してほしいと、こういう切実な、

一応、本当に、これ、切実な要望ですよ。 

 で、こういうのを受けまして、町として、今、対策を考えられとると思いますので、

至急何らかの具体案が出てくると思いますけど、一応、この中で、とにかく町ができる

こととしてはどういうことがあるのかなと。今、申し上げました要望の中で、こういう



ことはできるだろうと、そういうところがもしありましたら、ちょっと述べてみてくだ

さい。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  おはようございます。では、お願いをいたします。 

 議員の御質問でございますが、議員からもありましたように、まさに、今、３団体の

会議をやりまして、いろいろ細部を検討しておるというとこでございます。国の状況に

おいても、自民党の若手議員さんあたりからは消費税をゼロ％とか、いわゆる粗利の損

失分の直接補助というような、かなり思い切った案も出てきておるところでございます

が、そういった部分、できる、できんについても、けさのテレビ報道あたりでも安倍首

相もゼロ％も明確には否定をされておられんというようなこともありまして、国もある

程度のことはいろいろ考えておられるであろうというふうに思っております。 

 町としましても、やはり今回、早い段階で制度融資のセーフティーネットという、い

わゆる安い金利でお貸しをしますよというもんや、日本政策金融公庫の実質の無利息・

無担保というような融資制度も出てきたとこでございますが、なかなか、町内事業者、

新しい制度が出ても、いわゆるニューマネー、新しい借り入れをできるというようなほ

どの体力と、今まで既に借りていたものを返済していくわけですし、借りたとしても無

利息・無担保というものであっても元金は返すわけでございますので、そういうあたり

では、なかなか、償還計画立てる上でも厳しいものがあるというふうに認識をしており

ます。そういったとこで考えますと、なかなか、単純に融資というものだけに頼らない、

ほかのいろいろなものを、町長の答弁もございますように、さまざまな視点で考えてい

く必要があるというとこで、そういうあたりを考える上で、もうしばしお時間をいただ

き、それほどはかけないつもりでおりますので、よろしくお願いをしたいというふうに

思っております。 

○議長（沖田  守君）  丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  今、国会のほうで自民党の有志議員が申し上げておる

ように、要するに、消費税の増税しましたけど、これをもとに戻して減税していくとか、

極端に言うたら５％まで戻してもいいんじゃないかとか、もう、それとか、給付金とし

て各家庭に３万円配るんだとか、そういうふうに、今まで想像もつかないような言葉が、

どんどんどんどん発言が出てきているちゅうのは、それだけ、やっぱり緊急を要するし、

異常事態だということだと思うんですよ。 

 それで、政府も金融政策、これは金利を下げたり、あるいはもうちょっと国債を買う

て、市中に資金をどんどん回して資金繰りを楽にさせると、そういう政策、あるいは財

政政策で公共工事出すとか、あるいは減税政策、いろいろ両輪を駆使して、今、景気が

とにかくこれ以上落ちないように躍起です。 

 だから、私、あと２番目の質問で、今の状況をもう一度詳しく、今の経済状況を述べ

たいと思いますけど、とにかく当町としましては、そういう点では、自民党の、今、若



手議員が申し上げました給付金、３万円一律というの、これ、先行しまして、本当に日

本全国で、町長がよくやった、思い切ってもらいましたけど、各子供の家庭にこだま券

として、これは地域通貨券だと思うんですが、３万円配られたと、これは本当勇断であ

って、それはあっと驚くべきあれだったと思うんですよ、英断だったと思いますよ。だ

けど、今、国会においてそれをやろうと、やろうというような話が出てきています。だ

から、非常に、先行的に、このことはよかったと思います。 

 それと、やはり減税というのは、やっぱり、税体系が、政府の税体系が絡んできます

んで難しいかもわかりませんが、町独自でできるというのは、地方税のところは、固定

資産税は、特に、今、減免、減税することはできんですけど、要するに延納、分割。 

 今、５月に固定資産税が始まります。ところが、５月は自動車税も始まるんですよ。

そうすると、売り上げがないところへ持っていって、固定資産税と自動車税ちゅうのは、

待ったなしですね、期限つきで払わなきゃいけない、ダブルで。これは、本当、平素で

も、平素の事態でも、ちょっと、商工業者、頭痛い問題です。そこへ持っていってこう

いう状態ですからね。とても、これ、払える状況にないです。だから、とにかく不義理

はしたくない、払っていかなきゃいけない、じゃあ、どういうに払える状況つくってく

れということが、この固定資産税の、要するに、分割、延納納付でありますので、ここ

ら辺は、町で、ひとつ、今までにない緊急事態ということで、考慮してほしいなと、特

に、私、ここですね、述べたいなと思っております。 

 そういうことで、今、対策を練っているということですので、また商工会のほうから

まとめた要請文が上がってくると思いますので、そのときには、ぜひ前向きに対処して

ほしいなと、そういうことで、この質問は、きょうは置きたいと思います、一応。 

 では次に、２番目の質問に入ってまいりたいと思います。 

 ２番目、町長施政方針と中長期財政計画に関しましてです。 

 最初に、我が国の最近の経済状況を見ますと、連休明けの２月２５日、新型コロナウ

イルスによる肺炎の感染拡大で世界景気が悪化するとの懸念が強まり、日経平均株価が

急落しました。下げ幅は一時１,０００円を超え、約４カ月ぶりの安値をつけました。

前日の米国株が大幅下落したほか、アジアや欧州の市場も下げ、世界で株安が連鎖しま

した。ちなみに、２月に２万４,０００円前後で推移していた株価、その後下げ続け、

ついにコロナウイルスパンデミック宣言を受け、３月１３日には１万７,０００円台へ

暴落突入、パニック状態です。また、２月１８日発表の２０１９年１０月から１２月期

の実質ＧＤＰ速報値は、前期比１.６％減、年率換算６.３％減と市場予想より大幅な落

ち込みとなり、２０２０年１月から３月期もマイナスとなる可能性が高いと予想されて

います。２四半期連続マイナス成長なら、テクニカルリセッション、景気後退期入りと

なると言われています。 

 この先、日本経済の見通しとしまして、２０２０年３月期決算の純利益合計は前期比

６.６％減と２年連続減益見通しであると報じられています。米中貿易摩擦による中国



経済の減速や消費税増税が響いた形ですが、そこへ新型肺炎ショックが加わるので影響

は甚大です。 

 この新型肺炎ウイルスの影響が経済活動業績に出る可能性につきまして、東京商工リ

サーチが２月に各業種に緊急アンケートを募った結果、１、既に出ている、卸売業、運

輸業、製造業３％、２、今後出る可能性、製造業５１.７％で最も多く、次いで卸売業

４７.３％と高く、３、宿泊業・旅行業が含まれるサービス業ほかは３８.３％、観光バ

スの運行会社が含まれる運輸業は４３.４％でありました。このような全国の経済状況

を踏まえ、町長施政方針及び令和２年度の中長期財政計画について質問しますが、今、

申し上げました東京商工リサーチ直近のアンケートによりますと、９割は全業種におき

まして影響を既に受けていると、こういう回答が出ております。 

 さて、質問ですが、１、来年度予定されている普通建設事業費約２５.５億円の主な

事業名と金額、財源をお示しください。 

 ２、新聞紙上によれば島根県はこのたびの予算編成に当たり、編成作業全１,１８４

事業にメスを入れ、スクラップ・アンド・ビルドにより１７億円捻出とありますが、当

町施策に影響を及ぼす補助金事業につきましては、増加・減少項目はいかがな状況でし

ょうか。 

 ３、ＨＡＮ─ＫＯＨの実績としまして、今年度津和野高校の進学、就職の状況はいか

がでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、町長施政方針と中期財政計画に関しての御質問に

ついてお答えをさせていただきます。 

 まず、来年度予定されている普通建設事業費の主な事業名、金額、財源でございます

が、主な普通建設事業につきましては、１番目として庁舎耐震改修事業が事業費７億７,

０１２万３,０００円で、主な財源は基金繰入金５,７００万円、合併特例債７億１,２

６０万円、２番目に津和野城山整備事業が事業費３億３,８３８万２,０００円で、財源

は寄附金、３番目として木質バイオマス整備事業が事業費２億６,０００万円で、主な

財源は県費、これは林業・木材産業成長産業化促進対策交付金で１億１,８１８万１,０

００円、過疎債１億４,１８０万円、４番目として道路長寿命化対策事業費が事業費１

億９,１４５万１,０００円で、主な財源は国費、社会資本整備交付金が１億２,５３０

万４,０００円、過疎債６,６００万円、５番目に町道新設改良事業商人線が８,４６１

万円で、主な財源は国費、地方創生道整備交付金４,１５０万円、過疎債４,３１０万円

となっております。 

 次に、島根県では、島根創生を推進するための事業のスクラップ・アンド・ビルドを、

活力ある産業をつくる、結婚・出産・子育ての希望をかなえる、地域を守り伸ばす、島

根をつくる人をふやすの基本目標における具体的事業において、多岐にわたり行われて

おります。 



 島根県予算編成に係る影響額につきましては、島根県が見直しを行った１,１８４の

事業についての詳細が不明のため、全ての事項について当町影響額を算出することは困

難な状況にありますが、例えば新農林水産振興がんばる地域応援総合事業費補助金等の

廃止及び縮小等の見直しが行われ、津和野町においても島根県と同様に事業の廃止及び

縮小を行っており、県事務事業の見直しによる津和野町への負担増は発生していない状

況にございます。 

 次に、津和野高校の進学及び就職の状況につきましては、令和２年３月１１日現在、

進学が九州大学を初めとする国公立大学に７名、私立４年制大学が２６名、私立短期大

学が６名、専門学校等が１９名であり、就職では公務員が４名、民間企業が６名となっ

ております。進学した人数を前年度と比較しまして、国公立大学は２名減少し、私立４

年制大学は８名増加しております。 

 傾向といたしましては、県外から入学した生徒が自宅のある都市部の私立大学に進学

するため、私立４年制大学への進学者が増加したものと考えております。また、４年制

大学への進学率を比較しますと、平成２７年度が３９.６％に対し、平成３１年度は４

６.５％となっております。これらの実績につきましては、津和野高校教職員の熱心な

御指導があってのことではございますが、高校魅力化コーディネーターが取り組むキャ

リア教育による生徒の進路選択の明確化と、町営英語塾ＨＡＮ─ＫＯＨによる学力支援

も成果に結びついているものと考えております。 

 町といたしましては、今後も津和野高校と連携し、津和野高校魅力化の取り組みを推

進してまいりたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  最初の質問の普通建設事業費のことにつきまして、私

が、こう、上げましたのは、大体、これは経済委員会で調査表をとって見てみましたけ

ど、大体、平成３０年は１５億、それから平成３１年が２０億、令和２年、今度は２５

億ですね、令和３年になりますと１０億なんです。その次、令和４年に１１億、それか

ら次も１２億と、こう推移するんですよ。特に飛び出ているんが、この令和元年、３１

年、それと令和２年というのが２０億、２５億と、これ、ふつうより倍ぐらいに建設費

が出ているんですよ。それで、収入のほうは、歳入のほうは、大体、９１億円前後とい

うところで変わらんのですが、ただ、令和３年からは、ぐっと歳入合計が、７７億と、

あるいは７８億と、ぐっと落ちてきます。こういうところで、建設費が、昨年はいろい

ろ、今年度ですか、いろいろ使うとこありましたし、来年度もこれはいろいろあるんだ

ろうと。 

 それで、町民がどういうところに、今、事業やっているのかと、いつもいつも聞かれ

るんですよ。それで、今、主に建設事業費を、どういうのが主なのかということを述べ

てもらったわけです。 



 それで、今、ここを私が申し上げるのは、普通だったら、何と無駄遣いというか、予

算に比べて飛び抜けているなということなんですが、今、こういう状況になりましたら、

政府も躍起になりまして、財政政策で経済底支えしなきゃいけないんで、公共工事をど

んどんふやす、あるいは市中にお金をどんどん回さないと、消費を喚起しないといけな

いという状況の中で、もう、じゃぶじゃぶ、とにかくお金を使うと。そういうときに、

まさに、当町は、これ、どういうこと、けがの功名じゃ云々じゃないけど、まさに時宜

を得ているような、公共工事ですね、この建設事業ちゅうのは。だから、そういう点で

は、財政政策で、全く、平素１０億円のところ、本来なら倍ふやしてやれよというとこ

ろへ、実際に２５億円、来年度の予算を組んでおるというのは、これはもう、本当、時

宜を得てですね、町の公共工事、土木建設業者は非常に喜ぶんではないかなと思って。

また、その人たちがそういう工事をすることによりまして、そこに勤められている従業

員の方たちも所得を途切れなくいただき、町内で消費を喚起できるんではないかという

ことで、非常に的を得た事業費だと、そういうふうに思っております。 

 それで、今、ここで、町長が申し上げてもらいました。私も、ちょっと拾ってみまし

た。で、いろいろあります。本庁舎改修費で７億７,０００万、それから木質バイオマ

スの発電所附属建物建設２億６,０００万、それから津和野駅周辺開発事業５,１００万、

これは来年度駅舎を購入して、多目的トイレ、駅前小公園整備をするというような計画

になっております。それから、津和野城山整備が、寄附金が３億３,０００万、町が３,

５００万でまた別途。それから、土木費として道路開設改良費３億６,０００万、長寿

命化１億９,１００万、それから、住宅が小川団地ストック改善、あるいは中座団地９

棟ストック改善、そういう住宅関係の建設が出てきます。 

 それから、日原保育園の建設のために山村センターの解体とか、いろいろ、各ところ

で事業は起こるということで、町としましては、沈まずに何か景気浮揚するような事業

が続いて、にぎやかでいいんではないかなあとそういうふうに思っております。 

 それで、ぜひ、ただこれが心配するのが、今の景気で補助金を大変使っているんです

が、そこら辺が途切れる、政府の財政事情でそこら辺に影響がくるんではないかという

ことで、それがために事業が中途で途切れるとか、そういうことがなきにしもあらずで、

そこを私も懸念しましてこの質問を上げました。 

 それから、続きまして、同じように県の補助金のところでございますが、このたびの

県の補助金に関しましても新聞紙上出ていましたので、私、拾ってみました。 

 そうしますと、このたびスクラップ・アンド・ビルド、当町の予算でよく計上されて

いるような項目を拾ってみたんですが、ふえているのは、結婚・出産・子育ての希望を

かなえるということで、子供の医療費負担の軽減、それから、放課後児童クラブの利用

時間延長と待機児童解消の支援、それから、不妊治療助成の拡充とこういうところを非

常に力を入れているんで、こういうところの予算は県はふやしています。 



 それから、重点見直し対象事業、カットされるところ、これは、新農林水産振興がん

ばる地域応援総合事業という多目的に使える資金で、今まで当町も随分使ってきたんで

すが１億２,８００万削減されました。 

 それから、今からつくろうとする木質バイオマス集荷体制支援事業、ここも何らかの

影響あるのかなあと思いまして、ちょっと、ここ不安材料です。 

 それから、観光に関して、島根観光誘客推進事業、それから、観光情報発信事業、こ

ういうところが削減されています。 

 それから、６次産業、これも随分当町は使ってきていますので、６次産業推進事業が

１億ちょっとカットされています。 

 こういう点を見ましたので、何らかの今後の事業を遂行する上で、当町を何か影響受

けているんじゃないかなとそういう気持ちでちょっと質問いたしましたが、まあ今のと

ころ、余りそういう影響、負担増とか発生していないということなので、安心というか、

今のところはよかったなと思っております。 

 それで、時間がありませんが、最後のところの質問です。 

 ＨＡＮ─ＫＯＨのことですね、今年度どういうふうに進学とそれから就職状況を伺い

ましたが、国公立７名、私立２６名と、それからトータル的には、そこら辺で進学率は

昨年と余り変わっていないんじゃないかと思いますが、心配しましたのが、今年度で、

高校、大学入試の制度が来年度から変わるということで大変な混乱を来たしたと。だか

ら都市部におきましては、今年度中に大学に入らないと、来年度から制度が変わるから。 

 例えば、英語とか数学とかそういうところで、記述式ですか、そういうことでも生徒

が大変な状態に遭っているということで、そういう混乱のもとで結果的は中止されまし

たけれども、一時、だけど延期なのか中止なのかわかりませんけれども、また復活する

んじゃないかと思います。 

 そういう点で、当町もＨＡＮ─ＫＯＨにおきましてどういう指導をされて、あるいは

来年度以降に備えているのかなと。 

 そういうことも気がかりなもんで、これちょっとやりましたけれども、非常に昨年度

に続きまして今年度も、私、思いますに本当にありがたい成績を残しておるような気が

します。 

 それでついでに、このたびコンソーシアムですか、要するに津和野高校を中心に人づ

くりをしてまちづくりをするという共同事業体が、来年度の予算で財団をつくって発足

をするということになっておりますが、これができましたら、このＨＡＮ─ＫＯＨの指

導体制に対してどういうふうな影響というか何か変化をもたらすのか、そういうとこを

一つ述べてほしい。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 



○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  議員、御質問のコンソーシアムということ

で、令和２年度の当初予算に設立のための出資金３００万円を、今、予算計上させてい

ただいております。 

 コンソーシアム自体は、令和２年度でいわゆるコーディネーター、高校魅力化コーデ

ィネーターの部門をコンソーシアムの中で行うと。 

 令和３年度のところで、このＨＡＮ─ＫＯＨ英語塾もあわせて行うような、今、計画

でいるということであります。 

 このコンソーシアムが設立することによって、今のＨＡＮ─ＫＯＨの体制どうなるか

というとこでありますが、資金面でいいますと、昨年、ガバメントクラウドファンディ

ングということで、高校魅力化コーディネーターの配置の見直しを行って、より充実し

た配置をしようということで、その分、人件費も上げてきたようなことになっておりま

す。 

 で、令和２年度の予算においても、ガバメントクラウドファンディング、昨年は５０

０万という目標の中で、３３０万を御寄附をいただいたと。 

 ことしについては、３００万という中で、このガバメントクラウドファンディングで

資金を調達をして、この魅力化を進めていこうということになっております。 

 で、今のところ、議員が御指摘になったような、そのＨＡＮ─ＫＯＨ英語塾に対して、

その支援体制等については今までと変わりなく行うということでありますが、別途、こ

の財団法人ができる外部資金というのも調達ができるようになります。 

 ここが一つの資金面ではメリットかとは思いますが、そういったところ、大企業の教

育資金等を調達して、このコンソーシアムの中に入れていくということで、さらなるＨ

ＡＮ─ＫＯＨ英語塾等の講師等の配置等にも役立てていけるものではないかというふ

うなところで、今、考えているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  はい、わかりました。 

 来年度設立しまして、さらにＨＡＮ─ＫＯＨが発展することを期待しまして、とにか

く、きょういろいろ質問いたしましたが、とにかく厳しい状況にあります。くれぐれも

コロナウイルスにかからないように気をつけまして、ぜひやってまいりたいと思います

ので、皆さんもぜひ健康に気をつけるようにしてください。 

 これで、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上で、６番、丁泰仁君の質問を終わり、ここで、１０時５

分まで休憩とします。 

午前９時 54分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 04分再開 



○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続いて、一般質問を続けます。 

 発言順序２、９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  議席番号９番、寺戸昌子です。 

 通告に従い、３項目質問を行います。 

 まず最初に、新型コロナウイルス感染症対策について、学校の休校について、質問さ

せていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症の政府対策本部は、２月２５日に、休校は自治体の判断で、

と基本方針を発表していました。２月２７日に安倍首相は突然、３月２日から全国一律

に小中高校・特別支援学校を休校にする要請を発表しました。しかし、翌日には全国一

律ではなく、地域の実情を踏まえての措置をと判断を各自治体に委ねました。しかし、

全国一律に休校にするその根拠は、いまだに示されていません。 

 政府新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の委員である岡部信彦氏は、新聞赤旗

日曜版で、全国一律休校は政府の専門家会議で議論した方針ではない、感染が相次ぐ地

域とそうでない地域の差が大きく、全国一律の休校が効果的であるとする科学的根拠は

乏しい、政府のやり方は海外から持ち込まれた悪い草の種の芽を丁寧に摘み取っていた

ところに、一気に片づけると言ってブルドーザーできれいなところまで全部壊してしま

ったようなものと語っています。 

 そこで質問です。 

 １、津和野町は、首相の要請からわずか４日後の３月２日から小中学校の休校に踏み

切りましたが、どのような議論が行われて決定したのか、その根拠と決定過程をお伺い

します。 

 ２、３月は児童生徒にとって一年間で最も充実した大切な時期であり、学力的にも精

神的にも成長が著しい時期です。子供たちにとって、今後に与える影響ははかり知りま

せん。休校をやめ、一年の締めくくりを行うべきではないでしょうか。 

 ３、休校中の児童生徒全員の安全な居場所の確保はできているのでしょうか。健康観

察はどのように行われているのでしょうか。 

 ４、保護者の現状の把握は行われているのでしょうか。 

 ５、突然の長期間の休校で学校現場は混乱しました。教職員の現状をお伺いします。 

 ６、保護者は、今はぎりぎり何とかなっているが、子供の体力や学習のおくれが心配、

家庭や職場などで過ごす子供たちの環境改善を工夫する手助けが欲しいと声が上がっ

ています。また、見守りを置き校庭の開放、とか公民館や社会福祉協議会が所有する運

動具の貸し出しや、運動具リスト公表などをしてほしいという要望が上がっていますが、

このような取り組みを行ってはいかがでしょうか。 

 ７、地域で子育てを実践してきた地域の住民にも小学校中学校は身近なものになって

います。今の学校の現状を知らせるべきではないでしょうか。 



 次に、学校給食についてです。今回の休校は突然決められたもので、学校給食も突然

中止されています。夏休みのように計画的に中止されたものではありません。そこで質

問です。 

 １、職員が不安を感じてはいないでしょうか。 

 ２、給食材料の納入業者に負担をかけてはいないでしょうか。 

 次に、放課後児童クラブについて質問です。３月６日に全員協議会で放課後児童クラ

ブへの児童の預かりは、より厳しい環境の家庭から始めることを検討しているとお伺い

しましたが、現状はどうなっているのでしょうか。 

 次に、国民健康保険被保険者資格証についてお伺いします。昨年１０月１日現在、津

和野町において、資格証の交付はないとお伺いしています。厚労省は国民健康保険の被

保険者資格証の方が新型コロナウイルス感染症の発症の疑いのため、指定医療機関を受

診した場合は一部負担のみで受診することが可能と通知しています。関係者に周知を行

われているのでしょうか。 

 次に、万が一、感染症が町内に出た場合について。 

 １、どのような対策がなされるのでしょうか。 

 ２、津和野町民が入院可能な施設はどこでしょうか。また、何人入院できるのでしょ

うか。 

 次に、津和野共存病院などについてです。 

 １、医師、看護師、職員の確保はできているのでしょうか。 

 ２、今回のような感染症が出た場合、公的医療機関の果たす役割が大きいと考えます

が、町長の所見をお伺いします。 

 次に、経済への影響についてお伺いします。 

 １、これから、暖かくなって人が動き始めるはずの季節です。町独自の対策は行われ

るのでしょうか。 

 ２、イベントの自粛が続いていますが、いつまで続けられるのでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、９番、寺戸議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 新型コロナウイルス感染症対策についての御質問でございますが、教育委員会部局と

それから町長部局と御質問がまだらがっておりまして、前半部分は教育委員会部局でご

ざいますので、教育長のほうからお答えをしていただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  それでは、新型コロナウイルス感染症対策についての教育

委員会部局のお答えを申し上げたいと思います。 

 このたびの新型コロナウイルスの発生により、政府より突然の学校休校といういまだ

かつてないような対応を求められました。そのため、島根県を除く全国の都道府県立学



校初め、全国の市町村立の小中学校の大多数で政府の要請に応え学校休校しているとこ

ろでございます。 

 津和野町においても、この要請を重く受けとめ、３月２日より休校をしたところでご

ざいます。この対応に当たっては、児童生徒はもとより保護者の皆様の御負担は大変大

きく、大変申しわけなく思っております。特に、卒業式や終業式を控えた時期でもあり、

多くの思いがあることも承知しておりますが、事は過去に例のないような重大な局面で

あるとのことから、断腸の思いで休校を決断したところであります。 

 この間、御理解御協力をいただいております保護者の皆様を初め、多くの関係者の皆

様にこの場をおかりして感謝を申し上げます。ありがとうございます。以下、御質問に

お答えいたします。 

 まず決定までの過程でございますが、２月２７日の首相の要請を受けて直ちに島根県

教育委員会に情報提供を求めましたが、その時点では県も情報収集を行っている段階で

あり、詳細は不明との回答でございました。しかしながら、翌日が金曜日であり、週明

けからの休校要請となると保護者への周知なども早期に行う必要があったことから、２

８日の９時から臨時校長会を招集し、政府の要請や島根県教育委員会の対応をもとに、

本町の対応について協議を行ったところでございます。 

 そして、その校長会を受け、１０時５０分から教育委員会を開催し、今回の要請が、

政府が新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けての本腰を入れて取り組む姿勢を示

したものであることを重く受けとめ、その方針に従うべきとの判断を下し、臨時休校を

決定したものでございます。 

 二つ目でありますが、現時点では、島根県内で新型コロナウイルスの感染が報告され

ておりませんが、隣接する山口県や広島県から感染の報告があるなど、予断を許さない

状況であります。３月が児童生徒にとって大変重要な時期であることは言うまでもあり

ませんが、児童生徒の安全の確保を第一に考え、学校としても家庭訪問等により、児童

生徒への影響を最小にするため、鋭意務めておりますので御理解いただきたいと考えて

おります。 

 なお、修了式につきましては状況を見ながらの判断ということではありましたけれど

も、先般の校長会、今週行いました校長会によりまして、２４日の日に修了式を行う予

定で計画をしております。 

 三つ目の御質問でございますが、居場所の確保についてでございますが、新型コロナ

ウイルス感染症対策専門家会議の対策の見解では、一つ目として、換気の悪い密閉空間、

二つ目して、多くの人が密集する、三つ目として、近距離での会話発生の三つの条件が

揃う場所はクラスター、集団発生のリスクが高いと言われております。 

 休校する際に基本的には自宅で生活するよう伝えているところでございます。しかし

ながら、一方で、低学年の児童が一人で自宅にいるということで心配の声があることも

承知しております。学校も週に一回は家庭訪問を行い、そのときに健康観察を実施する



とともに普段の生活の様子について、保護者の方から伺いながら、確認を進めておりま

す。 

 また週に１回は、電話連絡を行うなど、最低でも週に２回は子供たちの状況把握に努

めております。現在のところ、小学校低学年等で保護者が仕事の関係で対応が難しいと

いう場合には、祖父母が対応しているケースが多いと報告を受けております。 

 また、感染リスクを抑えるため、集まって遊ぶことは控えるよう指導しておりますが、

自宅にこもることによりストレスがたまることや、メディア依存などが危惧されており

ます。 

 また、太陽光に当たることは病気への抵抗力を強めるとも言われておりますので、ス

トレス発散も含め、ある程度は外へ出ることは必要ではないかと考えております。また、

この点につきましても、学校の校庭等を時間を設けながら開放していくということで

徐々にそういったところの方策はとっておるというところでございます。 

 四つ目の御質問でございますが、前述にもありますように、学校ごとに家庭訪問や電

話連絡等を行う中で、保護者の方とも情報交換を行っております。 

 五つ目の質問でございます。教職員につきましては、現時点では休暇を余儀なくされ

ているという報告はありませんが、必要に応じて時差出勤等を行うなど、柔軟に対応す

るように指示をしております。 

 六つ目の質問でございますが、学習のおくれについては心配するところでございます

が、定期的に自学教材等を配布し自宅学習をすることと、新年度の初めのところで未履

修部分については、学習を行うことで学習のおくれは最小限に食いとめたいと考えてお

ります。 

 また、今回の対策が、児童生徒が接触する機会を減らすということが目的でもありま

すので、校庭の開放については時間を制限するなど一部の開放にとどめたいと考えてお

ります。この部分についても対応を行っております。 

 また、公民館や福祉協議会が所有する運動具の貸し出しについては、現在のところ考

えておりません。 

 七つ目の質問でございます。本町が取り組んでおりますゼロ歳からの人づくりプログ

ラムにより、学校と地域の横のつながりが構築されつつあり、地域に方も学校に対して

関心をもっていただいております。そのため今回、一斉休校に当たりましては保護者の

方への個別の文書のほかに、ケーブルテレビの告知放送により、学校だけでなく地域の

皆さんにもお知らせをしたところでございます。 

 続いて、学校給食についての御質問でございます。今回の津和野町内の小中学校の一

斉休校につきましては、２月２７日の安倍首相の要請に基づく政府方針に沿って実施し

たものでございます。 



 学校給食の職員の皆さんには、突然の休校による給食停止によって、急遽対応を行っ

ていただきました。職員自体は戸惑いを感じている方もおられるかもしれませんが、方

針に沿って粛々と対応しております。 

 また、給食食材につきましては、納入業者さんと協議をして停止できるものにつきま

しては納品を停止し、できないものにつきましては買い取りを行っております。なお、

長期保存が可能な食材につきましては４月の献立を変更する等の方向で対応し、できる

だけ無駄のないようにしております。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、放課後児童クラブについてお答えをさせていただ

きます。 

 新型コロナウイルス感染症対策による３月２日から臨時休校としている小中学校に

あわせ、閉所している町内５つの児童クラブにつきましては、当初より２週間を目途と

し、近隣での発生状況等を勘案して再開することとしておりましたが、現在のところ、

県内発生もないことから３月１６日から開所することとしております。ただし、山口県

や広島県の隣県においても感染者が確認され、予断を許さない状況には変わりはありま

せんので、家庭での対応が難しい児童のみ受け入れることとし、保護者の方の御理解を

いただいているところです。 

 現在のところ、５つの児童クラブの登録者数１５３名のうち、１日平均５０名程度の

申し込みがあったところでございます。なお、３月２日から本町におきましては全ての

放課後児童クラブを閉所してまいりましたが、小学校休校との整合性から児童の安全性

を徹底するための判断でありました。この間、深い御理解と御協力をいただいてまいり

ました、児童、保護者、そして祖父母等の関係者、事業所の皆様にこの場をおかりして

心からお礼を申し上げます。 

 閉所が長時間になることを考慮して、１６日から限定的な再開となり、引き続き、関

係する皆様には御負担、御心配をおかけいたしますが、何とぞ御協力いただきますよう

よろしくお願いをいたします。 

 次に、新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険

者資格証明書の取り扱いについては、厚生労働省より県を通じて本町にも通知されてい

ます。内容的には、議員が御指摘のとおり、資格証明書の所有者が新型コロナウイルス

感染症の発生の疑いがある場合には、費用を理由に受診を忌避することで感染拡大につ

ながることがないよう、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うこととされて

おりますが、現在、本町においては、資格証明書の交付がないことから周知は特に行っ

ておりません。 

 次に、新型コロナウイルス感染症は、感染症法に基づく指定感染症に指定されており、

治療可能な医療施設が指定されております。入院については、感染症法で規定された感

染症指定医療機関での受け入れとなります。 



 次に、島根県では第一種感染症（エボラ出血熱等）、この指定医療機関が１施設２床、

第二種感染症（ＳＡＲＳ鳥インフルエンザＨ５Ｎ１等）、この指定医療機関が８施設２

８床あります。益田圏域においては第二種感染症指定医療機関、４床が１施設あります。 

 なお、津和野町において新型コロナウイルス感染症患者が発生した際は、本日時点に

おいて、国の方針では軽症であっても原則感染症指定医療機関に入院していただくこと

となります。 

 次に、新型コロナウイルス感染症の入院治療に対応するためには、医師、看護師、介

護職、その他必要職種を専任にする必要がございます。その後、同職の感染症陰性を確

認するためにも２週間の自宅待機と必要時のＰＣＲ検査が必要となる場合があります。

施設内の区分けも必須であり、職員のほとんどが新型コロナウイルス感染症対応に割か

れる状況となります。したがって、現状において一般診療と同時に提供することは不可

能であり、それに対応可能な人員の余剰配置はできないと伺っております。 

 次に、津和野町民が入院可能な施設はどこか。何人入院できるかとの御質問で回答し

たように、指定感染症については治療可能な医療施設が指定されています。入院につい

ては前述のとおり、感染症法で規定された感染症指定医療機関での受け入れとなってお

ります。 

 また、外来について、まずは保健所内にある帰国者・接触者相談センターに御相談い

ただき、感染が疑わしい方には感染防止策が整った帰国者・接触者外来が紹介され、診

療を受けることとなります。 

 なお、益田圏域における帰国者・接触者外来は３施設でありますが、混乱を避けるた

め、病院名は公開されておりません。津和野共存病院としては、まずは従来の入院、外

来機能を守り、安定した地域医療を提供することが第一義的な役割だと理解しておりま

す。その上で、帰国者・接触者相談センターの要請に可能な限り応えていきたいと考え

ております。 

 次に、経済への影響について本町としての対策につきましては、６番議員の答弁でも

お答えしたところでございますが、コロナウイルス感染症の影響について当面の現状を

把握すべく、先々週末から町、商工会、観光協会の３団体が連携して緊急アンケート調

査を実施いたしました。この結果を踏まえ、３月１２日、私と商工会長並びに観光協会

長、そして３団体の事務局による津和野町コロナウイルス感染症緊急経済対策会議を行

い、今後の対応策について協議をしております。できる限り早期に町独自の支援策を議

会に対して御提案したいと考えております。 

 イベントの自粛についての御質問ですが、３月９日に発表された政府の新型コロナウ

イルス感染症対策専門課会議での見解によりますと、北海道での対策に関しての効果を

検証して、３月１９日ごろをめどに新たな見解を公表したいとのことであります。 



 これを受けて、３月１０日に安倍総理から、自粛期間を１０日間延長する旨の要請が

あったところです。したがって、本町といたしましてもこの期間中は自粛要請に応えて、

国、県、関係機関と一体となって対策を講じたい考えであります。 

 また、同会議では今後の見通しについても感染の拡大と終息を勘案しつつ、バランス

のある対策を取り続けることが長期にわたって続くとも報じられております。 

 こうしたことから、現段階で自粛をいつまでとの明確な見解をお示しすることは困難

であると考えております。本町といたしましては、次回示されるであろう政府からの見

解等も注視しつつ、本町の状況を慎重に見きわめながら、津和野町新型コロナウイルス

感染症対策本部で議論の上、対応を図る所存でございます。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  学校の休校についてですが、公立の小中学校というの

は経営してるいのは自治体で、うちで言えば津和野町が経営しているので、その国は今

はただ、要請されるだけでそれで休校を決めるのは、我が津和野町で決めるということ

なんですが、その決める過程の中でどのような話し合いというか、その声が出たのかと

いうのをちょっとお伺いしたくて、国から要請が来たから、じゃあそれにすぐに従いま

すというんじゃなくて、その教育委員会や校長会などの中でいろいろ話があって、津和

野町ではここが当てはまるから、もうすぐ休校にしたほうがいいという判断がされたん

だと思うんですが、その辺の話の内容をちょっとお伺いしたいんですが。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  先ほど回答申し上げしましたとおり、前日の夕方というか

夜でしたけれども、突然のニュースが飛び込んできたということで、私はもう自宅に帰

ったおった後に、７時のニュースで初めてそういったことが要請されたんだということ

を知ったところであります。またまた、そのときにまだ庁舎に残っておりました職員が

おりまして、そちらから県の教育委員会のほうに早速にどういう状況かという問い合わ

せをかけました。 

 で、そのときには、県の教育委員会としても方向性がまだ定まってはおりませんでし

たけれども、方向性とすればその要請を受ける方向性でどうも動いていたような雰囲気

を感じておったようであります。 

 で、翌朝、９時に早速に校長会を招集をしました。前日のその後を受けて、各校長先

生方に連絡をしてですね、朝９時に集まってほしいということで集まっていただいたと

ころであります。 

 その時点では県の県立高校から県立の養護学校についても、国の要請を受けて休校に

するという方針で、これは内々ということではありますけれども、一応ファクス等でう

ちのほうに連絡が入っております。 

 この辺は、マスコミ等で既に報じられておりますので、御承知かというふうに思いま

すが、そういった形で全県の県下の市町村立学校にもそういう方針を一旦は県の出して



おります。それにもあわせて９時の段階でございますので、国もそういった要請があり

県もそういう形で動いているという、そういったことが大きな判断材料と一つでもあり

ました。 

 最終的に県のほうは午後２時ごろでしたが、休校するのはやめるというようなことで

方針が出たという情報が入ったわけでありますが、当町としては一番重くに思ったのは、

国がこれだけ今までに例のない休校という、小中高全ての学校を休校にするというよう

な思い切った提案をしてきたという、要請をしてきたということは、いわゆる国難の一

つだというふうに理解をしたところであります。 

 そういった中で、それぞれの学校長の意見として、いやそれを否定してまで休校にし

よう、休校をやめて登校させるという理由はないだろうというのが、大勢の御意見でご

ざいました。いろいろな、もう、最初の段階でそういう雰囲気でございましたので、次

は、それに伴ってどういう体制で休校にもっていくかというそういう準備段階であると

か、保護者等にお知らせをどういう形でしていくかとかですね。 

 まだ、その日は学校が通常に動いておりましたので、今の状態であれば早急に帰って、

午後、子供達にそういった通知を持たせることで情報の徹底はすぐにできるだろうとい

うことで、そういった準備を校長会が終わってから、一気に始めていただいたというよ

うな状況であります。 

 それを受けて、教育委員会も１０時に招集をしておったんですけれども、若干前に各

教育委員の皆さんも集合していただいたので、一緒に校長会と教育委員会と合同会議と

いう形で開催をいたしまして、校長会での話の状況を、そこでかいつまんでお話をし、

最終的には教育委員会だけ分かれて別室でどういう判断をするかという協議をして、そ

の流れの中で国の要請を強く受けとめるという御意見で、もう、総意の中で休校に踏み

切ったというところであります。 

 ただ、その中で毎週動いているところでに１回は様子を見ながら、次の判断をしてい

こうと、そういった前提の中ではありますが、春休みまで一応国の要請に基づく休みを

とるということであります。 

 ある意味、その動きが早過ぎたのがいけなかったのかもしれませんけれども、こうい

った緊急事態でございますので、それを重く受けとめるというのは我々の国民としての

義務でもあろうかというふうに思っております。 

 ただ、こうして時間がたってみますと、幸か不幸か、国中の感染者の数がヨーロッパ

諸国の感染の広がりに比べて、抑えられているなというのは今感じているところであり

ます。これは、私の私見でございますけれども。 

 これだけ学校の休校というのが、国の今の大きな施策の中で、その対比を見る限りに

おいては役立っているのではないかなというような思いを私個人としては持っている

というようなところでございます。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 



○議員（９番 寺戸 昌子君）  新型のウイルスということで本当、専門家の方でさえ

も、予想がつかない状態で国が緊急事態だということで全国一斉に公立学校は休校して

ほしいという要請を出したのが３月２日でしたっけ、違うわ、３月２日から休んでほし

いという要請を２月２７日に出されたわけなんですが、その後、うちの津和野町で休校

にしようと判断された中の大きな判断材料が、国がこれだけ動いているんだからという

ことを判断材料にされているというのはちょっと、国はこう言っている、津和野町はこ

うだからということで津和野町独自のことを、もっと考えて判断してほしかったなとい

うのはあるんですけど、国が本当、揺れに揺れていて、判断が、我が津和野町では万が

一に備えてということで休校にされたとは思うんですが、３月３日には荻生田文部科学

大臣が、設置者が学校を開くという判断をされれば、それは尊重するという態度に変わ

ってきています。 

 今現在、いろんなところで最初は休校にしたけど子供たちに与える影響が大きいとか、

保護者の負担が大きいとかといういろんなことがあって、学校を再開するというところ

がぽつりぽつり出てきています。 

 本当に子供のための安全・安心、子供のことを考えるといろんな選択肢があるので、

本当に教育委員会は大変だとは思うんですが、私としてはここまで長引いてきている自

宅での待機、普通のお休みなら外で遊ぶとか、学校の校庭でみんなで集まって遊ぶとか、

そういうこともできるんですけど、それができない、今の状態がここまで長引いている

ということは本当子供たちの日々成長していく、子供たちに悪影響及ぼしているという

のを感じます。 

 ですので、学校に出るから危ないというのではなく、学校に出てくれば保健室や給食

があります。それから、様子を逐次見る教職員の先生もおられます、ですから、安全装

置がかなり働いていると思います。家で放置されているというか、その家で待機してる

子供よりも学校に出ているほうが安全じゃないかと、私は感じます。 

 家で待機しろと言っても待機できない子もいます。ついつい、遊びにいってしまうと

かそういう子もいます。ここまで長引いているので、ぜひ学校を再開していただきたい

というのと、それから、修了式はされるということで、これはすばらしいかなとよかっ

たなと思うんですが、修了式はなぜして大丈夫なんでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  修了式につきましては、一つは大きな節目の行事という捉

え方も当然あります。それで、本来なら体育館等に全員が集まって修了式を行いますけ

れども、今の予定では小さな学校については、ある程度間隔もとれるので体育館でやる

ことになるのかと思いますが、津小であるとか日小であるとか中学校のような若干人数

が多いところについては、それぞれクラスの中で放送をもって修了式という形をとろう

かと。 



 それから、先生方も異動がございますので、あわせて離任式もそういう形でやってい

こうかという、そういった方向の中でできるだけ子供たちが触れ合う機会を少なくする、

そういうことを考えながら修了式を行っていくという予定に今しております。 

 通常で授業を、体育とかいろいろな授業もありますけれども、修了式だけである程度

コントロールを気をつけながら、その日はやっていくというところでありますが、通常

の授業でやっていきますとどうしても触れ合う機会というのが多くなります。 

 それから、子供たちもどうしても発言、今は授業は御承知のように先生が講義形式で

ものを言うだけのことではなくて、子供同士で発言し合ったり、いろんな活動を行いま

すので、そういった授業形態の中でできるだけリスクを避けるということもあって、急

遽休校という形をとっておりますので、若干、修了式はそういった触れ合う機会等も薄

くなってまいりますし、当然マスク等の装着をしながら、できるだけ近くで触らないよ

うな形をとろうというような、そういったことを最大限注意しながら、その日だけはや

っていこうという方針でございます。 

 この部分もまさに県内で発症者が出たりとか、近隣でも山口県でも前回は下関でござ

いましたけれども、山口市内とか萩とか近くのところで、そういった発症者が出てくる

と、それもまた、見直さないといけないかなという前提ではございますが、現状のまま

で県内の発生者あるいは近隣の発生者が出ない状態という条件の中で、修了式を行うと

いう方向で今、進めております。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  授業の再開というのはちょっと難しいというお考えな

ので、修了式が終わって春休みに入ってから休校が終わりということにはなるんですけ

ど、春休みもやはり、今の状態で子供たちには外でたむろして遊ばないようにとか、人

のうちに行って一緒に遊んだりすることはだめだよという指導をされると思います。 

 そうすると、１カ月近くは本当家にこもって何をするのという状態になるので、修了

式が安全に行われるのであれば、登校日を少し設けるとか、授業をやるのではなくてみ

んなで元気にやっているよなというような確認をできるような登校日を設けたりとか、

そのような工夫をしていただかないと子供たちは休みなのに何もできない、外にも出れ

ないではちょっと困るので、子供たちの安全を考えていただいて安心を考えていただい

て、校庭を時間を区切ってされるというのはすごいこれはありがたいな、子供たち喜ぶ

だろうなと思ってお聞きしましたが、登校日とかを設けることはできないでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  今の現在の方針としては、登校日は設けないというところ

で進んでおります。 

 今週もあと数日しかございませんので、逆にきょういきなり決めて登校日を設けると

いう形にしたところで、なかなかその準備が整わないだろうなというふうな思いもあり

ます。 



 それから、外へ出てはいけないというのは、そこのところはちょっと誤解の部分がご

ざいまして、当初から午前中は自学でしっかり勉強してくださいと、子供たちにプリン

ト等も配布しております。 

 午後については、要は子供たち同士で触れ合って遊ぶようなそういった集合形態のよ

うな遊びをしてもらうと趣旨が崩れてしまいますので、ただ、外へ出るというのは、先

ほど回答のところでも若干申しましたが、やっぱり太陽光に当たるということは、免疫

力を高めるビタミンⅮの生成には太陽の光が必要と言われますので、そういったものは

要は免疫力を高める物質であります。 

 そういう意味も込めて太陽光に当たるということは必要だと捉えておりまして、ただ、

校長会でも若干話が出たんですが実際には実りませんでしたが、例えば、縄跳びをです

ね、それぞれ子供たち家でやって外でやって、この休み明けのところで縄跳び大会みた

いなのをやったらどうだろうかとか、そういったアイディアも出るには出たんですが、

現実的にそれをやろうということにまではなりませんでしたけれども、実際外である程

度触れ合わない状態の中で遊ぶことについては、全く、とめるもんではありませんので、

そういった意味もあって校庭もそういった遊びができる範囲の中であれば、利用しても

いいことにしようということに変えたというところでございます。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  ４月になって普通なら新学期が始まって、新しい学年

でということになるんですけど、今それがなかなか見通しがつかない状態でもあります。

やはり今の段階では無理と言われていますが、登校日をまだ検討していただけたらなと

思います。 

 それから、運動具、公民館や社会福祉協議会が持っておられる室内で遊ぶ運動器具と

かちょっとゲームやったりする器具があるんですけど、あれを貸し出していただくこと

はできないというお答えをいただいているんですが、それはなぜでしょう。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  室内での遊びといっても、ある程度の大きな道具が多いと

思うんですね。そうすると体育館であるとかある程度の個人で遊んで面白いゲームでは

なくて、集合で遊んでおもしろいようなゲームがほとんどでございますので、それを貸

し与えるということは皆さん集まって遊んでくださいということの推奨になって、それ

がまた逆に危険性が増すというような状況の中で、それをやることは余りよろしくない

んではないかというところで、そういう考えはないというお答えをさせていただいたと

ころです。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  集団で遊ぶことになるのでいけないということですね、

はい、わかりました。 



 地域の方もすごく心配しておられます。やっぱり子供は外に遊びに出ていないけど休

校なのとかいろいろお話を聞きます。ケーブルテレビの告知放送でお知らせをいただい

ているとはお答えいただいているんですけど、今の現状をやっぱり地域の方が知りたい

という気持ちと、それからもし学校では一緒にがちゃがちゃ遊んでいるといけないんだ

よと指導はされても、つい、子供たちなので外でたむろして遊んだりということもある

かもしれません。 

 そのときに地域の方が、学校でこういうお話あったでしょう、そんなにくっついて遊

ぶ遊びじゃなくて、もっとばらばらになって遊ぶようにしたほうがいいよとかいう声も

かけやすいと思いますので、もう少し詳しい学校の現状を地域に知らせていただけたら

なと思います。これはお願いで終わります。 

 それで、学校給食についてなんですが、業者さん、一番心配しているのは野菜を学校

にと育てとられる方が地域におられたんじゃないか、昔は日原小学校とか地域から納入

されていたので、その辺の対応が、学校の一大事だけいいよいいよと言われとると思い

ますが、その辺何か策を考えていただいて、余った野菜があれば何か引き取る方法、引

き取るというか販売の方法とかをとっていただけたら、いかがかなと思うんですけれど

も、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  確かに学校給食に野菜を提供していただいているグループ

の方々には本当に申しわけないなというふうに思うわけであります。 

 ただ、全員ではないかもしれませんが、最近は道の駅等の出荷等個人でやられている

方も、ほとんどの方がそういう形でやられている方もおられて、その部分はそちらのほ

う出したりしておられるんではないかと思うんですが、詳しい個々にその辺の確認をし

ておりませんので、野菜がどれだけ余っておるとかというそこまでの情報を持ち合わせ

ておりませんけれども、今、議員さんが言われたように、こういう一大事のことなので

という御理解の中で苦情としての意見は承っていないというのが現状でございます。本

当に申しわけなく思っておるところでございます。 

○議長（沖田  守君）  ９番、寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  せっかくつくってこられたけど、これを機会にやっぱ

りもう学校給食を、野菜を納めるのが難しいからやめようか年もとったし、ということ

にならないように、フォローをしていっていただけたらなと思います。 

 次が、放課後児童クラブの状況なんですけど、一部、その５０名程度の申し込みがあ

って預かりを始められたということなのですが、その辺ちょっと詳しくお話を伺わせて

いただけたら、申し込みをどのようにされたとか。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 



○健康福祉課長（土井 泰一君）  町長の答えにありますように、当初から、３月２日

から２週間程度、学校の臨時休校に合わせまして閉所するということに、町としまして

は対応させていただいたところであります。 

 その理由といたしましては、以前もお話をさせていただきましたが、密集度合いが、

学校の教室よりもきつくなると、多くなるというような状況が発生するというふうに考

えられたところでありました。 

 で、国のほうも、３月２日の時点から当初２週間程度が最大の山場であるという総理

からの発言もあったというところも含めまして２週間ほどは閉所をまずはする、その後

は状況に応じてというふうに町としても考えておりました。 

 そういう中で、１週目が終わった段階で、特に県内発生も起こらず、また、近隣の発

生もないというようなところから、このままの状況が続けば、１６日、２週目が終わっ

た段階から解消しようということで検討を始めました。 

 その中で、３月の６日の金曜日には、早速、保護者の方へ通知を出させていただきま

して、開所するに当たっても、全ての児童さんを対象にすると、かなり、また、これは

数が多くなるわけでありますんで、３月６日に通知を出させていただきまして、全学年

を受け入れる対象児童とはしますけれども、家庭で過ごすことが難しいという児童さん

だけお預かりをしたいということで、お願いさせていただいたところであります。 

 要するに、例えば、１６日は両親が仕事ですけど、例えば、１７日はお母さんが休み

がとれるんで、その日は大丈夫です、という感じで、１６日から３１日までの間、この

間の日ごとの希望をとったところであります。 

 そういう中で、御協力をいただきました関係もありまして、１５３名の対象児童のう

ち、大体１日平均、平日については５０名程度の児童で対応することとなったというこ

とで、逆に言いますと１００名程度のお子さんは家庭で何らかの対応をしていただいて

おられるということで、大変ありがたく思っているところであります。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  放課後児童クラブというのは、勉強するんじゃなくて

遊んじゃって、どうしても接触が大きくなるので対処法が大変だなと思いながらいまし

た。今の対処されるほうが、すばらしい対処をされたなと感じています。 

 それから、共存病院のことについてなんですけど、万が一、感染者の方が出られた場

合に、一般診療を同時に提供することができない状態に今あるということなので、万が

一の場合は、今まで、共存病院でお世話になっておられた町民の方が、かなり混乱をさ

れると思うので、もしもの場合は、町民の方が混乱しないようにしっかりとケアをして

いただけたらなと思います。 

 では、それはお願いにしておいて、次の質問に移らせていただきます。 

 町民の文化の交流についてです。 



 津和野町は、学ぶ心を育て、薫り高い文化のまちをつくることを町民憲章に定めてい

ます。文化を大切に育てていく町と認識しています。 

 そこに住む人々が、文化を育んでいくことが重要と考えます。 

 その文化の交流施設として、日原地域には山村開発センターがありました。今、使用

できなくなってかなりの時間がたちます。 

 現在の第２庁舎を改修して、集会場として使用する予定と聞いています。 

 町長の施政方針で、令和２年度に本庁舎の改修移転を行い、遅くとも令和３年に新庁

舎でのスタートをしたいと示されました。 

 山村開発センターは、使用ができなくなって久しくなります。 

 新型コロナウイルス感染症の対策で今年度は中止となりましたが、３月に行われるは

ずだったあいこい交流文化祭の準備では、会場が分散されて５カ所に分散されたという

ことを聞いています。大変な労力を開催される側のお世話される方は、大変な労力がか

かったと聞いています。また、平素でも文化活動が十分に行えていなく、地域住民は大

変不便に感じていると思います。 

 いつ地域の文化の交流の場としての集会場ができるのか、どのような工夫がされるの

かお伺いします。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  町民文化の交流についてお答えをさせていただきます。 

 旧山村開発センターにつきましては、耐震改修工事の関係で、平成２８年度途中より

使用ができなくなっており、町民の皆様、特に日原地域の皆様には御迷惑をおかけして

おります。 

 新たな地域の文化の交流の場としましては、本庁舎の移転にあわせて、現在の第２庁

舎を改修して整備したいと考えております。 

 今後のスケジュールとしましては、令和２年度中に耐震調査及び改修工事の実施設計

を完了したいと考えております。 

 改修工事につきましては、令和３年度に実施し、早ければ年度末の供用開始を考えて

おります。 

 現在、改修工事で考えておりますのは、屋根の改修と調理室の増築ですが、その他の

整備につきましては、今後、日原公民館等と協議をして進めてまいりたいと考えており

ます。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  本当長いこと、開発センターが使えない状態なので、

そのここが、第２庁舎が町民の集う場所になったとしても、もし芸能とかの発表をやる

と、日原小学校の体育館でするということになるので、その移動する通路もなかなか高

齢者では、近道ができない状態になると思います。その辺をいろいろ試行錯誤していた

だいて、使いやすい施設に早くしていただけたらなと思います。 



 では、次の質問に移ります。 

 学校給食センターについてです。 

 町長の施政方針で、令和３年度末の完成を目指し、新たな給食センター建設に向け、

準備を進めると示されました。 

 建設計画と概要をお伺いします。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  学校給食センターについてお答えをいたします。 

 現在、学校給食センターにつきましては、整備基本計画策定業務を委託しているとこ

ろでございます。 

 この中で、場所につきましては複数の候補地を示し、業者において客観的な視点で条

件整理の上、適地選定を行っているところです。 

 また、規模につきましては、７００食程度の調理が可能な規模と考えております。 

 運営方法につきましては、安全安心でおいしい給食の提供が確保できるよう、直営で

の運営を考えております。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  直営でされるということには、すごく賛成です。 

 本当、我が町の子供たちの食を、我が町が責任を持って給食として提供していくとい

うのは、本当、すばらしいことだと思います。 

 しかし、予算委員会でお伺いしたところ、施設を１カ所にということにもう絞られて

しまっているということをお聞きしました。びっくりしました。 

 現状が津和野の中学校の隣にある給食センター、日原は日原小学校にある給食センタ

ーで、２カ所で調理をしているんだけど、１カ所に今度はまとめてしまうということを、

検討委員会がまだ発足していない今現在、決めてしまわれたということに、私はびっく

りしました。 

 やはり、その辺は、現状がかなり変わってくるので、検討委員会が発足して、そこで

検討してから、１カ所にするか２カ所にするか、一番よいのは自校式なんですけど、そ

こはなかなか、財政的なことで難しいということを、ずっとお聞きしているんですが、

やはり、検討委員会というのを立ち上げるからには、そこでいろいろ検討をしていただ

かないと、もう、何か場所だけの選定を検討委員会というようなイメージを受けてしま

いました。 

 ぜひ、検討委員会のほうで、一つにするか、二つにするか、自校式にするかとか、そ

の辺の検討もしていただきたいんですがいかがでしょう。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  言われるように、自校式でしっかりとした体制が組めて、

しっかりとした施設ができれば、目の前で子供たちの給食をつくるということで、食育

には最適だろうというふうに思います。 



 ただ、予算委員会でも、若干触れましたけれども、自校式ということになると、今あ

る小学校、中学校６校に１カ所ずつ給食施設をつくっていかないといけない。 

 昔の昭和、戦後間もなくの給食の開始時期にはそれでもクリアできたのかもしれませ

んが、現在、給食の提供については、大変衛生管理とかＯ１５７等の発生が以前あって

ものすごく厳しい衛生管理がされております。 

 今ある町内２つの施設につきましても、御承知のようにウエット方式でつくられてい

ます。今もうウエット方式の給食というのは常識の中では考えられない、ドライ方式の

施設をつくらないといけないと。 

 そういったことになると、まず、下処理の部屋から必要、それから、ちゃんとした調

理をやって煮炊きをするというような、そういった工程を分けていかないといけないと

いうことになると、それぞれの学校にそういった施設をつくるというのは費用の面も当

然でありますし、なかなか体制が組めないというのが現状でございます。 

 今ある２カ所についても、そういった古い施設でございますので、施設を１カ月で、

夏休みの期間中だけで改修することができるかというとなかなかそれは困難だと思い

ます。かといって、片方の調理場で、全部の配食ができるほどの広さはどちらもござい

ません。そうすると、仮設の調理場をつくって運営をしながら、新しい施設に改修をし

ていく、あるいは、新しい施設を近くにつくるという形になろうかというふうに思いま

す。 

 そうすると、なかなかそういった候補の場所も、現状では学校の近くにはございませ

んし、別々の調理場を新たに建設するということになると、今の費用を計算、概ねの費

用の同じ費用では、当然できません。 

 それに、一番の課題は、職員体制でありまして、毎年のように、給食が提供できるか

できないかというぎりぎりのラインに職員体制がなるときがございまして、なかなかそ

の調理を引き受けてくれる、そういった職員が見つからないというのが、もうここ１０

年ぐらい毎年のように、そういった危機のときを乗り越えながら、つなぎ、つなぎで、

今現在に至っているところであります。 

 現状も、今、１人欠員の状態で、片っ方の調理場から片っ方の調理場に応援に行って、

時間がえを組みながら職員の調理をしていく、職員の皆さんが一生懸命頑張って何とか

給食をつないだという状況でございまして、そういう状況の中では、なかなか、議員の

言われるような体制で進めることは、なかなか難しいかなというところで、現在の状況

で進めているというようなところでございます。 

○議長（沖田  守君）  寺戸君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  その現状を、その検討委員会の方とも共有して検討し

ていただけたらなと思ったんですが、私の質問は時間が来たので、ここで終わらせてい

ただきます。 

……………………………………………………………………………… 



○議長（沖田  守君）  以上で、９番、寺戸昌子君の質問を終わり、ここで１１時１

０分まで休憩といたします。 

午前 11時 05分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11時 11分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 発言順序３、１０番、後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  議席番号１０番、後山幸次でございます。通告をし

ておりますので、逐次質問をさせていただきたいと思っております。 

 まず１点目であります。施政方針より財政についてというふうに質問をしたいと思っ

ております。 

 本年度の予算総額が９１億７,７００万円計上されております。対前年度比から比べ

ますと１３.６４％の増額の予算が組まれております。また、平成３０年度の決算状況

から見ますと、一般会計の歳入総額は９３億８４５万、このようになっておりますが、

これから見ましても、地方債残高が１２８億２,６１０万円、これは町民１人当たりの

借金になるわけでございますが、これが１７４万円、対前年度比より７万円ふえておる

ような状況であります。３０年度の決算を見ましても、９３億８４６万円に対して、自

主財源が１８億９,３３９万円、これは、見ますと２０.３４％であります。また、依存

財源が７４億１,５０７万円、これが７９.６６％であります。数字が示すとおり、津和

野町の財政は、国、県よりの依存財源が主軸にした財政運営であるわけであります。 

 このような状況の中、今年度、新年度予算も各課の枠配分方式で対応されておると思

うわけでございますが、これから津和野町の財政を伴う緊急課題が日原山村開発センタ

ーの解体問題、日原保育所の建設問題、津和野庁舎の耐震問題と、また、木部保育所建

設問題と、また、給食センターの建設問題と、いずれも大きな事業が膨大な財政負担と

なってくるわけでございますが、普通建設事業費にいたしましても、現在継続中の主要

事業、今年度事業見込みが３億１,６００万円ですか、これは公共下水道の整備事業と

か津和野城跡整備事業、歴史的風致維持向上事業というふうなことで計画されておりま

す。 

 今後の主要事業にいたしましても、概算事業費が５３億６,５００万円、これは１番

目に定住対策事業、２番目に産業振興事業、３番目に医師確保対策事業と、これらの事

業等が多くあるわけでございますが、この事業計画と財政問題がいろいろあるわけであ

ります。 

 こうした中で、現在浮上しておりますバイオマスガス化発電所の建設問題であります。

本体の発電所が民間で建設予定でありますが、附属工事の原木チップストックヤードの

建設、これは約２億６,０００万円、この予算に出されておりますが、この建設場所の

土地借用問題等は町でまだ対応するという、このような案件でありますが、今、県では



既存事業の見直しを徹底するスクラップ・アンド・ビルドというふうな重点見直しをさ

れております。この対象事業の中に、木質バイオマス支援事業は４,５００万円減額を

されておる、これは津和野のバイオマスに関係がないと思われますが、このような状況

であります。 

 本町のバイオマスガス化発電事業に対しまして、国、県より本当に補助制度がどのぐ

らいについてくるのか、３分の１とか２分の１とかいうような状態で説明を聞いており

ますが、本事業に該当する事業の財源については、どのように考えておられるか、また、

津和野城跡の整備中に発生しました作業道の無断現状変更で、遺構が２カ所、破壊によ

る原型復旧の財源についてでありますが、この三本松の城跡に連なる土質は、石英斑岩

や青野山火山の溶岩でなっておるわけでありますが、これを復旧すると言いましても、

相当な困難な工事になるんじゃないかというふうに思います。また、相当な費用がいる

んじゃないかというふうに思っておりますが、これについて、どのように財政を考えて

おられるのかお伺いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、１０番、後山議員の御質問にお答えをさせていた

だきます。 

 施政方針よりということの御質問でございます。津和野町の財政状況につきましては、

平成３０年度決算において、実質公債費比率は０.６ポイント減の１０.２ポイントと改

善されておりますが、将来負担比率は２４.１ポイント増の１０７.５ポイントとなって

おります。 

 将来負担比率につきましては、将来的に財政悪化が生じないよう、当該地方公共団体

の実質的な負債を捉えた指標とされておりますが、平成３０年度決算において、この指

標が悪化した主な要因は、歴史的風致維持向上事業等の普通建設事業実施による地方債

現在高がふえたことに加え、普通交付税の合併特例による段階的な縮減等による減額が

主な要因となっております。 

 また、今後の主要事業として、山村開発センター解体や日原保育園建設、木質バイオ

マスガス化発電に関する附帯施設建設等の事業につきましては、国庫補助金を活用する

とともに、補助裏の財源につきましては、過疎債等の有利な財源確保について努めてま

いります。 

 城山整備事業に関する伐採木搬出用作業道については、復旧方法等について、各界有

識者で構成する津和野城跡整備検討委員会や文化庁、島根県教育庁文化財課及び環境生

活部自然環境課との協議を進めてまいりました。まだ協議途中の段階ではありますが、

これまで、このたび開設した作業道を使用して、既に伐採した木について搬出すること

を文化庁からは認めていただいております。また、今後の城跡管理に活用できる歩道と

して残すことも理解をいただいており、その上で掘削した土砂等の埋め戻しを中心に復

旧方法を検討しております。事業費は寄附金を用いない町財源を予定をしております。 



○議長（沖田  守君）  後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  このような城山の復旧で思わぬ財源を、町長、捻出

せにゃならんようなことになっておりますが、もっと管理体制の充実をしっかり図って

いただきたい。このように思っております。 

 それでは次に、執行体制についてお尋ねをいたします。現在の執行機関の組織であり

ますが、これは現員数がだんだん減ってきて、今年度は１３８人ですか、普通会計が１

２０人、公営企業が１８人ということでありますが、条例定数からいきますと、大体１

５７名であるわけでありますが、今年度１５７人中、１３８人と１９人の不足になって

おるんですが、１９名の職員が不足というと、各課に及ぼす影響が相当あるんじゃない

かというふうに私は心配しておるんですが、それは執行部のお考えになることでありま

すが、現在、定年退職者、中途退職者、それと病気療養中の職員、また産休中の職員、

育児休暇をとっておられる職員がどのぐらいおられるのかお伺いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、執行体制についてお答えさせていただきます。 

 津和野町の条例定数１５７人に対して、平成３０年４月１日時点の職員数は１３８人

で、１９人の減となっておりますが、本町では平成１９年１月に定員管理計画を策定し

ており、計画上の現在の職員数は１３５人であり、行財政改革を進めていく上では、さ

らに３名の削減を行う必要があります。 

 一方で、行政へのニーズの多様化や国や県からの権限移譲に伴い、市町の業務量は確

実に増加しており、職員１人当たりの負担がふえ執行体制の厳しさが増しております。 

 厳しい状況の中、津和野町では、現在行っている事務事業の進め方を精査していくと

ともに、能力を育成する必要性に鑑み、人事評価制度等を活用しながら人材育成を推進

する中で、今まで以上に効率的な行政運営を行っていく必要があると考えております。 

 執行体制を確保するために、新規採用職員により欠員を補充しつつ、再任用制度を活

用することにより、現役職員への業務遂行のノウハウの継承や経験に基づくアドバイス

を行ってもらい、定年退職者のこれまでの業務経験や知識を行政運営に活用したいと考

えております。 

 本年度定年退職者の人数は４人、中途の退職者は６人です。病気療養者としては、休

職と病気休暇を合わせて、３月１０日時点で２人でございます。また、育児休業中の職

員は３人であり、産後休暇中の職員は現在２人です。４月から育児休業に入る予定です。 

 その他として、１人が昨年４月から、島根県後期高齢者医療広域連合に派遣しており、

１人が１０月から、職員団体の業務に専従しています。 

○議長（沖田  守君）  後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  今年度の中途退職者が６人おられるようであります

が、なぜ、若い人が中途退職をされるのか私は不思議でならないわけでございます。我々

が若い時代には役場に就職をすれば生活は安定するというふうな羨望の的でありまし



た。現在、就職氷河期と言われる時代に、定年前の職員が途中退職されるということは、

私は大変異常な現象ではないかというふうに思っておりますが、町長も現在、いろいろ

の役職がふえております。活躍ぶりはテレビ、新聞等で拝見することが大変多くありま

すが、そのために不在の日も大変多くなると思っております。それは、副町長が控えて

おられますので、日原庁舎のほうはいいかもしれませんが、津和野庁舎に参事不在から

きょうまでいろいろと問題が発生しておりますが、職員の中でも相談の窓口を求めてい

られるのではないでしょうか。参事の配属は必要不可欠であります。再度、町長にお尋

ねしますが、そういった町長の不在のときに、相談できるように参事をもう１回再任で

きるようなお考えはないのか、町長には、今後の執行体制に自我の確立を図られるよう、

どのように堅持されていかれるのか、御所見をお伺いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  津和野町役場に勤めていただいた職員には、一生の職場とし

て勤め上げていただけるように、我々もそう願ってもおりますし、いろんな人材教育と

いうこともやってきたつもりでもありますし、また、どうしても、やはり仕事に悩んで

しまって抱えてしまうという職員も出てまいりますので、そういう中には、専門のカウ

ンセラーと契約をして、定期的にそのカウンセラーにも相談をしていただいて、そして、

元気になっていけるような、そういう体制も整えたり、そういうこともしてきていると

いうところでございます。ただ何度も申し上げているように、業務量が非常に大きくな

ってきておりますので、そういう中でやはり、若い人がついていけない、そしてそれが

病気で病欠になってしまうということにもつながっているということでありまして、今

後、これは津和野町だけに限らない問題でございます。どうした形でこの行政職の働き

方改革というのをやっていくのかというのは、どの自治体も現在悩みを抱えておられま

すので、またそういうところとも相談を図りながら解決をしていきたいというふうにも

思っております。 

 今回、この中途退職者でございますけれども、やっぱり時代がやはり、いろいろ変わ

ってまいりまして、特に、最近はもう役場も人手不足でありまして、なかなか思うよう

に、募集をかけても応募もないというような状況があって、それはどの行政自治体も一

緒の状況であります。ですから、残念ながら実は、ほかの自治体にいろんな住所のこと

やら、そういう生活環境のことがあって、より近いところでという形で移られる、そう

いう中途退職者も何人かおられますし、家庭環境でそういう形の職場を選ばれていると

いう場合もあって、正直、なかなか全てではありません、６人が。ただ、そういう中で

も、やむを得ない状況もあるというふうにも受けとめているところでありまして、そう

いうことについては、それは家庭の事情や等々の話でありますから、それ以上引き留め

ることはできないということで、そこは割り切った上で、また新たな人材を求めて採用

し、そして育成にも努めていきたいということであります。 



 御質問の中途退職者６名等が、その退職といわゆる参事がいない、相談ができなくて

そういうことにもつながっているということであるならば、またそれはそれで、職員体

制の問題として考えてみなければならない要因でもあろうかと思いますので、一度、庁

議のほうで諮って、そういう現状があるのかどうかということも確認しながら、また検

討してまいりたいと思っております。 

○議長（沖田  守君）  後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  そのことも、また町長よく検討していただきたい。

参事の件につきましても。後日検討していただきたいと思っています。 

 それでは、次に若者の定住対策についてお尋ねをいたします。国も地方創生、東京一

極集中の是正に向けて、人口減少の対策として５年間の総合戦略を策定すると発表され

ております。東京在住者の４６％が地方に移住に関心があるというふうに申しておられ

ます。田園回帰の時代を迎えようとしているわけでありますが、移住後の雇用の不安が

４１.８％を占めているような状況であります。そして、県土の約９割を占めておりま

す中山間地域のこの環境は、大変厳しいわけであります。近い将来、存続が危ぶまれる

ような限界集落数が７３９の集落もあるようであります。既に消滅した集落もあるとい

うことであります。 

 津和野町の人口減少率も２０１５年の比ではマイナス９.２％で、県下市町村のワー

スト３であるというふうに発表されておりますが、このような現状の中で、町も若者た

ちの人口増加の定住推進対策として、住宅の整備事業等、ＰＦＩでの左鐙、青原、木部、

畑迫というふうに住宅を建設されてきておられます。この政策は、当初はＩターンの若

者たちへの対応策であったと私は思っておりますが、入居して３０年たてば個人のもの

になるということになれば、ＵＩターンの人も多く津和野に来ると思っておりますが、

しかし、Ｕターンした若者には、この住宅には、当初は入れないような規定でありまし

たが、それではＵターンの若い者にはどのような恩典があるのか、若者が津和野に帰る

と、津和野に住んで、津和野に就職して結婚し、家を建てて、子供を育てても、一生懸

命頑張っているＵターンの子供が多くおるわけであります。こういう若者たちが町から

どのような恩典を受けておるのか、私は、それをお伺いしたいと思っております。 

 今現在、津和野町での就職はＩＴ企業も大変難しいようであります。町の商業におい

ても、３月末、また商店が１店廃業するというふうな葉書きが私の手元にも届いており

ます。このような町の現状で、景気回復は到底望めるような状況にありません。そうし

た中で、この若者がどのようなところへ就職しておるか、これを調べてみますと、やは

り、この災害復旧から公共事業が衰退している現在でも、今、一番Ｕターンの若者の雇

用の場に門戸を開いているのは建設会社であります。一番、建設会社が雇用が多いわけ

でありますが、なぜならば、この若者にいろいろな段階で資格を習得させて、人材育成

に尽力され、若者の定住促進に貢献されている、こういうことで、今、建設業に多くの

Ｕターンの若者が入っておるような状況であります。 



 今回、またユネスコの無形文化財で登録されました津和野の鷺舞等、いろいろ津和野

には奴、流鏑馬神事等、こういった伝統芸能があるわけでございますが、これらを継承

していくにも大変お年を召された方が多く、だんだん維持が大変になっているようでご

ざいます。こういった伝統芸能の継承にもこのＵターンされた若者が多く参加されてい

るようであります。 

 停滞気味の津和野町の将来の活路を見出すのはＵターンの若者たちであろうと思っ

ておりますが、その若者たちに、例えば、定住促進の一環として新築された若者もおり

ます。こういった青年に対して、新築家屋の減免措置をするとか、何とかの優遇措置が

考えられないか、このように思っておるわけでありますが、町長、どのように思ってお

られるか、ひとつお答えをいただきたい。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、若者の定住対策についてお答えをさせていただき

ます。 

 ＵＩターンの若者に対しての支援といたしましては、転入後３カ月が経過した１５歳

以上４０歳以下を対象に、津和野町若者定住促進奨励金として、単身者または世帯主に

５万円、配偶者及びその他の家族に２万５,０００円を交付しております。 

 平成２６年度から平成３０年度までの５年間の若者Ｕターン奨励金の交付実績は５

４件、３４０万円で、Ｉターン者を対象とした若者転入奨励金の交付実績は９１件、５

１５万円となっております。 

 一方、５年以内に町外へ転出したことによる若者Ｕターン奨励金の返還額は、平成２

６年度から平成３０年度までの５年間で４件、２７万５,０００円、若者転入奨励金の

返還額は１１件、７０万円となっており、この制度が定住対策として効果的に運用され

ているかどうかの検証をする必要があると考えております。 

 議員御指摘の新築家屋の減免等の優遇措置につきましては、現時点で検討はしており

ませんが、今後ＵＩターンの若者が定着するための支援として検討すべき課題として捉

えているところでございます。 

 なお、議員御指摘のこれまで建設してまいりました、つわの暮らし推進住宅につきま

しては、Ｉターンのみを対象としておらず、Ｕターンについても入居可能としておりま

す。また、このたび取り組みました津和野町地域優良賃貸住宅森村住宅、津和野町空家

活用定住住宅野口団地は、町内在住者の入居を可能としております。 

○議長（沖田  守君）  後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  町長、やっぱり津和野町の活性化を担う者は、若い

もんしかおりませんので、ひとつ、そういったことにも目を向けて優遇措置を何とか考

えていただきたい、このように思っております。 

 次に、子育て支援についてお伺いいたします。県は県政運営の最上位計画、島根創生

計画として、人口減少対策を柱に据えた４本柱のうち、２番目に結婚、出産、子育て支



援というたものに、この３分野の主要施策のうち、特に子育て支援に大幅な予算を組ま

れておるようであります。放課後児童クラブの関連待機児童解消の支援に６億５,９０

０万円が予算計上されているようであります。子供の医療費助成対象年齢延長等を含め

た充実を図るというふうな、県も考えをされております。 

 そこで、津和野町の独自の子育て支援策についてお尋ねをしたいと。ことし、私のと

ころに年賀状がまいりました。その年賀状に子供の写真を載せて送っていただいた方が

１９名おられました。一番の子宝家族は０歳から１５歳までの９人の子供さんがおられ

る。そして両親と写っておられました１１名の家族写真でありました。次には、やはり

８人、６人、４人、３人といった子供の写真であります。これは、私は相当なあれがビ

ッグニュースじゃないかというふうに思うんですが、これこそ町広報にでも載せてあげ

るべきじゃないか、と申しますのは、このたびの新型コロナウイルスにより、学校が休

校になり、そういったことでＮＨＫがそういった大家族の取材に、こないだ来られまし

た。こういったことに本当、びっくりしました。ＮＨＫの方でさえ、津和野でこれだけ

の大家族がおられるということを知って、こういうことで、テレビで放映するというこ

とで来られておりますが、やはり津和野町も、これだけの家族がめったにおるもんじゃ

ありません。そういった子供のために何とか特別奨励金でも制定されてはいかが、この

ように思っておるわけでございますが、今、大変厳しい状況であります。財源はふるさ

と納税の寄附金、これを一部でも、子供に特別奨励金として出されないのか、これを出

されたって、寄附者にいろいろな寄附の目的があると思いますが、私は問題はないんじ

ゃないかというふうに思っておりますが、これも検討委員会でも立ち上げられて検討し

ていただきたい。子供は町の津和野町の宝であります。このことをどのように思ってお

られるか、町長お尋ねをいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、子育て支援についてお答えをさせていただきます。 

 平成２７年度の国勢調査におけるゼロ歳から１４歳までの年少人口は６６１人で、平

成２２年度の７６６人と比較するとマイナス１０５人であり、一貫して減少している状

況です。２００８年から２０１２年の合計特殊出生率は１.６７であり、第１期まち・

ひと・しごと創生津和野町人口ビジョンでは、２０３５年までに２.０７にすることを

目標に掲げ、取り組んでいるところでございます。 

 津和野町若者定住促進奨励金制度におきましては、第３子以降の出生に対して交付さ

れる出産祝い金があり、平成２６年度から平成３０年度の５年間では５１件、７６５万

円を交付しております。平成３０年１１月には、人口減少対策プロジェクトチームを立

ち上げ、昨年にかけて定住対策に向け検討を行ってきたところでございます。 

 また、ふるさと納税につきましては、寄附者が申し込みの段階で寄附金の使途を指定

することとなっております。平成３０年度では、ふるさと納税額２,５９２万１,０００

円を、産業の振興に関する事業に４８８万２,５５０円、自然環境の保全に関する事業



に４３８万２,３００円、医療または福祉の充実に関する事業に３８９万２,７５０円、

観光の振興に関する事業に２５４万２,７５０円、教育または文化振興に関する事業に

４２２万１,３００円、その他町長が別に定める事業に５９９万９,３５０円を基金に積

み立てさせていただいております。 

 議員御指摘のふるさと納税を活用した奨励金制度の拡充につきましては、津和野町若

者定住促進奨励金制度の効果の検証も含め、より効果的な制度の構築について検討して

まいりたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  よく答弁で検討してまいりますというお言葉を聞く

んですが、このふるさと納税の中でも、町長が別に定める事業というふうな５００万ば

かりあるんですから、これは町長の自由に思ったことに使われてもいいと思うんですが、

こういうふうな金をひとつ子供のために活用して支援をしていただきたい、このように

強くお願いをしておきます。 

 それでは次に、遊休施設利用についてお尋ねをいたします。 

 県土の約９割を占めます中山間地域、近い将来存続が危ぶまれまして限界集落が７３

９集落に上り、既に消滅した集落もあるというふうに報道されておりますが、待ったな

しの状況であります。このような状況の中、産業振興で町有財産の遊休施設の廃校等を

貸し出し、オフィスや貸し出す工場等の整備費用１５％を負担するというような制度が

全国創設をされております。各市町村が募集され、遊休施設を整備して、貸し出せば定

住にもつながる制度であります。 

 津和野町には、旧津和野町に位置する町有財産、場所数が６０カ所あります。町有林

が７カ所ですか。旧日原町での町有財産の場所数が５９カ所、町有林が１６カ所ありま

す。これらの町有財産で特に５カ所ほど上げてある場所がありますが、この中でも２カ

所、旧津和野の中学校寄宿舎むつみ寮、そして旧国民宿舎青野山荘、これは今、青野山

荘は猿のすみかになっております。付近住民の人も大変苦慮されておるんですが、これ

らの２棟は遊休施設の整備事業には該当はしないわけでありますが、むつみ寮はやはり

清水町の中央付近に位置しておりますので、これは隣接しております住宅もあります。

景観的にも衛生的にも、この前にも質問しておりますが、危険な建物でありますので、

地元民からの要望もあり、早急に解体撤去の検討をするべきであろうと、これは国民宿

舎青野山荘も同じであります。という中で、今、木部の中学校、これと畑迫の小学校、

これがあいておると思いますが、この有効利用について、地域の方とどのように話をさ

れておるのか、また、津和野町独自でこの有効利用を考えておられるのか、体育館やな

んかいろいろ使われておるんですが、校舎についてどのように利用していこうかという

ような構想があるのかないのか、それについてお尋ねをいたします。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 



○教育長（世良 清美君）  それでは、遊休施設の利用についてお答えをさせていただ

きます。 

 木部中学校につきましては、現在、民俗資料館にあった資料の保管場所として利用し

ておりますが、今後の利用につきましては、現段階で具体的な計画はございませんので、

今後協議していくことになると思っております。また、体育館につきましては地域の体

育館として利用しており、校庭につきましては木部保育園の建設が計画されております。 

 畑迫小学校につきましては、畑迫公民館より地域課題解決型公民館支援事業で、地域

の保護者世代が気軽に集まれる場所として使用したい旨の要望がありますが、校舎の耐

震状況の確認が必要になることから、現在、検討中でございます。また、体育館につき

ましては地域の体育館として、また、放課後児童クラブとして利用しております。 

 日原中学校むつみ寮につきましては、早期に解体したいと考えておりますが、多額の

解体費が全て一般財源での支出となるため、起債等の有利な財源対象となる事業がない

か検討しているところでございます。 

 国民宿舎青野山荘につきましては、昭和４０年２月に完成し、平成１５年３月末の閉

所まで３８年間宿泊施設として利用されておりました。現在は役場の倉庫として使用し

ておりますが、建築から５５年を経過しており、老朽化が著しい状態にあります。現状

を考えますと施設解体の必要性を感じているところでありますが、膨大な事業費が想定

され、事業費全額が一般財源での対応になると考えております。施設解体につきまして

は、今後の財政状況等を踏まえ検討してまいりたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  中学校のむつみ寮についても、もう２遍、３遍じゃ

ない質問をしとるんですが、前向きな検討はするというふうな、ずっと答弁できており

ます。もっと前向きに、教育長さん、ひとつ真剣に検討していただきたい。これは財源

が伴うことでつい簡単にほいじゃいいですというわけにはいかんと思いますが、むつみ

寮については、本当のまちの中にあるんで、本当、町も計画してどうにかしてあげるべ

きじゃないかというふうに思っております。青野山荘はほっとっても、山の中じゃけ、

そりゃええでしょうが、今、さるの巣になっておるわけですが、これもいずれは何とか

せにゃならん問題が出てくると思いますんで、もっと前向きに日原のむつみ寮について

は検討していただきたい、このように思っております。 

 それでは、最後になりましたが駅前開発についてお尋ねをいたします。 

 米子市が本年度着工される米子駅前南北自由通路の整備事業が１４億で計画されて

おります。そしてウオーカブル推進事業として１,９００万円が計上されておりますが、

予算が６６６億６,０００万と膨大なものでありますが、米子の市長さんは、駅にまつ

わる事業があるわけでございますので、これは駅周辺をどのようにしていきたいか、こ

れは市民に広く意見を求め、計画をしていくというふうな報道がされております。 



 津和野の駅前もだんだんと形が見えてきましたが、町民の多くの声も、まず、駅前の

車両進入禁止、この前からも私、２遍も質問をしておりますが、このイベントの開催が

年間何回あるんか、そういうことを考えますと、ここを無理に進入禁止にすることはな

いというふうに、イベントがあるときだけ進入禁止にされて、あとは一般市民に駅に直

接入るように開放されるべきじゃないでしょうか。どこの駅行っても一般車両が入れん

ような駅はありません。そういったことを町民の方からも、姿が見えてくると、だんだ

んやかましく、そのように言われるわけでございますが、この件についても歴史的風致

維持協議会があるんですから、これを前、課長さん１０回ぐらい会合したと言われまし

たが、これは歴まちと一緒にされたような話であろうと思いますが、再度、検討してい

ただいて、何とかイベントのないときには一般車両が入れるような構造にしていただき

たい。このように思うところであります。 

 そして、２点目でありますが、これは私の希望であります。駅前駐車場を、今できま

すね新しいのが、ここへ有料駐車場になるわけでありますが、ここを無料開放して人の

流れを駅道より祇園町に入り、米屋の鯉を見て、本町通りの津和野百景、この展示場所

に行かれて、そして酒蔵でもゆっくり散策され、殿町の掘割の鯉を鑑賞し、養老館また

郷土館の日本最古の２５億年前の石を展示してあるわけでございますから、こういった

ところを見ていただくように、そして弥栄神社の大けやきも相当なもんであります。そ

して高岡通りを帰り道として、帰りに安野美術館、桑原史成写真館、そして駅前の写真

等、見て帰るといった、このようなコースの設定がしていただきたい。そうしますと人

の流れを変えるためには、どうしても駅前の駐車場を無料開放し、いろいろ試行錯誤重

ねていかれて津和野町の活性化に取り組んでいただきたい。 

 このように思っておるわけでございますが、先ほども申しました１枚の葉書きが私の

ところへ届きました。３月末日をもって店舗を廃業するというふうな挨拶状であります。

このような不況のさらに拍車をかけたのが、新型コロナウイルスのことでありますが、

今、何とかしないと津和野の町は、本当、砂漠化してしまうわけであります。こういう

ときこそ官民が英知を結集して町に活性化を、また皆で最大の努力をされる、これ、今

しかないと思うんです。私は駅前の駐車場は無料開放したからといって、町の活性化で

す。即するとは思いませんが、それも一つの手段として考えられないか、このように思

っておりますが、これについてどのように思っておられるか御答弁いただきたい。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、駅前開発についてお答えをさせていただきます。 

 駅前周辺整備につきましては、平成２７年度に行ったデザインコンペの結果をもとに

進めてきたところであります。議員御指摘のとおり、駅前広場の一般車両の送迎につき

ましては、さまざまな御意見をいただいているところであり、津和野町歴史的風致維持

向上協議会の議論も踏まえ、再検討を行い、取り外し可能な車どめボラード等を施工し、



イベント広場としての使用時以外は、現在のロータリーの一部について、一般車両が進

入できるよう計画しております。 

 次に、年間通じての駅前におけるイベント回数についてですが、現時点ではＳＬ運行

スタート時、終了時、またやまぐち号運行復活等の記念日、Ｃ５７・Ｄ５１重連運行、

初詣号、クリスマス号など、ＳＬイベント運行時に、年間５から８回程度のＳＬ関連イ

ベントを開催しております。 

 また、昨年夏には、隣接します西町商店会の皆さんが、津和野駅前第２駐車場におい

て初めて夜市を開催されるなど、整備後には、各商店会など各種団体の利用も可能と考

えております。 

 議員御指摘の、人の流れをつくることに関しましては、津和野駅は観光面で重要な拠

点と考えており、駅前のにぎわい創出に大きな働きを果たすと考えております。駅と町

内各ポイントをつないだまち歩きによる回遊を促進するため、一般社団法人津和野町観

光協会とも連携した情報提供、サイン整備も含め、魅力的な空間整備を目指していると

ころでございます。 

 なお、駅前駐車場の無料開放につきましては、民間の有料駐車場への影響も考慮して、

慎重に検討したいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  町長、民間の駐車場のことを心配されておるわけで

ございますが、私は、これからまだ駅前を開発されるわけでございますね。駅前公園も

計画されております。今の警察の交番のところですね。あそこを整備されて、公園にす

るという計画になっておると思いますが、益田ＳＬ間のところですね。あそこも整備さ

れるようであります。そうしたことについて、とにかく駅前を整備されるのであれば、

私は、今思いましたとおり、駐車場を無料でされて、人の流れをとにかくつくったらど

うかというふうに思うんですね。そういったことも駅前のほうでもいろんなもんができ

ると、また人の流れができると思います。そういったことも含めて、ひとつこの計画を

していただきたい。この前の盆にもそうですが、今、駅前が工事中であったために、津

和野へ観光客が入られませんでした。それで、小川公民館に車持っていって置けと。そ

れで津和野の町を散策せえというふうなことをされましたが、これがどのぐらいの効果

があったかなかったかわかりません。それでも、何人かは行かれたようでありますが、

それから比べると、駅前から殿町に歩くんであれば、もっと人通りが多くなるように私

は思います。コースはどっちを通ろうと、殿町を通ろうと、高岡通りを通られようと、

それは観光客の勝手でありますが、そういう一つのコースを設定して、津和野町はこれ

だけのことをしとるんだと。駐車場のことを、町長、心配されておりましたが、民間の

駐車場は、あそこに町のと３件あるわけでございますが、やはり近いとこを見るなら近

いとこ、あそこへ駐車して、安野光雅美術館まで観光客は行きません。やはり、近いと

こは近いとこしか来ませんので、駅前の駐車場、１時間３００円くらいのことじゃない



ですか。１カ月でも試験的にやられて、どのような効果があったか、それも一つの実績

をつくるのも一つの方法であろうと思います。そうしたことも、小さいことでもこつこ

つとやっていって、どういうふうにするんか、津和野をどういうふうによくするんか、

というのは、皆で考えて英知を出すべきではないでしょうか。それについて、課長さん、

いい意見がありましたら、ひとつ聞かせていただきたい。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  御意見いただいたところでございますが、確かにま

ち歩きということについては、大変重要な、津和野町を今後、日本遺産を生かしたまち

歩き等というのは、一つ大きなテーマになっております。現在、体験プログラムという

ものをもっといろいろつくって、それをいろいろ組み合わせようということございます

ので、そのあたり、議員の御指摘の町を回るということと合うと思っておりますので、

ぜひとも生かしてまいりたいと思います。駐車場につきましては、民間の事業者さんと

一緒に料金設定等もお互い話し合いながら進めておったという経過もございます。そう

いった中で、なかなか全てを無料というのは難しいところですが、ただ、イベント開催

時等は、またいろいろやり方、議員さんが実験的にというふうにおっしゃっておられま

すが、そういうときにはまた考えることもできるかと思いますので、いろいろこちらも

案を練りながら検討してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（沖田  守君）  後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  はい。どうも。 

 以上で、私の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上で、１０番、後山幸次君の質問を終わります。 

 ここで１３時１０分まで休憩といたします。 

午後０時 02分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時 05分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 発言順序４、７番、御手洗剛君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  ７番、御手洗剛でございます。通告をいたしておりま

す２項目について質問をさせていただきます。 

 １点目であります。地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業への対応に

ついてであります。 

 昨年１２月４日、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関す

る法律が公布されました。我が国の総人口は、前回の国勢調査で初めて減少に転じ、推

計によれば２０６５年には８,０００万人台になると言われております。 



 地方は今や大半が人口減少地域であり、大都市から地方へと、働き方や人口の流れの

変化が必要であることは当然であります。この法律は、深刻な人口急減地域について、

自助努力を前提に財政支援を強化するとともに、ひいては長期的に住みやすい地方への

人口が回帰するための重要な役割を担うとされております。事業協同組合は、みずから

特定の事業を担うものではなく、地域にはそれぞれの組織、企業があり、それらの民業

を事業協同組合が人材供給によって支援することが、この法律の目的であります。 

 しかし、地方に長く住むことを希望し、いわゆるＩＵターンで働きたいと考える人々

にとっての不安、問題点、課題も多いと考えられます。一つには、地域の人々から信頼

と敬意を得て活動できるのか。二つには、給与水準を維持するに十分か。三つ目には、

住宅環境、子育て環境は十分か。四つ目に、長期的な生活安定が得られるのか、失業の

おそれがないか、十分な年金などの老後の保障を得ることができるのか等で悩まれる方

も多いと推察できます。このような問題点を解決するために、法律上の組織である事業

協同組合を活用し、活動展開するものです。 

 この法律は人口減少地域において、国・地方公共団体の財政支援と制度的支援を組み

合わせ、先ほどの諸問題をできる限り克服し、人口のさらなる急減を抑止し、豊かな地

方づくり、人づくりを推進しようとするものであります。 

 本町においても、農林業を初め観光・商工・サービス業や介護部門の業種においても

人手不足が深刻な状況にあります。若者の流入を促進し、地域活性化に向け事業取り組

みの認可申請が急がれると考えますが、このことへの所見を尋ねます。 

 一つ目であります。近年におけるＩＵターン者の就業並びに定住の状況は。 

 二つ目に、期間満了の地域おこし協力隊員の起業並びに定住の状況は。 

 三つ目に、県内及び町内での半農半Ｘ事業実践の状況については。 

 四つ目に、町内業者からの人手不足に関しての支援要請の状況について。 

 五つ目に、本事業の施行は５月末、実際には６月からでありますが、本町の所管課と

他の部署との連携については。 

 六つ目に、本事業の中核的役割をなす事業協同組合が求められる体制と業務範囲につ

いては。 

 以上についてお尋ねをいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、７番、御手洗議員の御質問にお答えをさせていた

だきます。 

 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業への対応についてでございま

す。 

 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進につきましては、特定地

域づくり事業を推進し、あわせて地域づくり人材の確保及びその活躍推進を図ることを

目的としております。 



 地域づくり人材とは、地域人口の急減に直面している地域において、就労その他の社

会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材をいい、特定地

域づくり事業協同組合の派遣職員として雇用される地域人材については、移住者のみな

らず組合の地域内に居住する方も対象とされているものでございます。 

 議員御指摘の事業を推進する上での課題といたしましては、事業協同組合を設置する

際に、町内の関係事業者や団体との連携と協力体制の構築により、地域づくり人材の確

保や教育訓練の実施、年間を通した１人当たりの事業量と適正な賃金水準の算定、空き

家情報バンク制度を活用した住環境の提供や子育て支援、労働基準法や労働者派遣法に

基づいた適正な雇用等を明確にする等、課題の共有や共通認識のもとに進める必要があ

ると考えているところでございます。 

 議員御質問の、１、近年におけるＵＩターンの就業並びに定住の状況といたしまして

は、つわの暮らし推進課が所管する空き家情報バンク事業や若者定住促進奨励金事業等

により把握できている範囲では、就業については就農を希望される方や地域おこし協力

隊といった方が大半を占めている状況であります。町では無料職業紹介事業を実施して

おりますが、ＵＩターンのきっかけとして本事業を活用される方は平成２９年度以降お

られないのが現状です。 

 また、定住の状況といたしまして、過去５年間に空き家情報バンク物件に入居された

方は、平成２６年度１２件３１名、平成２７年度４０件７４名、平成２８年度３８件６

８名、平成２９年度２８件５８名、平成３０年度２３件６２名といった状況でございま

す。 

 二つ目の期限満了の地域おこし協力隊員の起業並びに定住の状況につきましては、定

住実績として、これまでにつわの暮らし推進課に所属した隊員が８名、農林課所属で１

０名、商工観光課所属で２名、教育委員会所属で１名の合計２１名の方が定住されてお

られます。起業家実績については、つわの暮らし推進課所属の隊員の方が６名おられ、

教育魅力化事業や津和野高校に関する下宿、屋台を活用した飲食、ウエブサイトを活用

した情報発信事業等に取り組んでおられます。また、農林課で６名、商工観光課で１名

の合計１３名の方がこれまでに起業されているところでございます。 

 三つ目の県内及び町内での半農半Ｘ事業実践の状況といたしましては、県内で県の補

助事業を活用された方は、平成２９年度からの３年間で２３名おられ、町内では現在５

名の方が半農半Ｘを実践されておられます。 

 四つ目の町内業者から人手不足に関しての支援要請の状況について、商工観光課に対

しましては、町内の旅館業や道の駅等のサービス業、小売業から営業の中核をなす人材

等の紹介希望や相談された事例があります。町としましても町商工会等の関連機関とも

情報を共有し、常々気にかけているところですが、昨今の人手不足の状況下では雇用の

ミスマッチも多く、なかなか解決するに至らないところです。 



 地方においても、有効求人倍率が高どまりする中、２月１９日、本町で開催されまし

た観光関連のシンポジウムでも、全国的に宿泊業関連の人手不足は顕著で、特に人材確

保が難しいのが板場、調理師であるとのお話もありました。 

 コロナウイルスの影響が不透明ではありますが、まずは当面の経済対策に傾注し、雇

用確保についても対策を講じる必要を感じております。 

 ５番目の本事業の本町での所管課と他の部署との連携につきましては、１月２３日に

県が開催した事業説明会につわの暮らし推進課が出席し、２月２０日に総務省が開催し

た説明会には、本事業の関係性が高い農林課と商工観光課が出席しております。なお、

役場職員を対象にした勉強会を３月１０日に計画しておりましたが、コロナウイルス感

染症対策の影響により延期しております。 

 本事業の所管といたしましては、関係事業者とのつながりの高い関係課連携のもとに、

各種団体との協議や調整を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 六つ目の本事業の中核的役割をなす事業協同組合が求められる体制と業務範囲につ

きましては、特定地域づくり事業協同組合は、中小企業組合法に基づく相互扶助の精神

により労働者派遣事業を行うものとなります。組合員の資格としては、地域内で商業、

工業、鉱業、運送業、それからサービス業等を行う小規模の事業者が対象となり、発起

人が４名以上必要とされております。労働者派遣事業の許可基準としては、派遣労働者

が１０人以下の中小企業事業主には基準資産額が１,０００万円以上とされる等、労働

者派遣事業の運営が困難になった場合であっても、派遣労働者に対する賃金支払いを担

保にするための要件があります。 

 業務範囲につきましては、中小企業等協同組合法による生産、加工、販売、購買、保

管、運送、検査その他組合の事業に関する共同事業とされております。なお、雪かきや

災害時の土砂の除去等の業務を除く建設業や警備業等、一部の業種が労働者派遣法によ

り派遣禁止とされています。 

 派遣職員として雇用される地域づくり人材については、地方への移住を希望する都市

部在住の若者等や地域おこし協力隊として活躍し任期を終えた方、組合の地区内に居住

する若者等が示されております。 

 事業実施に向けてのスケジュールといたしましては、４月に地方団体向け説明会が計

画され、認定基準等のガイドラインが示される予定となっております。６月には法律が

施行され、自治体による中小企業団体中央会との協議を踏まえて８月以降に事業協同組

合の設立が順次可能になるとされております。 

 なお、事業協同組合の設立には中小企業団体中央会との協議が必要であり、発起人の

選定から設立登記完了までに３カ月程度必要とされています。労働者派遣事業の届け出

には、県労働局との協議が必要となります。このことから、事業開始の手続としては、

事業協同組合の設立準備と労働者派遣事業の届け出を並行して進める必要があるもの

でございます。 



 町としましては、関係する団体や雇用される地域人材となり得る人材の把握を踏まえ、

事業実施に向けて関係機関連携のもと進めてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

○議長（沖田  守君）  御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  たまたまではございますが、けさ、山陰中央新報を多

くの方が見られたというふうに思いますが、こういった記事が出ておりました。協同組

合設置制、準備加速というふうなことで、中山間維持特措法、６月施行、いろんな課題

もあるというふうなことで載っておりました。 

 再質問をさせていただきます。 

 特定地域づくり事業協同組合は、都道府県知事の認定を受けた中小企業等協同組合法

上の事業協同組合であり、認定基準として、一つには、自然的経済的社会的条件から見

て一体であり、地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要な地区である

こと。二つ目には、特定地域づくり事業が適正に行われることを確保する見地から適当

であり、かつ、組合の職員の就業条件に十分配慮されている計画、当該事業が確実に地

域社会の維持及び地域経済の活性化に特に資すること。三つ目には、当該事業を確実に

遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎の習得が必要、労働派遣事業の許可といった

点であります。四つ目には、事業協同組合、関係事業者団体及び市町村の間の十分な連

携協力体制がとれること、このような認定基準があるということになっております。な

かなか、この事業を遂行する上、また組織をつくり上げるには、かなりのハードルもあ

るなというふうに認識をいたしております。 

 そのようなことの中で、申請段階はもとより、事業協同組合としての認定後において

も行政の関与、必要な情報の提供、助言、指導、援助が重要と考えますがいかがでしょ

うか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  この特定地域づくり協同組合、先ほど議員

が御指摘になられたように、６点ほど、事業協同組合を設立するための認可基準という

部分があります。私ども、特定地域づくり事業協同組合を設置するためのものというこ

とで、最初は商工業者、あるいは観光業者、建設業者といったところで、どういったと

ころの事業で人手不足かというようなところを、基本的には話し合いの中から、津和野

町でこの事業協同組合を設立していくのかというところの話し合いは、行政としてしっ

かり皆様と協議をしながら進めていく必要があるということであります。 

 農業においても、農業の人手不足というようなところについては、既存の協同組合と

いう形で設立されたところもあります。国の制度で、要は雇用される職員の賃金、ある

いはこの事業協同組合が出資する金額、それからこの事業協同組合を活用する派遣先の

状況、そういったところを総合的に、一緒になって、どんな事業があるかというのを組



み立てていく必要がまずあるというところの部分については、関係する団体、あるいは

関係各課と連携を含めて、今後話を進めていくということになります。 

 この事業協同組合の設立に当たって、基準財産と言われる部分があります。行政の関

与として、ここをどうするかというところは一つの課題になろうかと思いますが、まず、

この基準財産の考え方というのが、町長が申し上げましたように、基本的に基準資産額

が１,０００万以上なければならないというのは、この特定地域づくり事業協同組合で

働く人、これが今モデルでは１０人程度というようなことで試算をしておりますが、結

局この事業協同組合が、議員が御指摘になられたような、もし、事業がなくなって倒産

した場合どうするのかというところの労働者保護の観点で、この基準資産額というのが

定められております。これは、きのう、県のほうの所管課に問い合わせてみましたが、

ここの部分はまだ２,０００万ともいう、そういう金額も、ある程度ほかのところでは

上がっている金額です。これを、この事業協同組合を設立するときに必ず必要になるも

のですが、ここの資産額の部分を誰がどう出資するのかというところが、行政の関与と

してどうなのかというのが一つあります。債務保証等の、行政がやる場合も、県として

はそういうのも考えられますというような、きのうはお答えだったんですが、この資産

の基準に関する額については、島根県のほうが認可をする団体となりますが、まだ方針

が示されていないというのがまず１点です。 

 もう一つは、労働者派遣法に基づく派遣ということになりますので、先ほど町長が申

し上げたように届け出が必要になります。そのときの要件というのが、この労働者派遣

の場合は定められておりまして、結局、派遣元責任者講習等を受講したことが必要であ

るとか、これについては要件足りるものが三つほど備わっております。既存の協同組合、

事業協同組合等もありますが、こういった労働者派遣法に基づく資格を有する者かどう

かというところが、既存の部分を利用してやるとすれば一つは課題になるだろうという

ことで、町としてそういう資産の部分と、あとは連携をしてどういったものをつくり上

げていくかというようなところを含めて関係する団体と協議をしていく、そういったと

ころの行政としてのあり方というのが、まずは必要であろうということになっておりま

す。 

 先ほど議員が御指摘になられた、きょう、新聞にこの協同組合設置準備加速というこ

とで、海士町あるいは雲南市の事例が載っておりました。そういったところについては、

もともとある制度を活用してというようなことで、やりやすい部分もあるよというよう

なところで、住民説明会なども今から計画をされておるようでございますが、私ども津

和野町としては、本来なら１０日の日に県の職員を呼んで勉強会を開くということで、

町として、町の職員がある程度この制度をきちっと認識した上で、今後のスケジュール

立てをしていこうという計画でございましたが、その辺がコロナの関係の感染症対策の

ところで流れてしまいましたので、まずはそういった制度、今からガイドラインもまた



出てきますが、それを受けた中で、町としてどういうことで進めるかという具体的な部

分については、今から協議をさせていただくというような形で考えております。 

○議長（沖田  守君）  御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  ガイドラインについては、先ほど御回答ございました

ように４月段階になる予定だということで、なかなかわかりづらいといいますか、まだ

具体的なものが見えないという状況にあろうかというふうに思っております。 

 ただ、この段階で一般質問させていただきましたのは、やはり農業関係においても、

今、将来を見通しても人手不足である、担い手不足であると。既存の法人、１３法人ご

ざいますが、こういったところだって、しばらくしますと、ほとんどが高齢化で担い手

になり得ない状況も予測されることでもございます。そういった中で、いち早くこうい

った取り組みについての行政の御対応、考え方について確認をしたいという思いでさせ

ていただいているところであります。 

 今、課長から、私のほうで、一般的に言えば事業協同組合の運営に資する出資金の造

成について、後ほど質問しようかなというふうなことで思っておりましたが、先に重要

なところを回答されましたので若干しづらいわけでございますが、またお尋ねすること

もあろうかと思います。 

 定住の状況を、先ほど質問をいたしました。特に効果の大きいのが、空き家情報バン

ク物件に入居された方について、かなり安定的に年々実績が上がっているということで

ございます。相当な方が入居されているなというふうなことで思ったところであります。

ＩＵターンそのものは、毎年、フェア等もしながら、十分な数にはならないにしても、

地道に町内へ入って来られる方もあろうかと思いますが、なかなかその方が定着という

のは難しい部分もあるのかなというふうに思ったところであります。空き家情報バンク

に入られた方、こういった方々、特に若い方については、今後のこういった──今申し

上げます事業の取り組みに、ぜひとも参加いただけるような体制づくりが必要ではなか

ろうかなと思ったところであります。 

 期限満了の地域おこし協力隊の皆様方もたくさんおられます。こういった中で、でき

れば任期満了後においても地域の担い手として、特にきょう申し上げておりますような、

かなり事務的にも、この事業協同組合を立ち上げても、それを運営するにはそれに値す

る手腕といいますか能力、そういった方が必要になってこようかと思っております。要

望される事業所、人材を派遣してほしいという事業所においても、その実態把握なり、

日々の営業活動といいますか、参画する人材とともに事業所の実態把握というものがか

なり重要になってこようかなというふうな思いをしておるものであります。 

 現在、当町におきましては、シルバー人材センターの役割は極めて重要な存在でござ

います。個人の方からの要請から始まって、業者からの依頼、また多くは役場の施策遂

行の上でなくてはならない存在として幅広く対応をしておられます。今回の事業協同組

合は、いわば若者向けの人材派遣会社であります。移住者や組合の職員を地域づくり人



材と位置づけ、雇用のための人材を登録し、地域内の各事業者の要請に応じて派遣とい

う形で、特に若年層が都市から地方へ移住しやすい受け皿をつくろうとするものであり

ます。人材と事業体の仲介役をする組織であろうというふうに思っております。 

 国、県、市町村の事業協同組合の運営費助成の割合についてお尋ねをいたします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  これは、あくまでもモデルケースというこ

とで、国が説明会のときに示したものを御紹介をさせていただいたらと思います。 

 派遣職員、この事業体では６名の派遣職員という想定の中で、派遣職員の人件費を３

００万ということで、ですから年間１,８００万の人件費がかかるということと、あと

事務局運営費として６００万という考え方、これの合計額が運営費２,４００万、年額

２,４００万ということになります。 

 派遣職員が６名で、その事業体を運営して、年間２,４００万運営費がかかるという

ことで、この２,４００万、どういうふうに負担するかということになります。 

 まず、この２,４００万のうちの半分の１,２００万、これは派遣をされるところ、派

遣先の利用料金、派遣をしていただいて利用料金をお支払いするということになります

が、２,４００万のうちの１,２００万は、この派遣を受けた側のほうが払うお金という

ことになります。あと残りの１,２００万、この金額については６００万を国が負担す

るということにしております。あと残りの６００万が市町村負担ということになりまし

て、実際はこのうちの２分の１を特別交付税措置されますので、町の負担としては３０

０万ということになりまして、全体２,４００万のうちの８分の１の金額は町が負担す

るというような負担割合になっているということでございます。 

○議長（沖田  守君）  御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  雇用された派遣先の事業者は、いわば賃金の半分を担

うといいますか、そういった形のようであります。 

 しかし、定住者を雇用し、これを永続的に長く雇い入れるということについては大き

な財源も必要であろうと、特に単年度的な対応だけでは済まないというものでございま

す。お金のこともさることながら、やはり多くの人材を登録し雇用すると、必要に応じ

て派遣するということになりますが、そういった中でやはり組織に課せられる役割とい

うものは大変大きいものがあろうというふうに推測をいたします。特に派遣した賃金に

ついては、当然責任を持って払っていかなくてはならない。また、社会保険等の対応も

当然出てこようというふうに思っております。そういったことの中で、たくさんの事業

協同組合ができ上がることは、なかなか難しい実態になっていくんではなかろうかなと

いうふうな思いもいたします。 

 当面、国のほうでは、２０年度において全国で約８０組合を設けたいというふうなこ

とで、本日の報道はされております。そのために国の事業費として約１９億円を見込む

というふうなことで載っておるものであります。国の施策というものが、いかにこの地



方の人材確保、人手不足に対応することが必要であるということを認識しての対応であ

ろうかというふうに思っております。今からまだまだ先のようにも思いますが、やはり

この事業協同組合を立ち上げると、やっていただく、これに対しては行政としても積極

的な関与が求められるものであろうかというふうに思います。今の段階からひとつ準備

をする必要があるということであります。 

 それから、県からの説明も一段階はあったというふうに回答をいただいておりますが、

このような取り組みをするに当たっても、やはり所管部署中心となって、行政として働

きかけをする部署は当然必要であろうというふうに思いますので、今の御回答ではどこ

そこに設けるというふうな回答ではなかったわけでありますが、関係するといいますか、

そういった課との連携を深めていくというものでございました。ぜひとも中心となる窓

口となり得る、また、事業申請等の対応も関与できるような部署というものの設置とい

うものは、今後どのようにされていくか、これについてお尋ねをいたします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  町長の答弁ということで、関係する課で連

携をしてということではありますが。まず、この総合戦略、人口減少対策としての総合

戦略というのが、今５年終わって、令和２年から第２期の総合戦略ということで、新し

い総合戦略を今策定をさせていただいたところであります。議会の皆様にも、２４日の

日に全員協議会のほうで報告をさせていただきますが、そういったところはつわの暮ら

し推進課が所管となって進めてまいりました。 

 この人口減少の関係の法律につきましても、まず最初に入ってきたところはつわの暮

らし推進課ということで、その取りまとめのとこでいいますと、つわの暮らし推進課が

基本の部分の窓口になっているということであります。 

 町長の答弁にありましたように、総務省が、県の説明会の後、広島のほうで中国地方

の各自治体を対象に説明会を行っております。県の説明会も、公布されて初めての説明

会が島根県ということで総務省のほうからお越しになられて、私ども、つわの暮らし推

進課のほうが出かけて行って説明を受けています。その後で庁議等踏まえて、商工観光

課と農林課のほうが行ったということで、この法律にもありますように町内での連携と

いうのはしっかりやっていくという中で、商工会あるいは観光協会、あるいは建設業協

会というようなところで、農業の団体もありますが、そういったところと町内体制を整

えながらやっていくということで、この法律を必ず生かしていこうという、そういった

部分のところは町として一生懸命やっていきたいということであります。 

 所管課については町長の答弁にありませんが、基本はつわの暮らし推進課ということ

であります。 

○議長（沖田  守君）  御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  事業協同組合の運営に資する出資金の造成といいます

か、先ほど１,０００万というふうな話もあるわけでございます。これについては派遣



先の事業所に理解いただいて造成だけで済むものか、また、町も出資団体の一つとして

なるのか、これについて、ちょっとお聞かせをお願いいたします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  労働者派遣法という、そういった法律に基

づいた認可申請事業主に関する財産的基礎ということで、法律上でも定められていると

ころであります。今、町長のほうで答弁をしていただいたところは、１０人以下である

中小企業事業主の財産的基礎、これが当分の間の措置ということになっております。こ

れが１,０００万以上であることという要件があるということでありまして、きのう電

話で県のほうと確認しましたところ、この当分の間の措置というところが、どうも、も

う終わっとるようなところがあります。改めて、その資産については２,０００万とい

う数字が、この認定基準の資料の中には明示をされております。島根県のほうで、きの

う電話して、最新情報でお聞きしたところですが、この２,０００万円というところの

部分については、これは県が──中小企業ということで事業協同組合の認可をするのは

県知事でございます。津和野町から出しても、認可は県知事ということになりますが、

ここの２,０００万にするかどうかというところが、県の段階でもまだ決まっていない

段階であります。 

 ただ、最初のほうの説明とか、いろいろ行政関係だけで説明を受けた中では、この出

資に関するところの大部分は、やはり市町村負担というところで考えられておりまして、

当然、事業協同組合の中で、派遣先になる団体も出資はしていただくことになります。

その額がどのぐらいなら適正なのかというようなところも含めて、まだこれは示されて

いないことであります。 

 ただ、労働者派遣法ではこういう金額がしっかり基準資産額としてないと、労働者派

遣法の、要は事業協同組合としては認定できないのではないかというところは示されて

いるところでありまして、ここから先のところは、額を含めていろんな情報を仕入れる、

あるいは津和野町内でそういう関係者と話をしたときにどのぐらいの負担を町がやっ

ていくかというところは、まだまだ検討課題ということになっております。 

○議長（沖田  守君）  御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  大きい造成額をせざるを得ないことで、派遣先の事業

所は大きなものを──何人も雇用するような状況になれば対応もあるかもしれません

が、なかなか難しいものだなというふうに思うものであります。 

 それから、きょうの新聞に載っておりますのが、島根県においても県事体では一般会

計予算に計上していない、今後の動きを見て補正等での対応になるんかなというふうな

思いをしとるとこでございますが、いち早く県内で飯南町や奥出雲町は住民説明会を始

めておるというふうな状況にあるようであります。住民説明会ですから一様にというこ

とになるのかもしれませんが、やはり人材を必要とする事業所なり、中心的に関与する

事業協同組合になり得る対象が中心での論議が必要であろうというふうに思っており



ますが、そのような住民説明会、今後どのような日程の中で施行までに取り組むのか、

その以後にもなるものか、実態把握も重要であろうというふうに思っておりますが、こ

れについての考えについてお聞きします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  今、御紹介があった奥出雲町等の住民説明

会、この段階でどういう住民に説明されるのかという、新聞紙上できょう報道されてい

ましたが、どんなことでやられるんかなというのが新聞を読んだときの感想でしたが、

活用方法に関する地方団体の意見というのを、国がこの法律を施行するに当たって聞い

ておられます。 

 その中では、例えば事業協同組合に雇用される労働者の方が派遣をされる、その派遣

は１００％、同じ事業所には勤務できないことになっております。したがいまして、１

人の人が、まず４月は農業、５月から１０月は飲食業、１１月から３月は酒造業という

ような形の中で、要は海士町が今やっておられますマルチワークというような、１人の

人が１年間で同じ事業所に勤めなくて、それぞれ種類がある中で事業を行うと。今回そ

ういった活用の方法として今挙げられているのが、農業、飲食業、酒造業、それから宿

泊業、商工会、それから林業、地域商社、介護、ケアマネ、それから建設業、あと水産

業もありますが、あと社会福祉協議会というのも名前として出ておりました。この事業

協同組合をつくって、どういうその地域課題、人材を派遣するかというところのその基

礎になる部分を、対象をどういうふうに定めていくかというところが、要は、住民説明

会はその地域の住民の方々でありますので、その中でどれだけの意見集約ができるかと

いうようなことになろうかと思います。私どもは、先に、まずは職員の間でこの情報を

共有する。その情報を共有した後に、誰が対象でそういう議論をしていくのかというの

を、スケジュール立てということでいえば、そういうのを進めるときには、そういうふ

うなスケジュールでいきたい。役場職員が、まずは情報を共有する。課題を認識して、

誰が対象で、こういう事業を進めていくかという課題の絞り込みというのをやっていく

という中でいいますと、ちょっと考えると、住民説明会というよりも、商工会や観光協

会、建設業というような方の団体の御意見という部分と、あとはまちづくり委員会とい

う組織があります。ここも、地域課題というのを抱えられておられます。農業団体もあ

りますが、そういったところで、まずは絞り込んだ中で、住民説明会というよりは説明

をして、意見交換をさせていただくような取り組みを、まずは進めるべきではないかと

いうふうには考えているところであります。 

○議長（沖田  守君）  御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  当町に定住をされる方、この方が長く居続けるために

は、ある程度所属も維持できなくてはならない。また、それを地域としては期待する。

このような形の中で、この組織づくりというものの必要性が求められるんではなかろう



かなと思っております。このことについて、最後に、事業協同組合の設置について、ま

た、町長、どのようにお考えであるかお聞きしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  これまで、国のほうにおかれましては、過疎対策ということ

で過疎法も何度も延長しながら、このいわゆる人口減少という地方が抱える問題につい

て、さまざまな施策を講じてこられたわけでございます。 

 しかしながら、それだけでは、この人口減少という流れがなかなか変わるまで至って

いない。そういう中で、過疎法の新しい法律についても議論はされておりますけれども、

それと同時に、過去の長年の人口減少の積み重ねの中で、本当に限界集落から、さらに

は、消滅集落までになろうとしているのが現実としてふえてきているところから、さら

に一歩進んだこういう法律と施策が必要だという中で、このたびの法律が施行されたと

いうふうに理解をしているところでございます。そういう意味では、より一歩踏み込ん

だ施策を講じていただけているということで、我々としては、その法律そのものについ

ては、歓迎をしているわけであります。 

 ただ、実際それを具現化していく、そういう過程においては、きょうも御手洗議員か

ら御指摘、御質問をいただいて、やりとりをする中でもおわかりになられたかと思いま

すが、いろんな現実的な課題があるということでありまして、それを慎重に、これから

一つ一つ課題を解決をして、実現をしていく必要があるというふうに考えているところ

であります。 

 特に今回、この労働者派遣法という法律が絡んでくるということでありますとか、そ

れから仕事づくり、それから賃金体系、それからいわゆる、何でもやっていただけるよ

うなそういう社員を抱えていくわけでありますから、そうした方々をどう確保して、そ

して管理をしていくのかということ等々で、非常に難しい問題が組織づくりとしてある

というふうに思っております。町もそこは、主体的に支援をしていくわけでありますけ

れども、最終的には、その組織のマネージャーになるような方々、そういうものも人材

として大切だというところもありますので、そうしたところを、今後もしっかり慎重に

取り組んでいきたいというふうに思っているところでありまして、私の今の考えとして

は、既存の組織にお願いをするようなことじゃなくて、そういうマネージャーも含めた

中で、組織をある程度支援もしながら、信頼感を持ってお任せできる、そういう法律に

たけた方とか、いろんな管理運営ができる方がおられる組織というものをつくって、任

していくということをやっていくことが第１であろうと、それをまず基本に考えていか

なければならないであろうというふうに思っているところであります。 

 そうした中で、今の我々の津和野町の、この人口減少の状況を踏まえますと、早く組

織をつくっていきたいという思いはございますけれども、一方で、いの一番になる必要

もないというふうに思っておりますので。島根県内の自治体は、割とやる気を持ってお

られますから、そういう自治体の動きも参考にしながら、また、津和野町の特色に合っ



たそういう組織づくりを、慎重にかつ急いで取り組んでいきたいと思っているところで

あります。その主体になるのは、つわの暮らし推進課を中心にやっていくと、そして、

関係課が連携を組んでやっていくということで考えております。 

○議長（沖田  守君）  御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  いずれにいたしましても、人口減少ということで、都

会地からこの津和野町に来られる方をふやし、それを生かす方策というのは必要であろ

うというふうに思っております。この事業協同組合がそれに成り得るかどうかは別にし

て、そういった、せっかく国のほうでこのような法律ができ、６月から施行されるとい

う段階にあるわけでありますので、当町も積極的な取り組み、準備をして、この設立に

向けてひとつ、それが成されるように御努力をいただきたいというふうに思います。 

 次に、買い物支援対策等についてであります。 

 当町とシャープ株式会社は、共同で高齢者の見守り、買い物や健康的な食生活のサポ

ートを行う実証実験を経て、今日に至っております。現状を把握し、今後の展望につい

てお尋ねをいたします。 

 一つ、今年度の実績と課題は。 

 二つ目に、町内の公民館単位での地域においては、食料品等を販売する商店が全くな

い。もしくは、１店舗のみといったところも出てきております。将来的に買い物難民が

増加する可能性も大であります。 

 今までの町単独での対応でなく、益田圏域の他事業所、例えばＪＡ等からの支援・協

力を仰ぎ、福祉部門における地域貢献で連携し、展開する等の考えはございますか。 

 お尋ねいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、買い物支援対策等についてお答えをさせていただ

きます。 

 まず、３月１日現在の高齢者の見守り及び買い物支援サービスの加入件数でございま

すが、見守りが５件、買い物２７件、うち２件は両方加入となっており、買い物支援サ

ービスの今年度における参加商店は１８商店で、生鮮食品以外に生菓子やお茶、医薬品、

ギフト、時計、生花、生活用品、印鑑、仏具、雑誌など約１,０００品目の商品を取り

扱っております。 

 配達日は、津和野地区が火曜日、日原地区が木曜日の週１回ずつとなっており、平成

３０年度、１１月から３月分の購入金額は、津和野地区が２４万２,２９５円、日原地

区が１３万７,０１２円、平成３１年度４月から２月分の購入金額は、津和野地区が５

３万４,６２５円、日原地区が４６万８,２０７円の合計１３８万２,１３９円となって

おります。 

 今年度において、民生委員の定例会や社会福祉協議会の地域別会合等に参加し、見守

り・買い物支援サービスについて説明をする中で、配達の回数をふやしてほしい、お酒



やたばこを販売してほしい、自分の目で見て買いたいなどといった御意見もいただいた

ところであります。 

 今後の課題として、利用者拡大に向けた周知活動とニーズの把握に努め、より有効性

の高い制度になるよう見直しを図ってまいりたいと考えます。 

 次に、本町では、平成２４年度より、住民と行政の協働指針に基づき、公民館区域の

地域住民により構成されたまちづくり委員会において、それぞれの地域の課題解決に向

けて、事業実施に係る必要経費を助成する地域提案型助成事業の制度を活用し取り組ま

れております。 

 買い物支援対策としまして、木部地区まちづくり委員会では、問屋からの商品の集配

がなくなった木部地区内唯一の商店に対し、商品の仕入れをサポートする取り組みを平

成２５年度より実施されており、地域の高齢者の方々等の買い物不便者の解消を図って

おられます。 

 また、青原地域まちづくり委員会では、外出の機会が少なくなった高齢者の方々を対

象に、買い物ツアーを平成２４から２６年度に実施し、平成２７年度に買い物難民解消

に向けた先進地視察（雲南市掛合町波多地区）やアンケート調査を実施され、地域での

買い物支援対策について研究されております。 

 議員御指摘のとおり、少子高齢化が進みますと、買い物不便者が増加する可能性は大

きくなり、町単独での対応だけでなく、圏域の他事業所との連携による買い物支援対策

等について、展開していく必要性も高まると思われます。 

 今後につきましては、令和２年６月に施行されます「地域人口の急減に対処するため

の特定地域づくり事業の推進に関する法律」による特定地域づくり事業協同組合の活用

も含め、検討してまいりたいと考えます。 

○議長（沖田  守君）  御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  それでは、再質問をいたしますが、実績を出していた

だいております３１年度、昨年１年間を通じて２７件の買い物、実績としては、何年も

やってきて物足りないなというのが、皆さんの感想ではなかろうかなというふうに思っ

ております。これを踏まえて、次年度からの対応といいますか、課題解決に向けたもの

がどのようにあるのかなと、これについてお聞きします。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  週１回ずつの配達というようなこともあり

まして、なかなか件数は、先ほど町長が申し上げましたとおり、買い物でいうと２７件

というような件数になっております。民生委員会あるいは社会福祉協議会等のお話でも、

毎日の配達ができないかというようなところがありまして、私どもとしては、買い物支

援に対するニーズの調査を、改めて令和２年度に行っていきたいと、４人体制の中で、

今、行っております。これについては、令和２年も４人体制を堅持する中で行うという

ことにしております。 



 議員が御指摘になられたような他事業者との連携、そういった部分も含めてこのニー

ズにどういうふうに応えられるか、このニーズをきちっと踏まえて、今後については、

買い物支援のほうの対策を打っていきたいというふうに考えております。 

○議長（沖田  守君）  御手洗君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  先ほども申し上げましたが、もう山間部における地域

では商店がなくなってきている。それはなぜかというと、当然、高齢化によっての対応

ができないという部分と、卸から仕入れができないと、卸が持ってきてくれない、この

ような実態にもあるわけであります。そういったことも踏まえて今の支援センターがあ

りますので、そういったところへの対応も考える必要もあるのではなかろうかなという

点と、今の実態が推移すれば、住民の本当の課題解決になっているかどうかということ

も言われるというふうに思いますので、移動販売についての考え方についてお聞きしま

す。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  移動販売、今、私どもが把握しているとこ

ろで言いますと、金曜日、土曜日に集落を今、回られている業者の方がお１人おられま

す。移動販売のほうで中味を聞いてみますと、１日の売り上げというのが１０万円ぐら

いはないと、これは商売として成り立たんのだというところで私どもお聞きしておりま

す。買い物支援のところでいいますと、そういった民間事業者でやられれば、基本はそ

ういうことで解決になるわけですが、そういった１０万円の売り上げというのは、中山

間回ってなかなか売り上げにならない。６万円、７万円ぐらいの世界だということで聞

いておりますので、そういったところも含めて、民間と共同して行政のほうがどのぐら

いの支援をしていけばいいのか、買い物というのは、見て買うほうが住民の方にとって

もそっちのほうがいいというところも私どももわかっておりますが、そういった部分の

民間活用というところでいいますと、中山間地では利益が上がらない状況というのが、

今、続いていると、そこの辺をどうサポートするかというところが、今、課題として私

どもも、移動販売についていえば捉えているところであります。 

○議長（沖田  守君）  御手洗君。時間がまいりました。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  終わりたいというふうに思いますが、先ほどのＪＡの

主力座談会なり、いろいろ日原の地区本部長と面会する場面もございました。そういっ

た中で、以前も実際に、我々もＪＡの理事として、近隣のＪＡに移動販売等への実態に

ついて調査したこともありました。訪問したこともあるわけでありますが、福祉事業の

一環として、ＪＡは年間３００万程度の、１台当たり中山間への対応として助成してい

ると、そういった助成しとるといいますか、もう、損は覚悟で、福祉であるから取り組

もうというふうな動きも実際にあっております。具体的には、あぶらんど萩というふう

な農協があるわけでありますが、そういったところ。それから、ＪＡ自体も今からこう

いった対応について、本格的に検討しようという段階にも入っておるように聞いており



ますので、また、折があればそういったところとの連携も深められますように、ひとつ

お願い申し上げて質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上、７番、御手洗剛君の質問を終わり、ここで２時１５分

まで休憩とします。 

午後２時 09分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時 14分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 発言順序５、３番、川田剛君。 

○議員（３番 川田  剛君）  議席番号３番、川田剛であります。通告に従いまして

質問をさせていただきます。 

 まず、保育園民営化であります。 

 津和野町立保育園の民営化について、今後、具体的にどのように実施していくのか、

進捗状況と今後の見通しについてお尋ねをいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、３番、川田議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 保育園民営化についてでございます。 

 町立保育園の民営化につきましては、平成２８年度から木部さとやま保育園、直地保

育園を既に実施し、令和２年度から日原保育園を実施することとしております。 

 これまでの経過につきましては、平成２３年３月に津和野町の町立保育所あり方検討

委員会からの「保育施設を今までどおり全て継続することは少し困難であり、サービス

向上のため統廃合はやむを得ない」と提言を受け、平成２４年４月に津和野町立保育所・

児童館整備ガイドラインを策定し、利用児童数がおおむね１５名以下の保育所、児童館

については統廃合を検討することとしました。 

 平成２４年１０月には、このガイドラインに基づき、「津和野町保育園・児童館統合

計画」を策定し、平成２６年度から平成２７年度において、津和野地域の４地域を２施

設に、平成２８年度から平成３３年度において、津和野地域の２施設をおおむね１施設

に、日原地域の２施設をおおむね１施設にという計画を立てました。 

 町としては、この計画により、平成２６年２月から、津和野地域の存続園を畑迫保育

園と幼花園とし、残り２園の統廃合についての説明会を地域や保護者に行いましたが、

廃園についての御理解は得られず、社会福祉法人を設立しての民営化による運営存続を

してきたところであります。 

 その後、平成２７年度からはＮＰＯ法人さぶみのが運営します「山のこども園うしの

しっぽ」が開所され、また来年度からは日原保育園も民営化するなど、現在においては



計画の内容自体が変わってしまったため、再度検討を重ね、今後の津和野町の方針を示

していかなければならないと考えているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  この保育園の統廃合につきましては、２４年、それ以

前からずっと少子高齢化の中で津和野町の保育園児が少なくなってきて、いろいろ検討

がなされてきたわけでありますが、地域との話し合いですとか、いろいろな努力もあり

まして、まだ、当時の保育園は統合することなく現在に至っておりますし、また新たな

保育園が誕生するなど、今後もいろいろ状況変わっていくんだろうと思うんですけれど

も、来年度より、日原保育園が民営化になるということでありますけれども、まず確認

させていただきたいんですが、この日原保育園の民営化に至った理由、何を目的に、何

のために日原保育園を民営化にするのかをお尋ねいたします。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  日原保育園の民営化につきましては、もともとは保

育士が不足している状況でして、正職員をふやせない。そういう中で、正職員はふやせ

ないけれども保育士──いわゆる嘱託さん、パートさんの保育士が非常に町としても欲

しかったところですが、募集をしても来ないというとこで、なかなか運営が厳しくなっ

てきたというところで、民営化して正職員で働いていただける方々を多く募集できる民

間の保育園にして運営をしてはどうかというところから始まったところの話になって

おります。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  この津和野の中心地、日原の中心地にある保育園がな

くなると、やはり保育に欠ける保護者にとっては大変不安になっていくと。そういった

部分からして、存続というのは大前提として行っていかなければいけないことだと思う

んですけども、一方で、この保育のあり方といいますか、保育の方針、町立保育園から、

今度はつわの清流会さんのほうに委託されるわけなんですけども、おおむねそんなに保

育の方針というのは変わることはないと思うんですけれども、例えば０歳からのひとづ

くり事業ですとか、津和野町が今、こういった大人に育てていきたいと、そういった施

策があるわけなんですが、その兼ね合いというのはどのようになっておりますでしょう

か。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  今、議員おっしゃられたように、民営化しても、当

面の間、例えば今回の日原保育園につきましても、これまで行ってきました木部の保育

園、それから直地の保育園にしましても、当面の間、それまで行ってきた事業内容、そ

れから運営方針、あとは職員の人数でありますとか、そういうものについては基本的に

は引き継いでいくと。 



 なぜかといいますと、そこが一番民営化した場合の保護者の不安な点でありまして、

例えば職員ががらっと変わる、保育内容ががらっと変わる、例えば時間ががらっと変わ

る、行事ががらっと変わる、こういうところが一番不安なところになるというところは

聞いております。 

 その辺については、当面の間──当面の間というのは、じゃあ何年かということにも

なりますけれども──当面の間はこれまでやってきたものを引き継ぎながら、徐々に新

しい保育園の考え方、運営方針に沿ってやっていくということになっております。 

 それから、今御質問ありましたように、町のほうで、教育委員会のほうで進めており

ますゼロ歳児からの事業につきましても、同じような考えの中で、そのまま引き継いで

やっていくということになります。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  それと、現時点では、来年度からは日原保育園もとい

うことなんですが、残る青原保育園、畑迫保育園、この保育園については今後どのよう

にされていくか、現時点でわかっている範囲内でお聞かせださい。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  町長の答弁にも、最後のところであったと思います。

当初は津和野町の町立保育所あり方検討委員会からの提言を受けましてガイドライン

をつくりまして、統廃合の計画を町としては策定をしました。その中では、平成３３年

度、あと２年の間には、当初の予定では津和野地域に一つ、日原地域に一つという、こ

のときの想定につきましては津和野地域は幼花園、日原地域は中心部にあります日原保

育園、これを残して、残りは全て統廃合するという考えでありましたが、今その計画の

内容自体が全て変わってしまっていますんで、これについては、先ほどの答弁もありま

したが、今後、津和野町としての方針を新たに考えていかなければならないというとこ

ろでありますんで、現在のところ、直地保育園、青原保育園につきましての統廃合の計

画──済みません、青原保育園と畑迫保育園、公立の保育園につきましての統廃合、も

しくは民営化というのは今のところは、まだ計画も何もないので、考えていないという

状況です。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  この民営化というのは大変難しい話だと思いますし、

そう簡単にはいかないというのは重々承知しているところでありますが、第一歩として

木部、直地が民営化され、この中心地にある日原保育園が民営化されていくと。 

 一つに、僕が期待したいところというのが、民営化による自由競争といいますか、さ

まざまな魅力化が図れるんではないかと。民営化が全ていいとは私も思いませんけれど

も、しかしながら、これまで町立・公立保育園で、どの保育園に行っても同じ質の保育

が受けられる、これも一つの魅力ではありますけれども、やはり民営化による魅力化と

いうのも十分考えられると思います。ですので、急激な変化をするというのは、職員の



方はもちろんついていかれないと思いますし、当然、預けられている保護者、園児にと

っても非常につらいことになると思いますので、急激な変化は求めませんけれども、時

間の流れによって、その時々によった社会情勢によって、いろいろチャレンジしていく

ことも必要ではないかなと思っております。 

 そしてまた、この保育園というのは、当然校区といいますか、通う場所が決まってい

ませんので、魅力ある保育園が園児がふえていくという、そういった懸念材料も一つは

らんでおります。近隣の自治体では、人気のある保育園に園児が偏ってしまうという状

況も耳にしておりますし、では、それがだめかというと、それはまた自由競争の中で努

力のたまものだというふうに思っております。 

 そこで、この津和野町の──現在、全てが民営化されているわけではないんですけれ

ども──民営化をしていくに当たって、現在、つわの清流会さんが日原保育園を委託先

としておりますけれども、今後、民営化によるその魅力化を考えたときに、さまざまな

法人が保育事業に取り組んでおられると思います。 

 例えば児童クラブを運営しておられますシダックスさんも保育事業を営んでおられ

ます。そういったところで、保育の魅力についてどこに線引きを引くかというのが、公

募の範囲ということになってくるんだと思うんで、今後、その公募の範囲──当然、青

原保育園、畑迫保育園を民営化にしなくとも、委託の期間というのがあると思います。

更新の際ですとか、そういった際の公募の範囲はどのあたりに設定されているのかお尋

ねいたします。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  今回の日原保育園の民営化に関しましても公募をい

たしたところであります。これにつきましての条件が、町内で保育所を運営しておられ

ます法人ということに枠をかけました。 

 と、いいますのは、町内にもう既に、先ほど議員おっしゃられましたように、つわの

清流会、それからあと、うしのしっぽを運営しておられますＮＰＯ法人さぶみの、それ

から幼花園を運営しております法人、この三つがあるわけです。あえてこれ以外の、町

外から民間法人を受け入れるということをしなくても、まずはこれだけ、町内にも三つ、

それからあと公立の保育園という４形態のものでやっているところでありますんで、民

営化をするんであれば、まずは町内の保育所さんの基盤の安定にもかかわりますので、

そこの枠をかけてやっていると。 

 今後も、万が一、青原と畑迫等が民営化ということになったときの公募の条件として

は、まずはそこから入っていく。現在、町内で行っている法人ができないというところ

がありましたら、例えば介護を行っている社会福祉法人もあるわけでして、そういうと

ころにもお声がけをしてみるとか、そういうふうな形で、できるだけ町内で完結できる

ような形のほうがいいかなということで、町としては考えています。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 



○議員（３番 川田  剛君）  現時点では、そういう考え方ということで安心するわ

けなんですけども、しかしながら少子化とか地域の情勢、社会情勢等さまざまな変化に

よって保育園の存続といいますか、そういった部分も出てくるのかなと。一方で急激に

ふえてる園も出てくるかもしれませんし。結局、僕は何が言いたいかといいますと、津

和野町としてどういった園児を育てるか、どういった大人にしていくかという部分だと

思います。 

 ですので、以前の計画というのは、もう白紙といいますか、統廃合計画というのはな

くなったようなもんだと思いますので、今後、津和野町の保育園の計画──当然、人員

のことですとか、給与の面ですとか、そういった部分もあると思いますけれども、その

中に一つ、０歳からのひとづくり事業というのをつくっておりますので、津和野町人材

としてこういう人材を育てたいんだというのも加味して計画を練っていただければと

思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  園児を、どういった人材を育てるかという大きな話

としてはできるんですが、具体的に言いますと、それぞれが、こういう子供を育てたい

というところが各保育園の運営方針の中には必ず入ってきますので、どこまでそこに突

っ込んで町としての意見を言うかというところにはなってこようかと思います。全体的

には、今の０歳からのひとづくり事業であったり、例えば子ども・子育て推進計画の中

に、津和野町の子供についてはこういう子供になってほしいというようなことも出てく

るかと思いますんで、そういうところで総枠的な話としては出していくということにな

ります。 

 保育園につきましては、先ほど議員、何回もおっしゃられますように自由競争という

言い方もちょっとあれですけれども、いわゆる効果がありませんので、益田の保育所に

行ってもいいわけですし、益田の方が町内の保育所に来てもいいわけでありますんで、

町内の人口が減ることによって各保育園の子供の数というのは必ず減ってくるわけで

すが、それをいかに、外部からも取り入れることを考えながら、私は最初、この仕事に

──この仕事といいますか、保育園にかかわったときには統廃合からかかわりましたが、

今となっては、はっきり言って、各小さい園にもそれぞれ特色があって、本当地域と根

差したような保育を行っておる保育園ばかりですんで、全部に残ってほしい。そのため

には各保育園いろんな特色を出しながら、町外からでも津和野町内の保育園に行きたい

という方が多くあらわれるような保育園にしていくことによって、現在ある七つの保育

園を、できたら全て残して──形はどうであれ、残していければなというのは、すごく

思うところであります。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  全く同意見でございますので、今後とも努力を積み重

ねていただければと思います。 



 では、次の質問に入らせていただきます。 

 給食についてであります。 

 給食センターの建設事業を計画されておられます。以前の計画では、給食センターと

学習支援センターを併設し、津和野高校にも給食の提供する考えでお聞きしておりまし

た。そこで、このたび計画されている給食センターの場所と規模、運営方法、給食を提

供する施設はどこか、津和野町の給食に関する所見をお伺いしたいです。 

 そして、去る１２月定例会の同僚議員の一般質問の中で、木部さとやま保育園の移転

新築についての一般質問で、給食室を設けないとの答弁がございました。先ほどの質問

でもありましたように、保育園は学校のような区域がなく、地域の児童数がそのまま通

園児になるわけではありません。園によっては、地域の児童数より多くの園児を抱える

こともできれば、またその逆もあります。 

 木部さとやま保育園の魅力は、同僚議員も述べましたように地域とのかかわりの強さ、

菜園場の保有、地域の方々からの食材の提供があります。今後は日原保育園からの給食

の配送、また、畑迫保育園からの配送も考えていると聞いております。配食を実施する

ことにつきましては運営者の経営判断でありますので、給食を他の保育園から配送する

ことは当然尊重するものであります。 

 しかし、園児数の増加の可能性など将来性を見据え、町の施設として建設するのであ

れば、給食室を設けておくべきではないかと思います。 

 保育園給食のあり方について、所見をお伺いいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、給食についてお答えをさせていただきます。 

 以前の計画では、給食センターと学習支援センターを併設し、津和野高校にも給食を

提供する考えでありましたが、このたび計画している給食センターにつきましては、学

習支援センターの併設や津和野高校への給食の提供は計画に含んでおりません。 

 現在、給食センター整備基本計画策定業務を委託しているところですが、場所につき

ましては複数の候補地を示し、業者において条件整理の上、客観的な視点で適地選定を

行っているところです。 

 規模につきましては、７００食程度の調理可能な規模と考えております。運営方法に

つきましては、直営での運営を考えております。 

 また、給食の提供施設につきましては、現在、町内の小中学校を考えておりますが、

将来的には保育園等への提供の可能性もあると考えております。 

 令和２年度に改築予定の木部さとやま保育園につきましては、運営法人である社会福

祉法人つわの清流会との協議により、新築後は直地保育園と同様に調理師は置かず、日

原保育園、または畑迫保育園から給食を配送することにより人件費を抑制し、法人の経

営基盤を安定させたいという考えがあるということで、給食調理室を設けず、配膳室の

みを設置することとしております。 



 この件については、保護者会とも、昨年１１月とことし３月に入って２度の協議を行

ったところであり、先般、３月９日付で保護者会長より、全員一致で調理師の配置は必

要ないとのことで意見の統一ができたとの報告書をいただいたところです。 

 なお、その中に、アレルギー食の対応と、地元から食材をいただいた場合や、イベン

ト等で調理ができる程度の設備の設置を求められましたので、このことには対応したい

と考えております。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  再質問をさせていただきます。 

 まず、この給食センターの考え方として、高校の給食の提供は行わないけれども、保

育園等の提供の可能性もあるということで、先般、予算委員会のほうでも話はさせても

らったわけなんですけれども、このセンター給食の保育園の提供が可能になる場合とい

うのは、どういった条件をクリアした場合に可能になるんでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  まだ、その細かい想定はしておりませんので、どういった

ものというのは細かいお返事はできないかというふうには思いますが、まず条件的に、

予算委員会のところでも若干触れましたけれども、職員体制が町の雇用の職員と、いわ

ゆる県費負担の栄養士さん、給食センターの職員として県費負担の栄養士さんがおられ

ます。そこの辺の業務が、いわゆる民間の保育園であったり町立の保育園であったりに、

仮に給食を提供しようということになると、そこの辺の仕事の負担割合で、そういった

業務ができるのかどうかというのは、まず根本的なところで県のほうと話をしていかな

いといけないかなというふうに思っております。 

 それから、調理の、今の方法でございますけれども、現在は学校単位である程度ロッ

ドを決めて調理を進めております。ということになると、小学校、中学校、それぞれ６

校ございますので、それ以外の施設に、もし調理をするということになると、そこの時

間帯が、そこで組められるかどうか、そしてさらに保育園も１カ所だけでなくて何カ所

もあるとすれば、その保育園ごとのロッドで調理ができるかどうか、そういった作業工

程は組んでいかないといけないというふうに思います。 

 それから、さらに調理器具であるとか、給食が終わって食器の片づけをする、そうい

った整理をする食器の収納保管庫であるとか、そういったものをそれぞれある程度衛生

管理をしながら保管をしていかないといけない。そういったものの設置場所であるとか、

機械の導入であるとか、それではその導入は誰がどういう形でやっていくのか、そうい

う施設面の検討が必要になると思います。 

 さらに、実際にそれが全てクリアできたとして、調理を開始するときには配食をしな

いといけませんので、配食をするために、当然給食を１カ所で運ぶわけでございますか

ら、町内全体にどういう形でルートを決めたら効率的に配食ができるのか、そういった

ルートの決め方と調理の順番とかみ合わせた中で、そういった計画をしていくと。その



ために、それでは何台の配送車が要るのか、どれだけの配送車に対する職員配置が必要

になるのか。 

 それから、受け入れ先の施設につきましても、現在、学校などは食器を入れる箱と言

いますか、キャスターがついた分に入れて、収納庫でそれごと運んでいって、ある程度

運び込むような形をやっております。小さいところはある程度運べるかもしれませんけ

れども、そういった施設が必要な園があるとすれば、車を横づけをしてキャスターがつ

いたものをどういうふうに給食の場所に運べるような、そういった施設が園のほうにあ

るのかどうかとか、そういった多岐にわたるところを整理していかないと無理かなとい

うふうに、今ざっと考えただけでも、それぐらいのものはございますので。 

 さらに言うと、先ほどのアレルギー食であるとかそういったものも、今は懇切丁寧に、

一人一人に対応するアレルギー食をつくっておりますが、それがさらに保育園、あるい

は高校にそういう食が広がったときにどこまでの対応ができるのか、全てにおいて新し

い部分については、そういったものを１個１個検討して、潰していって、可能性を探っ

ていうような形が必要になってくるというふうに思っております。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  やはり、一つの施設にふやしたから一つのラインがふ

えるわけでは、さまざまなラインがふえていくということで、不可能ではないにしても、

可能性としては難しい、まずは小中学校を基準としてやっていくんだろうというふうに

推察いたします。 

 今後、検討委員会などと場所等は選定されていくんだろうと思うんですけども、これ

も、自炊方式、センター方式という言い方ではわかりづらいといいますか、各学校でつ

くるのか、１カ所センターでつくるのか、そういった議論ではなくて、僕はあえて、旧

町単位──現在の共同調理場と給食センターの、旧町単位の２カ所のこの給食センター

を、どうしても維持してもらいたいというのがあります。 

 やはり、先ほど申しました配食の部分です。やはりどちらかが遠くなる、どれだけ調

理器具が進歩しようと、やはり距離というのは縮まることはできないと思いますし、一

つは雪が降るる時期ですとか、もちろん車の配車のことですとか、そういった部分もあ

ると思います。やはり、食育の観点からしても、近くにそういったものがある、調理場

があるということが重要じゃないかなというふうに思っております。 

 また、もしもの際、問題が起こった際、異物混入があった際ですとか、その給食調理

場を停止した際に、稼働しなかった場合、どのようにしていくのか、アレルギー対応が

できることがあるのかとか、そういった部分も必要ではないかと思いますけれども、こ

の旧町、二つの共同調理場の設置、これについては、僕はまだ検討の余地があるのでは

ないかと思っておりますが、所見をお伺いいたします。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 



○教育長（世良 清美君）  確かに可能性はゼロではないとは思いますが、なかなか非

常に難しい点が、先ほど寺戸議員さんの御質問にも若干触れておりますけれども、今の

２施設というのがとにかく老朽化で、あすをも知れぬという表現がどうかわかりません

が、本当に現場としては毎日毎日が勝負のような形で調理をしております。本当、あの

施設の中で、異物混入も含めて、事故が起きていないのが不思議なぐらい、どれだけ細

かくチェックをしながらやっているかということがわかるかなというふうに思ってお

ります。 

 あの施設を、現在の基準に合わせる改修をするということになると、まず、広さが、

圧倒的にどちらも足らないというふうに思いました。そうすると、どっちにしろどっか

新しい施設をつくらないとやれないということになると、それぞれの今ある学校の敷地

で考えてみたところでは、なかなかそこの敷地が確保できるエリアがない。で、中学校

につきましては、今現在、計画の中にも入っておりますがプールがありますので、あそ

こを取っ払ってやれば、何とかつくれるかなというふうな思いはありますので、それは

一つの候補地にはなっておるわけでありますけれども、日原小学校についてはなかなか、

それが難しいかなというふうに思います。 

 それから、もう一方、小学校は諦めて、日原中学校という手もあるわけでもあります

けども、あの施設も、現状の施設の規模からするとちょっと厳しいスペースです。です

ので、実際合併した後のころは２カ所で、日原地域もつくっておったわけでありますが、

職員の体制であるとか、効率等費用の面も含めて考慮した中で１カ所にしようというと

ころで、１カ所にできるのが日原小学校だったわけです。施設的には日原中学校のほう

が新しい建物ですので、そういった面でいくと、あっちへ行っても不思議がなかったわ

けですけれども、あちらの施設は若干狭いということもあって、あそこでの稼働は難し

いということで、今の日原小学校へ動いたという経緯もございます。 

 そういう中でいくと、日原中学校に仮につくるにしても、どこかに新しい形でつくっ

ていかないといけない。そういうことになると新しい施設を二つつくらないといけない

という、そういった、非常に予算的にも──今１カ所でつくる予算の少なくとも１.５

倍は想像しただけでもかかると思いますので、そういう形で２カ所つくった上に、一番

の課題は職員体制でありまして、１人欠けるだけで大変な労働ワークになるわけです。

しかも、それが長期間の休みとかになりますと、産休であったり病休で、ある程度の期

間休まないといけないということになると、それの応援態勢というのが、なかなか募集

をしてもおりません。従来から、何とか片方が元気なほうがおられるので応援のし合い

こで、今も現状では、日原の調理場が１人欠員になったので、津和野の調理場から１人

回して運営をしとるような形になっております。ですので、津和野の調理場はパートを

つないで、あとは職員が時間外を、早く出勤をしてというような形で何とかかんとかつ

ないで、この３学期まで来たわけでありますけれども、そういうのを、ここ１０年ぐら

いは毎年のように繰り返しながら運営を続けてきております。 



 その上に、施設が双方老朽化をしとるということで、今回こうしてようやく給食セン

ターの設置に向けて動きができたというような状況でもありまして、最大の要因は職員

体制の確保が、分ければ分けるほど難しくなるというところが大きな要因になっており

ますので、２カ所にする、あるいは各校につくるというのは、現実的な面からいっても

難しいのかなというような思いでおります。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  よくわかりました。わかりましたと言いますか、納得

したわけじゃないんですけれども、そういった理由があるんだなという現状把握という

ことなんですが。 

 例えば、民間委託というやり方もあると思います。一つは大企業に委託するやり方も

あるんでしょうけれども、益田市の美都町、美都中学校のほうでは、民間委託といって

も地域の方々に委託をしているというようなやり方もあると思います。そういった地域

に委託するですとか、大規模な会社に委託するのは別に悪だとは思いませんけれども、

民間委託という考え方というのはあるんでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  民間委託につきましては、やっぱり賛否両論ございます。

我々もセンターの構想ができたときに何カ所か施設を見せていただきに行ってており

ますけれども、直営でやっておって、民間委託に、これができたら変えるという、新し

い施設ができると同時に変えたところもございますし、やっぱり直営でというところも

当然ございます。それは、やっぱりそれぞれにメリット・デメリットがあって、それぞ

れの町の運営の中でどこを重点にしてやっていくかというところで選択をされたんだ

ろうなというふうに思って、視察は帰ったところでありますけれども。 

 民間委託にされたところは、どちらかというと都会地に近い──我々も小さなセンタ

ーですので、大規模なセンター見に行っても余り参考になりませんので、それなりにこ

じんまりとしたセンターを見に行ってはおるんですが、そうはいって、民間委託をした

ようなところは、大体が福岡の都心から１時間とか、ある程度自由のきくような場所で

ございまして、そういったところは民間委託の傾向が強いなと。それから、ちょっと山

の中というか村部のほうへ行きますと、直営の感じが多いなというようなイメージは受

けております。それは、やっぱり地元食材をしっかり使って、地元の味を提供するとい

うのは自分たちの責任だというような感じで直営をやっとる方のほうが多いのかなと

いうふうに思っておりますが。 

 何といっても安全が、この給食というのは、今はもう最大のポイントになっておりま

して、異物混入であるとか衛生管理とかいうのは、直営で今、我々がやっている中では、

ある程度指示も行き届きますし、いわゆる収益を優先するという形でやっておりません

ので──逆に言ったら、それが効率が悪いと言えばそれまでなんですけども──民営化

すると、そういったところを人件費を落として、収益を上げる方向にどうしてもいきま



すので、そうするとやっぱり目が届かなくなって異物混入があったり、衛生管理が抜け

たり、調理場の清掃等も、いわゆる民間の調理場の衛生管理よりは数段清掃管理をして

おりますので、そういった衛生管理等も直営で納得いくような管理ができるというとこ

ろで、今のところ当町においては、そちらを優先した考えで。 

 もちろん、この益田圏域の中でも津和野町の給食はおいしいと言っていただける学校

の先生方は、この管内を益田から吉賀まで回られますが、やっぱり吉賀町もおいしい、

津和野町もおいしいと、しっかりそういったところはアピールできる点ではないかなと

いうふうに思っております。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  私が子供のころに、比べてといったら、それもあれな

んですけども、当時は給食がおいしいとかおいしくないとかという概念は余りなかった

んですけども、やはり今、僕らも何度か給食を食べさせていただいて、本当においしい

給食が提供されています。それでその質を落としてほしくないという希望もひとつあり

ますし、民間委託というのが、いい悪いはあると思うんですけども、本当美都のやり方

を見たときに、このやり方が一番合っているんじゃないかなと思いました。それがベス

トではないかもしれませんが、やはり自校調理というのも一つにはありますし、地域の

食材を扱える、大規模な機械を通しませんので、規格外の野菜も使えるといった部分と

か、その辺が一番魅力なんだろうなというふうに思います。ですので、教育長おっしゃ

ることは重々わかるんですけれども、あらゆるやり方、方針、あらゆる選択肢を残した

状態で検討委員会に諮っていただければと期待しております。 

 保育園における給食の配送についてでありますけれども、公立保育園における給食の

外部搬入方式の容認事業に係る弊害調査結果というアンケートの結果があります。これ

はちょっと古いんですが、平成２９年に調査されたものだそうです。調査対象として１,

４１７保育園に調査を依頼し、うち９６０施設がありまして、８９３件の有効回答数が

あったアンケートであります。 

 要は、つわの清流会さんは配送方式というのをとられていますけども、やはり自園方

式というのがいかに重要かということでありまして、３歳児未満への外部搬入を実施し

ている保育所において、発達段階に応じた食事の調整を行っている施設というのが８割

あったそうです。やはり３歳児未満というのは、いろんなアレルギーのことですとか、

離乳食のことですとか、いろいろ配慮しなければいけないところがあります。外部搬入

を行う以前と比べた変化として、「自園職員の業務負担が減った」と回答した割合とい

うのは、わずか５％だったようでありまして、外部搬入という言葉になっていますけれ

ども、津和野町の場合は外部搬入ではなくてあくまで配送ですので、外部搬入ではない

んですが、ただ職員の負担という部分でいうと「特に変化はない」というのがほとんど

の回答であります。 



 また、直近１カ月で「体調不良のため特別な配慮を要した３歳未満児がいる」と答え

た保育所が全体の約４割で、体調不良児がいる場合の対応方法として、「その日の献立

内容に応じて当該児童分だけ別に調理する」と回答した保育所が約３割だったのに対し

て、３歳未満児に外部搬入を行っている保育所はわずか４％、３０％に対して４％であ

ったと。また、「症状により量の加減や品目の除去または変更を行う」と回答した外部

搬入を行っていない保育所、いわゆる自園調理の保育所が７割に上っておりますが、そ

れに対して３歳未満児に外部搬入を行っている保育所は約５割にとどまっていると。 

 食育への対応についても、「調理者に対し感謝や関心を持つための取り組みを行って

いる「「調理実習を行う機会を設けている」「いつもと違った食事スタイルの給食を実

施している」「ふだんの保育の中で食材や生産者についての知識を伝えている」といっ

た食育への取り組み状況について、外部搬入を行っている保育所と行っていない保育所

を比較すると、外部搬入を行っている保育所の食育への取り組み率は、総じて外部搬入

を行っていない保育所より低いという結果が出ております。 

 自園調理の保育所を利用する保護者では、「自園調理方式がよい」、または「どちら

かと言えば自園調理方式がよい」という回答が大勢を占めておりまして、一方、外部搬

入の保育所を利用する保護者では、「自園調理方式がよい」、または「どちらかといえ

ば自園調理方式がよいという４５％だったんですが、外部搬入がよい、またはどちらか

と言えば外部搬入がよい」という回答はわずか６％程度でありました。 

 自園調理の保育所を利用する保護者の方が、給食に対する評価として当てはまると回

答した割合が総じて高いのが、「子供が調理を身近に感じられる」「体調不良やアレル

ギーの際、きめ細かい対応をしてくれる」といった、調理設備の有無に影響を受ける項

目のみならず、「子供の成長・発達に応じた食事を提供してくれる」「多様なメニュー

が提供されている、子供に食事のマナーが身につく、子供に職の知識が身につく、自分

いわゆる保護者の食の知識が深まる」「子供が喜ぶ、食べ残しが少ない」「衛生面・安

全面で安心できる」といった評価がされております。 

 一概に外部搬入とか配送というのが危険だとかそういうことではないんですけれど

も、自園調理をする魅力というのは多分にあるということは結果としてもわかっていま

すし、このたびの質問の御答弁でもいただきましたアレルギー食の対応というのが十分

に必要になってまいります。ですので、今後、津和野町の保育園における自園調理の重

要性についての所見をお伺いしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長、簡潔に。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  自園調理、当然、町としましても、否定しているわ

けでも、無駄であるとかそういうことではありません。自園調理ができるのであれば、

本来そうするべきであろうかと思っております。 

 今回の木部保育園の対応につきましても、まず、保育園の規模によると思うんですよ。

例えば５０人、１００人規模の保育園で調理師が１名いる状況の経営状態、今回の木部



保育園のように定員が１２人の場合の調理師が１名いる経営状態、どちらがどうかとい

うようなところは、これはつわの清流会のほうの判断として、今回は本町のほうに協議

があったということでありますんでこういうことになりましたけれども、少なくとも今

回、町としましても、その辺の話はしっかり保護者とはさせていただきまして、保護者

のほうがどうしてもそれでは困るというようなことであれば再考する余地はあったわ

けですが、保護者の方も御納得いただきまして了解をされたというところがありました

ので、今この状態で進んでいるということであります。 

 ですから、今後小さい保育園を──先ほどの議員の最初の質問ともかかわってきます

が──町内七つの保育園を残していくということになると、規模がどんどん大きくなる

ばかりではなくて、逆にどんどん小さくなっていきます。そうすると民間の保育所って

いうのは、やっぱり経営っていうものがありますんで、今後この問題っていうのはいろ

いろなところで出てくるかなあというところで、例えば保育所のどこか中核的なところ

から全て配送するとかということも、将来にわたっては考えていくと。ただ、対応は、

全ていろんな対応ができるようなものをつくっていくというようなことも考えていか

なければならないのかなというのは、今私も考えています。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 

○議員（３番 川田  剛君）  方針として、やはり自園調理の重要性、御理解いただ

いているようでありますし、できる限り努力していただいて、園児数の確保、それによ

る給食室の統合というのが進んでいかないように願っております。 

 では、次の質問に入らせていただきます。 

 スポーツと地域の連携についてであります。 

 広島東洋カープが、わがまち魅力発信隊という企画で、自治体と連携し、自治体の紹

介、地域の特産品の販売等行なっております。近隣市町では、浜田市や吉賀町、周南市

などが参加しておりますが、参加希望自治体が殺到していると聞いております。 

 広島東洋カープのＭＡＺＤＡ Ｚｏｏｍ─Ｚｏｏｍスタジアムの観客動員数は、２０

１７、１６、１８年では平均１試合約３万人で、ＰＲ効果や経済効果が十分期待できる

ものと考えます。 

 当町においても参加を検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

 また、当町は、山口県山口市の隣接自治体でもあります。サッカーＪ２リーグ所属の

レノファ山口は、山口県全域をホームタウンとして活動しております。レノファ山口の

ホームゲーム、維新みらいふスタジアム及び下関陸上競技場の観客動員数、２０１９年

では、１試合平均約６,０００人、ホームゲーム合計で約１２万８,０００人であります。 

 ＪＲ山口線では、レノファラッピング列車を運行しており、当然、当町でもレノファ

ラッピング列車を見ることができます。 



 サッカーでいえば、近隣にはＪ１リーグ所属のサンフレッチェ広島、県内ではＪＦＬ

所属の松江シティＦＣ、フットサルＦ２リーグのポルセイド浜田、バスケットではＢ１

リーグ所属の島根スサノオマジックなど、多くのプロスポーツチームがあります。 

 プロスポーツに限らず、スポーツ団体や選手にとっての地域は、チームや選手を支え

る核であり、地域の応援や協力がなければ経営は成り立たないものであり、一方、地域

にとっての身近なスポーツ団体やスポーツ選手の存在は、スポーツを通じた健全な青少

年の育成に寄与でき、地域の活力を生み、観客であるサポーターやブースターの往来は、

地域経済を活性化させるものだと考えます。 

 当町では、ＳＬマラソンにおける招待選手の招聘や、元プロ野球選手の野球指導など

で地域交流の実績がありますが、より身近な近隣のプロスポーツ団体との連携や交流を

促進すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

 現在、コロナウイルスによって、多くのこういったスポーツイベントは、現在、無観

客試合ですとか、中止のほうに走っておりますが、また、今後再開した暁には、津和野

町として取り組んでいただきたいと思い、質問しております。どうぞ、御答弁をお願い

いたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、スポーツと地域の連携についてお答えをさせてい

ただきます。 

 マツダＺｏｏｍ─Ｚｏｏｍスタジアムにおける広島東洋カープの試合中の宣伝活動

については、これまで津和野町単独での参加はないものの、島根県の広島地区観光情報

発信事業実行委員会事業や山口県のながと路観光連絡協議会事業で、近隣市町村と共同

で宣伝活動を行いました。 

 また、維新みらいふスタジアムにおけるレノファ山口の主催試合では、山口県央連携

都市圏域推進協議会の事業の一環として、山口市と共同でブースを設置し、観光ＰＲや

物産販売を３回行った実績がございます。 

 今後とも、自治体との連携による参加事業も見据えつつ、津和野町が単独で参加する

場合には、昨年、吉賀町が我が町魅力発信隊に単独参加された内容や、予算等も参考に

させていただきながら、その費用対効果など検証し、検討してまいりたいと考えており

ます。 

 身近な近隣のプロスポーツ団体との連携や交流についても、新たな試みともなります。

児童生徒のスポーツ教育や町民対象のスポーツ活動、観光ＰＲ活動など、さまざまな事

例が考えられますので、同様に、可能性、費用対効果などを検討してまいりたいと考え

ます。 

○議長（沖田  守君）  川田君。 



○議員（３番 川田  剛君）  現在は、なかなかそういった活動も難しいかと思いま

すけれども、この新型肺炎コロナウイルスが終息した暁には、さまざまな自治体、さま

ざまな団体と連携していただいて、津和野町の発展に寄与していただければと思います。 

 以上で、私の質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（沖田  守君）  以上で、３番、川田剛君の質問を終わり、本日は日程、全て

終了いたしましたので、本日はこれで散会といたします。 

午後３時 03分散会 

────────────────────────────── 
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午前９時 00分開議 

○議長（沖田  守君）  おはようございます。引き続き、お出かけをいただきありが

とうございます。 



 これから、４日目の会議を始めたいと思います。 

 ただいまの出席議員数は全員の１２名であります。定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（沖田  守君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、１１番、岡田克也君、１番、

草田吉丸君を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．一般質問 

○議長（沖田  守君）  日程第２、昨日に引き続いて、一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 発言順序６、５番、板垣敬司君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  おはようございます。３月の議会に４項目の質問を通

告しておりますので、順次行いたいと思います。何とぞよろしくお願いをいたします。 

 最初に、社会福祉法人の統合ということについて質問をしたいと思います。 

 急激な人口減少傾向の中で、福祉介護事業所の統合について、議会文教民生常任委員

会の調査意見として提案をしたところでございますが、今回の施政方針では、そのこと

について何ら触れておられませんが、このことに関しての現状の認識と今後の対応につ

いて、町長の所見を伺います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  皆さん、おはようございます。本日もどうぞよろしくお願い

いたします。 

 それでは、５番、板垣議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 社会福祉法人の統合についてでございます。 

 昨年１２月の議会定例会における文教民生常任委員会所管事務調査報告書において、

現在の町内介護事業所の状況を聞き取り、分析し、介護人材不足、施設の老朽化、社会

福祉協議会への補助金の見直し、今後の人口減少による福祉介護事業所の縮小・統合等

の諸課題について調査意見がなされたところでございます。 

 これらのうち、福祉介護事業所の統合につきましては、町としましても、人口減少に

よる今後の介護認定者の減少により、特別養護老人ホーム等の同事業を展開する事業所

においては入所者が競合し、このままでは各事業所の運営が厳しくなることが予測され、

今後の重要な課題と認識をしております。 

 調査意見に記載のとおり、行政主導により、将来的に福祉介護関連施設の一本化に向

けての検討を進めなければならないとは考えておりますが、まず最初は、各事業所の統



合に対する御意見や考え方等をお伺いしなければならず、それから今後の方針等を決め

ていかなければならないと考えております。 

 以上のように、現在は具体的な方針もできていない状況であるため、施政方針にも触

れておりませんが、令和２年度は第７期津和野町老人保健福祉・介護事業計画の最終年

であり、第８期計画の策定年でもありますので、事業所ヒアリング等を行い、審議会に

おいて必要ということであれば計画にも盛り込んでいきたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  社会福祉法人といっても、それぞれ事業の区分も違い、

本町では４つの法人とせせらぎという老健施設を運営していただいております橘井堂

というようなことで、都合五つの組織があるのかなというふうに考えております。特に

事業の形態として、同じ事業に取り組んでおられますつわの福祉会、そして、にちはら

福祉会については、やはり津和野町が合併した時点で何らかのアクションは起こすべき

ではなかったかなというふうなのが、今日の文教での調査において伺ったところでござ

います。 

 もちろん、どの設立年度もそれぞれ違っておりますので、たやすいことではないかと

思いますが、特に事業内容については、せっかくの機会ですから御紹介したいと思いま

すけども、特別養護老人ホームという事業と短期入所生活介護という事業、そして通所

介護、いわゆるデイサービスという３つの事業を、それぞれ２つの法人が、津和野地区

と日原地区に分かれて運営をしていただいているという状況でございます。 

 特に、定数等についても大きな差はございませんが、設立の背景からして、短期入所

生活介護については津和野が８名、日原が５名、そして通所介護、デイサービス事業に

ついては、津和野は従来は２５人という規模でございましたが、昨年３０年度で密着型

という形で７名の減少で１８人の定数に減少しております。そして、日原地区のデイサ

ービスは２０名ということで今日運営をされているかと考えております。 

 この２つの施設のそれぞれ３つの事業の運営状況について、文教で調査した段階でも、

ほぼ同じような傾向をたどっておりまして、特別養護老人ホーム事業とか短期入所生活

介護については９５％以上の稼働率ということでございますが、ただ、デイサービス事

業については、同じような数値ではございますが、両施設とも７０％そこそこの稼働率

というか利用率というような状況にあるように見たところでございます。たまたま、き

ょうのために、昨日も平成３１年度の実績について、２月末までの経過ではありますが、

その数値をお聞かせいただいたところでございますが、シルバーリーフについては７６.

０５％、そして星の里は７６.３％ということで、いずれも７６％台だったということ

でございます。 

 ただ、稼働率というか利用率に対して、いわゆる要支援１・２の方と介護１から５の

方については、少し入るほうの措置費というか、そういうものが違うようでございまし

て、要支援１・２という、そのほうは総合事業ということで、事業は町村に移管してお



られると思っていますが、単価が安い、そういうことで非常に手間のかかる割には──

言葉は悪いですが、介護の支援に対して、なかなか収益が上がりづらいということが伺

えたと思っております。 

 今後、このようなことが長く続くとするならば、このことについて、いち早く問題解

決のためにも、この法人の組織そのものを統合し、事業そのものは箇所数としては当然

２カ所あるべきだとは思いますが、やっぱり管理部門等の必要経費を捻出する上からも

一つにするほうが一番早いのではないか。そして、最終的には、津和野町の社会福祉法

人の全体の統合が望ましいのではないかと考えておりますが、その点について担当課と

してはどのように現状を認識しておられるか、再度お聞きしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  基本的には、町長の答弁にお答えしたとおりになっ

ておりますが、今、議員おっしゃられますように、町内に社会福祉法人、今、４つあり

ます。社会福祉協議会、それから今言われた介護事業を行っておりますつわの福祉会、

にちはら福祉会、それから保育所と障がい事業を行っておりますつわの清流会という４

つがあるわけでありまして、これプラス、今、議員おっしゃられるところは橘井堂がや

られておりますせせらぎに関する介護事業の部門というところかなというところでお

聞きしておりました。 

 町としましても、昨年１２月に文教民生常任委員会のほうから最終的な調査意見とし

まして出ましたことについては、そうであるというふうに考えておるところであります。

今後については、できるだけ早急に、まずは該当の法人さんのところにお話を伺いに行

きながら、どういう考えを持っておられるか、今の状況はどうかというところから始め

て、できるだけ統合を将来的にはしていくべきではないかなと思っております。 

 町長の答弁にもありましたように、今後は人口も減少し、要介護認定者も減っていく

ということが明らかになっております。そういう中で、同じ町内で競合していくという

のは、それぞれが大変にきついことになってくるということは明らかな状況であります

ので、今後は、それぞれ人材確保の面からも、経営管理の強化の面からも、統合という

ことは考えていきたいと思っております。 

 それからあと一つ、先ほどデイサービスのつわの福祉会とにちはら福祉会のデイサー

ビスの調査をされたということでありますが、にちはら福祉会におきましても、令和２

年度からは地域密着型の１８人の定員のデイサービスに変更するということで、今、申

請が出ているところであります。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  利用の関係も気にしなければいけないかと思いますが、

やはりそれを維持していただいている介護人材の安定的な確保というか、このことにつ

いては、やはり組織の統合をすることによって、事業体が何カ所かに分かれ、そして、



いろんな形での人事異動も交流がたやすくなる、そういうことが雇用の維持につながる

のではないかということを文教でも御提示しておりますが。 

 これからのあり方で、吉賀町の社会福祉協議会が、５年ぐらい前ですか、その福祉事

業の計画というものを新創造計画というような形でコンサルにお願いしてまとめられ、

そして今日、その吉賀町の形態は包括支援センター、障がい者福祉センター──津和野

町も同じものを運営しておられますが──そのことを社会福祉協議会という大きな母

体が全てを統括し、各事業部門をそれに配置し、事務局と総務部という部門に人材を投

入しながら全体をコントロールしていると、そのようなことが吉賀町ではあるようでご

ざいますので、その辺について、私どもは参考にすべきではないかなというふうに感じ

たところでございます。 

 特に、包括支援センターという位置づけは、介護になる手前の、元気で健康年齢で長

く生きるという、そういうための──現在、津和野もやっておられますが──そういう

部門も含めて、全体で介護度が上がらないような地域の活動にもう少し力が入るように、

そのことが非常に──吉賀町の実績がどうであるかわかりませんけども、組織という形

としては理想的なものがあるように感じておりますが、その辺について、担当課の──

どちらが担当かわかりませんが、御意見を伺いたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  吉賀町におきましては、今、議員述べられたように、

地域包括支援センターのほうも全面委託をしております。やはり委託の部分と直営とい

うことで、要するに地域支援事業、町がこの事業をやりたいという部分を保健師、主任

ケアマネ、そういう形の中での社会福祉士の３職種を、吉賀町の場合は全て人件費を賄

い、事業的には町が提案した部分の事業をやっていくと。 

 ただ、今、議員さん言われましたように、６５歳以上の地域包括支援センターではな

く、ゼロ歳から全体的に見る地域包括支援センター、いわゆる全ての人の相談を受ける

ということで、そこの点においては、非常に吉賀町の場合は先進的な部分と思います。

だから、何かあれば、そこに相談に行けば、全ての部分で。そして、そこから行政につ

なげるか、あるいは居宅事業所へつなげるか、ケアマネにつなげるかという状況ありま

すので、そこの辺の部分は町としても今後──だから今、町長の答弁にもありましたよ

うに、全体的には、まずは各法人の実態を把握して、例えば特別養護老人ホーム、現在

５０床の部分で、それぞれつわの福祉会、にちはら福祉会、やっておられます。そこで

専門職の栄養士が要る場合、これは法的には０.５人で済みますけど、じゃあ０.５人の

栄養士をそこで雇用するといっても当然無理ですので１人役の部分になると。そのよう

な形の中で、介護人材、不足をしていく中で、やはり職員のモチベーションを上げてい

く部分で、吉賀町の場合は、そこの専門職等の部分も新創造計画というので資格を持っ

た人が、あくまでそういう形の中で生かしていこうという、そういうモチベーションの



部分が、私たちもそういう部分では議員さんと同じように、やはりそこを目指していか

なければいけないと。 

 今ある各法人の部分は、それぞれ特徴があります。例えば、デイサービスにおいて、

いわゆる軽運動等の部分の得意な分野と、あるいは入浴等の部分を、そこの部分でも区

分けをしていかなければ、今の状況のままでは非常に厳しい状況になると。 

 それと、地域密着型になったのは要支援１・２、いわゆる通所の場合は、今まではそ

の方がほとんどを占めておりました。でも、今の人口減少と要支援１・２の中で、そこ

へ行く回数が減ったのが、今回、地域密着型で２５人から１８人とか、２０人から１８

人とか、そういうことをやらんと介護報酬が、いわゆる経営ができないという状況であ

ります。 

 今後、町として、今の要支援１・２の通所、ホームヘルプは、今度は市町村に移行さ

れました。やはり、元気老人をいかにそういう形の中でやる、そこで今の法人の、いわ

ゆる要介護認定にならない人をどういうふうな介護予防していくかということも行政

と法人のほうで、その辺の部分の話もまたしていきたいと思います。 

 やはり、移動支援が、通所のときに、津和野共存病院の場合は専門医が少ないので、

どうしても整形の先生にかかりたいと、そのときに曜日が決まっておりますので、その

通所に合わせて利用するというような状況になっておりまして、ただし、そこは介護保

険で、いわゆるデイサービスにおる時間帯しか介護報酬は取ることができませんので、

その辺の部分の中で、今後そういうのも含めて、移動支援も含めて、行政としてはまた

考えていきたいと思っております。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  それじゃ、このことについてはそのような御回答です

ので、早急に対応をお願いしたいと思います。 

 ただ最後に、それぞれの施設に直接伺ったわけでございますが、今日の新型コロナウ

イルスによるマスクと消毒液が大変不足して入ってこないという状況がありましたの

で、そのことを一言申し添えといてくれということでございましたことをお伝えしてお

きたいと思います。 

 次の質問でございますが、津和野高校魅力化財団法人「コンソーシアム津和野」につ

いて伺います。 

 高校魅力化コーディネーターの人件費や活動費等、これまで町が相当の財政支援を継

続して、今日、藩校養老館等の活動を展開しているところでございますが、このことに

ついて、将来にわたって持続可能な人的な体制、そして財政的なものを、そのことにつ

いて継続する上で懸念することで、今回、コンソーシアム津和野という構想がその受け

皿となり得るのかなという形でお話を聞いておりますが、この法人の具体的なもくろみ

等をお伺いをするところでございます。 

○議長（沖田  守君）  町長。 



○町長（下森 博之君）  それでは、津和野高校魅力化財団「コンソーシアム津和野」

について、お答えをさせていただきます。 

 津和野高校の魅力化事業につきましては、津和野高校魅力化コーディネーターが学校

と地域をつなぎ、生徒の探求的な学びの実現を支援しております。この取り組みにより、

生徒の主体性が育まれ、学習意欲が向上し、進路実績においても成果があらわれている

ことから、高校魅力化コーディネーターの役割は増加傾向にあると考えているところで

ございます。 

 高校魅力化事業は、キャリア教育と公営塾ＨＡＮ─ＫＯＨによる学習支援の両輪で高

校生に重点を置いた取り組みであり、今後は町教育委員会が進める０歳児からのひとづ

くりプログラムと連動した教育事業の推進が重要になると考えております。 

 また、高校魅力化コーディネーターが生徒を学校と地域につないできた活動は個人に

依存する部分が多いことから、継続性の欠如や町内の資源を生かし切れていないなど、

組織の活動としては課題があり、より効果的な仕組みづくりが必要と考えているところ

でございます。 

 文部科学省では、地域との協働による高等学校教育改革を目指し、高等学校が自治体、

大学、民間等との協働によりコンソーシアムを構築し、地域課題解決等の探求的な学び

を実現する取り組みを推進しております。町といたしましても、これまでの実績をもと

に地域の資源を活用し、みずから学び続ける地域総ぐるみの人材育成に取り組むため、

津和野高校を中心としたコンソーシアムを構築することで、「ひとづくりによるまちづ

くり」への展開を模索しているところでございます。 

 コンソーシアムの構築に当たりましては、事務局機能を持つ団体を新たに設立し、農

業団体や商工業者、公民館、大学等との連携により、町の教育魅力化事業の推進を考え

ております。新団体には、令和２年度には高校魅力化コーディネーターが所属し、令和

３年度には町営英語塾ＨＡＮ─ＫＯＨの講師や教育委員会に所属する小中学校の教育

魅力化コーディネーターが所属することも模索しており、将来的には町全体の教育事業

に取り組むことを検討しております。 

 また、新団体が教育財団や寄附金等による資金調達の実施により、財源確保を期待し

ているところでございます。新団体は一般社団法人として設立し、令和２年度には財団

法人化に向けて関係機関と検討してまいりたいと考えております。 

 議員御指摘の津和野高校魅力化コーディネーターや町営英語塾ＨＡＮ─ＫＯＨの運

営経費について、令和２年度におきましては、国の地方創生推進交付金や過疎債を財源

に予算計上しているところでございます。 

 平成３１年度に高校魅力化コーディネーターや公営塾ＨＡＮ─ＫＯＨの事業経費の

財源にすることを目的に実施したガバメントクラウドファンディングにつきましては、

令和元年１０月１日から令和２年１月３１日の期間で寄附額が３２７万円となり、財源

確保の取り組みとしては一定の成果が得られたと考えております。 



 この取り組みは、津和野高校同窓生や津和野町に縁のある方に対して、津和野高校魅

力化や津和野町の現状を周知する有効な機会にもなることから、令和２年度においても

歳入予算に３００万円を計上しており、財源確保の一つとして取り組んでまいりたいと

考えております。集まった寄附金につきましては、ふるさと納税として基金に積み立て、

必要に応じて津和野高校魅力化事業に充当してまいりたいと考えているところでござ

います。 

 議員御質問のコンソーシアム津和野構築のもくろみといたしましては、町が教育を中

心とするコンソーシアムの構築並びに新団体設立により、高校を中心とした教育魅力化

を推進するとともに、町全体の団体や個人等の交流がさらに活発化し、人の環流による

関係人口の増加や移住定住につながる活動になるよう、教育事業の推進に努めてまいり

たいと考えているところでございます。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  とりあえずは、今の現行の体制を一般社団法人化し、

さらに、この年度内に財団法人化するという二つのステップを考えておられるようでご

ざいますが、最初から財団法人という形には、設立というのは無理なのか、何かその辺

の経過を少しお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  一応、津和野高校後援会の中で、新団体の

設立準備に当たって、まずは一般社団法人のコンソーシアム津和野設立準備社団という

ことで、今、準備を進めているところであります。 

 新団体については、このコンソーシアムということで、地域や学校、あるいは企業と

いうような形で、それぞれに参加していただくような仕組みにしていこうということに

しております。段階的なステップを経てというところは、一般社団法人でいいますと出

資金等は必要ないということになりますが、財団法人ということで、今回、令和２年度

の予算として、出資金の３００万を計上させていただいております。ある程度、そうい

った準備を中で行いながら、最終的には出資金も最低３００万要るということでありま

すが、財団法人化していこうという、そういう考え方の中で、流れとしては今やってい

るということであります。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  この魅力化のことについて、もう少し振り返ってみま

すと、８年ぐらい前ですか、名前を挙げていかがかと思いますが、中村純二さんという

方が津和野町に来られて、たまたま私のところにも「板垣さん、高校生を地元か地域で

何か貢献していただけるような、そういう場面はないものだろうかな」というような話

が最初にありまして、それから、その中で私がかかわっている部分で少しお手伝いもし

たわけでございますが、それからどんどん、あっちもこっちもということで、私もいろ

んな場面で協力してきたつもりでございます。 



 最終的に、このことが、先ほどの答弁の中にもありますように、どうも一人一人の１

対１の交渉というか、そういう部分においても限界があるとか、何かそういうような発

言でございましたが、コンソーシアムになるとその窓口が一つになって、そういう人と

か物とかこととか、そういうことが情報が一元化されて、たやすくそういう場面の設定

ができると、そういうことが大きな期待につながっているのかなと思いますが、まさに

そのようなことでございましょうか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  先ほど、議員が御紹介いただいた方につい

ては、最初から地域おこし協力隊として来ていただいて、それが終了するぐらいのとこ

ろで、魅力化のコーディネーターとして委託をしてやろうということになりました。今

現在では、３名の方が高校魅力化コーディネーターということになっておりますが、そ

れぞれが、皆さん優秀というようなことで、町長が答弁をさせていただきましたが、個

人に依存する部分が多いというようなところは、やはり課題として今までも捉えてきた

ところであります。 

 議員が御指摘になられたように、こういったことで、一つにまとめることで、教育委

員会とも連携して魅力化コーディネーター、あるいは将来的には今のＨＡＮ─ＫＯＨ英

語塾というのも一緒になることによって、トータルでこの教育の事業を進めていこうと

いうことでコンソーシアムが設立されるということであろうと思います。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  人的なつながりも当然ながら期待が持てるわけですが、

この財団法人に対して、財政的に寄附金とかいう形で、そういう支援も期待しておられ

るようでございますが、私が今日までいろんな形で取り組みの、いろんなプロジェクト

の発表会というか報告会、そして大人と子供の学級会というようなことで、これまでの

魅力化の取り組みについて検討する会が持たれましたが、私も何度かその会にも寄せて

いただきましたが、大体ざらっと公民館関係の方とか、私が知り得ている人ばかりで、

余り新鮮味のないメンバーが何度か集まりました。 

 さらに、町内の方よりも、むしろ町外の方が、この津和野の取り組みについて関心を

持たれて、半分とまではいいませんが、３分の１ぐらい、どこの人やらというような形

の方がたくさんおられたことが印象的でした。やっぱり形をつくっても、一人一人の町

民の皆さんの気持ちがそこに向かっていかなければ、器だけつくって実効が上がらない

のではないかなというふうに考えますが、寄附金が果たして集まるでしょうか、寄附金

が。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  議員御質問にありましたように、この津和

野高校魅力化の取り組みにつきましては総務経済常任委員会の所管事務調査というこ

とで、関係する方に出席をしていただいて、いろいろ調査をして、このガバメントクラ



ウドファンディング、昨年度は５００万という目標の中で行っている。これが人件費等

で、魅力化するための職員の処遇改善等も、今回平成３１年度から行っておりますが、

その財源に一部を充てていくというような形で私ども考えていたということで、これが

ガバメントクラウドファンディング、実際集まった金額が３３０万というような形の中

で、総務経済常任委員会の指摘では、人件費にかかる費用を当該制度に委ねることがど

うなのかという御指摘をいただいたということで、今回のガバメントクラウドファンデ

ィングについては、令和２年度についても予算化をさせていただいております。今の段

階で３００万というガバメントクラウドファンディングということになりますが、１５

０万は、今回は魅力化のための委託料の部分で、人件費というより活動費的なところで

現在充てさせていただくようなことにしております。これは、後援会の公営塾、そうい

う関係の部活動の活性化等に役立てていこうということにしておりますが、大体３００

万で半分が必要経費として出ていきますので、半分残るような形になります。１５０万

弱の金額を、それで財源的には充てていこうという計算の中で、このガバメントクラウ

ドファンディングのふるさと納税の納税額というのは活用させていただきたい。 

 もう一つは、先ほど財源としてどうなのかというところでいいますと、教育的な財団

があって、例えばトヨタ財団というような財団があります。ここは、以前も地域おこし

協力隊のほうでいろいろ計画書を出して採択をされて、幾らかの金額を受けているとこ

ろでありますが、このトヨタ財団なんかのそういった財政措置を、コンソーシアムにな

ることによって受けていくと。資金調達という点でも、そういった面を活用していこう

ということで、これはまだ実際にどういう計画で、どのぐらいの金額を財団から交付し

てもらうかというところの部分は計画上は出ていないわけでありますが、そういった制

度も、この財団法人になることによって受けられる財政支援ということで、私どもは考

えているということであります。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  いろいろ取り組みを今日までもされているということ

で、さらにこれに拍車をかけてみたいという、そして、そのことは法人化することによ

って、ある程度、今までよりも加速化されるのではないかということでございます。 

 資金調達が容易になる、その際、私は昨日からきょうに至るまでに、お金を集めるこ

とがやっぱり最終的には必要なんだな、その集め方についてはどうなのかなということ

で、教育という形で集めるというのは、確かに教育に関心のある方は当然寄附という行

為に及ぶと思うんですが、もう少し工夫して、昔から何かちょっとこういう思いがあっ

たのを記憶がよみがえりましたが、いわゆる教育と文化というものを抱き合わせて、津

和野町教育文化振興財団というような形で財団を設けたらどうだろうか。その文化とい

う部分とはどういうものなのかということでございますが、もちろん鴎外記念館やら安

野光雅先生の美術館、それから桑原史成先生の写真美術館、郷土館とか堀庭園とか、い



ろいろ町内にあります。もちろん日原の星と森の科学館、非常に子供たちにもすばらし

い未来を約束するものと思っておりますが、天文台もしかるべきです。 

 さらに、今こういうことがあります。稲成神社の宝物館というのがあります。なかな

か今、人手が足らなくて、宮司さんも一般開放しておられません。しかし、無理をして、

この前見せてもらいました。町民のあまねく方に見ていただくことが、宝の持ち腐れじ

ゃないが、公開するべきだと思うんです。まだ私の関係しているお寺の寺宝館にも、そ

こそこのものがあります。さらに亀井温故館の一部にも、この前見せていただきました

が、大変な貴重なものが陳列してあります。 

 こういったものを一元的に教育文化振興財団という形まで成長させて、これをうまく

運用して津和野町の教育に持っていけば、よりお金が集まるのではないかなと思って、

ゆうべ寝んこ考えましたが、いかがでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  ふるさと納税が、ことし平成３１年度決算

で、ようやく４,０００万を超えました。最初、何年か前までは１００万からずっとい

って、ここ最近では平成３０年度が２,５００万だったので、１年間で１,５００万、ふ

るさと納税がふえたということであります。これについては、やはり町内の企業の皆さ

んと一緒に返礼品等の魅力化というようなところも図ってやってきました。 

 令和２年度からは、今、地域おこし企業人ということで、広告の関連の会社の方と、

それからファウンディングベースと一緒になって、２名──１名ずつ派遣をしていただ

いて、商品の魅力化等に努めて、それでふるさと納税を上げていこうということにして

おります。 

 今、議員が御指摘になられたような、例えば津和野の文化という、津和野のことをど

ういうふうに情報発信するかというのは、広告を専門にされている方からいうと、やは

り足りていないというのが──東京におられる方でありますが、そういう御指摘を受け

ております。そういった方の視点の中で、今、議員が御指摘になられました農産物とか

そういうことだけじゃなくて、津和野の魅力としてそういう部分があるというところも

含めて、令和２年度からの取り組みになりますが、一緒にそういう情報発信というとこ

ろで、まずは全国の皆さんのほうに情報発信をして、返礼品という形で、何かそういっ

た部分で、物でなくて、そういう見るものの返礼品というような部分を含めて考えてみ

たらどうかというようなところもあります。 

 ２名の方に３年間、一応常駐していただいて、そういう魅力化の発信をしていただく。

そうする中で、ふるさと納税も今４,０００万ですが、ことし令和２年度の予算は６,０

００万に、２,０００万増額しております。それを１億、５億というような形の中で御

寄附をいただいて、その中でいろんな活動に役立てるというようなところで、今考えて

いるところであります。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 



○議員（５番 板垣 敬司君）  大いに期待して、今後の取り組みを見守りたいと思い

ます。 

 続いて、３番目の質問ですけども、林業施策ということで、いよいよ木質バイオマス

ガス化発電事業が民間の資本参入で具現化することになりました。 

 木材の供給体制や附帯施設の整備など、最大限の支援をすることが──そこでちょっ

と林野率が９７ということで、私の認識の違いで、林野率は９０.ちょっとなようでご

ざいますので──林野率９０％という、この津和野町が目指すサプライチェーン構想の

一環として、このことを位置づけたいと考えております。 

 森林環境税を財源とした令和２年度の新規事業の概要と森林環境譲与税の次年度以

降の見通しを伺います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、林業施策についてお答えをさせていただきます。 

 本年度より施行された森林環境譲与税は、平成３１年度が１,３６８万４,０００円で

３年間同額と言われておりましたが、全国的に発生している豪雨災害を最小限に防ぐた

めには森林の適正な管理が重要と位置づけ、令和２年度の森林環境譲与税は、本年度の

約２.１倍に当たる２,９０８万２,０００円に変更されております。 

 また、１５年かけて最高額に到達する計画を令和６年に前倒しされており、国は林業

に対して緊急的重点措置を図られていると感じております。 

 これを受け、令和２年度の森林環境譲与税を活用した事業としては、林業総務費で、

新たな森林管理システムを進めるための地域協議会を円滑に推進するため、県内１５市

町で組織している島根県森林経営推進センターへの委託料を１６１万５,０００円計上

しております。 

 また、林業振興費では、森林所有者が不明な山林の所有者調査の業務委託料として１

１０万円、森林の所有者境界を明確化する調査の業務委託料に４４０万円、森林所有者

への意向調査の郵券料に２万５,０００円、意向調査で森林管理を町に委託したいと回

答され、森林整備が必要と判断された区域において、幅員２.５メートルを基本とする

津和野型森林作業道の開設補助に６００万円、林業の新たな担い手として活動している

地域おこし協力隊が搬出間伐するための搬出用機械のリース料で１０２万４,０００円、

森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業に取り組んでいる団体が講師派遣を依頼した

際の謝金で１１４万５,０００円、地域おこし協力隊卒業生が林業の産業後継者となる

場合の育成支援で６００万円、新たに県営の林業専用道開設事業で取り組む島直地奥山

線の町負担金で１５０万円を計上しております。 

 当初予算での歳出合計額は２,２８０万９,０００円となっております。歳入額との差

額については、有効な活用方法を検討するとともに、積立金等で後年度利用を考えてお

ります。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 



○議員（５番 板垣 敬司君）  環境税を使った形での今年度の事業費が述べられまし

たが、その中で、山林所有者の不明な所有者の調査委託料として１１０万円、それから

境界が明確でないものを明確化するための業務委託料を４４０万円というような費用

が計上されておられます。 

 さらに、津和野型森林作業道ということで６００万、そして地域おこし協力隊で自伐

林家を目指そうとして３年間研修をされた方が、新たに本格的な担い手として活動して

いただけるための後押しになるかという形で６００万、そんなところが組まれておるよ

うです。 

 さらにまた、県営の林業専用道ということで島直地奥山線ということで事業の負担金

が１５０万計上されておられますが、この林業専用の分は、たしか平成２５年の災害で、

当初計画に上がっておったが、これが途中で延期になったという形で、今回また、それ

が浮上したかなというふうに考えますけど、その点について少しお聞かせいただきたい

と思います。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  林業専用道のことについてで……（「全部」と呼ぶ者あ

り）全部ですか。全部についての話ですか。はい、わかりました。 

 最初言われた所有者の不明なというのは、今、所有者がこちらにおられない方がたく

さん山にはあるんですが、そういったものをたどっていく作業をしなきゃいけないんで

すが、それを森林組合のほうに委託して、そういった所有者を明確にして境界を確認し

ていこうという、その前段の調査であります。 

 それから、境界を明確化する。山林の境界が、今は地籍調査が終わっていないところ

が７割、８割ありますので、その部分で切り図しかございません。切り図では境界が明

確になっていませんので、レーザ計測したデータを使って、机上で双方の方々を呼んで

きて、それで境界を確認していこうと。それを、将来的には地籍調査にも生かしていこ

うということで、これも今、森林組合のほうに委託する計画になっています。 

 それから、幅員２.５メートルの作業道でありますが、山に作業道を入れる場合我々、

奈良県の岡橋先生に習っておるんですが山にダメージを与えないで入れられる道、さら

に２トン車が入る道は２.５メートルで十分だというふうに習っておりまして、津和野

町では、この２.５メートルの作業道を延長していこうということをしております。森

林環境譲与税の使い道として、個人所有者の山で、さらに事業体がそこを利用しないよ

うな山を町が管理しなさいということになっておりまして、そういう山を管理するため

に、作業道をまず入れていこうということで６００万円を計上しております。これは、

メートル当たり３,０００円の助成金ということになっております。 

 それから、地域おこし協力隊が産業後継者となる場合のということですが、今、卒業

して起業している者が６名おります。町内で起業しております。で、農林業に従事する

場合、産業後継者育成基金というものがございまして、そこから毎月１０万円の生活助



成をしております。その辺の財源に森林環境譲与税を充てようということで、６００万

円が充てられております。 

 それから、島直地奥山線の林業専用道ですが、議員がおっしゃられたように平成２５

年に計画がありました。しかし、災害が起こりまして、業者のほうも対応が不可能とい

うことで断念せざるを得なくなったんですが、これを県営で施行していただけるという

ことになりまして、令和２年は設計の段階なんですが、１,５００万の設計費の１割は

町負担ということになりますので、それを森林環境譲与税を活用して行うというもので

あります。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  このバイオマスガス化発電事業については、平成２８

年に、私たち議会の中でも特別委員会を設置して、相当このことについて議論を重ねて

きたところでございますが、特に平成２９年９月には、中国電力との接続契約に係るこ

とで負担金が生じたということで１５０万ですか、このことについて相当議論があった

とこでございますが、さらに、その際、１５０万は何とか林業事業体を含めて、町も一

緒になって負担していこう、そして負担した後には数年間待とう、約５年くらいでした

か、待とうというような話でございまして、その際の中でも、中電は中電で接続される

際に、その容量として送電線を改修するために５０億円ぐらいの系統連系工事費という

ものが費用負担が発生したのではないかなということで、中電としても、我々のこの思

いを受けとめたとは言いませんけども、そのようなことを鑑みて事業をされたというふ

うに私は推察しております。 

 このような官民挙げての取り組みが、このたび民間のフォレストエナジー社が正式に

進出してみたいと、そういうことにつながったんだと私は思っとりますが、こうしてい

よいよ民間の事業体が５億２,０００万の巨費を投じて発電事業をやってみようと、そ

ういう動きの中で、私たちは自治体としてこのことを応援することが極めて大切ではな

いかと私は考えております。 

 ただ、町民にとって、全ての町民の方に、このことがどういう経済的効果をもたらす

のか、恩恵をもたらすのかということで、いまいち議会の中でも、まだ少し十分な理解

がいただけないところもありますが。 

 もう一回確認したいんですが、燃料調達として、今回、発電所に６,０００トンの原

材料を搬入するということが想定の中にありますが、その山林所有者、そして伐採・搬

出を担う林業事業者、そして発電事業会社の負担と受益というものをもう一度再確認し

たいと思いますが、いいでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  まず、発電事業者が年間売電する電気の金額ですが、約

１億４,０００万円、それからチップを製造する会社に対する６,０００トンのチップの

購入費が５,４００万円という流れができます。これは、町内で全て循環するものにな



ってきます。石油のように外国にお金を払うものではないので、町内循環が生まれます

ので経済的効果は高いと思っております。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  山林所有者、例えば自分の家に山があって、例えば１

トン切っていただいて、私は何もしないでそこで見とって１トンが切り倒されたとする

ならば、１トン何ぼになりますか。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  山を買う場合の想定になりますので、これは条件がいろ

いろ違ってきますので、トンが幾らとかヘクタールが幾らとかというのは事業体の方々

が決めることになります。 

 ただし、例えば広葉樹を持っておる山でも、今は広葉樹を切っても余りパルプにも持

っていけないということで、余りお金にはならないんですが、今度は、そこの発電所で

チップにして１トンを発電所に送るとすると９,０００円で買ってもらえます。ですか

ら、それなりのお金が山の所有者にも返っていくということになってくると思います。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  しつこいようですが、そのトンとかヘクタールとかじ

ゃなくて、チップにしたものは９,０００円で発電事業会社に買っていただくというこ

とですが、その伐採・搬出業者が、あなたの山のこの木を切らせてくださいと言うて、

それは時価というか相場になるんですか。 

 例えば、以前のようにトン当たり３,０００円で、こだま商品券を３,０００円つけて

６,０００円という目安が立っとたかと思うんですけども、そういう考え方で、この事

業に引き続いても、１トン、うちの山から搬出されたら、自分が出したら６,０００円

になるのか。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 

○農林課長（久保 睦夫君）  自伐型の方が間伐を搬出して出した場合には、これは立

米当たりで５,０００円で買ってもらうという流れをつくっていこうと思っています。

今まではトン換算で木を買っていたんですが、発電所の場合は水分を買ってもしようが

ありませんので、立米当たり５,０００円で買って、さらに地域通貨券を３,０００円つ

けようという考えであります。ですから、立米当たりは８,０００円の価値があるとい

うことになってきます。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  森林環境譲与税では、この３,０００円の地域通貨を

財源とすることはできないというふうに予算審査ではありましたが、この３,０００円

の予算措置はどうされるんですか。 

○議長（沖田  守君）  農林課長。 



○農林課長（久保 睦夫君）  今まではトン当たり３,０００円というそういう要綱で

ありましたが、今度は新たな措置として立米当たり３,０００円になりますので、森林

環境譲与税が活用できます。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  わかりました。 

 この事業について、長年、検討を重ねてきた中で、今回の町長の施政方針の中で地球

環境の変動と温暖化の影響について特に言及され、国連のほうでも取り上げられており

ますＳＤＧｓの理念をもってこの事業を進めたい、そういうような強い決意を伺いまし

て、私は感銘しました。世界の共通テーマであるＣＯ２削減に積極的に取り組むこの小

さな山村の取り組みこそが、町民の誇りとして未来につながるものと私は信じておりま

す。 

 続いて、質問行います。 

 企業誘致対策についてということでございますが、島根県の中山間地域等専門系事務

職場促進事業を活用した企業誘致促進補助金が計上されております。ＩＴ企業誘致を促

進するための条件整備やレンタカーなどの移動手段、新規採用者の研修費用などが対象

となっているようでございますが、この事業の詳細と県内における先行事例等をお聞き

したいと思います。 

 また、専門系事務職場促進業務委託先の見通しはどのようになっているか、お聞きを

いたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、企業誘致対策についてお答えをさせていただきま

す。 

 町ではＩＴ系企業の誘致を促進する取り組みを進めており、ＩＴ系企業の中でも情報

システム開発等を行うシステムエンジニアなど、ＩＴにおいての高度な専門知識や技術

を比較的要することのない、企業のホームページ上でブログ記事等を書くなどのウエブ

編集ライターなどを雇用し、インターネットによる商取引などのサービスを提供するウ

エブサービス等を用いて営業を行う企業の誘致を図ってまいりたいと考えております。 

 県におきましても、中山間地域等を対象とし、ウエブ編集ライター等のインターネッ

ト附随サービス業及びシェアードサービス業を対象業種とした専門系事務職場の企業

誘致を積極的に取り組む市町村を支援することを目的に中山間地域等専門系事務職場

誘致促進事業費補助金交付要綱を制定しており、補助対象は専門系事務職場の誘致の手

法や地方への進出を検討する企業とのネットワークを有する専門事業者と連携する取

り組みとし、専門事業者への委託経費等の２分の１、年間上限５００万円となっており

ます。対象経費としては、立地環境調査、企業誘致戦略策定、広報媒体開発、県外企業

との接触機会の創出、県外企業の島根県への視察ツアー、人材確保・育成関係事業、人

材データサービスの作成等となっております。 



 県事業を活用している自治体につきましては、平成２９年度モデル事業として２自治

体、平成３０年度３自治体、平成３１年度は本町を含め５自治体となっております。 

 県事業を活用し、企業誘致に係る手法を各自治体が取得することで、専門系事務職場

４社が県外から立地しております。 

 また、２５歳同窓会を開催し、県外に出た方へのＵターンにつながる機会創出等の取

り組みを行っている自治体もあると聞いております。 

 本町におきましては、企業誘致に係る実績もあり、県事業のモデル事業において専門

事業者として県が選定したポート株式会社に委託し連携して取り組みを進めていると

ころでございます。平成３１年度の委託業務は、本町の企業誘致に係る立地環境等の調

査、ＰＲツール作成、対象企業との面会の場などを設定しております。今年度において

は、県外企業５社と面会の場を設け、誘致に向けた営業を行いましたが、企業としては、

新たな場所に立地する際の大きな課題が、事業所の整備費用及び萩・石見空港から本町

間や進出した拠点から町内外への移動手段が限られていることの指摘をいただいたと

ころであります。 

 こうしたことから、県内外の自治体等の企業誘致に係る補助金等を調査・検討し、県

の助成において対象とされていない事業所整備の改修、誘致企業の交通手段の確保、新

規採用者の本支店間の社内研修経費について、町独自の助成体制として制定し、企業誘

致の促進を図りたいと考えており、予算計上させていただいたところでございます。 

 本事業の委託業者ポート株式会社の見通しとしましては、県の補助期間である３年の

間に県外企業の立地の実現を図るとともに、企業誘致の手法、取り組み姿勢等を町が習

得できるよう支援を行い、３年後には町独自で効果的な企業誘致が行える体制整備を支

援することとしております。 

 町におきましても、県の補助期間３年間においてポート株式会社と連携し、事業終了

後も町独自で継続的な企業誘致が行えるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  これで質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上で、５番、板垣敬司君の質問を終わり、１０時１０分ま

で休憩といたします。 

午前 10時 01分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 09分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 発言順序７、４番、道信俊昭君。 



○議員（４番 道信 俊昭君）  道信です。よろしくお願いします。きょうは４つあり

ますんで、今まで、大体一つとか二つだとかだったんで、答弁のほうをてきぱきという

パターンでやっていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。 

 まず、空き家活用定住住宅という件に入りますが、空き家のこの入居条件、私が通告

していたのは、これが新しい新規事業になったわけですけども、その条件がＵＩターン

者や町内に定住した若者等々が書いてあるんです。 

 ここに資料がありまして、定住推進対策として、ＵＩターン者や町内に定着した若者、

移住・定住世帯の人口増加及び定住化を目的とすると、わかったようなわからんような

書き方がこれを見たときに、これ、誰を対象にしとるんかみたいな感じがあったんです

けども。都会の人が田舎を求めて来られたときには、大体、町なかに住まずに周辺のと

ころに住まれるんですよね。不思議だなと思ったんですけど、聞いてみると、だから田

舎に来たんだと、田舎らしいところへ住みたいから田舎に来たんだという要望が多い、

私の知る限りでは。 

 それで、もう一つは、逆に津和野におられる方等々は都会の新しい形というものを望

まれるというようなふうにあったんです。 

 それで、この入居条件も見ましたら、そういうふうになっているんですけど、一体ど

っちを対象にしているのみたいなところがあったんで、まずは通告のように、質問１と

いうのは、入居条件というのをもう一度確認をしたいということ。 

 それから、空き家活用という言い方じゃあ、もうインパクトがないみたいな。私なん

かユーチューブずっと見ているんですけども、大体、リノベーションという言い方でア

ピールをしているというのがあるんですけど、今までのいろいろ流れを聞いているとし

きりに横文字が出ていますし、これぐらいリノベーションというのを使ったほうがいい

んじゃないかという、特に若い人たちに対しての印象というものは、そういうふうにな

っているんじゃないかなという気がするんですけども、まずはそれをよろしくお願いし

ます。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、４番、道信議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 空き家活用定住住宅についてでございます。 

 空き家活用定住住宅につきましては、町が所有し、平成２９年４月より空き家状態と

なっておりました医療従事者住宅３戸をＵＩターン者や町内に定着した若者、移住・定

住者世帯に改修し供給するため、津和野町空き家等改修事業として令和元年８月２３日

に募集要項を公表し、１事業者より提案をいただきました。 

 提案事業者は、「高津川流域らしい暮らしを楽しむ、定住住宅」を基本コンセプトと

して、まきストーブのある暮らしを提案され、令和元年１１月１１日に開催した事業者



審査委員会により、株式会社高津川暮らしの研究所が選定事業者として選定されたとこ

ろです。 

 改修期間中には、ＤＩＹワークショップの開催や代表企業がＳＮＳによる情報発信を

行い、入居者公募前から情報を収集し、現場にお越しになり物件を確認される方がおら

れるなど、大変魅力のある住宅に改修されております。 

 入居者の募集につきましては、令和２年２月２１日から令和２年３月６日正午までを

募集期間として公募し、県外１世帯、町外１世帯と町内４世帯の計６世帯から申し込み

があり、抽せんの結果、町内３世帯の入居が決定したところでございます。 

 空き家活用という標記につきましては、誰にでもわかりやすい表現として採用したと

ころでございます。今後も、公または個人が所有する空き家を活用し、住宅の整備を進

めていく計画であり、議員御指摘の点につきましては、より魅力が伝わるような標記を

検討してまいりたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  道信君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  ２番目の質問として──私、普通だったら町長にもろ

に聞いていくんですけども──今回は東京事務所に異動される予定ですけども、内藤課

長にこのことをちょっとお聞きしたいんですけど。私、これは基本的に、いわゆる町内

の人口をふやしましょう、津和野町に流入する人口をふやしましょう。それからもう一

つは、東京都２３区の人口をできるだけ地方へ移動してもらいましょうというようなの

が、そもそもの基本的なコンセプトじゃないかというふうに、私は思っているんですよ。 

 それで、とりあえず県に確認をとったところ──これは県から出てきます金ですし、

確認とったら、ＵＩターン者がどうだと言われて、一番最後に、津和野町から出ないよ

うにしたいというような言い方、おもしろい言い方するなと思ったんですけど、これで

いくと、誰でもあり、何でもありみたいな、ちゅうことは、ただのアパートじゃないか

みたいなように私は感じたんです。 

 で、これは、やっぱり入居条件を絞るべきじゃないかと。特に、さっき言いましたよ

うに都会からの人口をふやしたいというのならば、そういうふうな後につくややこしい

言い方はやめて、とにかくＵＩターン者、特に都会地、もっと絞れば東京２３区から人

を呼び込みたいということでいきたいんじゃないかなと思うんですけど、内藤課長、こ

れ東京で一生懸命ＰＲをするんでしょう。そうしたら、今の絞る分と、それから、言葉

としては、そういう人たちに受けるリノベーションという言葉を積極的に出すべきじゃ

ないかと思うんですけど、いかがですか。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  入居条件につきましては、今、畑迫にこと

しつくりました、つわの暮らし推進住宅、ここは町外からの移住という形で、入居条件

がここの住宅とは異なっております。 



 空き家を活用するというのは、ことし初めて、こういう形でリノベーションして、皆

さんに提供させていただいたということがありますので、今後も、先ほど議員が御指摘

になった県からの回答の定住するというところでいうと、町内者を町外に出さないとい

うところもあります。ここのところも、大事なところというのは踏まえた中で、ことし

はこういう募集条件で行ったということでありますが、今後、移住という形を考えれば、

議員が御指摘になったような条件になるわけですが、ここも、つわの暮らし推進住宅も

最初は町内もオーケーだったというような経過もありますので、そういったところで、

今後、空き家活用の定住住宅で、議員御指摘になっとるようなリノベーションされた住

宅、これ、都会にも魅力があるような住宅になろうかと思いますが、そういった形の部

分については、今後検討させていただくということで御回答申し上げたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  道信君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  検討じゃなくて、ぜひ、頑張ってやってほしいんです

よ。東京で頑張られるときに、この２３区の人たちをいかにして呼ぶか、これぜひ知恵

を絞っていただきたい。特に、今度２０日に、私、内覧会で見に行きますけども、これ

を設立された方なんかもよく知っていますんで、それで、多分デザイン的ないい形が出

てくるんだろうというふうに非常に期待していますんで、それをぜひ、東京なんかで広

げていっていただきたいというふうに思っております。 

 次に行きます。 

 城山のリフトになりますが、毎年行われている小学生の会議に出席して、そこで小学

生の子供から、「おじさん、これあげるけ、テレビで映してや」みたいなことで、一生

懸命描いてくれたリフトのイラストレーション、これを描いてくれたんです。 

 何で、私、これを映すよって言ったかというと、彼らが非常に一生懸命に津和野の将

来に対して関心を持っているし、それから、こういうふうにして自分たちの考え方を自

分たちの未来に生かしたいという思いが非常に強いなというふうに思いましたんで、そ

れで、「これをテレビで出すけんね」みたいな形でやった。これは、その子供たちに対

する、自分たちの考え方が表に出ていくっていう、そういうことをすると、また来年か

ら、じゃあもっといい案を出そうとか、こういうことにつながると思うんで、これをい

ただいてまいったわけです。 

 それで、これを受けて、私、久しぶりにリフトに乗ってみたんですけど、私らがリフ

トに乗るというのはめったにないですよね。久しぶりに乗ってみました。城山の整備が、

これから着々と進んで終わってくると、このリフトを利用する方が確実にふえるという

ふうに思った。──思いますよね、大体ね。 

 そのときに乗ってみて感じたのは、まず、子供が言っているように、今の状態だと手

すりにさわってずっと登っていく。ですけども、スキー場なんかは大体、前にパタンと

落とす。私もスキーやっていましたんで、パタッと落としていくほうが安全だよみたい



なことを子供たちも言いますんで、そうそうみたいなことで、こういうものが必要だな

と。 

 で、現場の人に聞いてみて、落ちた人おりませんかって言ったら、それはないように

彼らが非常に気を配って、前後にそういう同乗者の、ちょっと体の弱い方はサポートす

るというようなことも含めながらやっておられたというのを聞きましたが、乗ってみて

わかったのは、ペンキが剥げて非常に汚いリフトの支柱があったり、それから足元が危

ないなと思ったね。とがった石がごろごろ落ちているっていう。これ、今まで幸いにも

なかったけど、これで落ちたら大変だなというふうに思いました。 

 それでもう一つは、そこで質問の中に安全面で自信が持てるのかっていうのを、質問

の第１にしておりまして、それからもう一つは、待合室。玄関ですよね、あそこは。こ

れが、あの待合室を見て、職員の方に案内してもらって、こうこう説明もらった。まあ、

玄関じゃないですよね、倉庫ですよね、あれ。これでいいんかいなっていうのは、もう

本当、見ながら感じました。ふだん、私ら行くことがないから、余りそこに興味なかっ

たんですけども、見て、びっくりしたですね。だから、これで本当にいいんか。 

 で、これは、さっきのリノベーションのような大がかりのもんじゃなくて、中をそれ

こそＤＩＹでやるというようなリフォームで済むと思いますんで、そんなにお金かかる

わけじゃないなと思ったんで、このあたりはいかがかなということを質問させていただ

きます。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、城山のリフトについてお答えをさせていただきま

す。 

 城跡観光リフトの安全性についての御質問でございますが、現在の観光リフトは、中

国運輸局から整備細則の認定をいただき、専門事業者である安全索道株式会社の指導を

受け長期整備計画を作成しており、それに沿った施設の運営管理、年次的な補修更新整

備を行っております。 

 なお、議員が受け取られたイラストに関しては、搬器への安全バーの装着の要望があ

ったと聞き及んでおりますが、現在の搬器等については設立当初に運輸局の認定を受け

ており、適時補修更新をしており、安全性については問題がないと認識しております。

ペアリフト等で安全バーのある搬器があることを存じておりますが、現在の搬器は少雨

での運行等に備えて屋根を装備しており、現在のままで安全バーを装着することは設計

上困難であることを専門事業者から確認しております。 

 また、実際の設計変更や新たな搬器の導入に関しましては、荷重の計算や搬器の数量

調整を含めた駆動系等の全面的な設計変更を行った上で運輸局の認定を得る必要が発

生することから、膨大な経費が必要になってくることが見込まれます。こうしたことか

ら、御指摘はいただいたものの、当面の間、現行の装置での運行を継続したい考えであ

ります。 



 次に、待合室のリフォームの件ですが、昭和４３年の建設当初からは既に相当年数を

経過しており、老朽化の点は否めない事実であると認識しております。御指摘のリフォ

ームについても実施いたしたいところではありますが、財政面も考慮して、まずは安全

面の確保から前述の機械装置等の更新を最優先させており、なかなか待合室までは至ら

ないのが現状であります。 

 しかしながら、城山プロジェクトによる城山の環境整備も進んでおり、内部の清掃等

に一層努めるとともに、整備計画や財政状況等を勘案しながら、城山観光の玄関口とし

てリフォームも検討してまいりたいと存じます。 

○議長（沖田  守君）  道信君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  確かに、安全バーでこうやるのは、私もおりてみたと

きに、ちょっと難しいのは難しい、ぱんとはね上げんといかんので。子供だと自分の手

でぱっとはね上げられますけども、ちょっとお年を召された方で、御自分でぱっとはね

上げるのは難しいなというのはわかっております。わかっておりますが、だから、だめ

というんじゃなくて、カプセルみたいな形とか、それは具体的には──スキー場のこと

しか頭にないんであれですけども──城山が整備されて、あれでいいのか、カプセルで

格好よく上がっていったら、もっといいだろうなという夢を、せっかく子供たちがこう

やって考えてくれたのを、これを否定するんじゃなくて、こんなのもありますし、ただ、

今はできないけども、こういうパターンでカプセルの中に上がっていくような、特に今、

そういうような自動運転じゃないけども、格好いいやつで上がっていくということを想

定していくようなものも言われると、子供たちも次の考え方が出てくるなというふうに

思っておりまして。 

 質問としては、これ課長に、具体的にお聞きしますけど、トイレが、やっぱり寒いと

ころで立っておられる。私が行ったときも、お客さんちょっとおられて待っておられた

んですけど、寒いところでトイレ。特に、リフトで上がった上のトイレ。ここも、職員

の人に案内してもらったんですけど、あれは危ないですよ、あの上のトイレは。あれを

使って転んだら大変だなというのがあったんで。上のトイレは、やっぱり使われるらし

いんですよ。寒いので、上がって行ったらおなかの調子が悪くなったとか、城山をずう

っと散策して行ったら、またとか。あそことかには、やっぱり気を配るべきだろうと。

で、そんなに難しくない。あれ、和式でしたからね、洋式のやつのポータブルを乗せる

だけでも、全然違いますんで、そういうとことか。 

 さっき、冒頭で言いましたようにペンキの塗りかえ、これあたりはそんなにお金がか

かるわけじゃないんで、こういうちょっとしたことを現場の人によく聞いて補修される

ということから、まず手がけられたらどうですかというのが、２番目の質問ですので、

よろしく。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 



○商工観光課長（藤山  宏君）  議員御指摘の、上のほうのトイレということになる

と思うんですが、確かに、おっしゃるようにかなり古い。くみ取り式でございますんで、

なかなか十分なものになっていないのが正直なとこでございます。 

 今、城山整備の中でも、今後は水洗トイレが複数整備されるということでございまし

て、これ自体のホスピタリティーというか環境整備は整ってくると思うんですが、当面、

あそこの今おっしゃったトイレあたりについては、おっしゃったように、スタッフの中

にも大工さんのやられるような形の仕事もたけた方もいらっしゃいますので、予算的な

部分もありますが、可能なところで対応ができるようであれば、具体的に検討してみた

いというふうに思っております。 

○議長（沖田  守君）  道信君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  それともう一つ、つけ加えるならば、これもさっき言

いましたような足元の石ですね。これから人事異動もあったりなんかして、また新しい

人とか若い人があそこに職員として来られると思うんで、ぜひ、足元の整備をしてもら

うように、課長のほうから、そういう人にぜひやって、自分がやった仕事がそういうこ

とに貢献したというようなことを依頼するというか命令ですけども、していくようなこ

とを考えられたら、私らみたいに、ぽっと乗った者でないとわからんようなことが、ず

っとおる人ではちょっとわかりにくいのがあるんで、そこのあたり、どうです。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  今後、おっしゃったような点についても、草刈り等

は常々管理をしとるとこですが、なかなかそこまでの配慮まではいっていないというの

が正直なところです。ある程度、機械を入れてまでということには、なかなかなりかね

るかとは思いますが、人力で可能なものであれば対応することも考えてみたいというふ

うに思います。 

○議長（沖田  守君）  道信君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  リフトに関しては期待するというとこで、成果が目に

見えますのでね。だから、まだやっていないんじゃないかとかいうようなことにならな

いように、期間もそんなにかかるわけでもないので、ぜひ、少しずつでも進めていって

いただきたいということですね。 

 それでは次に、青野山、城山ですね。これは、青野山が自然的観点から天然記念物に

指定され、文化的には名勝と指定されました。この２つを持つものは、今、日本では富

士山しかないというような、非常に喜ばしいことでもあります。広報「つわの」でも、

その内容を詳しく見させていただきました。それで、さすがに官報は見ておりませんが、

ここでは官報に掲載したということがしきりに書いてありますんで、喜ばしいことだな

というのは、前段でちょっと言っときますけども。 

 次が、ただ──ただというところが、これ住民がそこの青野山のところに土地を持っ

ておられ、木も植え、それからいろんな作物も植えられていると思うんですが、特に木



のほうになるんですけども、まず、ここに私が得た資料で線引きが──線引き、ちょっ

と小さいから、見えにくいんですけど──ここに、どこからどこが指定されたのかとい

う線引きがあるわけですけども、この線引きの図面を、ここにかかわっておられる住民

の方にお知らせした、見せたのかなというのが、周知したのかなというのが、まず第１

点。 

 それから、第２点目に、線引き内に土地を所有する人の財産権、樹木や作物等への制

約はどのようになっているんでしょうか。 

 ３番目に、整備、活用について、地元住民を含めた委員会をつくるというが、地元と

は具体的にどこを指しておられるのかというのが、第３番目。 

 第４番目に、それでは、地元住民のメリットは何なのか。規制されたことで、どんな

メリットがあるのかというのが、第４番目。 

 それから、第５番目が、６月の補正予算で、この指定されたことのお祝いということ

でしょう、多分。６万４,８００円がついておりますが、これ、どうも執行されていな

いんですけども、いつ、何をどうするつもりなのかということを、まずはお聞きします。 

○議長（沖田  守君）  教育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  それでは、青野山についての御質問に御回答いたします。 

 最初の御質問ですけども、指定された部分の線引きを周辺住民に周知したかというこ

とでございますけども、文化財指定の告示文書につきましては、令和元年１２月２３日

から令和２年１月１３日までの間、津和野庁舎前の掲示板に公示を行っております。 

 また、管理団体指定の告示文書につきましても、令和２年３月１３日から３０日まで

の間、同掲示板に公示の予定でございます。 

 今後、これら２件の告示文書をあわせて、指定範囲内である土地所有者の方には郵送

で周知を行う予定でございます。 

 なお、指定に当たって申請手続に入る前提として、関係自治会を対象とした地元説明

会を行っておりますが、その場では大まかな指定範囲についての御説明はしております

が、指定後の範囲につきまして詳しい説明は行っておりません。 

 それから、２つ目の質問の、線引き内に土地を所有する人の財産権への制約はという

御質問でございますが、指定地内におきましては、文化財指定前にも、既に県立公園や

一部保安林の指定を受けております。こういったとこにおきましては、開発行為等につ

いて、もう既に義務が発生をしておるということであります。今回、文化財指定された

ことによりまして、指定された土地所有者の方には、文化財としての、事前に国ですと

か県への現状変更の許可申請が必要になってまいります。 

 それから、３つ目の整備、活用について、地元住民を含めた委員会をつくるというが、

地元とはどこかという御質問でございますが、今後の整備、活用を行うに当たっては、

保存活用計画を策定する必要がございます。その計画策定委員会の委員には、青野山に

かかわる学識経験者のほか、町内の関係者への委嘱を考えております。今後、文化庁や



島根県と協議しながら委員の選任を進めていきたいと考えておりますけども、町内の関

係者としましては、地元説明会を行っております笹山自治会、それから麓耕自治会、直

地自治会の代表者を考えております。 

 続いて、地元住民へのメリットという御質問ですけども、土地所有者におきましては、

通常は文化財指定による制約が発生する一方で、指定された土地の固定資産税につきま

しては非課税となる税制上の優遇措置がございます。 

 しかしながら、既に保安林の指定を受けておられる土地につきましては、税制面の優

遇が新たに発生するということではございません。 

 また、計画策定後には整備、活用を進めるための補助事業の実施が可能となってまい

りますので、事業の展開によりましては、青野山周辺への交流人口の増加といったこと

が考えられるのではないかと考えております。 

 また、国の指定を受けることで、保存整備のために地方公共団体が土地を買い取るこ

とのできる国庫補助事業の対象にもなります。 

 それから、最後の質問ですけども、６月補正予算で、このお祝いの予算に６万４,８

００円がついているが、いつ、何をするのかという御質問でございますが、御指摘の予

算につきましては、国の文化財指定を祝福するための懸垂幕を当初予定をしておりまし

た。で、令和元年６月２１日の国の文化審議会におきまして答申の報道発表がありまし

たが、１０月１６日付で文化財指定の官報告示、そして１２月２０日付で指定通知の正

式受理がありましたので、ちょっとその間があいてしまいまして、ちょっと時期を逸し

たかなということもございまして、当初予定しておりました懸垂幕ということを見送る

ということで判断したものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  道信君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  それでは、まず２番目の質問の質問２のことにちょっ

と入っていくんですけども、県の自然公園ですよね、あそこは。それが今度は、それに

もう一つ国のレベルまで上がって、国の文化財指定になったわけですけども、地元の人

が心配されるんですよ、すごく。自然公園のときの、いわゆる許可申請の内容と、それ

から今度、新しくなった場合の許可申請の内容がどのように変わっていくのか。はっき

り言うたら罰則規定がどういうふうになるのかということになるんですけども、どのよ

うに変わっていきます。 

○議長（沖田  守君）  教育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  県立自然公園につきましても、今言われましたように既

に指定になっておりますので、こちらにおきましても、この指定範囲内で工作物を新築

したり改築したり、樹木を伐採することにつきましては、既に申請が必要になってくる

というのは御存じのとおりと思います。 



 今回、文化財指定が新たに加わるということで、内容につきましては、今、県の指定

で言いましたことと大差はございませんが、例えば、この範囲内で土地の形状の変更を

行う行為ですとか、建物の新築、増改築などを行う場合には、国のほうに現状変更の申

請をする必要がございます。それから、程度にもよりますけども、樹木の伐採などにお

きましては、県への現状変更の許可ということで済むと考えております。 

 で、今の罰則の話なんですけども、今回は城山の関係でございましたけども、無断で

そういった開発行為を行った場合には、文化財保護法的には、基本的には原状復旧とい

うことを言い渡されますので、もとに戻せという指示が出るというふうに考えておりま

す。県立自然公園のほうにつきましては、ちょっとそのあたりのことは詳しく承知して

おりません。 

○議長（沖田  守君）  道信君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  観光課長、県の自然公園の場合も原状復帰というのが

多分入ると思うんですよ。だから、さっき言いましたように、心配されるのは、レベル

がどんなに違ってくるのかということを心配されているんです。 

 だから、一つの例を出しましょうか、そしたら。間伐材というのは、例えば、自分の

土地の自分の木を１本とったら、これは文句はないでしょうね。だったら、何本ぐらい

までが目安なのか。多分答えられんと思うんですよ。ですけど、切る人にとったら、そ

のあたりが知りたいんですよ。大体アバウトでこのぐらい間伐の木を切り出したら、ま

ずいな、あるいは申請を出さにゃいかんなというような、このあたりの具体的なことが

ある程度わかっていないと、これに関して申請をしてもいいのか悪いのか、１本でもす

べきなのかとか、ここなんですよ。 

 これが、自然公園から、さらに国指定になっていったときに、どういうふうにこれが

動いていくのかというのを、今の情報の中で答えられるべきものを、ちょっと答えてく

ださい、一番わかりやすいのを。というのは、皆伐はだめでしょう、当然。いいんかな、

どうかな、皆伐。そのあたり一帯をだーっと切るの。作業道をどーんと入れるのは、多

分だめでしょう。ちょっとそのあたり、確認をとっときたい。 

○議長（沖田  守君）  教育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  基本的に、今の樹木の伐採については県の許可でありま

すので、今回の城山の整備におきましても、３割程度の間伐という部分におきましては、

県のほうへの現状変更の申請を行っております。 

 その、程度の話でございますが、実際その判断を下しますのは県であったり国であっ

たりという形になりまして、町のほうで明確なそのあたりの基準を持っているものでは

ございませんので、これだけ切りたいんだがということがありましたら、面倒ではあり

ますが、町のほうに御一報いただいて、その後、県あるいは国にどうでしょうかという

ことで伺いを立てた後に処理をするという形になろうかと思います。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 



○商工観光課長（藤山  宏君）  県立自然公園に関しましては、まず、基本的に育林

のための除間伐というようなことであれば、ある程度伐採する分については許可の申請

が──所有者がやればということもありますが──特に申請の必要はないという状況

で、今回の城山の整備には入っております。これが、まず一つ。育林のためとか、いわ

ゆる除間伐ということがあります。 

 ただ、今後、形状変更とか作業道を入れる、今回、作業道を入れた部分につきまして

も、文化財的にはいろいろあると思いますが、今回レベルのものでも、所有者の方が申

請をちゃんとした上で、形状変更の申請した上でやれば認められる範囲ではないという

ようなことが、自然公園内的にはあります。 

 ただ、やはりケース・バイ・ケース、それぞれ青野山周辺の方も、いろいろ作業道を

入れたりするときには申請をいただいておりますので、やはり今この場で、これ以下は

いいですけど、これ以上はだめですというところをお示しするのはちょっと難しいです

が、具体的にまたいろいろお問い合わせいただいたほうが早いのではないのかなという

ふうに思います。 

○議長（沖田  守君）  道信君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  そこが、言うてもろうたら答えますというパターンじ

ゃなくて、ある程度のものは示しとかにゃいかんのですよ。そうせんと、これはあれで

しょう、同意しなかった人がおられるでしょう、同意しなかった人が、この事業に関し

て。ということは、そういう不安があるんですよ。一体どのぐらいなのか。要するに、

印鑑をつく前に、一体どうなるんかい、何本切っちゃいけんのかというようなことのア

バウトなところを、きちんとある程度知っておかないと、同意しなかった人に対しての

説得にはならないということなんですよ。だから、聞いてくりゃあ答えちゃるでという、

これはいかん、これは。 

 ほで、最初のところに、指定後の詳しい説明は行っておりませんという、この姿勢で

すよ。指定前に今のような、要するに人の疑問を払拭させてあげないと、印鑑はついて

もらえなかった、いうところが、今、私が言っていることなんですよね。当然、皆伐や

ら何とかというふうになって、もう目に見えるものはだめちゅうのは、そりゃ誰だって

わかるんですけど、問題は、本数というのは確かにわからん。わからんけど、ある程度、

例えば１割ぐらいだったらとか、このあたりのめどは、よく所有者の方にお話をされて、

今度、多分説明会やられますけ、このときにある程度のことは示しておかれる必要があ

るというふうに私は思いますんですが、そういうあれはされますね。 

○議長（沖田  守君）  教育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  まず最初に、その図面といいますか、新しく申請後のエ

リアの図面をお示ししていないということにつきましては、説明会の段階におきまして

は、今回の指定範囲が青野山と小青野山という二つのエリアになりますので、その範囲

をお示ししているわけですけども、指定後は、議員さん御存じかと思いますが、かなり



入り組んだ形になっております。で、実際、青野山自体が地籍調査が終わっておりませ

ん。それから、もともと草刈り場というような形で共有名義がかなりあったりとか、そ

ういった形のことがあったことと、あと地形が、御存じのように山であったり谷であっ

たりで、境が分かれていないということもありまして、正直なところ、今回認定になっ

た場所を正確に図示するということは非常に厳しい状況にありまして、切り図をもとに

現状での範囲はしておりますが、それをはっきり、皆さんが見て一目瞭然にわかる形で

図示するというのは、なかなか厳しい状況にあるので、そこのところは大まかな図面し

か出せないかなということは思っておりますが。 

 あと、住民への説明会といいますか、改めて、その地区の人への説明会ということは

今は考えておりませんが、ただ、さっき言われたような、例えば木を切ることについて、

それが日常の管理の範囲なのか間伐なのかによっても、やっぱり変わってくると思いま

すので、そのあたりのところは十分に納得いただけるものになるかどうかわかりません

けども、ある程度のものは町としても、一々県に聞くというんじゃなくて、ある程度の

ところは持っておいて、相談があったときには、お答えできるような形にしておかない

といけないかなということは考えております。 

○議長（沖田  守君）  道信君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  今、説明会はしませんと言われたでしょう。これ、ち

ょっと問題ですよ、これは。今のような疑問を皆さんと相対して、膝を交えて話をする

とき、そこからお互いの信頼関係が。これ数字は多分出せんのはわかります。ですけど、

信頼関係というのは、そこから生まれますんでね。一番最後に、またもう一度聞きます

けども、説明会は絶対せんといかんですよ。 

 それで、もう一つ、同意された方と同意されなかった方が同じ行為をしたときには、

そこにどんな問題の差が出てくるのか。例えば、１０本切った、同意した人に対しては

どんなペナルティー、同意した人、──要するに、その差というのは何か考えあるんで

すか。 

○議長（沖田  守君）  教育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  今の指定の範囲が番地で指定をされておりますので、そ

のまま番地での判断になろうかと思いますけども、その指定された番地内で行われた行

為と指定されていない番地で行われた行為につきましては、文化財保護法の……（「番

地じゃなくて使途」と呼ぶ者あり）今回の指定というのが何番地という形の番地の形で

指定をされておりますので、その指定された中で行われた行為と指定されていないとこ

ろで行われた行為につきましては、それは文化財保護法上の処分という形はおのずと違

ってくると考えております。 

○議長（沖田  守君）  道信君。 



○議員（４番 道信 俊昭君）  ちょっと違いますよ。指定の中に入りますよね。だけ

ど、印鑑を押さなかった人ちゅうのがおられるんでしょ、入っているけども。全員が押

されました。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  今回指定になった範囲は、同意書をいただいた方の地番と

いいますか、したところでありますので、同意書をいただいていないところは外れてお

ります。 

○議長（沖田  守君）  道信君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  そのあたりなんかが、ちょっと。今お聞きして外した

っていう、入っていないじゃなくて外したというふうになっていますから、これ、地域

の人、聞いておられますから、だから、そのあたりをちょっとはっきりさせて、それこ

そ、もとに戻りますが、説明会のときによくお話をされたほうがいいです。 

 それから次あと１２分ですから次は、周辺での活性化に寄与したい。だから、その線

から漏れたじゃないけど、そのもうちょっと下ですね。だから、笹山地区であったり麓

耕であったり、それから直地地区で、ここには積極的に青野山周辺で交流人口が増加す

るなど、地域の活性化に結びついていくことも考えられるから、積極的にこれに援助し

たいというか、お金だけじゃなくてほかのことも含めるんでしょうけど。で、この中の

具体的なこととして、笹山、風穴、これを観光資源としても非常にいいですし、だから

風穴の、もう一回見直して整備をしていくこと。 

 これが、私、当然、取材していますんで、どういうような要望があるんかっていうこ

とを聞いておりますんで、風穴、こういうことで青野山をたたえてもらえるんなら、風

穴をもう一度整備して観光資源にしたい。ほんで、あそこには新しい林道がつきました

よね、和田からね。あれを使ってサイクリングロードとかにしてみたいとかいうような

要望がいろいろ上がってくるんですよ。その中で、あの地域としたら風穴をということ

を聞きました。 

 で、麓耕なんかはいろんなイベントをやっておられますから、これは引き続いてとい

うとこでプラスアルファでやっていかれたらいいと思うんです。 

 で、もう一つは直地なんですけども、直地は今回、津和野土木のお世話で、あそこに

あるとにかくまず水の流れが、あそこはちょっといびつですんで、だから、あそこにわ

っと竹が生えて、それで川の流れが二つになっているんですけど、それを整備しようと

いう動きで着々とそれは進んでおります。私も一緒に当然行って、地権者の人も全員が

賛成、ただ一つだけわからんというところもあったりするんですけど、ほぼ９９％、あ

そこをきれいにしていって、あそこはがたがたの岩になっていますから、あれをのけて

水の流れをよくしてという動きは、もう着々と進んでおります。 

 それで、さらに、今の御厚意ということでいくと、あそこを観光資源ですよね、名勝

ですから。そうすると、９号線から入る入り口の道路、非常に狭いですよね。あれを広



げていって麓耕へ続けるような、いわゆる観光の場所としてあそこを開発していき、あ

るいは手を加えていくということをぜひ行っていただきたい。 

 で、それの、住民の人の、許可と言ったらおかしいですね、同意的なことなんかはで

きているんですよ。いいよ、うちの家とか、この家は壊していいよみたいな。だから、

それは具体的にやっていきゃいいんですけども。そうすると、今度は橋が問題になって

きます。橋が出て堤防が出てきたりするということが、今の水害対策にもなってくるし、

そうして名勝であるということにも全部オーバーラップしてきますんで、だから、そこ

のあたりをぜひ考えていただきたい。 

 道路の拡張ちゅうのは、もとの議員さんとお話しをしたときも、「いや、あの話は出

とった、大分前に出たんだよ」という話も聞いたんで、ぜひそのあたりを再検討されて、

道路の拡張、それから堤防、名勝、それから麓耕のイベント、直地のイベント、それか

らさっきのサイクリングロードから行って風穴に上がってみたいな、これ、非常におも

しろい観光の資源にもなってくるんで……。 

○議長（沖田  守君）  道信君。質問の通告に従って質問してもらわんと困るから、

今のようなことは、また再度、君が質問の……。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  わかりました。一応、そういうようなことがあります

ので、次のときにもう一度改めてやりますんで。 

 それから次、第５番目のところなんですけど、６万８,０００円ぐらいの云々という

ようなことは、これは、ただ、私、お金のことだけ言っているんじゃないんですよ。お

金のことだけじゃなくて、要するに、これには出ました、確かに。官報も載せました。

地域住民の方にちゃんとした説明もない、同じレベルだなと思ったんですよ。この６万

８,０００円というのは小さな金額ですが、ここに何となくお礼というか祝意というか、

そういうものがあらわれていない。で、民間で「祝青野山」なんていうのは、看板がも

う立っているんですよね。それで、片っぽでは見送りましたみたいな。だから、そこに

答えていただきたいという。これ、どういうふうにするかは、まだ時間ありますからあ

れとして、ぜひ、この６万８,０００円というものを有効に生かしていただきたい。 

 で、最後にもう一度、地元説明会、これをぜひやってもらいたいという思いがあるん

ですけども、いかがです。 

○議長（沖田  守君）  教育次長。 

○教育次長（齋藤 道夫君）  今、指定されたということと、その範囲がこうなりまし

たということは御説明できますので、その辺の説明会については、ちょっと内部のほう

で協議をさせていただきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  道信君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  ５分ありますんで、最後の「かわべ」なんですけど、

私、自分でも喫茶店やっているから、喫茶店がどういう現状か、将来どうなっていくか

ちゅうのは、もう痛いほどわかっていますんで。だから、非常に「かわべ」に関しての



売り上げが注目なんですが、時間的にも余りないんで、とりあえずは売り上げ、オープ

ンから２月までの喫茶の売り上げをお答えいただきたい、教えていただきたいと思いま

す。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、「かわべ」についてお答えをさせていただきます。 

 日原にぎわい創出拠点「かわべ」のカフェにつきましては、平成２６年に立ち上がっ

た日原にぎわい創出事業準備会に始まる議論の過程で、日原地区に町内外から人を集め

交流し、にぎわいを創出する機能の一つとして意見集約され、具体化したものでござい

ます。 

 現在、１日の従業員数は、集落支援員１名とパート労働者及び他の集落支援員のロー

テーションでシフトを組み、休息時間の代替を含め、おおむね２.５人による運営を行

っております。営業日は金曜日から月曜日の週４日、月平均約１６日間営業し、営業時

間は１１時から１８時となります。 

 議員お尋ねのカフェ「クレープリーいと」の開業月、令和元年９月から令和２年２月

までの売り上げについて、同施設の指定管理者であるＮＰＯ法人にこはらに確認したと

ころ、９月４４万５,３２０円、１０月３３万１,５４０円、１１月２８万６,４０２円、

１２月２９万９,８４４円、１月２９万３,９８８円、２月２８万２,８３１円、合計１

９３万９,９２５円、１日当たりの平均売り上げは２万２０８円との報告をいただきま

した。 

○議長（沖田  守君）  道信君。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  これは基本的なことに関するんで、町長、もう一度、

再質問にお答え願いたいんですけど、これでいくと月に１６日の営業ですよね。普通、

商売するときには、３０日ぴったしやるのが私らは当たり前と思っているんですけど、

これはずっと１６日の営業で続けていかれるのかということが一つ。 

 それからもう一つは、決算書がまた出てこんとわからんですけども、粗利、私ら７割

と見るんですけど、そうしたら粗利で月２３万円、えっ、人件費も出ない、１人の人件

費も出んなみたいな感じなんですけど、この二つ、どうです。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  商売ということでございます。基本的には、これはコミュニ

ティーを形成する、いわゆるにぎわい創出拠点という町の、いわゆる行政としての事業

というのが、まず全体としての目的でございます。その中に図書館があり、町家の改修

をして、そういう憩いの場をつくっていく。そして、その憩いの場に来ていただいて楽

しむための一環として、一つのコミュニティー事業としてのカフェの運営というものが

あるというところでございます。 

 そういう中で、集落支援員という国の制度に基づいた人を入れて、そして、その人件

費部分とともに、事業費についても国の補助がありますので、そういう事業費を使わせ



ていただきながら、この「かわべ」に来ていただく、さまざまな取り組みの事業もして

いるというようなところでございます。 

 ですから、そういう中で、ただ、そうはいっても町も財政的な制約というものがござ

いますので、当面はこの１６日の営業からスタートしていこうということであります。

その状況を見て、相当な日数をふやす必要があればふやす必要があると思いますし、こ

の１６日の営業でも十分皆さんに喜んでいただけているということであれば、この１６

日という形で進めていきたいというふうにも考えているところであります。 

 ですから、基本的には運営をしていただくＮＰＯ法人にも、できるだけ経費の削減で

ありますとか、そういうことには考えて協力をしていただかなきゃならないわけであり

ますけれども、しかしながら、いわゆる一般的な商売とは、また違う次元のところで、

これは行政の施策として進めている事業だというところを御理解もいただければとい

うふうに思っております。 

○議長（沖田  守君）  道信君、時間がまいりましたよ。 

○議員（４番 道信 俊昭君）  以上で終わります。 

○議長（沖田  守君）  以上で、４番、道信俊昭君の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  ここで１１時２０分まで休憩といたします。 

午前 11時 09分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11時 18分再開 

○議長（沖田  守君）  それでは、休憩前に引き続いて一般質問を続けます。 

 発言順序８、１番、草田吉丸君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  １番、草田吉丸でございます。それでは、通告に従い

まして一般質問をいたします。よろしくお願いをいたします。 

 今回、私は、２点ほど通告をいたしております。 

 まず１点目でありますが、地域包括ケアシステムの構築に向けてについてであります。 

 次世代を担う若い人が安心して子育てができ、希望の持てるまちづくり、また、これ

まで頑張ってこられた高齢者の方が安心して豊かに住み続けられるまちづくり、この若

者対策と高齢者対策は津和野町にとって、とても大きな課題であります。 

 若者定住につきましては、住宅や子育て支援等各種の対策が講じられておりますが、

高齢者の住まい対策等については、これは、必要性は感じながら、少し進んでいない、

そういった状況ではないかというふうに思われます。高齢者世帯や独居世帯が増加する

中で、町内に受け入れる施設や体制が整っていないために、やむを得ず津和野町から他

の市町村に移住しなければならない、そのような状況もあります。高齢化率も、津和野

町は島根県では非常に高い位置にあります。やはり、高齢者対策こそ、今、急がれるも

のであると考えます。 



 そこで、この対策の中心となるものが地域包括ケアシステムであるというふうに考え

ますが、地域包括ケアシステムが目指すものとして、高齢者が尊厳を保ちながら、重度

な要介護状態となっても、住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続ける

ことができるとあります。定義といたしまして、「ニーズに応じた住宅が提供されるこ

とを基本とした上で、生活上安全・安心・健康を確保するため、医療や介護、予防のみ

ならず、福祉サービスを含めたさまざまな生活支援サービスが日常生活の場で適切に提

供できるような地域での体制」とあります。 

 また、地域包括ケアシステムの取り組みを進めるためには地域住民、介護事業者、医

療関係、町内会または自治会、そして自治体──行政でありますが──ボランティアな

どが一体となって地域全体で取り組むことが求められています。津和野町におきまして

もこれらの対応に取り組んでおられるわけでありますが、これらの現状と課題について

お伺いをいたします。 

 １点目でありますが、地域包括ケアシステムの推進の中心となる団体と活動状況につ

いて。 

 ２番目として、各機関、施設、団体等の連携体制は。 

 ３番目、自治体内部の連携体制は。 

 ４番目として、地域包括ケアシステムは十分機能しているか。 

 ５番目といたしまして、地域包括ケアシステムを推進するための課題は。 

 以上について伺います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、１番、草田議員の御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 地域包括ケアシステムの構築についてでございます。 

 まず、推進の中心となる団体でございますが、地域包括ケアシステムの推進を図るた

めに、平成３０年１０月に健康福祉課と医療対策課をメンバーとする津和野町地域包括

ケア推進会議を立ち上げております。この会議においては、地域を見える化し、優先的

に取り組む課題と施策を整理した地域包括ケアロードマップの作成を進めております。

ロードマップの上位目標である「ふるさとに住み続けるという選択ができる」という目

標に向けて、１、外出・買い物手段の確保、２、住まい・暮らしの環境を整える、３、

医療・介護体制の確保、４、最期の意思をかなえられる体制を整える、この４つのプロ

ジェクト目標を設定し、地域包括ケアシステム推進に向けた体制づくりに取り組んでお

ります。 

 ２つ目の各機関、施設、団体等との連携でございますが、先ほどお答えしました津和

野町地域包括ケア推進会議で設定しましたプロジェクト目標に応じて、１、生活支援部

会、２、住まい・暮らし部会、３、健康づくり部会、４、終焉支援部会の４つの部会を

設置して、関係機関に参加していただいております。 



 生活支援部会は「移動」をテーマに、生活支援コーディネーターを配置している社会

福祉協議会と検討を始めました。終焉支援部会は、在宅医療、介護連携推進事業の一つ

として、医療法人橘井堂と協働してＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）──患

者本人と家族が医療者や介護提供者と一緒に、意思決定能力が低下する場合に備えて今

後の医療や介護について話し合うことでありますが──このＡＣＰの啓発を進めてお

ります。まずは、自分自身のこれからの生き方や、人生の終末をどこでどのように過ご

し、そして迎えたいか、身近な人とともに考え、形にするために何をするのか等の協議

を進めなければならないと考えております。 

 住まい・暮らし部会、健康づくり部会においては、残念ながら部会の開催に至ってい

ない現状であります。 

 ３つ目の自治体内部での連携体制でありますが、津和野町地域包括ケア推進会議にお

いて、各部会のプロジェクトメンバーの中でリーダーを設定しておりますが、具体的な

検討等定期的に進めることができていない現状であります。今後は、つわの暮らし推進

課、建設課、商工観光課にもプロジェクトメンバーとして、町全体で地域包括ケアシス

テム構築に向けた協議を進めていきたいと考えております。 

 ４つ目の地域包括ケアシステムは十分機能しているかということでありますが、地域

包括ケアシステムとは、要介護状態になっても可能な限り住みなれた地域や自宅で生活

し続け、人生最期のときまで自分らしく生きたいと望む人が、医療や介護などで必要な

サービスを受けながら、自己の選択に基づく自立した生活が続けられるように地域ぐる

みで支えることだと理解しております。例えば、脳梗塞の後遺症で体が不自由になり、

退院して自宅に戻った場合でも、専門職によるリハビリや行き届いたケアを受けること

や、住民同士のつながりがあれば、住みなれた自宅で暮らし続けることができます。こ

うしたことから、地域包括ケアシステムの構築は高齢者の安心安全に欠かせない取り組

みだと思っております。 

 地域包括ケアシステムを機能させるには、単に地域資源をふやすといった取り組みで

はなく、関係者間で地域の現状と課題を共有した上で課題解決に向けた取り組みを実施

することが必要であります。このことは、単に担当課や行政単独で進めていくものでは

なく、医療機関、介護事業所、地域住民や他団体等と一体的に展開していくことが重要

となりますが、現状では庁内内部及び各機関、施設、団体等との現状と課題の共有はで

きておらず、具体的な課題解決に向けた取り組みに至っておりません。 

 ５番目の地域包括ケアシステムを推進するという趣旨のこの御質問でありますが、生

活の基盤として必要な住まいがきちんと整備され、本人の希望と経済力に沿った住まい

方が確保されていることが地域包括ケアシステムの前提です。周囲のサポートは必要で

すが、それと同時に高齢者のプライバシーや人間としての尊厳が十分に守られた住環境

を実現する必要があります。心身の能力の低下、経済的理由、家族関係の変化などの要

因があっても、自立し尊厳ある生活を継続できるように生活支援を行わなければなりま



せん。地域包括ケアシステムの構築に必要な住まいと住まい方、生活支援、介護、医療、

予防の５つの構成要素に加えて、単身・高齢者のみ世帯が主流になる中で在宅生活を選

択することの意味を、本人とその家族が理解し、心構えを持つことが重要となります。 

 この地域包括ケアシステムを推進するためには、内部における地域包括ケアシステム

の認識かつシステム構築の心構えが不十分であります。あわせて、津和野町地域包括ケ

ア推進会議のスムーズな開催ができていないことや、庁舎内部での地域包括ケアシステ

ムの連携がとれていないことが課題であると考えております。 

○議長（沖田  守君）  草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  私は、昨年の１２月議会におきましても、高齢者が住

みなれた地域で安心して暮らせるためにという題名をもって一般質問をさせていただ

きました。そのとき、高齢者の住まい対策等については、ある程度これは必要であって

前向きに進めていくというような、実は、回答をいただいたというふうに思っています

が、しかし、そうはいっても、なかなかこういったものが進んでいない、そういうこと

も感じておりました。実際に、この高齢者対策を考えるとき、回答にありましたように、

非常に、高齢者の安心安全には、この地域包括システムというのは欠かせない取り組み

であるということがございましたが、そこで、本当に、今この地域包括ケアシステムと

いうものが機能しているのかどうか、そういった思いもありまして、今回、再度こうい

った質問を取り上げさせていただきました。 

 やはり、この地域包括ケアシステムを機能するために大事なことは、いろんな人が協

力し合ってやるということに尽きますけども、私は、中でも行政内部、ここの連携が非

常に重要になってくるというふうに思っておりますが、少し再質問でお聞きしたいと思

いますが、まず、この推進の中心になるところはどこなのかということでございますが、

回答によりますと、平成３０年に健康福祉課と医療対策課において津和野町地域包括ケ

ア推進会議を立ち上げられて、４つのプロジェクト目標を設定して体制づくりに取り組

んでいると、そういうことでありました。 

 この地域包括ケアシステムの中心となる課は、健康福祉課あるいは医療対策課という

ふうに思いますが、この主管課は、まず、医療対策課ということでよろしいでしょうか、

お聞きします。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  地域包括ケアの確立ということで、医療対策課の中

には地域包括支援センター、そして医療・介護の連携事業ということで医療法人橘井堂

にも委託を出しております。いわゆる健康福祉課においては健康とそういう要望の部分、

そしてこの町長の答弁にもありましたように、いわゆる地域包括ケアロードマップの部

分の４つの部会を開いてということでありますので、現在は、中心的な部分は、やはり、

町長が先ほどお答えしていましたように健康福祉課と医療対策課ということに今はな

っております。 



○議長（沖田  守君）  草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  ２つの課が中心ということでありますけども、できれ

ばどちらかを主管課と、やっぱり、きちんとしていくのが、私はいいんじゃないかなと

いうふうには思っておりますが。 

 今、地域包括支援センターという言葉が出ましたが、これは医療対策課のほうである

というふうに思いますが、この地域包括支援センターというのはどういう組織で、どの

ような活動をされているのか、その辺についてもお聞きしたい。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  地域包括支援センターは、どこの自治体にも立ち上

げなければいけないということで、介護保険制度の中でこれは決められております。職

種としましては、保健師、主任ケアマネ、社会福祉士、この３職種がワンストップ窓口

で高齢者のいわゆる相談等、そして介護の要支援１・２のケアプラン作成等の部分の御

相談を受けるということで、全面的に健康福祉課の高齢者福祉と、いわゆる地域包括支

援センター、これが、今の高齢者に対しての対応ができる窓口であります。 

 地域包括支援センターはワンストップ窓口でありますので、そこから、この人には介

護が必要ということになれば、そこの部分で介護部門、あるいはこれは医療の部分であ

るということになれば医療の部分、そして生活困窮ということになれば健康福祉課ある

いは社協との部分の連携をとってつなげていくということで、そこが国が目指している

地域包括支援センターのワンストップ窓口でありますので、当課においてもそういう形

の中で業務を行っております。 

○議長（沖田  守君）  草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  次に、先ほど推進会議で４つのプロジェクト目標を設

定して、４つの部会を設置して関係機関に参加をしていただいているということであり

ました。その中で、生活支援部会については社会福祉協議会と検討を始めたということ

でありした。もう一つの終焉支援部会、これについては医療法人橘井堂と協働して活動

を始めたとのことでありました。 

 あと二つの住まい・暮らし部会と健康づくり部会においては、部会の開催に至ってい

ないということでありました。この辺の開催できていない理由というのは、どういった

ことかについて伺います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  この４部会の中で、先ほど町長の答弁にもありまし

たように生活支援部会と終焉部会、ここの部分は開催に至っております。 

 ただ、各プロジェクトの部分でリーダーを決めておりまして、健康づくりにおいては

健康福祉課の予防のほうの課長補佐とかいうことがあるんですが、現実的に、結局、何

が課題で、どういうのが地域にとって必要であるかという状況の部分で、地域包括ケア

の確立というのは非常に分野が広いです。そこの形の中で、やはり、それぞれが業務を



持っている。当然、町長のほうからも地域包括ケアの確立ということで、こういうプロ

ジェクトを組んでやりなさいということは各担当課のほうもわかっているんですが、そ

こで私が今まで感じておるのは、健康福祉課長等で中心的な部分の分野の中で、やはり

リーダー的な、この全体を見る担当が存在をしていないのではないかと。益田保健所の

ほうにもこういう地域包括ケアの企画幹がおりまして、そこからもアドバイスをいただ

いております。 

 そのような状況の中で、やはり、内部の部分の連携、横の連携を十分にとれば、この

地域包括ケアの構築にはなるとは思うんですが、そこが、現時点でいろんな業務を持ち

ながら、そして、このロードマップ作成ということになれば業務的な部分もありまして、

３０年の１０月に推進会議は立ち上げましたけれども、いわゆる生活支援部会と終焉部

会においては──たまたま、ここの分野は私の課でありましたので、そういう形の中で

は連携をとりながら、どうにか月１回の部会を開いているというような状況でありまし

て、本当、こんなことではいけないんですが、他の部会が開催されていないというよう

な状況でありまして。 

 ただ、住まいにおいても、住まい方においても、ある程度の青写真はできているんで

すが、じゃあ、そこの部分の財源、あるいはどれだけの住まいにおいての戸数が必要か、

あるいは医療近接型の住宅を構えるにしても、現在の中で、施設におきましては特別養

護老人ホーム等が、今は、もう要介護３以上入る。ただ、中間的施設の部分は、以前か

ら、ここがやっぱり必要ということがわかっとっていたんですけど、現在の高齢者が転

出をしないような形の中で、津和野でも最終的に、大丈夫です、住むことができますと

いうＰＲも、我々、行政も足りていないんじゃないかということで、社協あるいは医療

法人橘井堂等との連携をとりながら、その辺の部分は、また対応していきたいと考えて

おります。 

○議長（沖田  守君）  草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  非常に、この地域包括ケア、多い課題を抱えている問

題というふうには思います。 

 しかし、こういった推進会議等を立ち上げられて、そういったものが動いていくとい

うことは重要なことであろうと思いますが、先ほどから自治体内の連携が、まだ十分に

できていないというようなこともございました。４つのこの部会の内容を見てみますと、

医療対策課、健康福祉課、全ての部会にこの２つは関係すると思いますが。生活支援部

会、これは買い物あるいは交通であろうと思いますが、これについては、つわの暮らし

推進課、あるいは商工観光課、こういったところも関係してくるんであろうと思います。

それから、住まい・暮らし部会、これは空き家とか住宅関係になろうと思いますが、建

設課、あるいはつわの暮らし推進課、ここが関係するというふうに思われます。こうい

ったところが、ぜひ、メンバーとして参加をされて、庁内全体でこの地域包括ケアシス

テムの推進に努めていく、このことが大事ではないかなというふうに感じております。 



 次に、この地域包括ケアシステムは十分機能しているかどうかということについてで

ありますが、現状では、庁舎内部及び各機関、施設、団体等との現状と課題の共有がで

きておらず、課題解決に向けて取り組みに至っていないということでありました。この

辺が、まだ共有ができていないというところでありますので、この辺の取り組み強化も

必要だというふうに思います。 

 最後の課題の部分についても、内部における地域包括ケアシステムの認識かつシステ

ム構築の心構えが不十分であり、推進会議もスムーズに開催できていない、また、庁舎

内での連携がとれていない、こういうことでありました。 

 そういういろんな回答の中で、まだ十分にこの地域包括ケアシステムというものが、

体制づくりからして、まだ多くの課題を含んでいるというふうに私も受け取ったわけで

すけども、やっぱり、庁舎内に各関係課が連携できるような、そういった地域包括ケア

システムの何か専門部署等も立ち上げていけないと、なかなかこういった連携がとれな

いんじゃないかなというふうに考えるんですが。やっぱり、行政がリーダーシップをと

ってやらないと、なかなかこういったものは、私、進まないというふうに思うんですね。 

 そこで、これは町長にお聞きしたいんですけども、今のこのような状態を見られて、

庁内体制をもう少しどうか──私はしていかにゃいけないというふうに思うんですが

──何かそういった組織について、今後、何かお考えがあるかどうか、その辺について

お聞きをしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  先ほどから草田議員に御指摘いただいていることは、本当に

ごもっともなことだというふうに思っておりまして、私自身もそういう体制をとってい

きたいという思いが、当然、大前提としてあるわけでありますけれども、なかなか、日々

の行政運営をしていく上では、現実的なところでいろんな難しさもあるというとこであ

ります。 

 例えば、昨日、後山議員からの御質問も受けたかと思いますけれども、職員体制も、

定員管理計画に基づいて、合併以来、相当な人数を減らしております。だけれども、国

から地方分権の名のもとにさまざまな事務の権限がおりてきてというとこでもありま

すし、また、過疎化に伴って社会問題というか、津和野町独自のいろんな社会問題等も

出てくるわけでありまして、そういうものにも対応していかなければならないというこ

とでありますとか、それから農林系も、これもまた、国のいろんな、いわゆる所得補償

の制度が出て、そういうのを全部、事務は役場がやらなきゃならないというようなこと

でございます。職員の数は減るけれども、町役場としてやらなければならない仕事の量

というのは、２０年前とかそういうころに比べると、もう膨大なものになってきていて、

一人一人が自分の与えられた仕事をこなしていくということに本当に精いっぱいな状

況になっているというとこであります。 



 そういう中で定員管理計画をどうしようかということも、考えることも大事だという

ふうにも思っておりまして、やはり一つ一つの住民サービスを充実させていくためには、

もう、職員を、人数をふやさなければならないだろうというふうにも思っております。

それには働き方改革ということもあって、これも２０年前に比べるといろんな制度が充

実されてきておりますから、例えば休暇制度とか、そういうことにも対応していくため

には、職員が、もっと数多くなければ対応できない時代になってきているというような

ところであります。 

 また、一例の中でも、例えば専門職も保健師さんでありますとか、そういう部分につ

いても、これは若い女性の方が基本的にはそこに携わる方が多いわけでありまして、そ

ういう中で、おめでたいことです、お子様ができて産休や育休に入られたりする。そう

いう中で、どういうふうに現場を回していくかというような課題も出てくるわけであり

ますから、そういう専門職も、やはり余裕を持った確保ということをしていきたいけれ

ども、定員管理計画の中でどうしていくかというような、そういう課題もあるというこ

とでありますから、今後いろんなことを踏まえた中で、職員数が、何人が一体適正なの

かというのを、まず大前提として考えていく必要があるだろうというふうにも思ってい

るとこであります。 

 ただ、そういう中でも、少しでも物事を進めていきたいということがございます。来

年度につきましては、介護事業の部門の関係を、その職員とともに健康福祉課から医療

対策課のほうに移す予定にしております。そういう中で、今までは主管課という面にお

いては医療対策課と健康福祉課が連携しながらやってきたという体制については、今後

は一歩進んだ形で医療対策課が主管になって、そこに少し健康福祉課から人員も移しま

すので、人員増にもなって、より、その主体的な課というものが決まってくる体制をと

りたいというふうに考えているところであります。 

 それから、それにあわせて、実はつわの暮らし推進課、あるいは建設課、商工観光課、

こことの連携体制もとらなきゃならないということであります。本来であれば、それぞ

れの課の中の職員に兼務辞令というものを出して、そして医療対策課が進めていく地域

包括ケア、それを進めていく上での、より責任を与えて、そしてこの連携体制を強化し

ていきたいと、そういう、今、気持ちも持ってはいるんですけれども、ただ、最初に申

し上げたように、今、一人一人が、つわの暮らし推進課の職員も本当に膨大な量を持っ

ている、商工観光課も本当に膨大な事務量を持っているという中で、兼務辞令まで出し

てしまうことが、その一人の職員にとっては相当な負担になってくるということで、そ

こまで今やれるかどうかというのは、私自身も、まだ迷っているというような状況であ

りまして、職員それぞれの健康状態でありますとか、それから仕事量の負担感、そうし

たものも総合的に判断しながら、具体的に兼務辞令が出していけるかどうかというのは、

今後の課題として取り組んでいきたいというふうに思っております。 



 それからもう一つは、先ほどの専門職の話になるわけでありますが、保健師等も、実

は、このたび、本当おめでたいことが続いて、喜ばしいことだと思っておりますので、

複数の職員のほうが産休や育休に入っていくというような状況があって、募集もしてい

るわけでありますが、なかなか応募もないというような状況の中で、来年度のスタート

に当たって、非常に今、困ってもいるというところでありまして。そういう面で少し、

そのスタート時点においては、今、我々がやろうとしていることが十分にまだ機能して

いくということにならないかもしれませんが、できるだけ早くそういう専門職の確保に

努めて、この地域包括ケアシステムを推進できる、まず、そこのスタート台に立てるよ

うにしていかなければならないと、そういうような課題も認めているといったところで

あります。 

 ですから、きょうはこうしていろいろ重要性の高い御質問もいただいた中で、現時点

で私がお答えができる部分、前向きなところでは医療対策課のほうへ主管課を持ってい

くというようなことしか言えませんけれども、ただ、本当に、このことは高齢化が進ん

でいる本町にとって大変重要な問題だと思っておりますので、より一層機能していく体

制をつくっていきたいと考えておるとこであります。 

 長くなりました。申しわけありません。 

○議長（沖田  守君）  草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  主管課が医療対策課ということになると、そういった

とこだけでも一つ中心的な課ができるわけですから、その辺で、あとはいろんな組織の

再編というようなことにも、やるとすれば繋がってくることにもなるかと思いますが、

いろんな課題もあるということでありますが、ぜひその辺については検討いただきたい、

そういうふうに思います。 

 次に、この地域包括ケアシステムの一番大事なところが、やっぱり、ニーズ調査とい

うふうに言われております。対象者の方あるいは家族の方がどのような要望、あるいは

望みを持っているかということ、このニーズをつかむことが非常に大事な部分であると

いうふうに思うわけです。このニーズをつかむためには、一つの方法としてアンケート

調査という方法もあろうと思います。 

 先般、健康福祉課において「介護予防・日常生活圏域のニーズ調査」というアンケー

トを実施されておりますね。これも、私も６５歳以上なんで来ましたけ、回答はしとき

ましたが。高齢者、６５歳以上の人に全部行ったと思いますが、高齢者の方にとって、

このアンケート調査ちゅうのはなかなか大変なんですね。内容がマル──バツはなかっ

たですね──マルをつけるようなアンケートだったんで、これは答えられたとは思いま

すけども、今、これ、もうまとめられたんでしょうかね。回収率がどれぐらいだったか

わかれば、お願いします。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 



○健康福祉課長（土井 泰一君）  今、議員おっしゃられたニーズ調査については、令

和２年度は第７期の介護計画の最終年ということで、令和３年度から始まる第８期の計

画策定のためのニーズ調査を、今、行っているというところになっています。 

 きょう、ちょっと資料を持ってきておりませんので、大変申しわけないんですが何％

返ってきたというのが、今、ぱっと頭に、済いません、浮かばないところでありますが、

確かに、今、議員おっしゃられますように、多項目において、マルをつける部分で、い

ろいろ書くことはそんなにはないんですが、やはり高齢の方にとっては、まず読んで理

解をしていただかんといけん、その中でどれに当てはまるかということを、自分の当て

はまるところにチェックをしていただかなければならないというところで、お手数をお

かけしているところであります。ただ、これについては全国統一的なニーズ調査の様式

になっておりますので、その辺は御了解いただけたらと思うところであります。 

○議長（沖田  守君）  草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  アンケート調査で、いろいろと住民の人が考えておら

れることを、これによってある程度把握はできるというふうには思いますんで、ぜひこ

れをうまく活用してもらいたいと思いますけども。 

 私が思うのは、こういったアンケート調査と同時に、一番必要なのは、前回のときも

ちょっと申し上げましたが、直接の聞き取り調査、これが一番大事じゃないかなと思う

んですよね。本当に行って、その人が今どんなことで悩みを持っておられて、こういっ

たことが行政に要望したいというようなことは、アンケート調査ではなかなか出てこな

い部分がありますよ。ですから、できれば聞き取り調査、これをやっていただきたい。

高齢者の世帯、そして独居世帯ですね、たくさんおられますよ。町の世帯の３分の１ぐ

らいが独居世帯、そういう状況でありますから、そういった人の本当の声を聞くために

は、やっぱり聞き取り調査というのが大事であって、そのニーズをつかんで地域包括ケ

アシステムでいろんな対策を考えていくと、こういうことがとても大事というふうに思

うんですね。 

 しかし、この聞き取り調査をするということには大変な時間と労力、これも確かに要

ると思います。職員だけで対応できん部分も当然あると思いますが、そういったところ

には集落支援制度とか、そういったものを利用しながらでも、私はこれはやっていく必

要があるんじゃないかなというふうに思いますが、その辺の聞き取り調査についてどの

ように考えておられるか、伺います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  現在においても生活支援部会等、いわゆる介護予防、

生活支援の総合事業ということで、現時点で移動・外出支援についての協議を何回か行

っております。 

 その中で、内容としては、いわゆる道路運送法許可・登録の必要のない互助活動の部

分の移動手段をどうしていくかということで、まず、移動・外出の目的が何なのか、あ



るいは移動手段の確保、その部分にかかわった車での保険の加入、運転あるいは添乗員

の確保、利用料等をどうするかというような状況の中で、やはり行政だけではない、互

助の、お互いの力を借りてということで、そういう部分も０層協議体といいまして、今

の４部会のメンバー、そして協議体の委託を出している社協のコーディネーター、そし

て保健所の、今の推進員の地域包括の企画幹という形の中で出しておりまして、これを

今度は第１の協議体のほうに移すというような状況の部分もなっておりますので、その

ような状況から、議員さん言われましたように独居高齢者が約１,０００人弱という中

で、やはり聞き取り調査が非常に重要であります。津和野町のこの人口であるからこそ

できる聞き取り調査もあるのではないかということで、医療対策課、健康福祉課のこの

２課のメンバーの中ではそういう声も出ておりますので、ぜひそういう形をとり、今言

われました他の課のお力も借りて、そういう形の中で、できるとこから、まずはやって

いきたいということで、一つ一つをクリアしなければならないと思っておりますので、

議員さんが言われたニーズ調査、これはぜひとも参考にして、今後この事業を進めてい

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  非常に大変な事務量にもなるかというふうにも思いま

すけども、ぜひお願いをしたい、そういうふうに思います。 

 町長からも、このことについて少し前向きな回答をいただいたというふうに思います

ので、しっかりと検討していただいて、この地域包括ケアシステムというものが本当に

機能するような方向に向けて、ひとつ、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思いま

す。 

 それでは、次の質問に移らせていただきます。 

 町の商店対策はということでございますが、全国的にも、人口減少に加え、大規模店

に客を奪われ、これまで人々の暮らしを支えてきた商店が地域から姿を消しつつありま

す。津和野町においても商店の閉店が続き、特に高齢者の方にとっては厳しい状況であ

ります。 

 現在、町が取り組んでいる買い物支援対策も、地域の商店の協力があって初めて成り

立つものであるというふうに思います。特に毎日の生活に欠かせない食料品店の閉店、

これは大変深刻な状況であります。津和野地域、日原地域ともに、今年度をもって閉店

をされる商店もあるというふうに聞いております。 

 このような状況を見ますと、商店の継続等早急な買い物支援対策の強化が必要と考え

ますが、対応について伺いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、町の商店対策はとの御質問にお答えをさせていた

だきます。 



 津和野町では昨年の春以降、津和野町商工会員対象では１３件の倒産・廃業があり、

本町としても極めて強い危機感を抱いております。議員御指摘のように、年度末にかけ

て廃業を予定している食料品店もあるとお聞きしており、この傾向が進みますと、日々

の基本的な住民生活に支障を来すだけでなく、まち歩き等の観光面に係る魅力低下にも

つながり、深刻な状況であると認識しております。 

 原因については津和野町商工会とも分析の上、それぞれ御事情は異なるとは推察いた

しますが、事業者の高齢化、後継者不足、人口減少、消費動向の変化等の内的要因と、

観光バス運行の規制強化、西日本水害の２次的被害等の外的要因の影響も大きいと考え

ます。今後、コロナウイルス関連の経済停滞の動向次第では、観光業等を中心に地域経

済はより厳しい局面を迎える可能性もあります。 

 今後の対策については、短期的には、３団体長・事務局による津和野町コロナウイル

ス感染症緊急経済対策会議を行い、協議を始めたところです。長期的には、商工業事業

後継者支援事業補助金及び地域おこし協力隊員による商工業事業承継研修制度を活用

し、親族・第三者への事業承継を促し、廃業等の防止に努めます。 

 また、廃業により閉鎖した店舗については、空き店舗活用のネックとなっていた所有

者居住部分との分離改修を補助する空き店舗活用基盤整備補助金制度を新設し、外部か

らの起業を含め活用することで、商店街の維持継続も進めてまいります。 

 特に、食料品店の廃業は、買い物不便地区となり、住民生活に大きな影響を与える可

能性も無視できません。現在、事業者、事業承継相談員を含む町商工会、県関連機関、

町商工観光課で断続的に対応策について協議をしているところです。すぐに解決策の出

るような問題ではありませんが、今後もさまざまな視点から検討し、将来的な買い物機

能の維持を図っていく所存です。 

○議長（沖田  守君）  草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  この商店の対策でありますが、津和野地域で１軒、ど

うも閉店されるということを聞きましたし、日原地域も１軒閉店をされるというような

ことを聞いております。津和野地域については、そうはいいながら、まだ店も、日原地

域に比べれば少しまだございますので、そうはいっても、将来的には非常に厳しい状況

になるとは思いますけども。 

 今回、私は日原市街地について、ひとつ質問をさせていただきたいと思いますが。こ

の日原市街地も食料品店ちゅうのが、以前は、私が思うのには６店舗ぐらいありました

ね。それが、だんだんと時代の流れに沿って、人口減少あるいは後継者不足というよう

なことで、だんだんと閉店をされました。それで、とうとう、食料品店の店とすれば１

軒になるということになるんですね。これは食べ物のことでありますから、日常生活で

本当に必需品であります。こういった店は何としてもこの市街地ぐらいには、何として

も１軒ぐらいは、この後も残ってほしい、そういう思いでおるわけでありますがね。 



 今度、１軒残られるスーパーの経営者の方とも、時たま私も話をする機会もあるんで

すが、やはり店を続けていきたいというような思いも持っておられる。しかし、やはり

将来、後継者のことについては、非常に心配をしておられる部分もあるように私は聞い

ておりますが。 

 そして今、商店をやっていくためには、いろんな課題があるそうなんですね。特に、

小さい店になると問屋さんから物が入ってこないという、そういうことが随分あるよう

であります。昔からの長い付き合いの中で、信頼関係で今つながっているという、そう

いうこともあるようであります。 

 そういったことで、今からこういったところで商店を経営していくことが本当に難し

くなる、そういうふうな状況だというふうに思うんですが。やはり私は、なかなか個人

の商店に対して行政がどこまでかかわっていくかという、いろいろこれ問題もあるとい

うふうに思いますが。やはり私は今、残って頑張っておられる方の、これから将来的に

はどういうふうに考えておられるか、そういった人の気持ちは、やっぱり行政としても

把握しておく必要があるんじゃないかなというような思いがしているんですね。その辺

について、町もいろいろな後継者の支援等もやっておられますが、そういったことで、

少しそういった話をしてみる必要があるというふうに思いますが、その辺については、

どういうふうに考えておられますか。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  まさに、議員御指摘のとおりでございまして、特に

今回、日原地区ということに限りますと事業者の方が特定されますので、皆まで言いに

くいところもございますんですが、もう何年になりますでしょうか、平成２７年以降ぐ

らいの状況で、暫時お話をいろいろ──具体的にどうこうということではないんですが、

どのような対応をとっていこうかと。町長の答弁にもございますが、関係団体等も入り

まして、御本人の御了解もいただきながら、ワーキンググループでの集まりもやったり、

当事者の方もお話に入っていただいたりとか、いろんな状況で断続的に話を進めさせて

はいただいておるというとこでございます。 

 例えば、津和野地区でも買い物不便地域ということに指定をさせていただいて──橋

北地区になりますが──指定させていただいた上で、空き店舗を改修する際に、町が５

００万、県が５００万、計１,０００万で改修工事の補助をさせていただいたような例

もございますが、いかんせん、これは空き家を活用というようなことで、なかなか現状

では、町として直接的にお金を入れるということが難しい状況ではございます。 

 ただ、おっしゃるように生活基盤として、事業を何らかの形で継続できる形というも

のを本当に模索していかんといかん。たちまちがどうこうということではないというふ

うには認識はしておるんですが、ただ、そういいましても、本当に将来のことを見詰め

て考えていかんといかんということでございますんで、ある程度、話は、お互いでさせ

てはいただいておりまして、いろいろなフェーズといいますか、段階には入ってきてお



るところでございまして、今後とも、腹を割ったとこでいろんなお話をさせていただい

て、今後の対応について真摯に考えてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（沖田  守君）  草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  地域でこういった商店を経営していくこと、やっぱり

商売ということになりますから、そこに収益が出ないとやれないわけで、その収益が、

なかなか出にくいような状況になっておるわけですね。 

 私も、将来的にこういったものをどのような形で継続していくべきかなというような

ことを時々考えるんですが、今、買い物支援対策ということで町も取り組んでおられま

すが、そういったところに、やっぱり商店の経営といいますかね、そういったとこまで

一緒にやるようなことを、将来的には考えるときが来るんじゃないかなちゅうような気

もしとるんですよ。なかなか、町が直営でこういったことをやるということは大変かと

思いますが、第三セクターとか、そういったところでそういったことを対応していく、

そういったことも将来的には考えていかざるを得ない、そういう状況も出るんじゃない

かなというふうに思いますが。 

 いずれにいたしましても、商店が継続をしていくということ、特にこういった食料品

とかは、もうなくてはならないものでありますので、その辺について、将来を見据えた

いろんな検討をしていっていただきたいと思います。 

 ちょっと時間がありますので、下森町長、ちょっとこの件について一言お願いいたし

ます。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  議員もおっしゃっておられますように、一つの経営の話には

なるわけでありますけれども、しかし、それがもし閉店とかいうことになった場合には、

町民の皆さんの生活に大きな影響が及ぶということでありまして、そういう意味におい

て、やはり事前の対応ということも含めた中で、行政の仕事として重要なことなんだと

いうことは認識をしているところでありまして、その行政のやれるという範囲の中で何

ができるかということを探りながら、さまざまな対応もしているといったところでござ

います。 

 これは、今後についても買い物不便という、買い物難民が町内に多く出てこないとい

うような形でやっていきたいと思っております。買い物支援サービスも、そういう思い

の中で取り組んできたところでありますが、まだまだ十分な成果が上がっているとは言

えない、それはよく認識しているところであります。ただ、このことをスタートして、

実際、今事業をやっているということが一つの財産になりますので、いろんな、先ほど

からの御指摘いただいていることの対策をとる上で、その活用ということは、もう始め

ているということは大きな武器にもなるというふうにも思っておりますから、そういう

ことも考えながら取り組んでいきたいというふうに思っております。 



 それとあわせて、何といっても、やはり町民の皆さんができるだけ地元で買い物をし

ていただけるという、そういう雰囲気づくりもできることじゃないかなというふうに思

っております。益田や山口で買い物される方が、町内で買い物をしていただくというこ

とを意識していけば、恐らく、まだまだ売り上げも十分上がっていくと思うし、採算面

も改善して、また継続ということにもつながっていくんだろうというふうにも思ってお

りますから、そういうような啓発事業も地道にやっていく必要があるというのは、私自

身も思っているところであります。 

 そういう中で、例えば、うちの職員に対しても、まず、できることからということで、

まずはやはり町内に住むということ。そして、自分たちの仕事は、町民の皆さんのいろ

んな関係性の中で進んでいるという中で、町内に住んでもらって、そして町内での消費

というものを心がけてもらいたいということ。これは強制はできませんので、住まいの

問題は。お願いという形で、ことしの仕事始め式でも、まずは町内に住むことを心がけ

てほしい、協力をしてほしいということも全職員に向けてお願いもしたところでもあり

ます。 

 そういうような形で、全ての町民の皆さんに対しましても地元で消費をするというこ

とを、やはり今後の津和野町の将来のためにも心がけてもらいたいというような啓発活

動ということも、同時にやることも必要じゃないかなというふうにも思っておりまして、

やれるところから進めていきたいと思っております。 

○議長（沖田  守君）  草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  それでは、以上をもちまして、私の一般質問を終わり

ます。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（沖田  守君）  以上で、１番、草田吉丸君の質問を終わり、ここで１時２０

分まで休憩といたします。 

午後０時 14分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時 15分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続いて、一般質問を続けます。 

 ３月定例会、最後の通告者、発言順序９、１１番、岡田克也君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  それでは、今定例会、最後の質疑となります。どう

ぞよろしくお願いいたします。それでは、通告に従い、質問をいたします。 

 まず、１点目でございます。コロナウイルス対策についてであります。 

 休校措置による学習の遅れをどのようにカバーするのか。特に中学２年生は高校受験

を控えている状況である。例えば、休校期間を夏休みに振りかえ授業を行うことや土曜

日補講なども考えられる。自宅での課題学習なども考えられるが、構想をお尋ねいたし

ます。 



 ２点目といたしまして、学校休校を初めとしてさまざまなイベントや歓送迎会など、

町内でも中止が相次ぎ、また、観光客の宿泊や食事のキャンセルなどが続出している。

飲食業、旅館業、給食食品納入業者など、あらゆる町内の業者に多大なる経済的損失が

出ております。このままでは資金繰りができなくなり、倒産する業者も出てくるおそれ

もあります。 

 国も、中小企業に対する無利子・無担保の貸し付けの支援策も表明されました。町内

の小学校がいる家庭への３万円相当の商品券の配付を決められましたが、商工会や観光

協会と話し合いながら、今回、経済的損失の大きかった業者などで使っていただけるよ

うに工夫をすべきではないかと考えます。町や商工会の地元の商工業者への支援策につ

いてお尋ねいたします。 

 また、家族などの食事プランなど、さまざまな旅館業、飲食業に対する活性策も考え

ていくべきだと思いますが、所見をお尋ねいたします。 

 三つ目であります。コロナウイルス感染防止のためには、手洗い、うがいなどが基本

であります。感染防止策並びに万が一発熱した場合の対応方法などについてお尋ねをい

たします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、１１番、岡田議員の御質問にお答えをさせていた

だきます。 

 コロナウイルス対策についてでございますけれども、教育委員会部局と町長部局にま

たがっておりますので、まずは教育長のほうからお答えをさせていただきます。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  それでは、最初の御質問について御回答申し上げます。 

 ３月２日から行っております小中学校の一斉休校以来、週１回のペースで校長会を開

催し、子供たちの確認の状況や学校間での情報共有等を行っております。その中で、各

校の未履修科目がどれくらいあるかについても共有をしてきたところでございます。そ

れによりますと、中学校では科目によってばらつきがありますが、２時間から１２時間

程度の未履修科目があります。また、小学校においては、いずれの学校も若干の未履修

が残る教科もあるということでございました。 

 休校の期間中は、各校とも学習プリントを定期的に配付し、回収する中で、児童生徒

への学習のサポートを実施しておりますが、小中学校とも、新年度の初めのところで未

履修部分の学習を行うことで回復可能であると報告をいただいております。 

 しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大は先行きが見えない状況であり、今後、

このような状況が長引く場合には、改めて夏休みを短くするなどの対策を検討する必要

が生じると考えております。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、二つ目の御質問でございます。 



 本町としての対策につきましては、コロナウイルス感染症の影響について、当面の現

状を把握すべく、先々週末から町、商工会、観光協会の３団体が連携して緊急アンケー

ト調査を実施しました。この結果を踏まえ、３月１２日、私と商工会長並びに観光協会

長、そして３団体の事務局による津和野町コロナウイルス感染症緊急経済対策会議を行

い、今後の対応策について協議しております。 

 現時点では、具体的な対策についてお伝えするに至っておりませんが、できる限り早

い段階で内容を検討の上、町独自の緊急支援策を今月中にも議会に対して提案したいと

考えております。 

 さきの会議での意見交換では、議員御指摘の日本政策金融公庫による中小企業向けの

実質無利子・無担保の特別融資についても話が及んでおります。ただ、今回の特別融資

はあくまでも新たな借り入れを対象とし、既に返済中の借り入れを含んだ借りかえは、

原則、対象にはならないと思われますので、個人事業者など新たな借り入れによる返済

負担の増加を考慮すると、利用者は限られることが予想されます。 

 その点では、融資だけに頼らない支援策を具体化する必要があるため、多面的な支援

メニューを用意する必要性を認めており、検討に、今しばし時間を要することを御理解

をいただきたいと思います。 

 また、議員御指摘の家族等の食事プランに象徴される町内消費の拡大は、先の全員協

議会で御理解いただいた小学生のいる世帯に対してのこだま商品券３万円分の配付同

様、重要なポイントとなると考えております。 

 いずれにいたしましても、このたびのコロナウイルスによる観光関連を初めとした商

工業への深刻な被害は、個々の経営努力の範疇を超えた災害であると断言できます。平

成２５年に本町を襲った豪雨災害時にも、被災者に対して生活再建への町独自の個別支

援を行ったところでありますが、このたびも同様に本町の経済維持のため、国の支援策

とあわせて、本町独自の緊急支援策を実施してまいりたいと決意しております。どうか、

議会におかれましても御理解を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 

 そして商工業者の皆様におかれましては、現時点で終息の見通しがつかない不安な中

で、厳しい局面を迎えておられると思いますが、町、商工会、観光協会等関係団体とも

どもと一体となって、この難局を乗り切ってまいりたいと思いますので、よろしくお願

いをいたします。 

 あわせて、全ての町民の皆様におかれましても、このたびの災害に当たり、さまざま

な町独自の対策や支援策を講じることに対して、深い御理解と御協力を賜りますよう、

この場をおかりして、何とぞよろしくお願いをいたします。 

 三つ目の御質問でございますが、新型コロナウイルス感染症の感染を予防するために

は、石けんを使い流水で手をすすぐ、あるいはアルコール製剤による手指消毒などの頻

回な手洗いが有効とされています。また、粘膜への接触を防ぐために、目、鼻、口に触



らないことや、可能であれば風邪の症状がある人との接触は避け、マスクを着用するな

どを心がけることが必要となります。 

 風邪の症状や３７.５度以上の発熱が４日以上続き、強いだるさや息苦しさがある場

合は、益田保健所の帰国者・接触者センターへ電話をして相談をしていただきたいと思

います。その場合、必要があれば、帰国者・接触者外来への紹介をすることとなってお

ります。 

 これ以外の方で、発熱があり、医療機関の受診を希望する場合は、必ず受診をする前

に医療機関へ電話による相談をしていただきますようお願いしているところでござい

ます。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  それでは、一つずつ再質問をしていきたいと思いま

す。 

 まず１点目のほうの学力のことであります。 

 こうして、総理大臣が表明されて、すぐに対応してきたわけでありますけれども、鳥

取県では報道が出まして、１８日から県立高校を再開し、また、鳥取県の教育長名で各

市町村に伝えられたということであります。北栄町は１７日から再開、倉吉市、若桜町

は１８日から再開ということを決められました。この休校によって、一つには、外に出

ることが少なくなることによる運動不足や、どうしても親の目がないとゲーム漬けにな

ってみたり、そして日の光に当たらないということによる免疫力の低下など、逆に心配

される面もあるわけであります。 

 一旦ここまで休むということを決めたから、全く変えないということはないと思いま

すが、津和野町でも校長会や教育委員会を開催し、再開の時期については随時検討して

いくべきではないかと思いますが、所見をお尋ねいたしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  教育長。 

○教育長（世良 清美君）  先ほどの回答にも若干触れておりますけれども、当町も週

に１回は校長会を開催をして、現状の把握と情報交換、そして次週以降の対応について

協議をしてきております。今週も月曜日の日に校長会を開いて検討させていただいたと

ころでありますが、周りの状況を鑑みますと、隣の山口県でも、下関ではありますけれ

ども、実際発生をしておりますし、広島県でも若干ではありますけれども発生をしてお

るという中で、全国的な罹患者の数もでこぼこで、６２人ぐらいぱっとあらわれたり、

また２０人台になったり１０人台になったり、そこの辺が一貫して下がる傾向にはなっ

ていないというようなそういった状況もあって、現在の状況の中で、それではあすから

──あすからというのは当然無理ですけれども──すぐに来週から学校を再開すると

いうことにはなかなかならないだろうということに、今週のところではなったところで

あります。 



 ただ、そうはいいながら２４日の日が、通常であれば最終の終業式の日ということで

ありますので、今の状況で近隣にこれ以上の罹患がないということであれば、２４日の

日は登校日として、終業式は行いたいという方向で協議をしたところであります。それ

ぞれの学校も、特に小学校につきましては、きょうとあしたがそれぞれの学校の卒業式

という状況でありまして、仮に出たとしても、その卒業式の練習とか、そういったこと

に費やされて、授業を展開するということには、なかなかならないのが現実でもありま

す。 

 そういった状況の中で、あえてそこを乗り越えてまで、無理をして子供を出すことは

なかなか無理であろうなというそういった状況でもありまして、来週の終業式について

は、今のままで推移すれば、それぞれの学校で行える、そういった方向で今、検討をし

ておるところであります。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  鳥取県での注意事項として、登校の際には家庭での

登校前に健康観察、登校前の検温、喉の痛みがあるか、風邪の症状があるかなどの状況

観察、手指の消毒・手洗いの徹底、教室の小まめな換気、清掃、消毒の徹底、そして教

員等のマスク着用などを十分にしながら再開していくということであります。 

 今後どのような状況になっていくかわかりませんが、万が一出るということになると

長期化するおそれもあるので、今後は再開をする上での徹底した──ただいまの答弁の

中では、２４日は登校日で終業式は行うということでありますので、そこら辺も徹底し

ながら、できるだけ、例えば、県内でも今回対応が分かれましたので、松江市や出雲市

や安来市──安来市などは一旦休校を表明して、もう一回、午後から撤回をしたり──

隠岐の幾つかの町、そういうところと、この休校をした市町村と休校しなかった市町村

と学力の差が生じていくようなことがないように、十分いろんな面で配慮をしながら、

今後、授業再開に向けて行っていただきたいと思います。 

 それで、２点目のことでありますけれども、私どものほうにも、町内の商工業者の方

から──この方はめったに連絡がある人ではなくて、私が連絡しても２カ月ぐらい、忙

しくてできませんでしたというような人でありますが──電話がかかってきて、本当に

今、厳しい状況なんだと、何とか、このことについて対応してほしいということで電話

がありました。調べてみますと歓送迎会などのキャンセル、そして観光客も団体的なも

のがキャンセル、大きな影響を与えておると聞きます。本当に逼迫した状況を聞きなが

ら、また調べながら、これはやはり町内の業者が、今後もやっていけることを考えてい

くべきであろうと思っております。 

 現在のコロナウイルス等による自粛による影響下がどの程度あるのか、わかる範疇で

お尋ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 



○商工観光課長（藤山  宏君）  先ほど町長の答弁にもございましたが、先々週の段

階で３団体でアンケートを実施しまして、その上で、回収の際に聞き取りをしていろい

ろ調べさせていただいております。 

 その結果が、全部で７２件の観光業、また飲食業について調べさせていただいたと、

一番影響が大きいであろうというとこでございまして、ここの対応については全業種を

ある程度考えた上にはなるとは思いますが、当面その観光業と飲食業について調査をし

ましたところ、いろいろな調査項目があるんですが、３月全体として、予想も含めて、

ここの影響についてどのように考えるかというとこで聞きますと──その上で、回収が

最終的に５３件回収、また別途旅館組合がありますので、それはまた別途御報告します

が、５３件ございまして、無回答の部分もございます。「変動なし」が６件、「２０％

までの減少」が７件、「２１％から５０％減」が１６件、「５１％から８０％」が６件、

「８０％以上」が７件というような形で３月の予測をされております。 

 そういうことで先々週の段階でございますんで、さらにこれが進んでおるようなとこ

ろも当然あると思いますし、キャンセルに伴う売り上げの損失額という部分でいきます

と、飲食店関係はいろいろでございまして、５万円台から最高１５０万というような話

もございますし、お土産におかれては１桁台から最大１,５００万までのような大きい

キャンセルという影響もあるというところでございます。あと、交通、駐車場、神社系

で３０万から１５０万というような話をいただいておるというところでございまして、

別途旅館につきましては、さきの議員さんの御質問の中でも御報告をしたところでござ

いますが、宿泊キャンセル数が７０５人、宴会キャンセルが３４３人──これ３月分で

ございます、３月１０日ぐらいの調べということになると思いますが──損失合計額が

７３０万４,０００円というような数字が出ております。 

 そういうことで、大変大きな影響が出ておりまして、宿泊業につきましても、３月１

０日以降で、さらにこの傾向が進んでおりまして、現状ではゴールデンウイークぐらい

までの影響が続くんではないのかなというところがあるということで、大変、予断を許

さない、切迫した状況であるという認識でございます。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  本日、昼休憩の間に、商工会から──商工会でした

か──からの請願なども出てきております。 

 状況を聞いても非常に厳しい、津和野町の業者は、現在でも借金をして運営している

上で、これでまたもう一つ借金をしていくというのは非常に厳しいという、そういう話

も聞いております。 

 その中で、こだま商品券３万円の配付というのは、これは非常に全国で知れ渡ってお

りまして、全国の友人知人などから電話がかかってきまして、津和野町はああいうこと

をやるんだねという、そういうことがありました。非常に子育てに対する支援と、これ



を上手に使えば、商工業の支援になっていくと思います。飲食業を初め、旅館業を初め

ですね。 

 ただし、今、津和野町内でどこでどういう食事ができるかとか、例えば家族で、宴会

は中止になったけど、家族でみんなで御飯を食べに行こうとか。そのときに、ここでは

こういうふうなものが食べれますよとか、こういう店がありますよとか。特に日原地域

の方々にとっては、津和野の商店はわかりにくいということがあったり、反対もありま

すけれども。そういう中で、そういう一覧みたいなものも、多分つくっていくんじゃな

いかと思いますが、現在の考え方についてお尋ねします。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  おっしゃった御意見でございますが、全くそのとお

りでございまして、今後、具体的なものは、また町長のほうから追って──週明けまで

にはまとまってくるというふうに思っておりますので──お知らせをすることになる

とは思いますが、おっしゃったような形で、町内消費の拡大、議員の御質問にもござい

ますように、家族で食事プランというか、いろんな業種として、どういった自分なりの

工夫をして、この期間に町内消費を拡大する──また近隣も含めということになるかも

しれませんが──ことができるだろうということも考えていただいた上で、それをうま

く皆さんにお知らせするような形は、一つ大きな対策の中に入ってくるというふうに認

識をしております。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  町長も観光協会長、商工会長と３者会談をされまし

て、現状の厳しさというものもじかに聞いておられますでしょうし、いろんなところか

ら聞いておられますでしょうし、この３者会談によって町も独自の──きょう答弁であ

りましたように──施策を打っていかれると思っております。何とか町内の業者が存続

できて、今後も観光地津和野、そして愛の町日原地域のその商工業が存続していくこと

を何よりも願っております。 

 この３者会談の中で、町長お聞きになられて、その施策を考えられたと思いますが、

特にこういうことを話し合いの中で方向性として出されたということがあれば、ちょっ

とお尋ねをしてみたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  ３者会談の当日の時点で、もう既に国の経済対策の動きが幾

つか報道等でしておりました。そういう中で、その辺の話題も出たわけでありますが、

そのときの時点での国の支援策というのは、大半が融資の関係でございました。 

 そのことが話題になった中で、３団体の長での話し合いの中では、日ごろから、もう

観光が少し右肩下がりで下がってきた中で、どの業者さんも体力がない中で、ここで融

資の支援メニューが出たとしても、なかなかそこに、また新たに借り入れて資金をつな



いでいこうという、そこまでの需要というのは少ないんじゃないかというようなお話が

出ました。 

 国の支援は支援として活用しながらも、それも組み合わせた形で、より一歩踏み込ん

だ町の支援対策というものを考えてもらえないだろうかということも、お話をいただい

たところでありまして。そういうことを踏まえて、そしてそれぞれの業者で実情も違う

わけでございますので、少しメニューを多目につくって、一人一人の業者が一番使いや

すいような、そういうメニューという形にもしていこうという考え方で、現在、支援策

を六つか七つぐらい考えておりますけれども。そういう形で、今、検討しているという

ところでございます。 

 ただ、やはり私としては、全国の各自治体の支援策、そういうのも情報としていろい

ろと調べてもいるわけでありますけれども、大体、融資関係が多いわけでございます。

今、町が考えている支援策というのは、それよりさらに踏み込んでもいるということの

中で、やっぱり津和野町独自の対応というものになるかと思っておりまして、そのこと

がどうだろうかという自問自答もしてきたところでもございます。 

 ３万円の給付については、放課後児童クラブを、県内の自治体を見回しても、うちだ

けが閉所していたという、そういう特別な事情があったがゆえに、一歩踏み込んだとい

うことがあったわけでありますが、今回の、この商工業については、全国どの自治体も

同条件の中で、津和野町がまたさらに踏み込んだ支援策を出していくということにもな

るわけであります。それが本当にいいことであるのかどうかというのは、少々自問自答

もいたしましたけれども、ただ、３者会議の中で、例えば平成２５年に本町は豪雨災害

を受けまして、そのときにも観光業が風評被害等で大変な状況になりました。ただ、そ

のときよりも比較できないぐらいに、今回は本当に悲痛な声として、私自身は受けとめ

たというところであります。 

 あわせて、２５年災害の風評被害のときには、町のお金を投じて観光キャンペーンと

いうのができたわけでありますけれども、今回はこの災害の性格上、いわゆる観光キャ

ンペーンを張る、そういうこともできないという実情がある中で、そういうところにお

いて、やはり町が何をできるのかということを考えて、現在検討しているといったとこ

ろでございます。 

 当然、これについては議会の御理解がなければ、また進めていけないということにも

なります。きょう請願が出されたと、今お話が出て、お聞きしたところでありますので、

それを踏まえて議会のほうがどういう対応をされるのかということも、お話を聞きなが

ら、そして、できれば議会の最終日に、もし議決とかなされるというようなことになる

ならば、我々はそれに合わせた形で、３月の最終日のところで全協をお願いをして、そ

こで具体的な提案ができればというようなスケジュール化も考えているというところ

でございます。 



 具体的なところはまだ、そういう状況ですので、これ以上は踏み込んでお話をすると

いうことは、お許しをいただきたいと思いますけれども、現在そういう準備をしている

といったところであります。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  町長が、そのような町内の商工業者の悲痛な思いと

いうものを受けとめられて、それに対応していかれようとすることは、僕は非常に大事

だと思っております。また、支援策が出てくると思いますので、またそのときに、本当

に一体となって商工業者を応援できるようなことになればと思っております。 

 特に、先ほども申し上げましたが、こだま商品券３万円も町内で循環していけば町内

の活性化にもなりますし、また、町内で商品を買う、そして町内の商店を使う、そうい

うことも町内の支援策になってくると思いますので、そういうこともあわせて、何とか

みんなで力を合わせて、災害よりも悲痛な状況の中を頑張って乗り越えていければと思

っております。 

 それでは、最後のところでありますけれども、きょう答弁がありましたように、万が

一のときには、すぐに受診するのではなくて、医療機関へ電話をして、そして３７度５

分以上の発熱が４日以上続き、強いだるさや息苦しさがある場合には、益田保健所の帰

国者・接触者センターへ電話して相談をしていただきたいということであります。すぐ

に行くと、もしコロナウイルスに感染しておった場合、医療従事者への感染ということ

もあるので、その点は重々に慎重に対応していくことが大事でありますし、また、町民

の方々にも、よりお伝えしていけるような形になればと思っております。 

 なお、この肺炎による重症者等が出た場合には救急車の対応が必要な場合もあると思

いますが、その点は消防とお話はされておりますでしょうか。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  コロナ対策での緊急時での救急車の利用というとこ

ろでございますけども、今、消防分遣所の所長とは、こういった状況ではありますので、

情報交換をしながら進めていっておるとこでありますけども、救急車の利用については、

まだ具体的な、どういうふうな使用の仕方をするかというところまで話を詰めておりま

せん。けども、今からいろんなことが想定されますので、今後、そういったとこも含め

て、益田広域の中で整備をしていきたいというふうに思います。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  救急隊員が、ダイヤモンド・プリンセス号から救急

搬送するときに感染したということもありますので、そこら辺は十分対策をとっておら

れると思いますが、いきなり重篤な患者さんが出る場合もあると思いますので、十分協

議の上、対応していただけたらと思います。 

 それでは、２点目の質問、津和野町の医療についてであります。 



 津和野共存病院は、昨年赴任された医師の方々の尽力により、病床稼働率も上がり、

病院経営も堅調であったとお聞きします。この春の医師の移動等による予測、今後の医

療体制について、日原診療所なども含めた構想をお尋ねします。 

 また、津和野共存病院は、再編またはダウンサイジングは必要ないとの回答があった

が、そのこともあわせて、今後の津和野町の医療についてお尋ねをいたします。 

○議長（沖田  守君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、津和野町の医療についてお答えをさせていただき

ます。 

 津和野町において、安定した医療の提供は重要な課題であります。津和野共存病院に

おきましては、御存じのように平成３１年４月から島根県より自治医科大学出身医師１

名と島根大学医学部第３内科より１名の医師派遣をいただき、病床稼働率も上昇いたし

ました。また、４月には橘井堂理事長が三輪茂之先生に交代、５月には益田赤十字病院、

木谷光博院長を津和野町医療・介護統括管理者として委嘱し、津和野町の医療介護の提

供にアドバイスをいただいております。 

 「津和野町の医療機関として存続し続け、身近な総合診療を提供する」ことを目標に

掲げ、診療体制のスリム化、病病連携の推進により、圏域における立ち位置の明確化等

を進めてまいりました。 

 令和２年４月からの医療体制としては、島根大学医学部第３内科より派遣の医師が３

月末で退任となりますが、島根県より派遣の医師１名は継続、さらに津和野町の奨学金

を貸与されました医師２名が赴任されます。そして、須山・飯島両医師も徐々に診療業

務に戻られつつあります。常勤医師は実質増員となるため、さらに病床稼働率を上昇し、

経営の安定化を目指します。そして、常勤医師数の増加で、全体の診療体制において、

個々における医師の負担が軽減され、ゆとりを持った診療が可能であると考えておりま

す。 

 また、日原診療所は、津和野町全体で考えたときに、津和野共存病院のサテライト施

設として位置づけております。少子・高齢・過疎化が進む津和野町においては、津和野

共存病院が地域医療拠点病院となることが望ましく、サテライト施設としての日原診療

所への医師応援や訪問・巡回診療など、地域における役割をさらに明確にして貢献する

ことが重要であります。現在、津和野共存病院の地域医療拠点病院の認定に向け、保健

所と協議しているところでございます。 

 今後においても、少ない医療資源を競合することなく、身近な総合診療を提供するこ

とを基本として遂行していきたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  再編またはダウンサイジングを検討すべき病院の一

つとして、病床転換の前の時点で画一的に厚生労働省のほうで数字を出されて、名前が

上がって、非常に衝撃を受けましたが、それはもう病床転換する前の話でありまして、



これ以上の再編等は必要がないという回答をいただいた。それは、やはりこれまで地域

医療構想の中で、益田圏域を一つの医療圏として考え、急性期・回復期・慢性期・在宅

期と、それぞれの病院が役割を明確にして機能分担を行ってまいりました。津和野共存

病院のスリム化、病病連携の推進について、所見をお尋ねいたします。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  まず、スリム化についてでございます。 

 津和野共存病院は、回復期・在宅回復期ということで、明確にこのたびいたしました。

その役割を見据えた上で、津和野共存病院にとって必須な診療科、そしてこれまでは院

外医師の応援を外からの部分で、非常に非常勤医師の報酬が高くなりましたが、それを

院内の中で、どうにか三輪理事長のもとでやっていこうということで、そういう見直し

を図っております。 

 また、病病連携におきましては、やはり限られた医療資源の中でということでありま

して、具体的には、急性期においては益田赤十字病院、そして津和野共存病院はその後

方支援病院として、先ほど町長の答弁にもありましたように、要するに在宅復帰を目指

すような、いわゆる回復期ということになっております。 

 それと、それに加えて老健のせせらぎもありますので、そういう在宅支援の部分も明

確化していくということであります。 

 もう一点は、この病病連携の中で、この益田圏域に医師を集めるということで、具体

的には、この圏域の基幹病院は益田赤十字病院でありますので、そこに医師を集めて、

そして津和野共存病院等に地域医療をしたい医師等の部分の派遣をしていただくとい

うことを考えております。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  地域医療拠点病院は、地域で必要な医療を確保し、

地域の医療機関の連携等を図る観点から、かかりつけ医などを支援する医療機関であり

ますけれども、答弁の中で、津和野共存病院が地域医療拠点病院を取得し、サテライト

として日原診療所への医師の応援や訪問・巡回診療など、地域における役割をさらに明

確にして貢献することが重要と考えます。具体的な内容についてお尋ねをいたしたいと

思います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  日原診療所を津和野共存病院のサテライトとの施設

で考えていったであるならば、今後、他の地域に医療機関が当然ありませんので、要す

るに巡回診療等も、そういう形の中では考えていきたい。 

 今後におきましては、患者さんを待つのではなく、医師等が出向いていくという状況

の中で、昨日も医療・介護統括管理者、理事長と、今後の医師確保ができた上で、そし

て今、町長の答弁にもありましたように、保健所と協議をしております津和野共存病院



が地域医療拠点病院になる、なかなかこれクリアするのは難しいんですが、一応そうい

う形の中での、津和野町の全体の医療を考えているところであります。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  先ほどの町長の答弁の中で、令和２年４月からの医

療体制として、島根大学医学部第３内科より派遣の医師が３月末で退任となりますが、

島根県より派遣の医師１名は継続、さらに津和野町の奨学金を貸与されました医師２名

が赴任されるということで、実質１名の増並びに須山・飯島両医師も徐々に外来診療さ

れたり、当直等に戻られたりしております。実質増員となっていく上で、病床稼働率の

上昇を目指すことはもとより、例えば益田日赤のほうへ、その場合には応援をして、相

互的な応援の仕方ということもあるのかということもお聞きしたいと思いますし、また、

多分、臨床研修医の２年の期限を終えられて来ておられるかと思います。須山先生、飯

島先生も第３内科の医局長を経験されたり、須山先生におかれましては島根大学医学部

の客員教授でもあり、そして木谷先生など非常にベテランの先生がおられ、また、今回

赴任される先生への指導等もされるのかと思いますが、その点についてお聞きしたいと

思います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  このたび、町長の答弁にありました、うちの奨学金

を貸与されたお医者さんでありますが、一人の方は、今度後期のプログラムに入りまし

て、この方は島根大学の後期研修のプログラムをやります。で、津和野共存病院のほう

に２年間、その中で島根大学のほうも、先日、教授と木谷院長がその辺の状況も踏まえ

て、島根大学のほうにも週１回程度研修に行くというような形で、今後もそういう形を

とっていきたいと。 

 もう一人の先生は、今、島根県立中央病院におられる先生で、後期のプログラムがも

う少し残っております。そのプログラムの部分は県立中央病院の総合診療部長の増野部

長のもとで、その辺の部分も、いわゆる家庭医のプログラムをとるということで、両医

師にとって一番いい方法のプログラムの取得をやっていくということで、現在おられる

須山・飯島両先生におきましては、徐々に回復はしておりますけど、やはり負担をかけ

ない方法ということで、この両先生が１日でも診察をされることを我々は望んでおりま

すので、そこの辺の部分は、ゆっくりとそういう形の中での診療を目指していきたいと

いうことで、きのう確認をいただきました。 

 常勤医師は増員はされますけど、これまでがじゃあ常勤医師が足りていたかというと

そうではない状況。これは町長のほうも、県の医療審議会等でも随分発言をされて、や

っと県からの派遣が昨年からできて、そしていろいろこれまで奨学金制度等まいた種が、

やっとこのたび、実になるというような形がとれましたので、今後もやはり、この継続

をしていく限りは、我々も、今回の常勤医師５人にはなりますけど、やはり５人ではな



く、木谷院長、６人になり、そして皆様が望んでおる２４時間の体制まで近づけるよう

に形をとっていきたいということで、日赤への──先ほど岡田議員が言われました応援

等は、こちらのほうからはありません。あくまで、日赤からの応援はあっても、うちか

らの部分はないということであります。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  ２人の医師が来られるということで、１人は後期プ

ログラム、そしてもう１人の方は後期中で島根県中の医師ということで、専門は神経内

科でしょうか。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  １人の先生は総合診療医の部分を目指しております。

もう１人の先生は専門は糖尿病で、内科専門の部分で、そのプログラムの部分で、今、

教授とそういう話をされております。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  よくわかりました。糖尿病の専門医でありますし、

総合診療医でありますので、広く外来にも対応できますでしょうし、糖尿病のコントロ

ール患者さんなどにも対応できると思いますので、心強く思うわけであります。 

 病院でのみとり率が高くなっていく中で、自宅で亡くなる人のことを見聞きすること

が少なくなってまいりました。今では、自宅で家族をみとった経験がある人が、非常に

少なくなっております。津和野町として、今後の考えについてお聞きしたいと思います。 

 なお、私も親族で、昨年でしたか、亡くなった親族で、最期まで家で生活して、訪問

看護等の往診等の支援をしながら生活をされました方もあります。そしてもう一人は緩

和ケア病棟で、過度な治療は要求せずに、疾病を受け入れながら、がんを受け入れて緩

和ケア病棟で亡くなっていきたいということがありました。 

 津和野町では、どのように今後、訪問看護ステーションの体制、老健の支援等も考え

られると思いますが、そのような在宅でのみとり、そしてその支援、それについてお尋

ねしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  やはり、近年は病院においても、みとりを希望され

る方々が増えております。やはり、穏やかな自然な形で、家族に見守られながら死を迎

えたいと。医療においても、この死にゆく方へのケアは大きなテーマとなっております。

やはり、生まれたところで、住みなれた地域で、その当たり前のことを願うことができ

るような津和野町でありたいと、昨日も医療法人橘井堂との話の中で、そういう話をさ

せていただきました。 

 津和野共存病院も介護老人保健施設せせらぎにおいても、この地域包括ケア病床を抱

え、そして老健があり、先ほど議員さんも言われましたように訪問診療、そして２４時



間の体制もとれているということで、今後はそこの部分で、より取り組みを強化をして

まいりたいと思います。 

 それと、やはり終末期をどう迎えるか、要するに今後のＡＣＰの普及啓発に医療法人

橘井堂と、そういうのにも力を入れていきたいと考えております。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  自宅で最期をみとることができるということならば、

最後まで自宅で過ごせるという、そういうことが津和野町でできるということ、こうい

う定住のあり方、住み続けるあり方というのは、非常に今から大切になってくると思い

ます。 

 そしてまた、同時に家族へのケアという、末期のがんなどを抱えて生活していかれる、

その方に対するケア、そして先ほど言われましたが２４時間の訪問看護や往診、そして

例えば家族が介護疲れ、みとり疲れの中で、老健を使用しながら最後まで見ていくこと

ができるというそういう体制をとれば、この町は自宅で最期を迎えることができる町と

いうことで、一つの体制ができてくると思っております。 

 そういう意味では、橘井堂を初めとして町内の諸機関が連携しながら、そういう最期

のみとりができる体制をより構築していただきたいと思いますが、最後にこのことをお

聞きして終わりたいと思います。──ちょっとわかりにくいね、済みません。 

 そのように自宅での最期を迎えていく上での家族へのケアというようなものも、今後

考えていかれるのか。そして、家族ができることもあります。例えば高齢者などだった

ら、たんの吸引とか、そういうこともあったかと思いますが、家族へのフォロー、そし

て支援、そういうことも、どの時点でどの部署で考えていかれるのか──橘井堂の中で

──お尋ねをしたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  要するに、みとりの部分の中で、やはり在宅となる

と家族の負担も本当に大きくなります。先ほどお答えをしましたように２４時間の訪問

診療、やっぱりここに力を入れて、専門職でありますので、そこの状況の部分を、再度、

法人のほうと話し合って、そういう形で最期の、在宅でのみとりというのを。 

 そうはいっても、在宅が本当に最期までできるかといったときも、やはりそこは最期

は病院のほうにということも踏まえて、だから地域包括ケアの中で、どういうふうな形

で最期の終末期を迎えられたいということも一つの選択肢として、その辺の部分も、家

族、本人を入れて、今後サポートをしていきたいような考え方であります。ちょっと答

弁になったかどうかはわかりませんけど、一応そういう考え方ではおります。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  だから、端的に言えば、地域包括ケア病床の中で緩

和ケア病床的な役割、そこで人生を終わっていけるという、そういう役割も、この地域

包括ケア病床は担っていけるということでありましょうか。 



○議長（沖田  守君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（下森  定君）  やはり緩和ケアになりますと、この島根県では浜田

医療センターになりまして、山口県では山口赤十字病院ということで、最終的には本人

の延命治療はしないような形の中で、そういう形を踏まえた、いわゆる最終的には在宅

で見て、最後は地域包括ケアということでありますので、その辺も医療・介護統括管理

者の木谷院長、そして院長の三輪院長と、そういうこともできるような形ができるのか

どうか、私自身も医療対策課として、その辺の部分をまた先生方に御相談をして、その

辺は周知をしていきたいと思います。 

○議長（沖田  守君）  岡田君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  津和野町で最後まで生活して人生を終わっていける

ということならば、本当にいいことだと思っております。 

 これをもちまして、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、１１番、岡田克也君の質問を終わります。 

 以上で、一般質問を終結します。 

 なお、３月定例会招集日以降より本日までに受理した請願は、お手元に配付のとおり

であります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（沖田  守君）  以上で、本日の日程は全て終了しました。本日はこれで散会

といたします。御苦労でありました。 

午後２時 06分散会 

────────────────────────────── 
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午前９時 00分開議 

○議長（沖田  守君）  おはようございます。引き続いてのお出かけありがとうござ

います。 

 ただいまより、令和２年第２回定例会５日目最終日でありますが、会議を始めたいと

思います。 

 ただいまの出席議員数は、全員の１２名であります。定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（沖田  守君）  日程第１、会議録署名議員の指名、会議録署名議員は会議規

則１２６条の規定により、２番米澤宕文君、３番川田剛君を指名します。 



────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第４９号 

日程第３．議案第５０号 

日程第４．議案第５１号 

○議長（沖田  守君）  日程第２、議案第４９号平成３１年度町道日原市街線旭橋耐

震補強工事（第２期）請負変更契約の締結についてより、日程第４、議案第５１号平成

３１年度町道商人線道路改良工事請負変更契約の締結についてまで、以上、３案件につ

きましては、会議規則第３７条の規定により一括議題とします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  皆様、おはようございます。今定例会で追加でお願いいたし

ます案件は契約変更案件３件、計画変更案件１件、一般会計をはじめ各会計補正予算案

件６件でございます。いずれも重要な案件でございますので、慎重審議を賜り可決賜り

ますようお願い申し上げます。 

 議案第４９号でございますが、平成３１年度町道日原市街線旭橋耐震補強工事（第２

期）請負変更契約の締結について、議会の議決を求めるものでございます。詳細につき

ましては担当課長より御説明を申し上げます。 

 議案第５０号でございますが、平成３１年度町道滝谷１号線道路改良工事請負変更契

約の締結について、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては担当課

長より御説明を申し上げます。 

 議案第５１号でございますが、平成３１年度町道商人線道路改良工事請負変更契約の

締結について、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては担当課長よ

り御説明を申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（益井 仁志君）  それでは、議案第４９号について御説明申し上げます。

平成３１年度町道日原市街線旭橋耐震補強工事（第２期）請負変更契約の締結について

でございます。 

 契約の目的につきましては、平成３１年度町道日原市街線旭橋耐震補強工事（第２期）

でございます。契約の方法は随意契約でございます。契約の工期につきましては、変更

前完成期日が令和２年３月３１日でありまして、変更後の完成期日を令和３年３月１９

日にさせていただくものでございます。 

 契約の相手は、住所、鹿足郡津和野町枕瀬５７５番地９、氏名は堀建設株式会社代表

取締役堀大地であります。裏面の資料としまして、工事請負変更仮契約書をつけており

ますので、御確認いただきたいと思います。 

 次のページに参考資料（１）をつけております。当初契約の概要はごらんのとおりで

あります。変更の概要の変更の理由についてでございますが、工事実施にあたりまして、



仮設の足場が河川断面に入ることから非出水期での施行となります。年度内の工事完了

が困難となりまして工期の延長が必要となったということでございます。 

 ２面には、別紙としまして工事の概要をつけておりますので、御確認いただければと

いうふうに思います。また、参考資料で（２）から（４）で工事図面をつけております。

図面は上流部から下流部に向かって書かれておるものでございます。本工事は上部工の

落橋防止装置を１２組、支承取換を２４基、また、橋梁の修繕等を実施する工事であり

ます。なお、本工事の仮契約は、津和野町議会の議決を経たのち、何らの手続をするこ

となく、本契約となるものでございます。 

 続きまして、議案第５０号について御説明申し上げます。平成３１年度町道滝谷１号

線道路改良工事請負変更契約の締結についてでございます。 

 契約の目的でございますが、平成３１年度町道滝谷１号線道路改良工事でございます。

契約の方法は、随意契約でございます。契約の工期につきましては、変更前完成期日が

令和２年３月３１日でありまして、変更後の完成期日を令和２年９月３０日にさせてい

ただくものであります。 

 契約の相手は、住所、鹿足郡津和野町枕瀬５７５番地９、氏名は堀建設株式会社代表

取締役堀大地であります。裏面に資料としまして、工事請負変更仮契約書をつけており

ますので、御確認いただきたいというふうに思います。 

 次のページに参考資料（１）をつけております。当初契約の概要につきましてはごら

んのとおりであります。 

 変更の概要の変更の理由についてでございますが、工事実施にあたりまして、この路

線は地元住民の生活道路であります。また、上流部では林業の施業作業を実施している

ことから、施工時の迂回路等を含めました通行規制関連の地元及び関係機関との協議に

不測の日数を要したためでございます。そのため年度内の工事完了が困難となり工事の

延長が必要となったというものでございます。 

 裏面に、別紙としまして工事の概要をつけておりますので、ごらんいただければとい

うふうに思います。 

 それから参考資料（２）で工事図面をつけておりますので、ごらんください。図面の

赤く示してある部分が、今回、工事をする箇所でございます。施行位置は相撲ヶ原地区

でございます。向かって左側が県道須川谷日原方面でございます。向かって右側が林道

三子山線方面でございます。 

 なお、本工事の仮契約は、津和野町議会の議決を経たのち、何らの手続をすることな

く本契約となるものでございます。 

 続きまして、議案第５１号について御説明申し上げます。平成３１年度町道商人線道

路改良工事請負変更契約の締結についてでございます。 

 契約の目的ですが、平成３１年度町道商人線道路改良工事でございます。契約の方法

は、随意契約でございます。契約の工期につきましては、変更前完成期日が令和２年３



月３１日でありまして、変更後の完成期日を令和２年１２月１２日にさせていただくも

のであります。 

 契約の相手は、住所、鹿足郡津和野町枕瀬５４５番地１、氏名は、内田建設株式会社

代表取締役内田勝久であります。裏面に資料としまして、工事請負変更仮契約書をつけ

ておりますので、ごらんいただきたいというふうに思います。 

 それから、次のページに参考資料（１）つけております。当初契約の概要はごらんの

とおりであります。変更の理由でございますが、工事実施にあたりまして、この路線は

地元住民の生活道路であるということから、施行時の迂回路等を含め通行規制の関連と

地元との協議に不測の日数を要したため、年度内の工事完成が困難となり工期の延長が

必要となるというためでございます。 

 裏面に別紙としまして、工事の概要をつけております。御確認をいただければという

ふうに思います。それから参考資料（２）で、工事図面をつけておりますのでごらんく

ださい。図面の各示してある部分が今回工事をする箇所でございます。施行位置は商人

地区でございます。向かって右側が日原方面、向かって左側が津和野方面でございます。 

 なお、本工事の変更仮契約は、津和野町議会の議決を経たのち、何らの手続をするこ

となく本契約となるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 議案第４９号平成３１年度町道日原市街線旭橋耐震補強工事（第２期）請負変更契約

の締結について、これより質疑に入ります。 

 ありませんか。１０番、後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  この工事で、大方１年間、工期を延ばされるんです

が漁業会との協議はどのようになっているのか。漁業会との協議はどのようになってい

るのか、それを聞かせてください。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（益井 仁志君）  漁協さんとの協議も当然しておりまして、今、高津川に

つきましては、非出水期ということでの工事ということになりますので、高津川の場合

の取水期は６月から１０月というふうになっております。 

 下部工をやった時も１１月頃からの工事の再開というふうになったんですが、概ね、

１１月頃まで、６月から１１月ぐらいまでは工事ができないということになります。  

 それから、先ほどの理由に申し上げましたけども、取水断面の中に入っておりますの

で、県のほうの協議とも、やはり、非出水期はだめだよというふうに言われておりまし

て、こういう工期になってくるということでございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  いいですか。ないようであります。質疑を終結します。 



 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第４９号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第４９号平成３１年

度町道日原市街線旭橋耐震補強工事（第２期）請負変更契約の締結については、原案の

とおり可決されました。 

 続きまして、議案第５０号平成３１年度町道滝谷１号線道路改良工事請負変更契約の

締結について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

 １０番、後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  この工事も当初から、着工から完成まで契約工期が

たった１カ月しかないんで当然、これ、繰り越されると思っておったんですが、この木

材業者が云々で、材木の搬出でいろいろ支障をきたしておるということでありますが、

こういうことは、当初から調べればわかっていたことであろうと思うんですが、この木

材業者がいつまでに搬出が可能なのか、そういう話をされておるのか、工期が半年も延

ぶようなことになっておるんですが、これだけの木材業者だけのことで工期延期をされ

ておるのか、そこんとこをお聞かせいただきたい。 

○議長（沖田  守君）  建設課長。 

○建設課長（益井 仁志君）  この滝谷１号線相撲ヶ原地区というところでございます

が、この奥に林道三子山線というのがありまして、その林道使って施業、木の切り出し

を行うということでございます。 

 業者の方とも当然、先ほど議員おっしゃるとおり協議をしておりまして、まあ、いつ

までかという具体的なところは、特には決まっておりませんけれども、当然、地元の方

との協議もさせていただいておりまして、最終的にこの工期になったというところでご

ざいます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑は終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第５０号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第５０号、平成３１

年度町道滝谷１号線道路改良工事請負変更契約の締結については、原案のとおり可決さ

れました。 

 続きまして、議案第５１号平成３１年度町道商人線道路改良工事請負変更契約の締結

について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑は終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより、議案第５１号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第５１号平成３１年

度町道商人線道路改良工事請負変更契約の締結については、原案のとおり可決されまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第５２号 

○議長（沖田  守君）  日程第５、議案第５２号新町建設計画の変更についてを議題

とします。執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第５２号でございますが、新町建設計画、平

成１７年度から平成３２年度の変更について議会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長より御説明を申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（内藤 雅義君）  それでは、議案第５２号について御説明を

いたします。 

 まず、変更する計画でございますが、平成１７年２月に津和野町、日原町合併協議会

が策定した市町村の合併の特例に関する法律に基づく新町建設計画でございます。 

 現在の計画は、平成１７年１２月に計画期間を合併年度の平成１７年度から平成３２

年度までの１５年間に一部変更していたものでございます。 



 今回の変更する理由でございますが、平成３０年４月２５日に東日本大震災に伴う合

併市町村にかかる地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律が公布され、合併特

例債の発行期限が１５年から２０年に延長されたことに伴い、新町建設計画を変更する

ものでございます。 

 変更する内容でございますが、期間延長並びに人口、世帯数など主要指標及び事業財

政計画等の修正、また、合併特例債の有効な活用により効果的な事業運営を行うため、

合併特例債の標準全体事業限度額の７割の発行とすることを計画から削除するもので

ございます。 

 変更箇所につきましては、議案裏面、別紙新旧対照表をごらんください。右に変更前、

左に変更案の箇所を対比し、表紙につきましては、令和２年３月変更、第１節、序論計

画期間につきましては、令和７年度までとし、以下、位置、地勢、気候、人口、世帯、

交流人口、産業構造の時点修正を行い、変更する箇所を赤字で表記しています。 

 第３節、新町建設の基本方針につきましては、本町の最上位計画である第２次津和野

町総合振興計画にある基本目標に合わせ修正をしているところでございます。 

 主要事業、財政計画等につきましては、変更する箇所を赤字で表記しております。ま

た、資料といたしまして、令和２年３月変更の新町建設計画を添付しており、変更した

箇所につきましては赤字で表記しているところでございます。 

 なお、新町建設計画の変更につきましては、昨年末、各課協議を行った上で島根県市

町村課との事前協議を１月に行い、令和２年３月２日付けで島根県知事の合意を得たの

ち、津和野町議会のほうに提案をさせていただくものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。これより質疑に入り

ます。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  いいですか。ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第５２号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第５２号、新町建設

計画の変更については原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 



日程第６．議案第５３号 

日程第７．議案第５４号 

日程第８．議案第５５号 

日程第９．議案第５６号 

日程第１０．議案第５７号 

日程第１１．議案第５８号 

○議長（沖田  守君）  日程第６、議案第５３号平成３１年度津和野町一般会計補正

予算（第９号）より、日程第１１、議案第５８号平成３１年度津和野町水道事業会計補

正予算（第５号）まで、以上６案件につきましては、会議規則第３７条の規定のより一

括議題とします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第５３号でございますが、平成３１年度津和

野町一般会計補正予算（第９号）についてでございます。 

 歳入歳出それぞれ６,８２５万３,０００円を減額し、歳入歳出予算総額それぞれ８８

億７,８４６万８,０００円とするものでございます。詳細につきましては、担当課長よ

り御説明を申し上げます。 

 議案第５４号でございますが、平成３１年度津和野町国民健康保険特別会計補正予算

（第５号）についてでございます。 

 歳入歳出それぞれ２,８６７万７,０００円を減額し、歳入歳出予算総額それぞれ１０

億９,７５８万８,０００円とするものでございます。詳細につきましては、担当課長よ

り御説明を申し上げます。 

 議案第５５号でございますが、平成３１年度津和野町介護保険別会計補正予算（第５

号）についてでございます。 

 歳入歳出それぞれ２７７万１,０００円を減額し、歳入歳出予算総額それぞれ１３億

９,２９７万３,０００円とするものでございます。詳細につきましては、担当課長より

御説明を申し上げます。 

 議案第５６号でございますが、平成３１年度津和野町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３号）についてでございます。 

 歳入歳出それぞれ１７６万４,０００円を減額し、歳入歳出予算総額それぞれ２億９,

４９３万５,０００円とするものでございます。詳細につきましては、担当課長より御

説明を申し上げます。 

 議案第５７号でございますが、平成３１年度津和野町下水道事業特別会計補正予算

（第５号）についてでございます。 

 歳入歳出それぞれ６４万５,０００円を減額し、歳入歳出予算総額それぞれ３億５,４

４７万円とするものでございます。詳細につきましては、担当課長より御説明を申し上

げます。 



 議案第５８号でございますが、平成３１年度津和野町水道事業会計補正予算（第５号）

についてでございます。 

 収益的収入を５８万円減額し、予算総額３億５,７８２万５,０００円に、収益的支出

を５８万円減額し、予算総額３億２,６８７万５,０００円に、資本的支出を６,０００

円追加し、予算総額３億２,２６２万３,０００円にするものでございます。詳細につき

ましては、担当課長より御説明を申し上げます。 

○議長（沖田  守君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（岩本 要二君）  それでは、議案第５３号を御説明いたします。 

 まず、５ページをお開きください。 

 第２表の繰越明許費補正でございます。追加でございますが、総務費の津和野庁舎耐

震補強改修設計業務委託料でございますが、既存土壁の改修設計に不測の日数を要した

ため１,２４８万８,０００円を繰り越すものでございます。終期は２年６月末を予定し

ております。 

 次に、商工費の歴史的風致維持向上事業でございますが、津和野駅周辺整備事業につ

いて、他機関との計画調整に不測の日数を要したため、６,３４２万円を繰り越し、ほ

か４事業と合わせて２億１０８万５,０００円を繰り越すものです。終期は２年１２月

末を予定しております。 

 次に、土木費の地籍調査事業でございますが、一筆地調査実施地区に隣接する時期地

籍調査予定地区との境界調整に不測の日数を要したため、９９４万円を繰り越すもので

す。終期は３年３月末を予定しております。 

 次に、教育費の社会教育施設整備事業でございますが、喜時雨多目的広場テニスコー

トフェンス修繕工事について、資材調達に不測の日数を要したため、１７０万４,００

０円を繰り越し、ほか１事業と合わせて３００万１,０００円を繰り越すものです。 

終期は２年６月末を予定しております。 

 それでは、次に６ページをごらんください。 

 第３表の地方債補正の変更でございます。総額で７,２２０万円の減額補正をしてお

ります。詳細につきましては、事項別明細書の中で御説明をいたします。 

 それでは、歳出の主なものから御説明をいたしますので、３０ページをお開きくださ

い。また、お手元に補正予算の概要資料を用意しておりますので、併せてごらんいただ

けたらというふうに思います。 

 それでは、総務費でございますが、総務費の財産管理費の委託料といたしまして、事

業費の確定による津和野町庁舎耐震改修工事実施設計業務委託料７７１万３,０００円

を減額、積立金といたしまして、ふるさと津和野基金９６６万６,０００円を増額をし

ております。 

 一枚めくっていただきまして、企画費の需用費として、ふるさと納税特産品生産等に

伴います消耗品費１２３万４,０００円を減額をしております。諸費の負担金補助及び



交付金といたしまして、住宅用太陽光発電設備導入補助金等の確定により３１０万円を

減額をしております。 

 二枚めくっていただきまして、定住対策費の負担金補助及び交付金として、わくわく

ツアーの生活実現支援事業移住支援金の確定によりまして、２００万円を減額をしてお

ります。 

 次に、４５ページをお開きください。 

 民生費では、社会福祉総務費の扶助費として福祉医療費助成金の実績見込みにより、

３１５万円を減額をしております。 

 一枚めくっていただきまして、障害者福祉費の扶助費として実績見込みによります障

害者自立支援給付事業１３５万６,０００円を減額をしております。 

 一枚めくっていただきまして、児童福祉総務費の負担金補助及び交付金といたしまし

て、実績見込みによる地域型保育給付費負担金２００万５,０００円を減額をしており

ます。 

 次に、５４ページをお開きください。 

 衛生費では、保健衛生総務費の委託料として、実績見込みによります妊産婦乳幼児健

診委託料１４９万８,０００円を減額、扶助費として実績見込みによります乳幼児等医

療費助成金２３２万７,０００円を減額をしております。 

 次に、５８ページをお開きください。 

 清掃費では、塵芥処理費の負担金補助及び交付金として、不燃物処理場機械更新事業

費の確定による鹿足郡不燃物処理組合負担金９５２万６,０００円を減額しております。 

 一枚めくっていただきまして、農林水産業費では、農業担い手支援センター費の負担

金補助及び交付金としまして、事業費の確定に伴い新規農林業就業者支援事業費補助金

１１４万９,０００円を減額をしております。 

 一枚めくっていただきまして、多面的機能支払事業費の負担金補助及び交付金といた

しまして、実績による多面的機能支払交付金２２４万円を減額をしております。 

 一枚めくっていただきまして、林業費では、林業振興費の負担金補助及び交付金とし

て、実績による森林山村多面的機能発揮対策交付金１４９万９,０００円を減額、津和

野型森林作業道開設事業費補助金３００万円を減額をしております。 

 一枚めくっていただきまして、町行造林事業費の委託料といたしまして、実績による

下刈り等委託料４７６万１,０００円を減額をしております。 

 次に、７０ページをお開きください。 

 商工費では歴史的風致維持向上事業費の工事請負費として、駅前周辺整備工事１,６

５０万円、街並み環境整備事業費として駅前小公園整備工事費７７０万円の合計２,４

２０万円を計上しております。 

 補償補填及び賠償金として、つわぶき安全センター補償金１１３万７,０００円を工

事費へ組み替え計上をしております。 



 次に、７４ページをお開きください。 

 土木費では土木総務費の負担金補助及び交付金として、山根町急傾斜地対策工事費の

確定のよる県営事業負担金６３９万２,０００円を減額をしております。地籍調査事業

費の委託料として事業費清算による測量業務委託料８６１万８,０００円の減額、一筆

調査の事業費確定による一筆地調査委託料７８０万７,０００円を増額をしております。 

 二枚めくっていただきまして、住宅管理費の負担金補助及び交付金として、実績によ

ります木造住宅耐震化促進事業補助金１８７万円を減額しております。 

 一枚めくっていただきまして、消防費では、消防施設費の工事請負費として畳地区消

火栓設置工事１２９万８,０００円を減額計上しております。 

 次に、９０ページをお開きください。 

 教育費では社会教育総務費の修繕料として、喜時雨テニスコートフェンス修繕料１７

０万４,０００円を津和野地区体育施設費から組み替え計上をしております。 

 それでは、歳入の主なものを御説明いたしますので１２ページのほうにお戻りをいた

だきたいというふうに思います。 

 まず、町税でございます。決算見込みによりまして、市町村民税５５５万１,０００

円を増額、固定資産税５６４万３,０００円を増額計上しております。 

 一枚めくっていただきまして、地方特例交付金として実績による子ども子育て支援臨

時交付金１,４８４万１,０００円の減額を計上をしております。分担金及び負担金では、

農林水産業費分担金として、事業費の確定による県営農業競争力基盤整備事業分担金１

０２万７,０００円を減額計上しております。 

 二枚めくっていただきまして、国庫支出金では国庫負担金の民生費国庫負担金として、

実績による子どものための教育・保育給付費負担金１０２万１,０００円を減額してお

ります。 

 国庫補助金の民生費国庫補助金では、コロナウイルス感染対策臨時休業時特別改修支

援事業として、子ども子育て支援交付金１１２万３,０００円を増額をしております。 

 商工費国庫補助金として、歴史的風致維持向上事業費の駅前周辺整備工事等に伴い、

都市再生整備事業費補助金５,０４０万円を計上しております。 

 一枚めくっていただきまして、県補助金の総務費県補助金として、太陽光発電等導入

支援事業費補助金の確定により１８１万４,０００円を減額。一枚めくっていただきま

して、わくわく島根生活実現支援事業補助金の確定により１５０万円を減額をしており

ます。 

 民生費県補助金として、実績見込みにより福祉医療費補助金１９６万４,０００円を

減額。衛生費県補助金として、実績見込みによる乳幼児等医療費助成事業補助金１１７

万６,０００円を減額。農林水産業費県補助金として、実績による多面的機能支払事業

交付金１６７万９,０００円を減額をしております。 



 一枚めくっていただきまして、合板製材生産性強化対策事業費補助金１４２万２,０

００円を増額、美しい森づくり事業等の実績に伴い、山村活性化支援交付金１９４万７,

０００円を減額をしております。 

 寄附金では総務費寄附金としまして、実績によりますふるさと納税５０１万５,００

０円を増額計上しております。 

 一枚めくっていただきまして、繰入金では財政調整基金繰入金２,８００万円を減額、

ふるさと納税事務費等の確定によるふるさと津和野基金繰入金１９１万９,０００円を

減額計上しております。 

 雑入では、高額医療費返納金として、福祉医療高額返納金１４７万４,０００円の減

額、乳幼児等医療費高額返納金１６２万８,０００円を増額計上しております。 

 一枚めくっていただきまして、町債では総務債として、教育の振興事業５９０万円を

合併特例債から過疎債対策事業債へ財源振替、一般単独事業債として事業費確定による

津和野町庁舎耐震改修工事実施設計業務委託料等１,３００万円を減額。 

 衛生費では過疎対策事業債として不燃物処理場機械更新事業費の確定に伴い、廃棄物

処理施設整備事業１,０８０万円を減額。子ども等医療費助成事業費の発行限度額調整

として、過疎地域自立促進特別事業８００万円を減額。農林業債の過疎対策事業債とし

て、農林業研修生支援事業等の事業費の確定に伴い、過疎地域自立促進特別事業２６０

万円を減額。町行造林事業費の実績による公有林整備事業３１０万円を減額。 

 商工債の過疎対策事業債として歴史的風致維持向上事業に伴い、観光施設整備事業２

９０万円を減額。商工業活性化支援事業費の発行限度額調整として、過疎地域自立促進

特別事業２８０万円を減額。土木債の公営住宅建設事業債として、小川団地ストック改

善事業費の確定による公営住宅建設事業１３０万円を減額。一般単独事業債として山根

町急傾斜地対策工事費の確定による防災対策事業６５０万円を減額をしております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  それでは、議案第５４号平成３１年度津和野町国民

健康保険特別会計補正予算（第５号）について、御説明いたします。 

 歳出より御説明をいたしますので１２ページをごらんください。 

 総務費の一般管理費６万円減は、職員の時間外勤務手当の減額によるものであります。 

 一枚めくっていただいて１４ページ、運営協議会費１４万３,０００円減は、今年度

運営協議会が１回の開催であったため減額するものであります。 

 一枚めくっていただいて１６ページ、保険給付費の一般被保険者療養給付費２,６５

６万円減、退職被保険者等療養給付費２５万円減、一般被保険者療養費４１万３,００

０円減、審査支払手数料１５万９,０００円減。 

 次のページ、一般被保険者高額療養費３９２万７,０００円減、退職被保険者等高額

療養費１０万円減。 



 次のページ、葬祭給付費６万円減は、実績見込みによるものであります。 

 二枚めくっていただいて２４ページ、保健事業費の特別健康審査等事業費７６万４,

０００円減、次のページ、疾病予防費９８万円減は、実績見込みによるものであります。 

 一枚めくっていただいて２８ページ、諸支出金の保険税還付加算金１４万円減は、過

年度分還付金の実績見込みによるものであります。 

 続いて、歳入に入りますので８ページをごらんください。 

 一般被保険者国民健康保険税３９２万８,０００円減、退職被保険者等国民健康保険

税９万８,０００円減は、税の実績見込みによるものであります。 

 一枚めくっていただいて１０ページ、使用料及び手数料の督促手数料１万５,０００

円減、その下、県支出金の保険給付費等交付金２,４６０万１,０００円減は、確定若し

くは確定見込みによるものであります。 

 その下、繰入金の一般会計繰入金２０万３,０００円減は、歳出の総務費で説明しま

した職員手当及び運営協議会費を減額したものであります。 

 その下、諸収入の雑入１６万８,０００円減は、平成３０年度の特定健康審査、保健

指導費清算に伴う追加交付分等であります。 

 続いて、議案第５５号平成３１年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第５号）に

ついて御説明いたします。 

 歳出より御説明いたしますので１０ページをごらんください。 

 総務費の一般管理費６万円増は、職員の時間外勤務手当の増額によるものであります。

１ページめくりまして１２ページ、認定調査費５０万円減は、主治医意見書作成委託料

等の実績見込みによるものであります。 

 １ページめくりまして１４ページ、保険給付費の施設対応サービス給付費５００万円

増、その下、居宅介護住宅改修費１２２万円減。次のページ、高額介護サービス等費３

０万円減は、実績見込みによるものであります。 

 １ページめくりまして１８ページ、地域支援事業費の認知症総合支援事業費１１万８,

０００円減は、実績見込みによるものであります。 

 続いて、歳入に移りますので８ページをごらんください。 

 介護保険料の第１号被保険者介護保険料１１万７,０００円減、その下、国庫支出金

の調整交付金９５６万８,０００円増、その下、県支出金の介護給付費負担金２１万８,

０００円減は、確定見込みによるものであります。その下、一般会計繰入金のうち、介

護給付費繰入金４３万６,０００円増は、実績見込みによるもの。 

 職員給与費等繰入金６万増と事務費繰入金５０万円減は、支出の総務費で説明したも

のとなります。その下、介護保険準備基金繰入金１,２００万円減は、実績見込みによ

るものであります。 

 以上であります。 



 続きまして、議案第５６号平成３１年度津和野町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）について、御説明をいたします。 

 歳出より御説明をいたしますので１０ページをごらんください。 

 後期高齢者医療広域連合納付金１５７万６,０００円減は、保険料の実績見込み及び

療養給付費負担金の確定によるものであります。 

 一枚めくりまして、諸支出金の他会計繰出金１８万８,０００円減は、後期高齢者健

康診査負担金の実績見込みによるものであります。 

 続いて歳入に移りますので８ページをごらんください。 

 後期高齢者医療保険料１９８万８,０００円減は、実績見込み、その下、繰入金の療

養給付費繰入金４１万２,０００円増は確定によるものであります。その下、衛生費受

託事業収入１８万８,０００円減は、歳出で説明しました後期高齢者健康診査事業の実

績に見込みによるものであります。 

 以上であります。 

○議長（沖田  守君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（清水 浩志君）  それでは、議案第５７号平成３１年度津和野町下水

道事業特別会計補正予算（第５号）を御説明いたします。 

 １０ページの歳出をごらんください。 

 営業費の管渠費、需用費につきまして、光熱水費は、実質量が減少したことに伴い１

５万２,０００円を減額しております。処理場費の需用費につきまして、光熱水費、修

繕費とも実質量が減少したことにより、それぞれ２８万８,０００円と２０万５,０００

円を減額しております。 

 １ページめくっていただきまして、施設整備費の工事請負費につきまして８,０００

円を増額、保障補填及び賠償金につきまして、補償費の確定に伴い８,０００円を減額

計上し、事業費の組み替えを行っております。 

 戻りまして８ページの歳入をごらんください。他会計繰入金の一般会計繰入金につき

まして、歳出の額の変更に伴い６４万５,０００円を減額しております。 

 以上でございます。 

 続きまして、議案第５８号平成３１年度津和野町水道事業会計補正予算（第５号）を

御説明いたします。 

 １０ページの収益的収入及び支出の下段、支出をごらんください。営業費用の配水及

び給水費でございます。燃料費につきまして、実数量が減少にしたことに伴い１９万７,

０００円を減額しております。工事請負費につきまして、配水管移設工事の額の確定に

より、２１万円を減額しております。 

 次に、総係費でございます。通信運搬費、修繕費とも実数量が減少したことにより、

それぞれ７万円と１０万３,０００円を減額しております。 



 戻りまして、上段の収入をごらんください。営業収益のその他営業収益分担金につき

まして、新規加入が増加したことにより、上水道への加入分担金９２万４,０００円を

増額しております。営業外収益の一般会計補助金につきまして、４９０万１,０００円

を減額しております。消費税及び地方消費税還付金につきまして、平成３１年度分の申

告額に基づき３４０万２,０００円を増額計上しております。 

 その他雑収益につきまして、配水管移設補償費４,０００円を減額しております。 

 特別利益の固定資産売却益につきまして、１,０００円を減額しております。 

 １ページめくっていただきまして、資本的収入及び支出の、支出をごらんください。

投資の基金費につきまして、基金積立金６,０００円を増額計上しております。 

 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 議案第５３号平成３１年度津和野町一般会計補正予算（第９号）について、これより

質疑に入ります。ありませんか。５番、板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  ページは７１ページで、商工観光課、歴史的風致維持

向上の関係なんですけど、今回説明が多岐にわたっておりまして、なかなか読みづらい

んですけど、最終的に５ページの繰越明許のところに返ってくるのかなと思っておりま

すが、２億１０８万５,０００円ですか、早い話がその繰越明許の内訳がざらっとわか

れば、今回の補正というよりは、むしろ繰越明許に関係する事業の明細が概略わかれば

と思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（沖田  守君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  議員、御指摘のとおり、多岐にわたっておりますの

で、いろいろわかりにくい部分があって申しわけないと思っております。 

 それでは、繰越の明許の明細を申し上げます。これもいろいろな補助事業を絡めてお

りますので、分類が分かれておりますので、それで言います。 

 まず、駅関連の登記手数料の関係が６９万円、登記手数料です。それから、駅舎建物

購入費と、駅全体の保証料、プラス周辺工事、今回補正で上がっているものも含みます。

これが４,０３５万７,０００円。 

 次に、駅の多目的トイレ、オストメイト等も含めたものでございますが、多目的トイ

レと、町道稲荷丁線の改修美観工事ですが、これが７,４００万円。 

 それから、同じく稲成丁の町道の横のいわゆる徳川夢声の碑がございますが、河川広

場の美観工事と、今回歴史的風致の中で、駅から橋北地区を中心に、最終的には道の駅

ぐらいまでをまず含めた形になりますが、シェアサイクルといった形で駐輪場を整備す

るような実証実験と調査、設計を行います。この河川広場と今申し上げました実証実験

を合計した金額が２,４９０万円。 

 それから、駅前の小公園、ＳＬ館跡地、また派出所跡、つわぶき安全センター跡です

が、これの解体整備関係が３,８０７万５,０００円。 



 以上でございます。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。いいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第５３号を採決します。本案県を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第５３号平成３１年

度津和野町一般会計補正予算（第９号）は原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第５４号平成３１年度津和野町国民健康保険特別会計補正予算（第

５号）について、これより質疑に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第５４号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。 

 したがって、議案第５４号平成３１年度津和野町国民健康保険特別会計補正予算（第

５号）は原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第５５号平成３１年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第５号）

について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 



 まず原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第５５号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。 

 したがって、議案第５５号平成３１年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第５号）

は、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第５６号平成３１年度津和野町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第５６号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第５６号平成３１年

度津和野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決されまし

た。 

 続きまして、議案第５７号平成３１年度津和野町下水道事業特別会計補正予算（第５

号）について、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第５７号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第５７号平成３１年

度津和野町下水道事業特別会計補正予算（第５号）は原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第５８号平成３１年度津和野町水道事業会計補正予算（第５号）に

ついて、これより質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  質疑ないようであります。終結します。 

 これより討論に入ります。 

 まず原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第５８号を採決します。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第５８号平成３１年

度津和野町水道事業会計補正予算（第５号）は、原案のとおり可決されました。 

 それではここで、１０時５分まで休憩といたします。 

午前９時 55分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 03分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩前に引き続き、会議を再開します。先ほどの説明に若干、

訂正を入れたいという、こういう発言でありますので、商工観光課長。 

○商工観光課長（藤山  宏君）  大変申し訳ありません。１カ所、繰越につきまして

最終段階で調整を入れて変更した点を見落としておりまして、１点だけ、ちょっと訂正

をさせていただきます。 

 駅舎建物購入費と駅舎関連の保証料及び周辺工事の関係で４,０３５万７,０００円

と申し上げましたが、これが６,３４２万円の間違いでございます。６,３４２万円です。

これで合計が２億１０８万５,０００円ということになります。大変申し訳ございませ

んでした。（発言する者あり） 

○議長（沖田  守君）  板垣さん、後ほど確認をしてください。 

────────────・────・──────────── 



日程第１２．議案第３６号 

日程第１３．議案第３７号 

日程第１４．議案第３８号 

日程第１５．議案第３９号 

日程第１６．議案第４０号 

日程第１７．議案第４１号 

日程第１８．議案第４２号 

日程第１９．議案第４３号 

日程第２０．議案第４４号 

日程第２１．議案第４５号 

日程第２２．議案第４６号 

日程第２３．議案第４７号 

日程第２４．議案第４８号 

○議長（沖田  守君）  日程第１２、議案第３６号辺地に係る公共的施設の総合整備

計画の策定についてより、日程第２４、議案第４８号平成３１年度津和野町水道事業会

計予算まで、以上１３案件につきまして、予算審査特別委員長の審査報告を求めます。

１１番。岡田克也君。 

○予算審査特別委員会委員長（岡田 克也君）  それでは、令和２年３月６日今定例会

において本委員会に付託を受けました、令和２年度津和野町一般会計を初めとする各会

計予算１１案件及び総合整備計画の策定など２議案について審査いたしましたので、会

議規則第７７条の規定により、その結果を報告いたします。 

 審査日。 

 令和２年３月６日、１１日、１２日、１３日、１６日。机上審査。 

 出席者。 

 予算審査特別委員会委員長ほか１０名、議長。説明員、町長ほか１３名。 

 審査事項及び結果。 

 議案第３６号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について。 

 本案件は、起立全員で原案のとおり可決すべきであると決した。 

 議案第３７号町長等の給与の特例に関する条例の一部改正について。 

 本案件は、起立全員で原案のとおり可決すべきであると決した。 

 議案第３８号令和２年度津和野町一般会計予算。 

 予算の総額は９１億７,７００万円である。前年度に比し１２億５,３００万円（１５.

８１％）の増である。 

 事業の主なものは、津和野町庁舎耐震改修工事、津和野町城山整備（寄附）事業、木

質バイオマス整備事業等である。 

 審査意見。 



 予算執行に当たっては、非常に厳しさを増す町財政を鑑み国庫補助金の獲得や財政的

に有利な起債を活用して町財政負担の軽減を図り、また、事業に対する町民の理解が得

られるよう努められたい。 

 審査の結果。 

 本案件は、起立多数で原案のとおり可決すべきであると決した。 

 議案第３９号令和２年度津和野町国民健康保険特別会計予算。 

 予算総額は、１０億７,１９２万８,０００円である。前年度に比し、２,０６２万６,

０００円（１.８９％）の減である。 

 本案件は、起立全員で原案のとおり可決すべきであると決した。 

 議案第４０号令和２年度津和野町介護保険特別会計予算。 

 予算総額は、１３億９,１１３万５,０００円である。前年度に比し４,２０９万２,０

００円（３.１２％）の増である。 

 本案件は、起立全員で原案のとおり可決すべきであると決した。 

 議案第４１号令和２年度津和野町後期高齢者医療特別会計予算。 

 予算総額は、３億１,６５４万２,０００円である。前年度に比し２,７０６万６,００

０円（９.３５％）の増である。 

 本案件は、起立多数で原案のとおり可決すべきであると決した。 

 議案第４２号令和２年度津和野町下水道事業特別会計予算。 

 予算総額は３億９,１５７万３,０００円である。前年度に比し３,５６０万３,０００

円（１０.０％）の増である。 

 本案件は、起立全員で原案のとおり可決すべきであると決した。 

 議案第４３号令和２年度津和野町農業集落排水事業特別会計予算。 

 予算総額は、３８２万２,０００円である。前年度に比し７万７,０００円（２.０６％）

の増である。 

 本案件は、起立全員で原案のとおり可決すべきであると決した。 

 議案第４４号令和２年度津和野町奨学基金特別会計予算。 

 予算総額は、１,３４４万５,０００円である。前年度に比し３０６万２,０００円（２

９.４９％）の増である。 

 本案件は、起立全員で原案のとおり可決すべきであると決した。 

 議案第４５号令和２年度津和野町診療所特別会計予算。 

 予算総額は、５,３４０万６,０００円である。前年度に比し８万４,０００円（０.１

６％）の増である。 

 本案件は、起立全員で原案のとおり可決すべきであると決した。 

 議案第４６号令和２年度津和野町介護老人保健施設事業特別会計予算。 

 予算総額は、２億８,９９３万７,０００円である。前年度に比し２,３５１万３,００

０円（７.５０％）の減である。 



 本案件は、起立全員で原案のとおり可決すべきであると決した。 

 議案第４７号令和２年度津和野町病院事業会計予算。 

 収益的予算総額は、７億６,６５９万２,０００円である。前年度に比し５,６９５万

３,０００円（８.０３％）の増である。 

 本案件は、起立全員で原案のとおり可決すべきであると決した。 

 議案第４８号令和２年度津和野町水道事業会計予算。 

 収益的収支予算総額は、３億２,４８７万２,０００円である。前年度に比し２９８万

円（０.９１％）の減である。 

 本案件は、起立全員で原案のとおり可決すべきであると決した。 

 令和３年３月２４日、津和野町議会議長沖田守様、予算審査特別委員会委員長岡田克

也。 

 以上であります。 

○議長（沖田  守君）  ありがとうございました。 

 ただいまの審査報告に対する委員長への質疑につきましては、議長を除く全議員によ

る委員会構成でありますので、これを省略いたします。 

 これより議案第３６号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について、討論に

入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第３６号を採決します。本案件についての委員長報告は原案のとおり可

決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第３６号辺地に係る

公共的施設の総合整備計画の策定については、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第３７号町長等の給与の特例に関する条例の一部改正について、討

論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第３７号を採決します。本案件について委員長報告は原案のとおり可決

であります。委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 



〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第３７号町長等の給

与の特例に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第３８号令和２年度津和野町一般会計予算について、討論に入りま

す。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  委員長報告に反対の立場で討論させていただきます。 

 住民協働推進事業費について、まちづくり委員会は組織づくり、人材育成に重点的に

取り組む特別枠を設け、若い人の参加のために若い人の意識、価値観育成を図り、今ま

でにない人の参加をお願いするとして期待はしておりますが、まちづくり組織交付金は

自治組織に金銭的補助を行い組織の運営に手助けをしていますが、根本的な解決策には

至っていません。自治組織に対し、延命的対策ではなく人的支援を行うなど、抜本的対

策が必要です。まちづくり委員会が取り組まれて６年目に入りますが自治組織の危機的

な状態は改善されていません。 

 教育費についてです。子供の教育は未来への投資、これからの時代に対応できる力を

身に付けて行かなければなりません。その子供たちが学ぶ学校が当初予算で備品の購入

計画を立てられなくなる教育予算の削減は避けるべきです。また、給食センター新築工

事は一つにするとしていますが、検討委員会でもそれを含めて検討するべきです。以上

の立場から反対します。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に反対者の発言を許します。１０番、後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  私は本案件につき反対の立場で討論をいたします。 

 もと日原診療所を本庁舎としての改修工事及び関連工事費を総額７億７,０００万円

計上されております。本予算に関連する請願が平成３０年５月１５日に津和野町自治会

連合会より議会に提出されております。件名は津和野町、役場本庁舎の津和野地区への

移転と新築を求める請願であります。町会議員が５名で提出されたものであります。そ

してこの請願は６月の定例議会において採決の結果、６対５の賛成多数で採決されてお

ります。私も賛成者の一人であります。そして３カ月後の９月の定例議会に日原診療所

改修工事の基本設計業務委託料が１,１３０万４,０００円が予算に計上されたわけで

ありますが、この予算に関連ある請願が採択されてわずか３カ月であります。採択され

た請願をどのように記されておるか、また、基本設計業務委託料１,１３０万円に対し

修正案が提出をされましたが、賛成者は３名で否決になりました。私も修正案に賛成し

た一人であります。今回の予算の採択されております請願に関連する予算でありますの

で反対をいたします。 



 また、予算に木質バイオマス化ガス化発電建設の付帯工事の原木チップストックヤー

ド建設事業、町で建設施設として建設費で約２億６,０００万円予算が計上されました

が、今年度の町の緊急課題は開発センターの解体や日原保育園、木部保育園建設問題、

給食センターの建設問題、また、城山整備中に発生した遺構２カ所の損壊修理の工事費

等、多額の財源の問題があるわけでありますが、３０年度の予算でも、決算でも実質財

源が津和野町は２０.３４％でありました。依存財源が７９．６６％で、この％が示す

とおり津和野町の財政は国、県からの依存財源を主軸にした財政運営であります。また、

地方債残高も１２８億２,６００万円もあります。町民一人当たりの借金も１７４万円

にもなっておるような状況であります。このような状況の中で、バイオマスガス化発電

所の建設付帯工事が２億６,０００万円にも予算が計上されておりますが、町民に還元

できるような事業と思われません。 

 以上をもって私は反対をいたします。他の予算については、断腸の思いではあります

が、以上を踏まえ反対の討論といたします。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。１１番、岡田克也君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  それでは、賛成の立場で討論を申し上げます。 

 今回の予算には、高校生までの医療費の無料化など、子育て支援など子供を持つ家庭

への支援策がのせられており、この案件に賛成するものであります。 

 なお、木質バイオマスガス化発電につきましては、２億６,０００万円という巨額な

費用を投じるということで、昨日も津和野の商工業者の方から、今は、これほどの事業

費をかけてすべきではないのではないかという意見もいただきました。町民からも、山

の仕事に従事する方、そして材木の仕事に従事する方、防災の面からも間伐の危険性な

どさまざまな不安が述べられております。ただし、今までの経緯などから補助金も２分

の１つくということでありましたが、それが３分の１に変更になったりしながら、非常

に不安があるところではありますけれども、補助金が十分につかない場合は延期や撤退

も検討しながら、また、町民へ懇切丁寧な説明をしながらすることが重要だと思ってお

ります。今までの経緯から今回は賛成しますが、この補助金がつかない場合のその中止

または延期の判断も検討していただくよう、申し述べ、賛成の討論とさせていただきま

す。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますので、討論を終結します。 

 これより議案第３８号を採決します。本案件についての委員長報告は原案のとおり可

決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 



○議長（沖田  守君）  起立多数であります。したがって、議案第３８号令和２年度

津和野町一般会計予算については、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第３９号令和２年度津和野町国民健康保険特別会計について、討論

に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第３９号を採決します。本案件についての委員長報告は原案のとおり可

決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第３９号令和２年度

津和野町国民健康保険特別会計予算ついては、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第４０号令和２年度津和野町介護保険特別会計予算について、討論

に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第４０号を採決します。本案件についての委員長報告は原案のとおり可

決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第４０号令和２年度

津和野町介護保険特別会計予算については、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第４１号令和２年度津和野町後期高齢者医療特別会計予算について、

討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。９番、寺戸昌子君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  委員長報告に反対の立場で討論させていただきます。 

 後期高齢者医療制度は、国民を年齢で区切り高齢者を別枠の医療保険に強制的に囲い

込んで負担増と差別医療を押し付ける悪法です。後期高齢者医療制度そのものに反対し

ます。令和２年度には、保険料の大幅な引き上げも予定されています。高齢者の命と健

康を守るためにも制度を撤廃し、元の老人保健制度に戻すことを強く求めます。 

 以上の立場から反対します。 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 



〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。討論を終結します。 

 これより議案第４１号を採決します。本案件についての委員長報告は原案のとおり可

決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立多数であります。したがって、議案第４１号令和２年度

津和野町後期高齢者医療特別会計予算ついては、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第４２号令和２年度津和野町下水道事業特別会計予算について、討

論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第４２号を採決します。本案件についての委員長報告は原案のとおり可

決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第４２号令和２年度

津和野町下水道事業特別会計予算については、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第４３号令和２年度津和野町農業集落排水事業特別会計予算につい

て、討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第４３号を採決します。本案件についての委員長報告は原案のとおり可

決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第４３号令和２年度

津和野町農業集落排水事業特別会計予算については、原案のとおり可決されました。 



 続きまして、議案第４４号令和２年度津和野町奨学基金特別会計予算について、討論

に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第４４号を採決します。本案件について委員長報告は原案のとおり可決

であります。委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第４４号令和２年度

津和野町奨学基金特別会計予算については、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第４５号令和２年度津和野町診療所特別会計予算について、討論に

入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第４５号を採決します。本案件についての委員長報告は原案のとおり可

決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第４５号令和２年度

津和野町診療所特別会計予算については、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第４６号令和２年度津和野町介護老人保健施設事業特別会計予算に

ついて、討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第４６号を採決します。本案件についての委員長報告は原案のとおり可

決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第４６号令和２年度

津和野町介護老人保健施設事業特別会計予算については、原案のとおり可決されました。 



 続きまして、議案第４７号令和２年度津和野町病院事業会計予算について、討論に入

ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第４７号を採決します。本案件についての委員長報告は原案のとおり可

決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第４７号令和２年度

津和野町病院事業会計予算については、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、議案第４８号令和２年度津和野町水道事業会計予算について、討論に入

ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第４８号を採決します。本案件についての委員長報告は原案のとおり可

決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、議案第４８号令和２年度

津和野町水道事業会計予算については、原案のとおり可決されました。 

 それでは、ただ今１０時半でありますが、ここで本会議を休憩し、全員協議会を引き

続き開催することといたします。５分間ほど休憩といたします。１０時３５分まで休憩

であります。 

午前 10時 30分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11時 17分再開 

○議長（沖田  守君）  休憩を解き、引き続き本会議に入りたいと思います。 

────────────・────・──────────── 

日程第２５．請願第１号 

○議長（沖田  守君）  日程第２５、請願第１号萩・石見空港活性化に関する請願に

ついてを議題といたします。 

 総務経済常任委員会委員長の報告を求めます。３番、川田剛君。 



○総務経済常任委員会委員長（川田  剛君）  総務経済常任委員会請願審査報告。 

 令和２年第２回（３月）定例会において、本委員会に付託された請願を審査した結果、

次のとおり決定したので、津和野町議会会議規則第９４条第２項の規定により報告しま

す。 

 受理番号、第１号。 

 付託年月日、令和２年３月６日。 

 件名、萩・石見空港活性化に関する請願。 

 審査の結果、採択。 

 審査の内容、別紙のとおり。 

 別紙を読み上げて、報告いたします。 

１、審査の経過。 

 審査年月日、令和２年３月１９日（木）。 

 内容、机上審査。 

 出席者、総務経済常任委員会委員６人及び議長、岩本総務財政課長、山本総務財政課

係長、村上剛つわの暮らし推進課係長。 

 紹介議員、米澤宕文。 

２、審査意見。 

 内閣府中央防災会議幹事会が策定した、南海トラフ地震における具体的な応急対策活

動に関する計画（令和元年５月２７日策定）では、島根県は被害が想定されない地域と

されているが、島根県内の防災拠点候補は、被災地外の航空搬送拠点候補地として出雲

空港のみの掲載であり、西部には候補地がない。 

 近隣では、山口宇部空港が防災拠点候補に掲載されているが、当該地は被害が想定さ

れる地域であり、被災地内の航空搬送拠点候補地としての候補地である。 

 南海トラフ地震が発生した場合において、被害が想定されていない萩・石見空港の立

地は、被害が想定されている山陽、四国及び九州に近く、航空搬送拠点候補地として有

効であり、さらに萩・石見空港周辺は防災救援備蓄基地としての活用が期待できるもの

と考える。 

 萩・石見空港の近隣市町で構成する萩・石見空港利用促進協議会では、各市町の拠出

負担金をもとに、萩・石見空港の利用促進事業に取り組んでおり、各市町においては利

用者に対し補助金の助成を行っている。 

 その結果、平成３０年度の搭乗者数は、東京線では目標値１４万７,０００席に対し、

利用席１４万６,８３３席、大阪線では目標値２,１５０席に対し、利用席２,１８５席

であった。しかし、本年度は大阪線で目標値２,１５０席に対し、利用席１,９２５席。

東京線では新型肺炎コロナウイルスの影響もあり目標値１４万８,０００席に対し、利

用席１３万５,８８６席と大幅に減少している状況である。 



 今後、萩・石見空港を有効に活用するため、また、存続させていくためにも、これま

での利用促進の取り組みとあわせて、防災救援備蓄基地誘致の検討を開始すべきである。 

３、審査結果。 

 本請願は賛成多数で採択と決した。 

 令和２年３月２４日、津和野町議会議長、沖田守様、総務経済常任委員会委員長、川

田剛。 

 以上であります。 

○議長（沖田  守君）  総務経済常任委員会委員長から報告がございました。 

 それでは、委員長の報告について質疑に入ります。ありませんか。８番、三浦君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  この請願に関して、町当局並びに関係機関に要望して

いただきますようというような請願になっておりますが、この町当局並びに関係機関と

いうのは、採択されたらどこに出すんですか。 

○議長（沖田  守君）  委員長。 

○総務経済常任委員会委員長（川田  剛君）  この請願の取り扱いにつきましては、

委員会としては採択ということで、今後につきましては議会が判断すべきというところ

でして、委員会の審査の内容としては採択すべきということであります。（発言する者

あり）それはまた議会が、どなたかが提出していただければ。審査としては採択であり

ます。 

○議長（沖田  守君）  三浦君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  ということは、新たにまた議会で検討して、これをど

こに出そうかとかを検討するということなんですか。 

○議長（沖田  守君）  委員長。 

○総務経済常任委員会委員長（川田  剛君）  これまでの請願と同様でありまして、

これまでの請願も審査はします。その後、例えば紹介議員ですとか、発議者が案を持っ

て提出されまして、発議という形で意見書なり決議なりがなされてきたと思いますが、

このたびも、あくまで当委員会としましては審査はいたしました。その後、どなたかが

出すかどうかというのは、私の権限には属さないと承知しております。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。１番、草田君。 

○議員（１番 草田 吉丸君）  これから検討ということであるので、まあ、いいかと

思いますが。今、この萩・石見空港というのは、県の管理ですよね。それで、こういっ

た防災への救援備蓄基地ということになると、その辺の管理は変わるんでしょうか。 

 それともう一つ、今、管理している島根県は、このことについてどういう考えがある

かというようなことは把握されておるかどうか。済みません。 

○議長（沖田  守君）  委員長。 



○総務経済常任委員会委員長（川田  剛君）  管理につきましてでありますが、我々

もこの空港に関する知見を用意しておりませんので、総務財政課並びにつわの暮らし推

進課の担当者の方に御説明をいただいたわけなんですけども。基本的に報告で申し上げ

ましたように、南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画、この請願

にも上げられているものでもあるんですけれども、この内容の中で、基本的に今、島根

県石見空港は島根県の管理であります。で、この、今請願にあります防災救援備蓄基地

という言葉なんですが、この計画にはその定義がありません。申し上げるとおり、この

備蓄基地の定義はなくて、言葉としてあるのは、被災地外、被災地内の航空搬送拠点候

補地という名前であります。 

 よって、これが備蓄基地になったらどうなるかというのは定義がありませんので、今

後、国において、こういったものが検討されればよろしいかなというものであります。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。５番、板垣君。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  委員長に対して質疑ですよね。 

○議長（沖田  守君）  はい。 

○議員（５番 板垣 敬司君）  この審査意見の中にも記載してありますが、萩・石見

空港利用促進協議会という、今の現状の搭乗率を向上して、何とかこの石見空港の存続

発展のために尽力している協議会と、もう一つは、今回の請願人である萩・石見空港活

性化推進協議会。 

 この活性化推進協議会というものは、いつごろ協議会が設立されて、そして構成メン

バー等については、どういう団体なり個人が加入しておられるのか。以前、私が吉賀町

でその要望書というものを拝見したこともありますし、その要望書については、表面的

に防災対策の上で必要ならばそういうことも大事かなと思って、要望書に対して印鑑を

押したという、私はありますが。 

 どうもその後々今日までのこの請願に至るまで、その実態を見たり聞いたりしますと、

やっぱりその二つの協議会が一つの方向で、今後、萩・石見空港の存続のためにお互い

にという方向性が、必ずしも一致していないのではないかと。このことは、本当に今や

っている協議会、今、浜田以降のなんぼですか、何市町が一体となって頑張ろうという

そういうものに、少しさおさすものではないかなというふうにも感じます。さおという

か、逆行するかなと思うんですよ。もう少し、今やっていることを確実にやってもらっ

て、そしてさらに、どうしても現状で利用促進協議会がもう手を挙げるような状態の中

で、やっぱりこれは官民一体となって考えるべきことであって、あんまり拙速にこの今

の要望をどんどん上げていくことがいかがなものかなと思って、その辺についての審査

をどのようにされたか、お伺いいたします。 

 いわゆるその協議会の構成メンバーと、それから設立が、たしか要望書では平成２７

年ぐらいの要望書の月日が記載されたものを私は拝見しましたが、２７年以降、ことし

のきょうに至るまで、２７、２８、２９、３０、３１、３２と６年間ぐらい経過してい



ますが、その辺についてのこの実態、行動をどのように調査され、その必要性を感じて

今日採択されたか。 

○議長（沖田  守君）  委員長。 

○総務経済常任委員会委員長（川田  剛君）  資料としましては、僕も持っているも

のがありますが、審査の過程の中ではその審査はありませんでしたので、どういった団

体であったかというのは申し上げることができません。ただ、利用活性化協議会と活性

化推進協議会は全く別物であるということは事実であります。で、全議員が参加した後

援会団体であるということは間違いないところであります。 

 この議員御指摘の、この採択された場合、今日までのものに水を差すんじゃないかと

いう御発言でありますけども、その兼ね合いという部分について、むしろ、これ、採択

に至るまでに、本来はこの内容というのは、備蓄基地をつくるのではなくて、自衛隊を

この空港に持ってくるのが本来の目的ではないのかという部分も、思いも感じた、推察

したところでもあります。また、そういった経緯からすれば、この筋の請願ではまた違

うんじゃないかという意見もございました。 

 一方で、この本来の石見空港の搭乗率が減っていった場合、今後存続の問題につなが

っていくのではないかという話もありまして。賛成に至った経緯としては、その存続の

部分の、今まで取り組んでこられた利用促進を否定するものではなくて、これを継続し

ながらも、一方で新たな施策として、この石見空港存続に新たな策を導入するのも、開

始する時期ではないのかという意見であったと承知しております。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  それでは、質疑はここで終結したいと思います。ありがとう

ございました。 

 これより討論に入ります。まず、本案件に反対者の発言を許します。９番、寺戸昌子

君。 

○議員（９番 寺戸 昌子君）  委員長報告に反対の立場で討論をさせていただきます。 

 委員会の中で審査をする過程において、防災救援備蓄基地を誘致するということを請

願されると私は理解して、この防災救援備蓄基地がどのようなものかを説明していただ

きたかったんですが、それがはっきりしなくて、いただいた内閣府中央防災会議幹事会

が策定した南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画というものを、

分厚いのをいただいたのですが、その中にその言葉がなく、果たしてどのような備蓄基

地ができるのかがわからなかったので、反対をします。 

○議長（沖田  守君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。２番、米澤宕文君。 

○議員（２番 米澤 宕文君）  賛成をいたします。 

 まず、この防災拠点備蓄基地のできたときの利点と申しまして、萩・石見空港は県営

から国営になります。そして廃港の恐れがなくなります。県や萩・石見空港利用促進協



議会、つまり、益田市、萩市、浜田市、津和野町、吉賀町、阿武町の公金投入が防げる

ことであります。 

 ２点目としまして、各種大災害、特に南海トラフ地震の負傷者の受け入れ拠点として

有効活用できます。南海トラフ地震におきましては、死者が３２万人以上と想定されて

おります。被災人員は調べてみたが載っておりませんが、恐らく何百万人単位になると

思います。これらのいろんな支援物資の供給もできると思います。 

 そして、これは先ほどもちょっと申しましたが、将来の空港存続、萩・石見空港を存

続活用の一つとして有効であり、大きな要件になると思っております。近年、未曽有の

自然災害が各地で発生しております。活断層のない立地条件に恵まれた萩・石見空港に

南海トラフ地震や大災害に備える防災救援拠点備蓄基地誘致は、国民のためにも当然と

思われます。この救援備蓄基地なるものは、今回初めて聞いた言葉でありますが、益田

市周辺には、石見空港周辺にはファクトリーパーク等、また広大な土地があります。利

用は十分できると思っております。 

 そして、萩・石見空港利用促進協議会、先ほど言いました、益田市、萩市、浜田市、

津和野町、吉賀町、阿武町、これらの住民といいますか、住んでおられる方の都心を結

ぶ最短距離、約１時間で着きます。そしてまた都心からも、観光、社用、私用などで利

用される方の重要かつ便利な交通機関であります。ほかに、もしも都心に行くとすれば、

津和野町からでしたら、まあ、益田市もですが、広島まで自家用車またはバスで行って

新幹線。津和野からですと山口線利用で新山口まで行って東京まで。もうかなりの時間

を要します。ぜひ、この防災拠点備蓄基地の実現化を目指して、賛成といたします。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  次に、反対者の発言を許します。１０番、後山君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  委員会でもいろいろ質問を紹介議員にいたしており

ますが、この案件が、石見空港活性化に関する請願でありますが、この防災救援基地を

誘致して活性化を図るというふうなことであるんですが、これは県に要望しても知事は

乗り気でない、受けていただいておらないようであります。また、地元の益田市長にも

相談されておるようですが、これも全く乗り気がない。この飛行場があるその市長さん

が、全くそういったことへ態度を示されないというようなその案件でありますが。 

 そしてまた、この請願内容でいきますと、備品、数量、倉庫の規模、場所をどこにす

るのか、ただ漠然と備蓄基地にしてほしいということであるわけであります。それで、

近隣市町村のことでありますが、浜田市には県の災害備蓄倉庫があるわけですね。それ

で、石見空港の関係で浜田市も相談されておるようでございますが、これは大屋県議だ

けに話されたというふうなことであります。萩のほうはどうであるのかというふうなこ

とでお聞きしたところ、萩も衆議院議員の高村さんにだけ相談したというふうな、この

請願の内容であります。 



 こういった近隣市町村も賛同してくれないようなことじゃあ、とても救援物資の備蓄

基地にはならないというふうに私は判断をしておりますが。数量もわからない、備品の

その倉庫の規模もわからない、また、地元の市長がこれに賛同されないと、このような

ものを私は採択するわけにはいかんというふうな観点から、この件については反対をい

たします。 

○議長（沖田  守君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、本案件に反対者の発言を許します。８番、三浦君。 

○議員（８番 三浦 英治君）  反対の立場で討論をさせていただきます。 

 同僚議員のほうから出ましたけども、ちょっと数日前に、この請願の幹事長のほうか

ら電話がありまして、そこで話をして感じたことなんですが、先ほど同僚議員からも出

たように、県、益田市自体が乗り気でないという、そのことも話ししました。ただ、首

長をかばうわけではありませんが、当津和野町でもそうなんですけども、依存財源に頼

っている状態で、さまざまな有利な財源確保のために奔走しているわけですよね。 

 そうした中で、じゃあ、この請願とどうなのかとか、いろんな要素が絡んでくると思

うんですよね、県に対して国に対してとか。それを考えると、例えば、山陰道にしても

多くの予算がついて令和７年ですか、完成予定が。これも早まってきております。これ

もインター、中西か、インターチェンジ、ファクトリーパークの近くにできて、これが

どういう形で進むかわかりませんけども。江津がちょっと成功したように、誘致企業に

よってちょっと活性したとか。それで反面言うと、今、吉賀町と岩国がインターチェン

ジを結ぶというような協議に入るといううわさも聞いております。 

 となると、今回、津和野町と考えると、この石見空港から津和野までの移動時間、は

っきりって遠いように感じます。これは、今回、同僚議員の答弁でも、どこかで質問で

も、問題点として町長のほうから出ておりましたけども、今必要なのは、救急に関して

もそうだし、観光に関してもそうだし、益田と津和野をどうつなぐかという、この１０

年、２０年後、それを見据えた行動を起こすべきじゃないかなという気がします。 

 ここで、備蓄誘致の検討を開始すべきであるという文ありますけども、当然これも含

めて、先ほど出た浜田県大近くにある島根県が政府に有している備蓄基地の内容、じゃ

あ、国はどうなのかとか、こういった部分は、もう検討せないけんことがいっぱいある

と思います。また、萩・石見空港に関しては、益田市では特別委員会を形成してさまざ

まなロビー活動も展開しているようですけども、じゃあ、津和野当議会では担当課から

の説明を聞くぐらいのことしかできておりません。まして、広域を考えると、これケー

ブルテレビなんかもそうです、高津川でもそうです。やっと、広域議会で高津川の予算

がついたのも、まあ、議長のおかげでもあるんですが、その発言で少しついたと。本来、

広域でまとまってやらなきゃいけない部分が、何らてんでんばらばらになっているよう

な気がしております。また、この萩・石見空港にしてもそうだと思います。そういった



ことを考えると、今回のこの請願に対しては反対せざるを得ないということで、もっと

時間をかけて検討すべきだと思います。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に、反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に賛成者の発言を許します。１１番、岡田克也君。 

○議員（１１番 岡田 克也君）  この請願について、県や島根県選出の国会議員さん

の意思とずれておるような感じはするんですが、総務経済常任委員会で、慎重審査で先

ほど総務経済常任委員会委員長の報告もありました。請願の方の気持ちも理解できます

ので、今回は、まだ出し先については決めてないということでございますので、この内

容については気持ちも理解できるということで、今回は賛成といたします。 

○議長（沖田  守君）  次に、反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  次に賛成者の発言を許します。７番、御手洗剛君。 

○議員（７番 御手洗 剛君）  賛成の立場で申し上げたいというふうに思います。 

 南海トラフの地震規模というのは相当な規模が予測され、これはいわば現実化すると

いうふうに見ざるを得ないであろうというふうに思っております。 

 今回の請願につきましては、防災救援備蓄基地誘致の検討を開始をしてほしいという

請願であるわけでありますので、やはり我々の地域でできる役割、これについては当然

検討も必要であろうと。ましてや、近隣の益田市議会なり吉賀町議会も、この動きに対

しては賛成するというふうなことであろうというふうに思っております。 

 以上のことから、この請願について賛成をいたします。 

○議長（沖田  守君）  反対者の発言がありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  賛成者の発言がありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますから、討論を終結します。 

 本請願に対する委員長報告は採択であります。本請願は委員長報告のとおり採択する

ことに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立多数であります。したがって、請願第１号萩・石見空港

活性化に関する請願については、委員長報告のとおり採択とすることに決定いたしまし

た。 

────────────・────・──────────── 



日程第２６．請願第２号 

○議長（沖田  守君）  日程第２６、請願第２号新型コロナウイルス感染症の影響に

よる緊急経済対策に関する請願についてを議題とします。 

 本請願につきましては、お手元に配付の請願文書表のとおりであります。 

 お諮りいたします。本請願につきましては、会議規則第９２条第２項の規定により、

委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。よって、本請願は委員会付託を省略

することに決定しました。 

 これより、本請願について紹介議員より説明の必要があれば、これを許可します。６

番、丁君。自席で。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  紹介議員として請願いたします。 

 受理番号、請願第２号。 

 受理年月日、令和２年３月１７日。 

 件名、新型コロナウイルス感染症の影響による緊急経済対策に関する請願。 

 請願者、島根県鹿足郡津和野町後田ロ１８７、津和野町商工会会長、椿康隆ほか１名。 

 請願の趣旨です。 

 現在、新型コロナウイルス感染症が世界中に蔓延しています。現在のところ、幸い島

根県内から感染者は出ておりませんが、津和野町経済には、既に深刻な影響が出ていま

す。中でも観光関連業種におきましては、春の観光シーズン到来期や年度がわり期の書

き入れどきを迎えようとしていた矢先、観光旅行控えや宴会・会食の中止などによって、

これまでにない数のキャンセルが発生しております。 

 こうした状況は、観光立町を標榜している津和野町にとって、大きな打撃となること

はもちろんですが、観光業ばかりでなく、他業界にも連鎖して幅広い業種に深刻な影響

を及ぼし始めています。いわば経済災害の発生と言っても過言ではない状況です。 

 地域経済が疲弊する中、事業者の高齢化、人口減少、消費者意識・観光動向の変化な

どの影響を受け、閉店や廃業が相次いで発生するなど、町内事業者の基礎体力が極端に

弱まっているのが現状です。それに追い打ちをかける今回の未知なるウイルス災害に対

して、手をこまねき放置してしまえば、町内経済は破滅的な状況に至るのではないかと

いう大きな不安を抱いているところです。 

 請願事項。 

 国においてもコロナウイルス感染症対策として、原則無利息、無担保の特別融資制度

を創設するなど対応いただいておりますが、零細な事業者が多い本町においては、現在

返済を行っている既存の借り入れに加えて、新たな借り入れが可能な事業者は限られて

いるのが実情と考える。 



 ついては、融資制度だけに頼らないさまざまな視点から、即効性があり実効性の高い

緊急経済対策を講じていただきたい。 

 以上、地方自治法第１２４条の規定により、上記のとおり請願書を提出いたします。 

 津和野町議会議長、沖田守様。 

 以上。 

○議長（沖田  守君）  ありがとうございました。紹介議員から説明がございました

とおりであります。 

 これから質疑に入りたいと思いますが、質疑はありますか。１０番、後山幸次君。 

○議員（１０番 後山 幸次君）  紹介議員にお尋ねをいたしますが、この融資制度だ

けに頼らないというような文言があります。融資制度に頼らないようなというのがちょ

っと私どうもわかりませんが、こういったことは、財政支援をしてくれ、資金援助をし

ていただきたいと言うのが本来の請願の願意であろうというふうに思うんですが。即効

性があり実効性の高い緊急経済対策、どのようなことが即効性があり実効性の高い緊急

経済対策と感じておられるのか。どのような対策があるのか。私は資金援助しかないと

いうふうに判断しておりますが、それについてお伺いをいたします。 

○議長（沖田  守君）  丁君。 

○議員（６番 丁  泰仁君）  お答えします。 

 融資制度だけに頼らないさまざまな視点から、これは融資制度というのは、今、国、

県がそれぞれこのことに関しまして、いろいろないい制度を設けております。それは先

ほど町長のほうから説明があったとおりでございます。 

 また、即効性があり実効性の高い緊急経済対策を講じていただきたい、これはまさに、

今質問者の後山議員から質問がございましたように、これは現金をもとにした給付金、

そのほかの補助金、そういうものを要望していることであります。特に、先ほど町長の

ほうからそれに匹敵する業績悪化緩和運転資金補助というものが出てまいりました。こ

れはまさにそのことでありまして、特にこういう問題、それから、さらにはここに即効

性があり実効性の高いという、要するに一種抽象的な文言でありますが、先ほど町長の

ほうからも、対策に対して柔軟な幅を持たせてほしいという、そういう意思があったん

だと思いますので、商工会としましても、じゃあ、そこを柔軟に幅を持たせまして、い

ろいろな案が執行部にあるであろうと、だからこういう文言にひとつ要望しようではな

いかと、そういうことでこういう案に至りました。 

 以上です。 

○議長（沖田  守君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようであります。質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（沖田  守君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  討論なしと認めます。 

 これより請願第２号を採決いたします。本請願を採択することに賛成の方の起立を求

めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（沖田  守君）  起立全員であります。したがって、請願第２号新型コロナウ

イルス感染症の影響による緊急経済対策に関する請願については、採択と決定いたしま

した。 

────────────・────・──────────── 

日程第２７．請願第３号 

○議長（沖田  守君）  日程第２７、請願第３号木部さとやま保育園の移転新築に伴

う給食室の存続を求める請願についてを議題といたします。 

 本請願につきましては、お手元に配付の請願文章表のとおりであります。 

 お諮りをいたします。この請願は会議規則第３９条の規定により、文教民生常任委員

会に付託して閉会中の継続審査にいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。したがって、請願第３号は文教民生

常任委員会に付託して閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２８．総務経済常任委員会の所管事務調査報告について 

○議長（沖田  守君）  日程第２８、総務経済常任委員会の所管事務調査報告につい

てを議題といたします。 

 総務経済常任委員会委員長の報告を求めます。３番、川田剛君。 

○総務経済常任委員会委員長（川田  剛君）  所管事務調査報告。 

 令和元年１２月定例会において閉会中の調査の決定をいただきました所管事務調査

について、以下のとおり報告いたします。 

 調査事項、中期財政計画について。 

 調査目的、中期財政計画について調査し、議会活動に資するため。 

 調査日、令和２年２月３日午前９時から。 

 調査場所、津和野町役場第二庁舎委員会室。 

 出席者、総務経済常任委員６人、議長、岩本総務財政課長、樋口総務財政課係長、清

水総務財政課主任主事。 

 内容、机上調査及びまとめ。 

 第２回、令和２年３月１０日午前１１時１０分から。 

 出席者、総務経済常任委員６人、議長。 



 内容は、まとめであります。 

 まず、１、２ページ目に、津和野町中期財政計画の歳入及び歳出、続いて津和野町中

期財政計画の基金、財政指標を、２０１８年から２０２４年まで掲載しております。 

 ただし、この表は県とのヒアリング前のものでありまして変更の可能性、変わってい

る可能性もございますので御了承いただければと思います。 

 地方税の中の個人町民税につきましては、現行税制のもとでの納税義務者数の減等を

考慮し１.８％減で推計されております。 

 法人町民税については、令和元年税制改正による減収分を考慮し、令和２年度以降３.

７％減で推計しております。 

 固定資産税については、令和３年度の固定資産税評価がえによる影響を見込み、それ

以降の年度については新増築家屋分による増を０.５％、償却資産評価がえによる減を

２.０％で推計しています。 

 軽自動車税については、人口減少等による納税義務者数の減を考慮し、推計しており

ます。 

 地方消費税では、令和元年度の増税分を見込んでおります。 

 地方交付税のうち、普通交付税では基準財政需要額のうち、個別算定経費、包括算定

経費は、人口減少を考慮するとともに現行制度が継続されることを前提に推計しており

ます。令和２年度まで合併算定替えの激変緩和措置分も考慮して推計されております。 

 令和２年から令和３年で合併算定替えが終了し一本算定となります。本来であれば減

収するところでありますが、令和３年については、国勢調査の速報値の人口で計算され

ることになり、人口が減少していた場合、数値急減補正がかかり、また具体的には決定

しておりませんが、総務省より新たな算定費目の追加があるとの情報から、急激に減額

することはないと推計している。合併算定替えと一本算定との差は５年間で合計５億２,

０００万円である。 

 特別交付税については、過去の実績額から同程度の額で推計しております。 

 国県支出金では、事業執行年度の歳出事業費に見合う特定財源として、現行の補助率

で推計しております。 

 繰入金では、財政調整基金については、不測の事態への対応及び年度間の財源の不均

衡を調整するため、一定程度の残高確保に向けて計画的に調整する見込みで推計してお

ります。 

 減債基金では、将来の財政収支の安定化を促すため、計画的な繰り上げ償還を実施す

るため、減債基金からの繰り入れを見込んで推計しております。 

 地方債では、現行の地方債制度に基づき、推計しております。 

 人件費について、前年度末の退職予定者と新規採用者の給与差により生じる減額相当

額と、再任用者の雇用に伴う所要見込み額を考慮したうえで推計しております。 



 物件費について、平成３０年度決算額及び平成３１年度決算見込み額をベースに、第

３次津和野町行財政改革大綱実施計画に基づく削減努力も考慮して推計しております。 

 また令和２年度以降について、会計年度任用職員制度の開始に伴い、物件費から人件

費への推計にしております。推計している会計年度任用職員は約２５０人であります。

それにより、物件費は指定管理費や備品購入費等となり、人件費的経費は算定されない

ことになります。 

 扶助費では、令和２年度以降は少子高齢化の進展を踏まえ、障害者福祉サービス費、

福祉医療費、子ども子育て支援や高齢者福祉に係る給付制度などの補助事業費の自然増

が見込まれるため、乳幼児等に係る医療費無償制度等、対象者数等の推計を厳しく精査

し推計しております。令和２年からの減はＦＴＴＨ化事業の終了に伴うものであります。 

 補助費では、公営企業会計については、経営戦略に基づく推計、一部事務組合につい

ては、現行の計画に基づいた推計をしております。 

 普通建設事業費では、新町建設計画、第２次津和野町総合振興計画の実施計画に位置

づける事業や、その他喫緊の課題等への対応等について、緊急性、必要性、費用対効果

等の観点により事業の取捨選択を行う中で事業費を精査して推計しております。 

 令和２年度には庁舎建設や山村開発センター解体、保育園改修等が実施されるため、

額が大きくなっております。 

 繰出金では、特別会計繰出金については、計画期間における事業の進捗状況や繰り出

し対象経費を精査しながら所要額を見込むとともに、令和元年１０月の消費税率引き上

げと同時に実施が見込まれる保険料負担軽減等の制度改正による影響を見込み推計し

ております。 

 維持補修費については、施設の老朽化等が進んでいく中で修繕の必要性が出てくるも

のとして、平成３０年度決算見込み額をベースに対前年度プラス５％で推計をしており

ます。 

 実質公債費比率が、令和４年から上昇しているのは、令和４年度からは、平成１９年

度から実施された公有林の整備事業に係る起債の償還によるものであり、交付税充当の

対象でないものであります。これが単年度で約１億円の償還額であり、単年度での実質

公債費比率が上昇した原因であります。 

 また、令和６年度からについては、令和２年度に保育園、プール等の改修工事などの

大規模事業の起債の償還によるものであります。 

 実質公債比率の上昇を抑えている要因は、毎年実施している繰り上げ償還による努力

があらわれているものであります。 

 合併特例債発行可能限度額の変更について。 

 合併当初、建設事業発行可能額は４２億８,３００万円、合併協議会が定めた７割の

額は２９億９,８３０万円、平成３０年度末発行額６億７,４６０万円、建設事業発行期

間は令和２年度までで、令和７年まで延長が可能であります。 



 基金発行可能額９億９,５２０万円、平成３０年度末発行額９億５,０００万円、基金

取り崩し条件、元金償還済み額または借入後１０年経過であります。 

 調査意見。 

 当町は、少子高齢、人口減少社会を迎える中、町民は津和野町の将来を憂いておりま

す。地域の実情等を十分把握し、町民が希望の持てる事業を各課が検討し、予算化し、

事業展開すべきである。 

 人件費について。 

 早期退職者が例年多く見られる。働き方改革が求められている昨今、当町においても

職場環境を改めて見直し、働きやすい環境づくりに努められるよう求めるものである。 

 実質公債費比率が令和４年度から上昇する。それに備え、計画的な繰り上げ償還の実

施、有利な財源の活用等に今後も努められたい。 

 以上、津和野町議会議長沖田守様、津和野町議会総務経済常任委員会委員長川田剛。 

 以上であります。 

○議長（沖田  守君）  ありがとうございました。 

 これから委員長報告に対する質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ありませんね。 

 ないようであります。質疑を終結します。ありがとうございました。 

 以上で、総務経済常任委員会の所管事務調査報告を終了させていただきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２９．文教民生常任委員会の所管事務調査報告について 

○議長（沖田  守君）  日程第２９、文教民生常任委員会の所管事務調査報告につい

てを議題とします。 

 文教民生常任委員会委員長の報告を求めます。８番、三浦英治君。 

○文教民生常任委員会委員長（三浦 英治君）  文教民生常任委員会所管事務調査報告。 

 令和元年第８回定例会において許可をいただきました所管事務調査について、会議規

則第７７条の規定に基づき報告いたします。 

 １．調査事件、文化財について。 

 ２．調査目的、現状を把握調査し議会活動に資するため。 

 ３．調査方法、机上調査及び現地調査。 

 ４．調査の経過は３回開催しております。 

 日時、場所、出席者、調査内容は表のとおりです。 

 ５．調査概要と調査意見。 

 （１）県指定有形文化財 永明寺。 

 ①修復計画。 



 令和元年度から２年度は、鉄板葺き養生を行っていない本堂正面の茅葺き屋根と向拝

の修理を行うとともに、雨漏りにより損傷した内部の復旧を行う。 

 以降は、庫裏の屋根の葺き替えと耐震工事を行う。 

 全工程は３カ年を予定している。 

 ②事業費。 

 総額８,０００万円。うち平成３１年度予算額２,３３２万３,４００円。 

 ③修復等の補助率。 

 県費：補助対象経費１,０００万円まで３分の１以内、超える分は２分の１以内。 

 町費：県費補助残額の２分の１、受益者２分の１。 

 （２）国指定史跡 津和野藩主亀井家墓所 附 亀井茲矩墓。 

 藩主墓のある乙雄山墓所と、藩主亀井家菩提寺であった永明寺境内の２カ所が指定地

になっている。 

 乙雄山墓所は藩主墓を筆頭に、藩主家一族の墓で構成されている。墓石はおおむね良

好な状況であるが、墓檀・灯篭や盛土などの損傷が進んでいる。また、墓石の門・土塀

の損傷が進んでいるため、門北側土塀にはシートをかけて現状を維持している。 

 墓所北側法のり面の石垣は、過去に崩壊していると見られる。 

 永明寺境内の建物は、県指定有形文化財である本堂・庫裏書院・鐘楼がある。鐘楼は

修理を行っており、保存状況は比較的良好であるが、本堂は屋根茅葺き替えして以降、

老朽化が進行し、雨漏りが生じているため、現在は両側面と背面で鉄板葺き養生を行っ

ている。 

 令和元年より、本堂正面の茅葺き屋根及び向拝の修理、雨漏りにより損傷した内部の

復旧工事に着手している。また、庫裏の雨漏りと柱の傾きが見られる。屋根の葺き替え

及び耐震対策工事を行う予定である。 

 保存活用計画は平成３０年度より着手しており、令和２年度に策定予定である。 

 【課題】 

 ①乙雄山墓所の一角が、亀井家より永代墓用地として希望されている。史跡保存との

調整が必要である。 

 ②乙雄山墓所の入り口となる門、土塀の損傷箇所の修理が必要になる。 

 ③永明寺建造物調査の実施により、庭園も含めての新たな価値づけを行い、国重要文

化財への指定を目指す取り組みが必要になる。 

 ④永明寺には、古文書・美術工芸品など多くの貴重な資料が残されているので、調査

により価値を明らかにする必要がある。 

 ⑤史跡地外である乙雄山墓所参道、永明寺坂南側石垣などの史跡追加指定の検討と、

その後の整備の検討が必要になる。 

 ⑥歴史的事実に基づき、墓所まで続く参道を確定する必要がある。修復にあわせ、修

復のための作業道を確保することが肝要である。 



 修復等の補助率：国費２分の１（５０％）以内。 

 県費：国費補助残額の３分の１以内。 

 町費：国費・県費補助残額の２分の１以内。 

 所有者負担：国費・県費・町費の補助残額。 

 （３）国指定重要文化財 鷲原八幡宮社殿。 

 【現状】 

 ３棟全て本格修理の時期を迎えており、令和３年度の途中から事業着手できるよう調

査設計中である。 

 本殿：全体に軸部の弛緩、傾斜、沈下が見られ、壁板等も風化が進行している。軸部

には蟻害が進行しているほか、江戸時代に付加した唐破風の軒が前方に下がってきて、

向拝柱上の組物や菖蒲桁継手に破損が生じている。本殿には覆屋がかけられているが、

覆屋柱が本殿軒を貫いて立てられ、ここからの雨漏りで軒が破損している。屋根は杮葺

きだが、ところどころ板が抜け落ち、箕甲付近の板は風化、腐食が進行している。亀腹

は土蜂による巣穴が無数にあけられ、原型をとどめていない。 

 拝殿：拝殿から楼門間に池が設けられているためか、拝殿軸部の傾斜、沈下は大きく、

側柱は変形防止のため丸太で添え木をしている。造作材に蟻害が進行しているので、軸

部にも蟻害が発生している可能性がある。軸部傾斜のため、建具の開閉に不具合が生じ

ている。屋根は現在鉄板葺きだが、元は杮葺きであったと伝えられる。 

 楼門：身舎屋根の茅葺き、向拝屋根の檜皮葺き、両翼廊屋根の杮葺き共に破損が進行

している。茅葺きは平成１９年に葺き替えたが、既に押鉾が出、正面軒はＶ字型に挟ま

れて水の通り道が形成されている。杮葺きも、身舎雨落とその周辺に穴があいており、

雨漏りが発生している。拝殿同様、軸部の傾斜、不同沈下が進行し、松の柱材の蟻害及

び表面のキクイムシの食痕が著しい。本格修理までに損傷が進まないように、屋根部は

全面シート葺きの応急処置をしている。 

 【課題】 

 ①本殿周囲玉垣、楼門両翼塀など、補助対象としてどこまで扱えるか、指定範囲の確

認が必要である。 

 ②本殿屋根は一旦、解体した上で復旧と考えるが、現状どおりに復旧した場合、本殿

の軒先を柱が貫通する姑息的な納まりとなってしまうため、対策を検討する。 

 ③本殿拝殿の繋廊の解体範囲、復旧範囲、復旧の仕様を検討する。 

 ④拝殿、楼門間の池の水の状況を検証し、修理後の扱いを検討する。 

 ⑤足場や覆屋のほかに、取り外した材料を保管する解体材保存小屋、破損した材料の

繕いや補修材の加工を行う補修材工作小屋、施工者の事務所、従事者休憩所、管理事務

所などを境内地内に建設する。また、関係者の駐車場も必要になる。 

 ⑥本殿などの工事期間中は、覆屋がかかり御神体も御遷座される。この間の年中行事

ほか、例大祭等の行事を本殿以外で実施する場所を確保しなければならない。 



 ⑦工事は長期間にわたることが予想される。本殿内御神体の遷座先、汁器類の移動保

管する施設が必要になる。 

 【修復計画】 

 令和元年は現地調査を行い、協議検討し、大概算の提出を行う。 

 令和２年夏には、県費を初めとする予算化へ向けての資料提出が始まる。およそ１１

月ごろ、ヒアリングの資料提出。年明け早々に文化庁でのヒアリングが実施される。 

 令和３年、順当に協議が進めば、年度の中盤、もしくは後半に事業着手が想定され、

補助金申請書の提出となる。 

 【工事概要】 

 本殿及び楼門本体は全解体修理。 

 拝殿、潔斎橋及び楼門の翼廊は半解体修理。 

 【補助率】 

 国８５％以内、県５％以内、町５％以内。 

 （４）国指定史跡 津和野城跡。 

 【石垣の修復計画】 

 平成３１年度、出丸石垣修理。 

 令和２年度、出丸整備、登城路整備。本城仮設作業道・遊歩道工事、本城石垣修理工

事の実施設計。 

 令和３年度から本城石垣修理工事。 

 【補助率】 

 国費：２分の１以内。 

 県費：国費補助残額の３分の１。 

 町費：国費・県費の補助残額。 

 文化庁との協議の状況。 

 史跡津和野城跡の本質的価値を構成する枢要の諸要素である２カ所の遺構を含め、無

断現状変更により損壊した範囲については、できる限り早期に現状復旧することとし、

その具体的な復旧方法については、文化庁の指導を受けた上で検討することにしている。 

 文化庁協議の中では、令和元年度１２月末より、測量設計業務を委託調査により着手

している。 

 今後は津和野町城跡整備検討委員会の指導を踏まえながら、文化庁及び島根県教育庁

文化財課の指導を受けて、作業道の復旧設計を進めていく。 

 （５）重要伝統的建造物群保存地区。 

 保存地区は旧城下町の北側にあって、「後田」と呼ばれる。中世末期に津和野城主吉

見氏により城下町として整備されて以来、江戸期を通じて城下町における武家地、町人

地として栄えてきた。通りや水路などは整備当時の原形を今にとどめ、それに沿って立

ち並ぶ建物は、武家地や町人地の雰囲気を今に伝えている。 



 保存地区の範囲は、町の中心にある津和野大橋を南端とし、北は御旅所前の広場まで

の範囲で、殿町通りから祇園丁通りを中心とし、万町通り、新丁通りに面した建物の背

面までとする。 

 面積は１１.１ヘクタールである。 

 津和野町では、平成２４年６月に津和野町伝統的建造物群保存地区保存条例を制定し、

街並みの恒久的な保存と歴史を活かしたまちづくりに向けて、住民と行政が一体となっ

て本格的な取り組みを開始することとした。 

 補助率については、伝統的建造物の修理事業、伝統的建造物以外の修理事業、環境物

件の修理事業、保存団体等の活動事業の補助率については、表に示しているとおりであ

ります。 

 （６）全体的意見。 

 津和野町の文化財は長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日の世代に守り伝えられてき

た貴重な財産である。 

 地域の宝である文化財は広くＰＲし、まちづくりなどに積極的に活用することが求め

られている。 

 そのためにも、常日ごろの維持管理や、傷んできたら修復するなど、正しく後世に伝

えていくことが重要である。 

 一方で、維持管理保全のためには多大な予算を必要とする。人口が急減し、財政規模

も縮小せざるを得ない状況下である。修復の優先順位を精査し、有利な財源確保に努め

られたい。 

 文化財行政に関して、津和野町は体力以上に背伸びをしているのか、職員体制に限界

があるのか、いま一度検証する必要がある。 

 特に、今回の作業道無許可整備の件については、適正な事務処理が行われなかったこ

とと、行政内の連携不足が主な原因と思われる。 

 文化財行政に限らず、行政全般での事務処理のあり方について再検証されたい。あわ

せてプロジェクトチームは、主管課を明確にして体制強化を図られたい。 

 復旧工事については、文化庁及び島根県教育庁文化財課との協議を進め、早期の復旧

に努められたい。 

 今後の津和野城跡整備事業にあわせ、復旧工事とともに、縦行政と言われる職場に横

糸を紡いでいただきたい。 

 少子化や核家族の進行とともに、地域のつながりの希薄化などが叫ばれている。職場

にしても言えることだと思う。 

 施策によっては今後、プロジェクトチームを組織し、さまざまな課題に対応しなけれ

ばならない。 

 今回の事件を教訓にして、津和野町職員の連帯を強固なものにしていただきたい。 



 以上、令和２年３月２４日、津和野町議会議長沖田守様、文教民生常任委員会委員長

三浦英治。 

○議長（沖田  守君）  ありがとうございました。 

 これより委員長報告に対する質疑に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  ないようでありますから、質疑を終結いたします。 

 以上で、文教民生常任委員会の所管事務調査報告を終了いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３０．議員派遣の件 

○議長（沖田  守君）  日程第３０、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りをします。議員派遣の件につきましては、お手元に配付のとおり派遣すること

にしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認め、したがって、議員派遣の件は派遣するこ

とに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３１．議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

○議長（沖田  守君）  日程第３１、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査につい

てを議題といたします。 

 議会運営委員会委員長から、所掌事務のうち、会議規則第７５条の規定によって、お

手元に配付しました本会議の会期日程等議会の運営に関する事項について、閉会中の継

続調査の申し出があります。 

 お諮りをいたします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（沖田  守君）  御異議なしと認めます。したがって、委員長からの申し出の

とおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（沖田  守君）  以上をもちまして、本日の日程全て終了させていただきまし

た。 

 会議を閉じます。 

 令和２年第２回津和野町議会定例会を閉会いたします。 

午後０時 23分閉会 

────────────────────────────── 
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